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座主：　定刻になりましたので、シンポジウム
を始めてまいります。私は、本シンポジウムの
司会を務めます、関西大学経済学部の座主と申
します。どうぞよろしくお願いします。
　簡単ですが本日の登壇者をご紹介いたしま
す。まず、本シンポジウムのコーディネーター
をしていただいてる、立正大学法学部の丸山泰
弘さんをご紹介いたします。先生のご専門は、
刑事政策学、刑事学です。先生は、ご著書とし
て、『刑事司法における依存治療プログラムの
意義』というタイトルの著書を日本評論社より
出版されております。ほかにも薬物回復プログ
ラムに関する論文を多数公表されております。
先生には、本シンポジウムの企画趣旨と刑事政
策学の観点から、今回のテーマについてご報告
いただきます。
　2 人目に、甲南大学名誉教授の園田寿さんを
ご紹介いたします。先生のご専門は刑法学です。
先生は、大麻の使用に関する記事を多数発表さ
れています。参加者の皆さんの中には、ウェブ
上でご覧になってる方も多いかと思います。

◆法と経済学会　2021 年度（第 19 回）全国大会講演報告◆
□シンポジウム 1

『大麻使用罪の創設： 
世界の潮流と日本の薬物政策』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・開催年月：2021 年 11 月 13 日（土）-14 日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・会場：Zoom によるオンライン開催

< 司会 >
座主 祥伸（関西大学経済学部准教授）

< パネリスト >
丸山 泰弘（立正大学法学部教授）
園田 寿（甲南大学法学部名誉教授）
正高 佑志（一般社団法人 Green Zone Japan 代表理事・医師）
村松 幹二（駒沢大学経済学部教授）

　 次 に、 医 師 で 一 般 社 団 法 人 Green Zone 
Japan 代表理事の正高佑志さんをご紹介いたし
ます。先生には、医学の立場からこの問題につ
いてご議論していただきます。正高さんは、著
書として『お医者さんがする大麻と CBD の話』
というタイトルで、今年 2021 年、彩図社より
ご本を出版されております。この本には、多く
の研究によるエビデンスが紹介されていますの
で、非常に大変興味深い本だと思います。われ
われの大麻についての認識を変えるような本に
なっているかと思います。
　最後に、駒沢大学経済学部の村松幹二さんを
ご紹介いたします。先生には、3 人の報告者に
対するコメンテーターとしてご質問していただ
き、私たちがこの問題への理解を深めるきっか
けを作っていただこうと考えております。村松
さんは、犯罪抑止に関する実証的、理論的論文
を多数公表されております。
　それでは、本シンポジウムのスケジュールを
大まかにお伝えしたいと思います。まず、丸山
さんから企画趣旨を説明していただきます。次
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に、園田さんより、刑法学の観点から、大麻使
用罪の創設に関する、このテーマに関するご報
告をしていただきます。続いて、今度は正高さ
んより、医学の立場からご報告していただきま
す。次に、コーディネーターの丸山さんより刑
事政策学の観点からご報告をしていただきま
す。最後に、この 3 人の先生方のご報告を受け
て、コメンテーターとして村松さんよりご質問
とそれに対するご回答というのを各先生からい
ただきたいと思います。その後、一般の参加さ
れてる皆さんからのご質問を時間の限り受けた
いと思っております。それでは、皆さま、本シ
ンポジウム、ぜひお楽しみください。まず、丸
山さん、よろしくお願いします。

丸山：　よろしくお願いします。皆さま、初め
まして、立正大学の丸山と申します。本日は、
貴重な機会を与えていただきまして、誠にあり
がとうございます。
　最初に私の方から簡単に、この本シンポジウ
ムの企画趣旨を最初に皆さんにお伝えしたいと
思います。ご存じの方もいらっしゃるかと思い
ますが、これまで日本では、大麻取締法にのみ
使用罪がありませんでした。その使用罪を導入
しようという議論がこの 1 年活発に行われてい
ます。その前提をお伝えして、なぜそういう議
論になっており、それがどんな問題があるかと
いうことを皆さんと一緒に考えたいというのが
シンポジウムの趣旨になっています。
　まず、そのもっと前提から、国連の麻薬委員
会、いわゆる CND といわれるところが 2020
年の 12 月に投票をやっています。これは大麻
および大麻関連物質についての WHO 勧告に対
する投票です。
　この CND に投票権を有している国というの
は 53 カ国ありまして、日本もその中に入って
います。日本では認めていませんが、そのうち
の 16 カ国が、すでに医療大麻を合法化してい
ます。
　大麻草を規制する国際的な条約は、1961 年

に「麻薬に関する単一条約」というものがあり
ます。その 10 年後、1971 年の「向精神薬に関
する条約」、そして 1988 年の「麻薬および向精
神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」
という、3 つの重要な条約があります。それぞ
れに大麻をレベルの高い、依存性の高い危険な
薬物としてリストに入れておりました。
　そのリストの基になっているのは、この
WHO の依存性薬物専門家委員会が定めている
スケジュールというのが付けられておりまし
て、そのリストにおいては、大麻は最も危険性
の高いレベルのレベル 4 というところに規定さ
れておりました。
　これが先ほど申しました 2020 年の 12 月の投
票で、大麻および大麻樹脂を 61 年の麻薬に関
する単一条約で作られたこの付表 4、一番レベ
ルが高いところから削除するということになり
ました。レベルの軽いものにするというところ
に賛成 27、反対 25、棄権 1 でリストから削除
されることが承認されました。危険な薬物とし
てのリストから移行されたことを受けて、世界
的にも医療目的での研究と治療が進むことが期
待されるようになっていきます。
　こういった背景がありまして、日本において
も 2021 年の 1 月から、大麻等の薬物対策のあ
り方検討委員会（以下、検討委員会）が厚生労
働省で設立されました。この検討委員会は、合
計 8 回開催されまして、6 月 11 日に取りまと
めが行われて、25 日に報告書が提出されるこ
とになります。この 11 日の取りまとめのとこ
ろで、厚生労働省の検討委員会は、医療目的の
大麻を承認すると共に、依然として嗜好的使用・
レクリエーションユーズを抑制する必要があ
り、それには罰則を科す必要があると考えてい
るようです。
　冒頭にも申しましたとおり、他の覚せい剤取
締法違犯など別のものには使用罪というものが
あるのですが大麻にはない。他の薬物法規と同
様に大麻の使用に対し罰則を科す必要があると
いう意見が多かったということを報告書で提出
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しています。厚生労働省は、今後も審議会で議
論を進めて、国会に使用罪を盛り込んだ大麻取
締法の改正案を提出する方針であるとしていま
す。
　ただ、検討委員会が行われていく中で、大麻
使用に対する刑事罰の導入について賛否が分か
れております。この検討委員会の中でも委員の
意見分かれていまして、委員は全員で 12 名い
たのですが、9 名が賛成で 3 名は反対していま
す。
　まず、検討委員会での大麻使用罪創設賛成派
の主張は、大麻使用に対する罰則について、他
の薬物法規と同様に成分に着目した規制をする
のだということです。大麻から製造された医薬
品の使用を可能とすると、不正な使用の取り締
まりの観点や他の薬物法規との整合性が必要で
あろうということになりました。そして昨今の
諸外国での合法化の流れ、安易な大麻使用のイ
メージから罰則を科すことが必要なんだという
ことが賛成派の内容になります。
　一方で 3 名の反対派がどういうことを指摘し
たかといいますと、回復支援に力が注がれてい
る国際的な流れに逆行しており、いまさらなぜ
罰則規定を作るのか、使用を抑制するための方
法が必ずしも使用罪の導入であるというには論
拠が乏しいということなどが挙げられました。
そして、大麻の検挙人員が増加しているとして
も、それに伴う交通事故や大きな事件などは増
加しておらず、大麻使用が社会的な弊害を生じ
させてるとは言えないというもの。そして最後
に刑罰の対象とすることで一層孤立化し、社会
からの偏見を助長する恐れがあるといったこと
が反論として出されています。
　これらの反対意見にもあるように、実は日本
で常識と考えてる薬物政策というのは、かなり
世界では非常識なものになってきているという
のが率直なところかと思います。薬物政策の研
究を行っている国際的な研究機関は、刑罰に
よって規制することが必ずしも問題使用を減ら
すことにはならないとして、刑事罰に頼らない

薬物政策を訴えています。国連やＷＨＯを初め
とした団体も、刑罰で薬物使用の問題に取りか
かることはそもそも人権問題なのだと明言して
います。
　このように、刑事罰による規制を望む声があ
る一方で、国際的には刑罰で規制することが薬
物使用の問題の解決の唯一の手段ではないとい
う指摘があるというのが前提になります。
　本シンポジウムが皆さんとの議論を設ける場
になればありがたいなというふうに考えてま
す。以上が企画趣旨となっております。それで
は、園田さん、よろしくお願いします。

園田：　皆さん、こんにちは。甲南大学の園田
です。今日は、大麻使用罪創設の問題点という
ことで、刑法学の立場からこの大麻使用罪とい
うのをどういうふうに考えればいいのかという
点についてご報告させていただきます。
　先ほど丸山さんの報告にありましたように、
現行の大麻取締法には使用という罪がないんで
すよね。よく芸能人などが逮捕されてますけれ
ども、あれはほとんど所持罪です。大麻所持と
いうことで逮捕されていて、だから、まあ、使
用は明らかであってもブツ、大麻自体がないと
これは検挙できないわけです。
　そこで現在、先ほどありましたように厚労省
の方で検討会が開かれ、大麻取締法に大麻使用
罪というのを新たに作ろうという動きがあると
いうことです。それで、この点に関して、私は
否定的な観点から、この大麻使用罪というのは
作るべきでないという立場ですので、今日はそ
れについてお話しさせていただきたいと思いま
す。
　まず、現行の大麻取締法について、所持とか、
栽培というのは、これは非常に重い罪になって
ます。所持は 5 年、それから栽培は 7 年、営利
目的があるともうちょっと加重されます。こう
いう非常に重い刑罰、法定刑を予定してるわけ
ですが、大麻の使用それ自体を処罰する条文と
いうのは存在しないです。
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　これはちょっと一見奇異な感じがするわけで
す。ヘロインも使用罪がありますし、それから
アヘンもありますし、覚せい剤もあります。と
ころが大麻だけこの使用罪というのがないんで
す。これはちょっと不思議なことです。この大
麻取締法に使用罪がなぜ存在しないのかという
のは、実はよくわかってないんです。大麻取締
法は、1948 年にできたんですが、そのころの
立法資料にも、使用罪を設けないということの
理由はどこにも書かれていないのです。
　先ほどの厚労省の取りまとめ委員会の報告書
でもこういうふうに書いてあります。使用罪が
ないと、これは大麻草の栽培農家が大麻草を刈
る作業をする際に、大気中に大麻の成分が飛散
して、吸引して、いわゆる麻酔いという症状を
呈する場合を考慮したためである。つまり、大
麻栽培農家が大麻を刈り取ったりするときに、
知らず知らずに大麻成分を吸ってしまうことが
あるんだ。使用罪を設けるとそれと区別できな
いんじゃないかということが理由だと言われて
るんですが、最近この麻酔いがあるのかどうか
というのを確認したところ、そんなものはな
かったということなのです。
　その報告書でもありますように、制定時に大
麻の使用に関する罰則を設けなかった理由は、
現状においては確認されていません。なぜ使用
罪がなかったのかということはよくわからない
ということです。
　そこで本報告では、この取締法に使用罪が設
けられなかった理由について、おそらくこうで
はないかという、その 1 つの仮説を提示しまし
て、その上で同罪を創設することの是非につい
て考えてみたいと思っています。
　大麻というのはもともと何千年も前からこの
地球上に存在しています。日本には、大陸を通
じて縄文時代に入ってきたと言われてます。
　もともと中央アジア原産で 1 年草、吸湿性に
優れておって栽培加工が容易であるということ
で、衣類とか、綱とか、糸とか、紙とか、そう
いうものに使われて非常に重宝されてきた。女

性で麻子さんとか、麻美さんとか、麻という字
がよく付く名前がありますけど、あれはすくす
くと丈夫に育ってほしいという親の願いが込め
られてるのです。そういうふうに非常に丈夫で、
栽培が容易であり、いろんな使い道があるとい
う、そういう植物です。
　いろいろなところに麻が使われています。麻
の着物、神社で使うおおぬさと呼ばれるもの、
それからロープであるとか、袋であるとか、最
近ではコンクリートの中に麻の繊維を入れて強
化するというか、ものすごい堅いコンクリート
ができるそうです。
　戦前は、この大麻というのは、実はぜんそく
の薬として使われていました。これはある新聞
の広告です。ここに「印度大麻煙草」というこ
とで、これは「ぜんそくたばこ」と呼ばれ、ぜ
んそくの薬として販売されていました。結構、
これは売れたらしいです。
　それが大正元年、1912 年に万国阿片条約と
いうのが結ばれます。日本も批准するんですが、
その万国阿片条約を受けて、日本国内で麻薬取
締規則、これが昭和 5 年に制定されます。戦後
になって GHQ が大麻取締法を無理やり作らせ
たんだということがよく言われてますが、実は
昭和 5 年から日本では大麻を取り締まっていま
す。これが初めて吸引目的の大麻を取り締まっ
た法律です。
　実は、このときに規制になったのは、インド
大麻という種類です。インド大麻という種類が
規制対象になった。これは麻薬取締規則第１条
第 5 号の官報に掲載された文章です。ここにあ
りますように、「印度大麻草、其ノ樹脂及び之
ヲ含有スル物」という、条文になってます。だ
から、当時は、日本に何千年もある、あっちこっ
ちに自生している大麻、これは麻って呼んでま
すけど、この麻というのとインド大麻というの
は別物であるという考えが一般であって、その
中で特に幻覚成分の強いインド大麻だけが規制
対象になったということです。
　日本古来の在来種のアサ、在来種の形状は普
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通のほかの大麻と変わりはないんですけれど
も、今でも東北とか、北海道の山奥行くとこう
いうのが自生してるわけです。インド大麻は違
うんだと、そういう知識が一般であって、この
昭和 5 年の麻薬取締規則で取り締まりになった
のは、いわゆるインド大麻なのです。
　その日本の古来の在来種であるアサというの
は、このときは規制対象ではなく、アサが摘発
されたという資料はありません。むしろ戦時中
は、政府とか、軍は、このアサをパラシュート
の材料として栽培することを奨励してました。
アサというのは非常に強いんですよ。糸も強い
し、それで編んだ布も非常に強いので、パラ
シュートの材料として栽培を奨励していたと、
こういう事情がうかがわれます。
　それが終戦を機に、このような考え方ががら
りと変わるわけです。終戦直後は、GHQ が強
力に占領政策を推し進めていた時代です。
GHQ が麻薬成分を有する植物、これの栽培、
製造、製品、製品化、販売、輸出入、を禁止し
ます。それが 1945 年の 10 月 12 日の「GHQ 対
日指令」です。
　これで日本政府に対して、麻薬植物を取り締
まれということを GHQ が言うわけです。麻薬
の定義は次のものになります。「麻薬とは、あ
へん、コカイン、モルヒネ、ヘロイン、大麻（カ
ンナビス・サティバ・エル）及びそれらの種子
と草木及びいかなる形であれそれらから派生し
たあらゆる薬物、化合物、製剤を含む」と、こ
ういう対日指令を出して、強力に麻薬植物を取
り締まろうとするわけです。
　麻薬の中に大麻、カンナビス・サティバ・エ
ルっていう、これです。このカンバビスという
のは、大麻草の属名、サティバというのは種名
です。属があって種がある。植物分類学の基準
ですが、属があって、種があってという、そう
いうことで分類するんですが、エルというのは
植物学者のリンネの頭文字です。この指令に
よって、カンナビス・サティバ・エルを麻薬の
中に入れたわけです。

　ここが戦後になってかなり争われるんです
が、カンナビス・サティバ・エルの中には、イ
ンド大麻だけではなくて、日本から何千年も自
生している、日本人の生活の中に浸透している、
そのアサも含まれるんです。ここで、インド大
麻草を含んで規制がすべての大麻草、アサにま
で拡張されたというわけです。
　そして、これに基づいて 1948 年に、大麻取
締法が規制されます。このときの政府の戸惑い
について、時の法制局長官であった林修三さん
がこんなことを書いてるんです。「私どもは、
正直のところ異様な感じを受けた。先方は、黒
人の兵隊などが大麻から作った麻薬を好むの
で、ということもあったが、私どもは、なにか
のまちがいではないかとすら思ったものであ
る。大麻のこの『麻』と麻薬の『麻』がたまた
ま同じ字なのでまちがえられたのかも知れない
などという冗談まで飛ばしていた。私たち素人
がそう思ったばかりではなく、厚生省の当局者
も、わが国の大麻は、従来から国際的に麻薬植
物扱いされていたインド大麻とは毒性がちがう
といって、その必要性にやや首をかしげていた
んだ。しかし、占領中のことであるから、そう
いう疑問や反対がとおるわけもなく制定してし
まった」という、そういうことをおっしゃって
いる。
　確かに国会の審議録なんか見ましても、同じ
ような記述になってるわけです。「しかしなが
ら終戦後、関係方面の意向もありまして、実は
大麻は、その栽培を禁止すべきであるというと
ころまで来たのであります」ということで、か
なり抵抗した後はあるんだけれども押し切られ
てしまったという記述がある。
　それでは、なぜアメリカは、こういうふうな
きつい政策に打ち出したのかということです。
それは当時のアメリカの大麻に対する考え方と
いうのがものすごく影響を与えてます。それは
端的に行って、1937 年の大麻課税法という法
律があるんです。一般にはマリファナ課税法と
いうふうに言われてますが、この大麻課税法が、
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この 1948 年の大麻取締法にほぼそのままの形
で移行されてるんです。この大麻課税法という
のは何かと言いますと、この当時は世界恐慌の
後でものすごい不況になって、それで移民労働
者に対する排斥の強い動きがあった。それと黒
人に対する差別意識とか、マイノリティーに対
する非常にきつい社会の動きというのがあった
わけです。
　それで、特にメキシコからの移民労働者に対
するバッシングというのは強くて、彼らは、実
は、もともとマリファナを吸うという習慣が
あったんです。これは 16 世紀にスペインがチ
リにマリファナを持ち込んで、徐々に北の方に
上がっていって、メキシコ人は昔からマリファ
ナを吸うという、習慣があったのです。アメリ
カに移民した後も彼らはタバコが高くて買えな
かったのでマリファナを吸ってたわけですよ。
そのメキシコの移民労働者を排斥するというこ
とのためにマリファナの毒性というものが強調
されて、それがマリファナの規制に結び付いた
わけです。
　それから、ちょうどこのころ合成繊維が開発
される時期で、その化学企業を活性化させると
いう意図もあったようです。
　刑事法の制定というのは、もともと州の権限
であって、連邦には刑事法を制定する権限がな
かったんです。そこで連邦政府は、刑罰ではな
くて税金を課すという形で大麻を規制する。こ
ういう方法を考え出したわけです。つまり違反
すると脱税という犯罪として摘発する。大麻を
所持、あるいは使用とか、そういうことを直接
処罰するのではなくて、脱税という形で規制を
かける。脱税という犯罪ですね。そういう方法
を考えたのです。
　ちなみに、ギャングのアル・カポネというの
は有名ですけど、彼の罪状も脱税ですよね。禁
酒法というのはそういう働きをしたわけですけ
れども、脱税という犯罪で規制しようと考えた
わけです。
　課税のための法律ですから、栽培とか、売買、

所持、こういうものには課税できたんですよね。
つまり、大麻の取り引きには課税するんだけれ
ども、大麻を使用するという使用自体について
は、これは課税されてなかったんです。おそら
くこれが現行の大麻取締法に使用罪がないとい
うことの一番の理由ではないだろうかというふ
うに私は思ったわけです。
　ここの中間的なまとめです。日本が麻薬とし
て取り締まり対象にしてきたのはインド大麻で
ある。在来のアサというのは規制対象ではな
かったのです。大麻取締法の制定によって、一
挙に在来種にまで規制が拡大された。結果的に
大麻草規制法、大麻という植物を規制する法律、
そういうことで法律ができて、大麻草という草
をこの地上から一掃するということが意図され
たということです。
　その点の実質的な理由というのが明らかでな
いままに大麻取締法という法律ができてしまっ
た。大麻の有害性について、そのころ何がどう
いうかたちで精神に作用するのかということは
わかっていなかったんです。これがわかったの
は 60 年代に入ってからです。制定時には、そ
の有害性について十分な議論のないまま日本の
大麻規制がスタートした。ここが一番の混乱の
基であると考えることができます。
　大麻使用の犯罪化の問題について、「行為の
犯罪化」ということについてちょっと考えてみ
たいと思います。例えば道路の左側通行という
ことですけども、この最初に道路をどちらに通
行するかというのは、これはもちろん道徳的評
価とは無関係です。明治の十何年かに左側通行
が決まったということですけれども、最初に車
馬は左側を通行するというのは、これは恣意的
な決定です。
　ところがそれが制定され、そのルールが日常
生活に溶け込んで多くの人が従うようになりま
すと、このルール違反に対する性格というのも
当然変わっていくわけですね。つまり最初は、
そのルールに従わないということが、みんなが
決めたことになぜ従わないのかと、こういう点
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が強調されるわけですが、人も車も増えてくる
と、ルールに従わないことが実質的な危険性を
持ってくる。大きな実害をもたらす危険性を
持ってくる。つまり、その段階になって犯罪と
しての実態を備えるようになります。これは法
定犯の自然犯化と呼ばれる現象です。
　大麻も典型的な法定犯です。つまり、二千年
以上、日本人はズーッと大麻と付き合ってきた
わけです。それが突如として、1948 年に「犯
罪だ」というふうにされてしまったんですね。
　ところが、大麻取締法の制定から 70 年以上
たつわけですが、車の右側通行のように、その
ルールに反するということが非常に危険な行為
だというふうになってきたのかどうかという
と、それはどうかということなんですよ。つま
り、大麻の害悪性というのをどういうふうに理
解するかということにもよりますけれども、い
まだに大麻は無害だとか、有害だとか、そうい
う議論があるということ自体、車の右側通行、
左側通行とだいぶ意味が違うんじゃないかと思
います。
　最高裁では、大麻は有害だと言ってます。こ
れは昭和 60 年に 2 つの決定が出てます。別々
の事件なんですが 2 つの決定が出て、第 1 決定
の方では大麻の有害性は極めて低いものである
とは認めないとした原判決は相当であるという
ことを決定してます。それから第 2 決定の方も
大麻が人の心身に有害であるとした原判決の判
断は相当であるというふうに判断しています。
　それぞれ根拠は何かと言うと、第 1 決定の方
は、大麻の有害性というのは、これは公知の事
実なんだと、いちいち証明しなくてもみんなわ
かっているじゃないか。これは公知の事実なん
だと、これが理由です。それから第 2 決定の方
は、大麻の有害性は立法事実だと。
　立法事実とは何かというと、社会的、経済的、
政治的、科学的な事実のことで、例えば地球が
太陽の周り回ってますよというのは、いちいち
証明する必要ないわけですよ。そういうものは
証明せずに法廷の場に持ち出してよろしいとい

う事実、これを立法事実といいます。第 2 決定
は、大麻の有害性というのは立法事実だ。いち
いちこれは証明する必要もないし、議論にする
こと自体がおかしいんだという考え方です。
　ところが 61 年の両決定から、もう 40 年近い
時間がたっています。最高裁の言う立法事実そ
のものに変化が生じているというのは、これは
確実なことではないだろうかと思います。
　この部分は後で正高さんが詳しくご報告され
ますが、大麻の有害性についての国際的議論と
いうのは、ほんとに大きく動いています。一番
有名なのは、この薬物政策国際委員会という、
これは国連の機関ではないんですが、世界的に
権威のある二十数人の学者が集まった委員会で
して、ここが発表してる薬物有害性の荷重スコ
アというのがあるんですよね。これは有害性を
いろんな依存性とか、それから健康被害、死亡
率とか、攻撃性とか、いろんな観点を総合的に
判断して決めた表です。一番危険なのはアル
コールだと言うんです。確かにアルコール飲ん
で殺人するとか、アルコール飲んで人殴るとか、
こういう事件というのは無数にあります。
　それから依存性についても、タバコの方が大
麻よりはるかに依存性は高い。大麻の方が低い
ですね。それから健康被害という面についても、
アルコールというのはほんとに肝臓をだめにし
て、体をだめにします。タバコもそうですよね、
肺がんとの因果関係というのは認められてます
し、大麻についてはそこまでないわけですよ。
　ここの中間的なまとめです。世界レベルでは、
大麻の有害性について疑問視する動きというの
は、非常に顕著になってる。医療用大麻だけで
はなくて嗜好用大麻についても解禁する国、地
域は増えています。
　非犯罪化というのは交通違反みたいに反則金
のようなもので処理するということです。この
ように今後大麻を解禁する国とか、地域という
のはどんどん増えていくというのだと思いま
す。
　例えばアメリカ国内で大麻を解禁する州がど
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んどん増えていくでしょうし、州によって違い
ありますが、サイパンなんていうのはもう来年
解禁化するというふうに聞いてますし、ハワイ
もそうですよね。そうすると日本から、特に大
学生が夏に行って、彼らが大麻に触れるという
機会というのはものすごい増えてきます。大学
として、それをどう考えるかというのは、1 つ
の大きな問題だと思います。そういう状況にあ
るということですね。
　それで、最後のまとめです。まず、大麻所持
罪というのは、抽象的危険犯ではないかという
ことです。犯罪には 2 種類あって、実害犯と危
険犯という 2 種類あります。実害犯というのは、
例えば人の死とか、物の損壊とかですね、そう
いう具体的な結果が必要な犯罪のことを侵害
犯、危険犯というのは、その危険だけで処罰さ
れる犯罪です。放火罪なんかがそうなんですよ
ね。だいたい放火というのは、40 センチ四方
を人の家の壁を焼くと既遂になります。これは、
それぐらい焼くと全体が燃えてしまう。全体が
燃えると周囲に延焼する危険性が出てくるとい
うことで、だいたい 40 センチ四方を燃やして
しまうと放火罪が既遂になります。これは危険
犯ですね。
　大麻に関してどうかと言うと、この、さっき
言いましたように犯罪の実質化というのは、果
たして生じてるのかどうかということ。つまり、
実質化というのは他害性とか、自損性ですけれ
ども、両方とも実際は非常に低いんではないか
と。そうすると、この大麻使用罪というのを仮
に作ったとしても、その実態は何かと言うと、
抽象的な危険犯ではないか、あるいは、形式犯
と呼ばれるカテゴリーもあって、それは例えば
免許証不携帯のように単なる手続き違反という
ものになるんじゃないかという気はします。
　そうすると、仮に大麻使用罪というのが犯罪
化されたとしても、その犯罪としての非難の実
態は何かと言うと、「みんなでルールを決めた
んだから、なぜ従わないのか」という、その部
分が犯罪としての本質になるのではないか。つ

まり、遵法精神のなさという部分が非難され続
ける犯罪になるんじゃないか。何も社会に害悪
を加える、他人に害悪を加えるからだめという
ことではなくて、「みんなで決めたことになぜ
従わないのか」という、それが処罰の理由にな
るんじゃないかという気はします。
　確かに自己使用の場合は、大麻吸って運転す
ると危ないということもありますので、飲酒運
転と同じようなレベルで取り締まるということ
で足りるんではないかと思います。
　それから 2 番目には、大麻事犯というのは、
ものすごいラベリング効果が強いのです。芸能
人が逮捕されて、湾岸署で、玄関の前で土下座
しているシーン、ご覧なったことあると思いま
す。芸能人でなくてもだいたい実名が公表され
ます。そうすると失職するし、退学するし、さっ
き言いましたように学生の大麻事犯というのは
ものすごく大きな問題で、大麻で学生を退学さ
せていいのかと私は思います。退学したり、場
合によっては家族離散といったようなこともつ
ながります。つまり、社会的に非常に強い非難
を受ける可能性が出てくる。
　大麻使用罪の性質から言って、これほど思い
処罰、強い社会的制裁、そしてさらに前科とい
う烙印、そういうものを押していいのかという
ことですね。
　現在、大麻取締法というのは部位規制です。
部位規制というのは、これは大麻草の種子と成
熟した茎、これは規制外になってます。これは、
種子とか、茎は持っていても罪ではありません。
現に、われわれが日常的に食べてる七味唐辛子
の中には大麻の種が入ってます。規制されてる
のは、この花穂（カスイ）です。この葉っぱの
ガクの部分と、それから葉っぱの部分ですね。
未成熟の茎、そういったようなものが大麻取締
法の規制です。これが部位規制なんです。
　大麻取締法ができるときは、精神に作用する
成分がわからなかったから、大麻草という草自
体を取り締まっていたのです。今では、THC
という、テトラヒドロカンナビノールという、
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この化学物質が精神に作用するということはわ
かっていますので、この草の規制から THC の
規制に変えるべきだというのが、この取りまと
め案の提言です。
　そうすると、これ非常に大きな問題になって
きまして、要するに犯罪の実質が変わってくる
可能性ある。つまり、具体的危険犯、抽象的危
険犯から具体的危険犯へと変わってくるという
ことがあるのではないか。つまりこれは、
THC の分量が非常に微量であれば、これは無
罪になる、不処罰になる可能性が出てくる。
THC という幻覚成分を規制するというふうに
法律が変わってくると、これはそういう可能性
も出てくるんではないかと思います。
　現在は、「とちぎしろ」という大麻の種類が
あるんですが、それ THC はゼロです。品種改
良されて THC はゼロですが、それを持ってい
ても現在は大麻取締法違反になります。植物規
制ですからね。
　そういう矛盾があるという、それが THC 規
制法に変わっていくということで、これ自体望
ましいんですが、所持罪をそもそも設けるとい
うことについては、この上に言いましたように
根本的な疑問があると私は考えております。以
上で報告終わります。

座主：　園田さん、ありがとうございました。
続いて、正高さんからよろしくお願いします。

正高：　よろしくお願いします。Green Zone 
Japan の正高と申します。
　私の方からは、大麻の有害性には具体的にど
ういったものがあるのか、そして、今日本で違
法に大麻を使っている方々が大麻を使用する理
由に関して、私がこれまで感じてきたことをお
伝えできればなと思います。
　今話があったように、大麻に対して使用罪と
いうのを設けて、末端の使用者への罰則を強化
するというのが現在の議論です。ここで法律関
係の皆さんには、一度原理原則に立ち戻って考

えていただきたいのです。薬物を使うことで逮
捕するのがなぜ正当化されるかと言うと、これ
は逮捕が本人のためになる、つまり刑務所に
突っ込んででも、やめてやった方が本人の利益
となる場合には、人権を制限することが正当化
されるという理屈です。
　そのとき大事なのは、薬物が本人、もしくは
社会に対して与える悪影響と、逮捕が本人に対
して与えるダメージ、これを天秤にかけて比較
するということです。大麻というものが日本の
社会、そして個人の健康に対して、どの程度の
悪影響を及ぼしているのかについてデータに基
づいて議論をする。それこそが本来、政策を決
めるときにエビデンスに基づいてやっていくと
いうことですね。
　厚労省が有識者検討会の中で、大麻が蔓延す
ることの問題点として資料を作って示してきた
のは以下の 3 点です。1 つ目が、交通事故、特
に死亡事故が増えた。2 つ目が、大麻関連の犯
罪が増えた。3 つ目が、子どもの救急搬送が増
えた、と。これらについて、反論を述べていき
たいと思います。
　まず 1 点目、大麻を合法化したアメリカの州
で大麻関連の犯罪が増えたと厚生労働省の監視
指導・麻薬対策課は述べています。しかし引用
元になっている資料を見ていくと、2012 年か
ら 2017 年までの期間、コロラド州において大
麻関連で逮捕された人の数は半分に減っていま
す。ちなみにコロラド州だけで年間それでも
6,000 人とか逮捕されているので、アメリカの
大麻犯罪での検挙数というのは、日本の比では
ありません。2001 年から 2010 年までで全米で
700 万人逮捕されている。それぐらい大きな問
題です。
　逮捕者の数が 2012 年から 2017 年の中で増え
ているのは、この違法栽培の項目だけです。そ
れが微妙に増えているというところだけを見
て、大麻関連の犯罪は増えていると結論してい
るのが有識者会議で行われたプレゼンテーショ
ンです。実際には、末端の使用者の黒人が警察
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にたたきつけられて、大麻を理由に刑務所に入
れられることは合法化することによってなくな
るわけです。
　合法化後の違法行為というのは、栽培農家の
ところに「おまえちゃんと税金払ってないじゃ
ないか」とマルサが来て検挙されるという、い
わば取り締まりの質的な変化が起きているので
すが、それをまるで大麻関連の犯罪が増えてい
るという言い方がされている。これはちょっと
おかしいのではないかなと私は思っています。
　2 点目、大麻の合法化によって引き起こされ
る健康被害が深刻であると、特に子どもが大麻
製品を誤食して救急者で運ばれる例が増えてい
ると厚生労働省は主張しています。
　実際に大麻というと、喫煙のイメージが強い
と思いますけれども、有効成分をいろんな形に
加工して、おやつにしたものがアメリカで流通
しています。こんなふうにグミに入っていたら、
確かに子どもが「おいしい、おいしい」と一袋
食べてしまうこともあるでしょう。そうすると
1 日ぐらいは目が覚めません。昏睡状態になっ
てお父さん、お母さんが心配して救急車呼ぶ、
こういうことはもちろんあり得るでしょう。
　けれども、カナダのデータを見てみると、そ
の増加というのは統計学的に有意なものではな
い。増えているか減っているか、一見してわか
らないくらい微妙な程度と学術的に報告されて
おります。
　ここで私がアピールしたいのは、大麻の健康
被害を示す際に、なぜ厚生労働省は子どもの救
急搬送件数というデータを出してきたのかとい
うところです。
　これは大麻関連の死亡データ出せばいいと私
は思うのです。仮に大麻を合法化したせいで子
どもが誤食でいっぱい死んでいる。もしそう
なったら私もよくないなと思いますけど、大麻
は過剰摂取しても呼吸中枢に作用しないので死
亡事故が起きないのです。
　ですので、死亡事故が起きないから、この救
急搬送件数というのを出してお茶を濁してい

る。実際、救急搬送は増えたけれども、死亡事
故はゼロである。どこに光を当てるかによって
物事の印象は大きく異なりますね。
　3 つ目は、合法化によって交通事故による死
亡件数が増えているという主張です。特にコロ
ラド州、ワシントン州、オレゴン州というアメ
リカで先んじて嗜好品としての大麻を合法化し
た州で、その後のほかの州と比べて 5.2％死亡
事故が多く、死亡事故全体が 1.5 倍に増えたと
いうことをもって、大麻を合法化したせいで交
通事故死亡者が増えていると厚生労働省は主張
しています。
　実はこのデータに関しても、アメリカで検証
されていまして、テキサス大学の研究チームに
よりこのワシントン州、オレゴン州、コロラド
州の交通事故死亡者の変化は、統計学的には合
法化してない州と違いはないことが示されてお
ります。
　データをよく見てみると、大麻を合法化する
と、確かに大麻を吸って大麻の酩酊運転をする
人の数は増えます。けれども、絶対数は未だお
酒を飲んで飲酒運転する人の 10 分の 1 です。
アメリカは国中が知床みたいな場所なので、結
構みんな飲酒運転しますね。さらにデータを見
てみると、大麻の運転が増えてくるのに伴い、
少しずつ飲酒運転が減ってきているように見え
る。つまりお酒を大麻で代用しているというよ
うな状況が起きているんじゃないかというふう
に見えます。
　このときに大事なのは、お酒飲んで運転する
のと、大麻吸って運転するのと、どっちが危な
いのかという話だと思います。そこに関しては、
実はデータがあります。
　厚生労働省の資料によると、大麻を吸うこと
によって交通事故リスクが増えるのは、最大で
2 倍と書かれています。2 倍増えたら、結構多
いかなと皆さんは思うかもしれませんけれど
も、アメリカの運輸省のデータだと実は1.05倍、
プラス 5％ぐらいと書かれている。仮に真の値
が 2 倍から 1.05 倍の間だとして、じゃあ、飲



- 10 - - 11 -

Law and Economics Review vol.17, No1 (Apr 2024) JLEA

酒運転どうなのかというと、これは 6.75 倍危
なくなるとアメリカの運輸省は同じデータセッ
トの中で示しています。しかも、これベロンベ
ロンになればなるほど当然事故のリスクは上
がっていって、日本の基準で飲酒運転に該当す
る血中濃度では 20 倍を超えています。日本で
は酒気帯び運転にもならない血中アルコールレ
ベルでも、すでに交通事故のリスクは 9 倍に上
がっているというデータになっているのです。
　つまり日本は、お酒に関しては事故リスク増
加が 9 倍とか、10 倍になるぐらいまでは許容
しているわけですね。でも、大麻に関しては 2
倍の時点で「いや、それで事故が増えて人が死
ぬかもしれないから、これは規制し続ける必要
がある」と主張しているというのが、有識者会
議でやっていたことになります。
　また、こういう話の中で必ず出てくるのが、
大麻自体はそれほど危なくなくてもより危険な
ドラッグ、具体的には覚せい剤の入口になると
いうことが根強く言われています。これは専門
用語で「ゲートウェイ仮説」と言われています。
そもそもアメリカの取り締まり筋が 1970 年代
に言い出したことなんですが、今日では言い出
したアメリカの国立研究所は、「ゲートウェイ
仮説って違うんじゃないかな」とウェブサイト
に書かれております。実際に多くの州で大麻は
合法化されたけれど、覚せい剤の使用率は増え
てないわけですから。
　日本のデータだけを見ていただいても、おか
しいことはわかるのです。なぜなら大麻の検挙
数がどんどん伸びていて、史上最高になってい
るわけですね。大麻はゲートウェイドラッグだ
から危ないと言いつつ、一方で覚せい剤の逮捕
者数の数は年々減り続けているわけですよ。も
し本当に大麻が覚せい剤の入り口になっている
のなら、この 2 つのデータはパラレルで動かな
いとおかしいわけです。
　これに関して警察は何らかのコメントを出す
べきですけれども、ここには目をつぶったまま
です。取り締まりをやっている厚生労働省や警

察が、同時に薬物に関しての情報を世の中にリ
リースしている。自分達の取締りを正当化する
ために、薬物の害悪というのは、実際のデータ、
科学的なデータよりも誇張されているんじゃな
いかというのが、私が今まで見てきた中で率直
に感じることです。
　私は大麻は完全に安全だと言うつもりはなく
て、それなりの問題もあります。大麻の危険性
というのは、タバコやお酒の下ぐらいであると、
そういう扱いでいいんじゃないのかなと思って
います。
　厚生労働省によると、長く大麻を吸うと大麻
精神病になったり、やる気がなくなったりする
と言われていますけれども、そもそも違法なた
めに、日本で大麻を使っている人たちにどれぐ
らいこれらの問題が発症しているのかという
データがなかったわけです。
　そこで私は、ネットを使ってアンケート調査
を今年やりました。有効回答数 4,000 人という
結構大きなデータが得られました。答えてくれ
た人は、全員大麻を使ったことが 1 回以上ある
人で、今も使っている人もいますし、昔は吸っ
ていたけど今は吸っていませんという人も含ま
れます。
　そういう人たちの 95％は就労状況にありま
した。これが一番大事なデータになります。世
間一般と大差がないわけです。
　また大麻依存症のチェックリストをつけて
いったときに、依存項目に 2 つ以上当てはまる
人がどれくらいの割合でいたかというと、これ
は現在吸っている人の 9.5％、過去に 1 回以上
吸ったことがある人の 8.3％でした。
　また大麻を吸ったことによって一過性に気分
が悪くなったり、幻覚を見たり、妄想がひどく
なったりする、いわゆるバッドトリップは 4 割
近くの人が経験したことがありましたけれど
も、「それが 24 時間以上続き、かつ誰かの助け
を必要とするものでしたか」という質問にイエ
スと答えた人は 1,000 人に 1 人程度でした。
　また重大な問題と思われている大麻精神病で
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すが、こちらも「大麻を吸ったことによって慢
性の精神障害が出ましたよ」と自分で申告した
人の割合というのは、1.3 から 1.5％でした。さ
らに大麻のせいでやる気がなくなったと考えて
いる人は 3％弱でした。
　このデータから何が言えるかというと、大麻
を使っている人の 9 割以上は薬物問題をえてい
ないということなんですね。国際的にも薬物使
用者のうち薬物問題を抱えるのは 1 割であると
言われていて、そのデータが今回はきれいに出
ました。
　じゃあ依存でもないのに、人は一体なぜ大麻
を使うのかという部分に関しては、このアン
ケート調査からはよくわからなかったので、私
たち引き続き聞き取り調査をやっています。実
際に大麻を吸っている人に、Zoom を使って 1
時間から 1 時間半ぐらい、「あなたの人生と大
麻について、何で大麻を吸うんですか」という
のを聞いて、それを記事にして上げていく、こ
れをやっていくことによって、多くの人から得
られた声を一部抜粋して並べてみます。
　1 人目の方はうつ病の傾向がある。遺書を書
いたりもしたけれども、大麻を吸っていた方が
楽しい。生きやすくなる。苦しくてもどうにか
やっていけるというふうに言っていました。2
人目は女性の方で、更年期障害の症状に対して
大麻を吸うと症状が和らぐと述べている。
　3 人目は、メンタルが非常につらかったとき
に大麻のおかげで明るくなれて、上手に生きる
ことができたと。
　4 人目の方ですが、お酒を飲むと暴れてしま
う。実際けんかしたりとか、いろんな問題があっ
たので、いろんな気晴らしの中で大麻に落ち着
いて、それだと大きな問題を起こさずに暮らし
ていけている。
　ほかにも、お酒以外の合法的な処方せんド
ラッグ、睡眠薬乱用などで困ってる方々が心身
へのダメージが一番少ないということで落ち着
いたのが大麻だったというようなコメントをた
くさんいただいております。

　これらの調査をやっていく中で、やはり日本
でこれほど法律が厳しく、逮捕されるリスク高
いということがわかっていても、手元に大麻を
置いている人たちというのは、もともと背景に
何らかの生きづらさを抱えている例が多く、そ
の生きづらさを緩和したり、和らげるためのあ
る種の自己治療として大麻草という植物、
THC というものの精神作用がフィットしたが
ために、大麻を使用し続けているという全体像
が見えてきます。
　これというのは例えるなら、目が悪い人がコ
ンタクトレンズ使うと、「それは見やすいから
使い続けますよね」という話なんです。
　世間のイメージにあるような、若者がクラブ
に行って気晴らしとして使っている、そういう
側面もありますけれども、実はそういうだけで
はなくて、切実に医療目的で使用している人が
想像よりずっと多いなという印象を受けており
ます。
　冒頭に戻ると、大麻を使うことによる健康・
社会への害と、逮捕・投獄されることの社会的
な被害、これを天秤にかけたときに、私は大麻
を使用し続けることよりも、逮捕されることの
社会的被害の方が大きいと考えております。
　非常に駆け足になりましたけれども、これで
私の発表をいったん終わらせていただきます。
ありがとうございます。

座主：　正高さん、ありがとうございました。
再び、丸山さん、よろしくお願いします。

丸山：　よろしくお願いします。再び登場の丸
山です。冒頭の企画趣旨の続きからになります。
　実は、6 月の検討委員会の報告書が出るあた
りで、厚生労働省の記者クラブで記者会見をし
ました。大麻使用罪の創設に対しては反対であ
るというのを厚労省の記者クラブで行いまし
た。
　もうすでに園田さんと正高さんから大麻その
ものに関する刑法上の問題、医学上の問題とい
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うのをエビデンスを基にお話しいただいていま
すので、私の方は大きな視点で大麻だけでなく
薬物政策全体の話をしまして、大麻使用罪の創
設の議論の何が問題かというところに絞ってい
きたいと思います。
　そもそも大麻のようなソフトドラッグだけで
はなくて、コカインとか、ヘロインとか、覚せ
い剤といったハード・ドラッグというものでさ
え、刑罰に頼らない方法で行うというのが世界
の潮流になっています。なぜいまさら大麻使用
罪の創設が議論となるのか？というところが疑
問点です。
　日本では冒頭に紹介した大麻に関する検討委
員会が開かれていまして、医療目的の大麻の可
能性を検討する一方で、嗜好的なレクリエー
ションユーズとしての大麻ユーザーの増加を抑
えたいという考えがあります。大麻使用はやは
り身体に害悪で刑罰をもって抑えるべきだとい
うことが議論上がり、大麻使用罪の創設という
のを今議論がされているというところです。
　企画趣旨でも申しましたが、委員の 12 名の
うち 9 名が使用罪創設に賛成しており、3 名が
反対をしているという状態です。
　ここで、もっと大きな日本の薬物政策の話を
刑事政策学的なお話から進めたいと思います。

「ダメ。ゼッタイ。」という啓発運動がありまし
た。もう少し上の世代に馴染み深いのが「人間
やめますか、覚せい剤やめますか」という啓発
運動がありました。まず怖いものだという印象
を与え、初期の使用を止めるというところに力
点を置いています。この初期の使用を止めるた
めの啓発運動を徹底的にしました。最初の問題
点として、日本はこれを推し過ぎていると言え
ます。国際的に重要だとされている薬物教育は 
“Safety First” です。つまり、まず命を助けよ
うというのが世界的な潮流です。
　それを、刑罰を前提に威嚇するという方法が、
どのような問題が生じるのかについて考えてみ
ましょう。「ダメ。ゼッタイ。」運動を進めてい
くと、子どもたちも薬物というのは「1 度の使

用ですべてを失うんだ」とか、「薬物はあなた
を離さない、破滅に持ち込んでいくんだ」とか、

「今の自分はもう戻ってこない、NO DRUG」
とか、こういうふうに威嚇を用いて初期使用を
止めようとするのが日本の「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動の流れになっています。これが初期使
用と止めるという威嚇を使うと同時に、薬物使
用者＝犯罪者や薬物使用者＝異常な人といった
印象と偏見も同時に高めてしまいます。「ダメ。
ゼッタイ。」はこのように諸刃の剣になってし
まっているわけです。
　日本の刑事司法に関連する薬物問題の中心は
覚せい剤取締法違犯です。2 番目に多い大麻取
締法違反の検挙人員よりも 2 倍近く多い状態に
あります。日本の薬物問題のメインは覚せい剤
取締法違犯であり、それは少しずつですが減少
傾向にある。そして、大麻取締法違反で検挙さ
れる人が近年増加傾向にある。まずは、この 2
点を押さえていただければいいかと思います。
　覚せい剤取締法違犯で検挙された人の内訳を
見ると、例えば所持、使用、譲渡、営利目的の
所持など、その種類が細かく分かれます。それ
らを検挙の多い順に確認すると単純自己使用が
55％を占めています。つまり、誰かに譲渡した
り営利目的なのではなく自分自身で使用してた
ということです。そして次に多いのは自己使用
目的の所持です。これが約 30％近くを占めて
います。つまり、約 80％の人たちは、単純自
己使用と単純自己使用目的のための所持という
ことになりまる。もちろんそもそもの母数が違
いますので単純比較はできませんが、徹底して
末端使用者の取り締まりというところに力が置
かれているということになっています。
　先ほど、覚せい剤取締法違犯の検挙人員は
減っているのだと言いましたが、基本的には今
日本の犯罪は薬物犯罪だけでなく犯罪自体がも
のすごい勢いで減っています。それはいろいろ
な理由として言われて、一番有力な説としては

「人口が減ってる」からだとされます。特に若
い世代の犯罪をするリスクが高い年齢の人数が
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減っているというところが大きな要因であると
されます。つまり犯罪自体が非常に減っており
ます。
　覚せい剤取締法違反の検挙人員も総数は減っ
ていますが、なかなか再犯の減りが少ないとい
うところです。例えば同一罪名の再犯者の再犯
者率を見ると他の犯罪に比べて高い傾向にあり
ます。興味深いのは、例えば再犯と言っても前
回は窃盗だったけど、今回は詐欺だとか、前回
は暴行だったけど、今回は恐喝だとか、全然違
う罪種であっても「再犯」とカウントします。
むしろこういった別の犯罪をしているケースが
多いです。しかし、特にこの覚せい剤取締法違
反に関しては、前回も覚せい剤、今回も覚せい
剤といったように、同じ罪種を繰り返す方とい
うのが多い罪種になっています。
　刑務所等と刑事施設、入所度数で出された
データを見ても、初めて刑事施設に入ってくる
人は減っているんですけども、2 度、3 度繰り
返し戻って来るという人が多くなっておりま
す。つまり、何度も何度も戻って来る人がいる。
厳罰化で末端使用者を集中して取り締まってお
り、さらに威嚇で使用を止めるということが繰
り返されていることになります。刑務所に入れ
ることで刑罰を用いて使用を止めるという方法
が必ずしもうまく回っていないというような現
状があろうかと思います。
　このように徹底した厳罰化による取り締まり
では薬物依存の問題は解決しませんので、何か
手立てを考える必要が出てきました。
　一方で世界の薬物政策はどうしているか。世
界中は目まぐるしく動いています。違法である
ことを前提として刑事司法の中で薬物依存とど
のように向き合っていくのかを考えるアメリカ
は、刑事司法の問題であるとしつつもその中で
個人の権利や回復の問題として扱い、決して反
省が足りないとか、威嚇して止めるというよう
な方法を用いておりません。刑事司法の中でい
かに薬物問題を解決するかということに取り組
んでいます。特にアメリカの刑事司法における

薬物政策で重きを占めているのは「ドラッグ・
コート」というものです。そのためアメリカの
薬物政策は「ドラッグ・コート」を中心にお話
をさせていただきます。
　もう 1 点が、むしろこれはハーム・リダクショ
ンと言われる考え方にも近いものです。アメリ
カが先導した依存性の高い薬物を厳しく取り締
まり、薬物の存在を拒否し、薬物に対しては作
るのもだめ、運ぶのもだめ、使うのもだめ、持
つのもだめ、と言った不寛容主義（ゼロ・トレ
ランス）を貫いていたのに対するカウンターと
して登場します。薬物がダメなもので存在しな
い方がいいと言っても、現実に社会には薬物が
存在しています。
　実際に社会に存在するので、ダメダメと言っ
たところで、表に出ないで隠れていろんな問題
が起きてきます。せめて薬物が存在するのを前
提にして、いかにそこから出てくる害悪をより
減らしていけるか、こういった方法を取ろうと
したのがヨーロッパを中心としたハーム・リダ
クションというやり方になってきます。
　こちらは公衆衛生とか、社会保障の問題とし
て解決を図ります。むしろ、厳罰によって問題
使用の数を減らすことはできず、生き方をサ
ポートすることで薬物使用を減らしていけるの
だとするアプローチです。これが非犯罪化とか、
非刑罰化とか、そういうふうな方法を取ってい
くというようなものになっています。
　まずアメリカの薬物政策の話します。違法な
薬物の流入と犯罪で困っていたのがフロリダや
カリフォルニアです。根強い移民に対する偏見
や差別などが根強くありました。その中で生活
していくために、薬物を売買するというような
問題が多発した時期があります。
　中南米から大量のクラック・コカインが、フ
ロリダやカリフォルニアに渡って来ました。そ
ういった中でフロリダにて 1989 年にドラッグ・
コートというものが始まります。フロリダ州マ
イアミ市のデイド郡の法廷関係者が始めまし
た。法廷で何度も何度も同じ人を見ながら、無
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力感に苛まれていたのです。同じ人を繰り返し
見ることで、「これは回転ドアを見ているだけ
なのではないか。」と感じるようになったそう
です。日本でも薬物裁判を見に行かれた方なら、
その通りだろうなというふうに思われるかもし
れません。毎回まったく同じドラマが法廷で繰
り広げられます。「もうしませんね？」/「しま
せん」と、涙ながらに語るんですね。判を押し
たように同じ判決が言い渡されます。「1 年 6
カ月、執行猶予 3 年」の判決です。裁判にはだ
いたいご家族か、仲のいいお友達が来て、「私
が面倒見ます」などの証言をさせていきます。
初犯は執行猶予がつく事例が圧倒的に多いで
す。
　また執行猶予中に再使用だったり、所持が見
つかって戻って来る。「もうしないって言った
じゃないか」/「もうこれほんとに最後とします」
/「もうしませんね」/「もうしません」/「で
は懲役 2 年、前回の 1 年 6 カ月とくっついて 3
年 6 カ月」の判決です。これが日本の薬物裁判
の多くを占めています。
　こういったことが、どの国でも同じようなド
ラマが繰り返されており、ドラッグ・コートの
前身の裁判でも、「もうしませんね」/「しませ
ん」を繰り返していたのです。懲役から出てき
て、またすぐ薬物所持をして、裁判に戻って来
るわけです。
　裁判をやっていた関係者が、この回転ドアを
止めるには、根本の原因になってる薬物依存の
問題を何とかしなければ、この回転ドアは止ま
らないのではないかというふうに考えたわけで
す。
　そこで始まったのがこのドラッグ・コートと
いう方法です。薬物使用が止まらないのは、「や
めたくてもやめられない」というコントロール
喪失があって、この根本原因を何とかしなけれ
ばならない。ここに対するアプローチを刑事司
法に取り込めば、薬物事犯者は減少するはずだ
と考えたわけです。
　日本にはない裁判形態ですが、近いもので考

えれば、少年でいう試験観察のように判決を先
延ばしにして、その間に回復プログラムに取り
組み、無事に修了するのであればこの裁判を打
ち切りとする。その回復経過を見て判決に生か
すというような方法を取ったわけです。
　ドラッグ・コートでは、毎日のように裁判官
が、「よくこんなつらいプログラムを乗り切っ
たね」と、被告人とハグして喜び合い、これが
法廷で繰り広げられる。
　おそらく日本の裁判所だと、被告人が「1 カ
月覚せい剤を我慢しました」と言っても「当た
り前だろう」と怒鳴りつけるかもしません。ア
メリカのドラッグ・コートでは裁判官が「よく
がんばったな」と称賛し褒めたたえます。
　ただ、アメリカも実は薬物の対策として刑事
司法の中でやっていると伝えましたが、少しず
つ薬物政策をシフトしていきます。やっぱりい
ろいろな問題があります。例えば、従来の厳罰
化政策から見れば、より司法が福祉的になって
いき、より医療的になってきていますが、刑事
裁判でやっている以上は、基本的に土台として
やってるのは刑罰ありきの政策です。そうなる
と世界中の研究者からの指摘としては、例えば
そこで与えられてる回復を望むという選択肢
は、一方が刑務所収容で、もう一方が改善のた
めのプログラムということになると、そもそも
インフォームドコンセントとしては平等な選択
肢にはなっておらず、回復プログラムを選ばざ
るを得ない間接強制になっているのではないか
という指摘です。あとは刑事司法の枠の中に医
療や福祉を取り込んでいますので、再び使用が
あったときに通報するのは誰になるのか、福祉
施設の人が通報するようなことになれば、本来
福祉がやるべきことは市民との契約の関係の中
で本人の立ち直りを第一に取り組むというのが
福祉の役割であるはずなのだけども、むしろ司
法が求めてる社会安全のための下請け機関に
なってしまっているのではないかという問題が
あります。医療の問題点からも、そこで行われ
る医療行為の中で、この人の回復に必要なもの
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は何かというような介入をしていくところが前
提のはずなのだけども、再使用があったときに
それを通報するのかどうか、結局本来医療とし
てやるべきこととか、福祉としてやるべきこと
とは違った課題が司法から押し付けられ問題が
生じるということになってきます。そしてそれ
はもう刑事司法の枠の中で刑罰を土台にやって
ることの限界だろうということになります。
　そういった問題を抱えないようにするのはど
うしたらいいかというと、ヨーロッパのハーム・
リダクションのやり方というのがいろいろ注目
されるというふうになってきています。
　そこで注目されるのは世界最先端の薬物政策
をおこなっている国の 1 つであるポルトガルで
す。
　ポルトガルのおもしろいところは、2000 年
に法改正があり、2001 年から大麻どころか覚
せい剤も、ヘロインも、コカインも、ほぼすべ
ての薬物を非犯罪化、非刑罰化しているという
ところにあります。そんなふうになってポルト
ガルでは薬物が蔓延してとんでもない社会に
なってしまうのではないかと、世界中の薬物研
究者が心配しました。
　ところがそんな問題は起きていません。例え
ば 2000 年の法改正で「説得モデル」というの
が始まりました。1 番のポイントは自己使用目
的のための消費の量であれば、刑事司法手続か
ら外すという運用になっています。その基準は
10 日分の自己使用料を超えない分というふう
にされています。例えばヘロインだと 1 グラム、
メサドンだと 1 グラム、モルヒネだと 2 グラム
とか、日本で問題になっているカンナビスは
25 グラムと、なかなかの量になっています。
　説得モデルであっても介入の端緒となるとこ
ろは、警察が最初に関わるということがありま
す。理由としては、逮捕してみて、家の中にす
ごい量を持ってるかもしれないからです。説得
モデルに入るのは自己使用目的のための所持量
であるので、売人であったり、営利目的の所持
とかになってくると、これは本人の使用の目的

のためを非犯罪化するというところから外れま
す。
　ちなみに、この量を超えていた場合があった
としても、一応刑事裁判は開始されますがその
過程の中で、これは営利目的でもなく、譲渡で
もなくて、自己使用目的のための所持量だって
いうことが証明されれば、もうそのときに手続
きはスパンと打ち切られます。
　打ち切られてどうなっていくかというと、コ
ミッションというところに相談に行きます。こ
のコミッションでは、ソーシャル・ワーカーや、
ナース、法律問題解決するためのロイヤーがい
ます。この人たちは別に刑事罰をどうこうする
ためのロイヤーではなくて、日常生活の中で借
金問題などを抱えている人たちの問題解決をし
ます。
　このようなスタッフが控えていて、「今生活
で困っていることはないですか」/「今日食べ
るものはありますか」/「着るものはありますか」
/「寝るところはありますか」などの質問やサ
ポートをします。薬物問題をきっかけとして、
その人が抱えている社会生活の問題解決を図る
スーパーチームが組まれています。
　リスボンのスラムに近いような地域にあるイ
ンモラリアという NGO 団体がやってるサービ
スを紹介します。そこでは、きれいな注射が２
本、コンドーム、薬物を溶かすためのきれいな
水、そして腕を消毒するためのアルコールなど
が入った注射器セットが用意されています。こ
のインモラリアも、ソーシャル・ワーカー、ナー
スそしてロイヤーなどが滞在しており、注射器
キットをもらいにきた人たちの社会的課題につ
いて取り組みます。さらに、このメンバーは町
に繰り出していき、このキットを配りながら、

「今日困ってることないですか」ということな
どを話しかけて、その人が抱えている問題解決
につないでいくということになっています。
　私自身は、ポルトガルに行く前は薬物政策を
どうしてるのかという問題だけに注目して訪問
しました。しかし、ポルトガルの支援はそういっ
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た小さなものではありませんでした。薬物は市
民が抱えている問題の One of Them でしかな
いと考えていたのです。例えば仮に薬物だけが
止まっても、同時に抱えている社会的問題が
残っているままだったら、その人はその人らし
く生きていけないのです。その人がその人らし
く生きていける問題の抱えている中の 1 個が薬
物問題なだけであって、薬物問題も解決するけ
ど、ほかに抱えている生きづらさ、ホームレス
であったり、仕事がないとかだったり、住むと
こがないとか、食べ物がないとか、ほかの問題
も同時に解決に向けてサポートするというのが
ポルトガルのやり方だといえます。
　最後にポルトガルのやり方で薬物使用はどう
なるかということを触れたいと思います。リス
ボンに本部がある EMCDDA というＥＵの研
究組織は、EU 全体の薬物の動向を調べていま
す。そこではポルトガルはどうなっているかっ
ていうのも研究をしており、コカインやフェタ
ミン（覚せい剤）、MDMA について、これら
の使用のトレンドは減っていってることが報告
されています。カンナビス・大麻は年度ごとに
上がったり、下がったりしています。ただ、こ
の上げ下げがあると言っても、実はポルトガル
はヨーロッパ平均から見ると別にそんなにほか
から比べて高いというわけではありません。決
して非犯罪化したからといってほかの国に比べ
て高い数字になっていることではないというこ
とですね。
　また薬物関連死に対するポルトガルのデータ
も興味深いです。薬物問題の難しいところは、
例えば仮に違法薬物の問題使用が少し減った

（または増えた）としても必ずしも正解ではな
いということです。例えばよく言われるのは、
取り締まりを強くすると、グッドニュースとし
ては違法薬物の使用者が減ったとしても、バッ
ドニュースとして処方せん薬とか、市販薬に依
存する人が増えていき、過剰摂取によって死ぬ
人が増えていたりとか、自殺者数が増えている
とか、精神病院の入院患者がどんどん増えてい

るとかの問題が生じます。これは違法な薬物か
合法な薬物かといった問題より、背景にある薬
物使用に至っているそもそもの原因はもともと
何も解決されていないことになるので、違法薬
物の問題使用が減ったところで真の問題の解決
にはなってはいないことになります。そして、
ポルトガルは問題使用だけでなく関連死も減ら
しているのです。
　 国 連 の レ ポ ー ト で は 2016 年 の 国 連 の
UNODC のレポートによれば、薬物使用者の
89％は、そもそも問題使用にさえ至っていない。
残りの 11％のうちでも医療行為が必要なも
のっていうのもさらに減少するのだと指摘され
ています。末端使用者への規制は偏見が生じや
すく、薬物使用障害のある人は、エビデンスに
基づいた自発的なトリートメントや、地域社会
において健康保険サービスへアクセスを高める
こと、そして健康へのアプローチを重視するこ
とが薬物使用の減少に効果的であり、それが偏
見を生み出さないために重要なのだと指摘され
ています。基本的には刑事司法に関わることで
生まれる偏見、差別とスティグマが大きく、こ
ういったものがあまりにも害悪として多過ぎる
ので、刑事罰で取組むのはやめることを宣言し
ています。つまり人権侵害に当たるんだという
ことを発表していくということになっていま
す。
　この世界の流れの中で刑事罰に頼らず公衆衛
生とか、社会保障の問題として薬物の問題使用
を減らすという方向に世界中が舵を切り出して
いる中で、日本はむしろ真逆の方向に一歩進も
うとしてるわけですね、刑事罰を増やそうって
いうのです。
　よく言われる問題として「それらは海外の話
でしょう」や「生涯使用率が少ない日本で諸外
国を模倣する必要なんてあるんですか」などが
あります。また、近年では大麻取締法違反の増
加が、「増加してるじゃないか、これを問題な
いって言ってるんですか」といったもの、そし
て「大麻はゲートウェイになるでしょう」とい
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うものもあります。
　ただ、問題点としては、結局統計を見るとき
にどう見るかっていうことが重要です。後でま
た村松さんの方からもご指摘いただけるかと思
うんですけども、基本的には取り締まりのポイ
ントをどこに光を当てて、捜査機関のマンパ
ワーをどこに当ててるかだけではないのかなと
いうのが、私の第一の感想です。
　例えば危険ドラッグが注目されていた時期は
すごい勢いで検挙者が増えていたわけですけど
も、大麻の検挙人員が増えている時期には危険
ドラッグの検挙人員は急激に下がっていくわけ
です。このように取り締まりのポイントをこっ
ちに切り替えてるだけだなと考えられます。特
に、警察庁からの通達においても、大麻につい
て取り締まり強化するというものが出ており、
大麻に力を入れてるというのが現状だろうと思
われます。
　仮に本当に検挙をがんばったから危険ドラッ
グが減少し、大麻取締法違反者が増えているの
だというのであれば、冒頭にもお話ししたよう
に覚せい剤取締法違反の検挙人員がゲート・
ウェイ仮説から増えていかなければならないの
ですが、覚せい剤は減少傾向にある。実は、覚
せい剤使用の人が減って大麻が増えているので
あれば、これはより依存性の高くきついドラッ
グから緩やかなドラッグに移行してるとも見れ
ます。
　結局、私の報告で伝えたかったことは今日の
3 人の話を踏まえて、もう少しエビデンスベー
スで何が日本の薬物政策で問題があり、それを
こうすることでどう変わるのかということを全
然検証できてないのではないか。そもそも日本
の国の中で薬物使用者がどれぐらい存在するか
という想定されるような統計さえないわけで
す。
　日本の生涯使用率が低いのに海外のものを模
倣するのかっていう批判もあるのですが、生涯
使用率が低いというのは、日本で唯一薬物使用
者数に関する調査をおこなっている国立精神神

経研究センターが聞き取り調査が土台となって
います。海外では、例えば下水の水質調査から、
これぐらいの人口で、これぐらいの薬物が発見
されたら、だいたいこのへんの規模の街には何
人ぐらいの使用者がいるだろうといった調査が
あって、その中で新しく使用罪を作ると、その
数がどういうふうに減少するのか、厳罰化する
ことの副作用は何なのか、ということをエビデ
ンスを基に検討するというものが前提かと思う
んですけども、そもそもどのぐらい使用者がい
るのかわからない中で、厳罰化する方が使用者
は減るだろうという検討委員会や市民のただの

「思い」、「想像」の下、厳罰化しようとしてる
だけじゃないのかというのが問題かと考えま
す。
　そして、刑事司法で取り扱うことが人権問題
になるんだということを、国連を初めとして国
際機関では言っています。仮に本当に、他の国
より薬物使用者が仮に日本でも少なかったとし
ても、それに対して人権侵害に当たるというよ
うな指摘がなされていますので、使用者が少数
だったらその人たちの人権は侵害されてもいい
ということにはなりません。つまり、使用者が
本当に少なかったとしても、刑事罰でこの問題
に取り組むことが肯定されないのです。
　最後です。打ち合わせのときに村松さんから

「一言説明せよ」というご指摘を受けました。
今後非犯罪化・非刑罰化したとして、どのよう
に向き合っていくのがいいのかを示してほしい
ということなのですが、私は基本的に、海外の
非犯罪化・合法化してる国の学べる部分が大き
いと考えています。
　海外では、綺麗でおしゃれなショップに大麻
などが並んでるわけです。しかもブランド物と
して、どこどこ産の何々みたいに大麻が購入さ
れます。
　薬物を合法化・非犯罪化する国というのは、
何か自由に使いまくり町が崩壊するんじゃない
かと思われるかもしれません。しかし、もう合
法化してる国や非犯罪化してる国の基準はアル
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コールの基準と一緒にしています。ライセンス
を持ってる人が作り、ライセンスを持ってる人
が売って、ちゃんとしたショプから買うわけで
す。
　例えば皆さんがお酒を買いたいと思ったらコ
ンビニや酒屋さんで買われると思います。よく
わからない街角の怪しいおじさんに「いいのあ
るよ」と言われ「どぶろく」をいまさら買おう
とは思わないはずです。それと一緒です。きれ
いなショップでこういうふうに並んでいるいい
大麻を買うわけです。収入のタックスをちゃん
と取って、それを医療とか、教育とかにお金を
使うということもすべて管理されて、アンダー
コントロールされています。

座主：　丸山さん、ありがとうございました。
以上の 3 人のご報告受けまして、それでは村松
さんからコメントや質問をしていただいて、そ
の後、ディスカッションの時間にしていきたい
と思います。村松さん、よろしくお願いします。

村松：　いろいろな論点がありますけども、最
初に 1 点だけ、最初、園田さん、正高さんがお
話しされてた大麻使用罪の問題についてってい
うところと、実は丸山さんがお話しされていた
依存対策のあり方っていうのでは、依存のとこ
ろでは、実はもう覚せい剤とか、ほんと中毒の
人の問題っていう部分と、その前の多くの人が
中毒に実際には大麻でなっていないという部分
の問題が違うんだよということを少し聞いてる
皆さんにも理解しておいてもらいたいなという
ふうに思います。
　そのより軽い娯楽の、嗜好性のために大麻を
使用してる人に関して、罪に問うほどではない
んじゃないかという意見の部分の正高さんの意
見と、丸山さんのように、依存になってる人の
問題であっても刑罰よりも社会福祉の問題とし
て考えるべきというのは、やはりちょっと 2 段
階分けて考える必要があるのかなというふうに
思っています。

　実は多くの方が前提というか、疑問を持ちな
がらも前提にされていた、大麻の数が増えてい
るのではないかということに関して少しだけ
データを見てもらいたいかなと思います。
　私は、経済学者という肩書でここに参加して
いるとも言えるんですけど、元犯罪白書統計統
括として来ているという側面もありまして、法
務省の『犯罪白書』の宣伝にもなるんですけど、
今年、令和 2 年版がちょうど特集が薬物犯罪な
んです。皆さん、このデータは、PDF で見る
と扱いづらいんですけども、HTML 版で見て
いただけると、あらゆるデータが Excel でダウ
ンロードできますので、非常に使いやすいので、
丸山さんもそこから作成されましたよね？　非
常に使いやすいので、ぜひ見てもらいたいと
思っています。
　それの第 7 編が特集―薬物犯罪でした。そこ
の中で幾つか私、見てもらいたい図を出してお
きますと、覚せい剤取締法違犯に関して、年齢
層別にちょっと分けてますけど、合計 6,000 人、
7,000 人ぐらいになっているのの検挙人員の推
移というのが、近年やや減少傾向かなという程
度で、これはもう若者の人数に比例して減少し
ている。それに対してここ、40 代、50 代はそ
んなに下がってないというような傾向が見て取
れるかと思います。
　この人数に対して、大麻取締法違犯の検挙人
員の推移というのは、平成で言うと 25 年ぐら
いから大幅に上がってきている。これは検挙人
員が増えているというだけであって、丸山さん
が指摘されるように、これで実際に使用者が増
えているのかどうかというのは、また別問題と
して考える必要があるかもしれません。
　覚せい剤だけに絞って言うと、取締法違犯の
検挙の人数はこれだけ減っているのに対し、押
収量に関しては、覚せい剤、近年大幅に増加し
ています。大麻もある程度増加しているんです
けども覚せい剤の方が増加が多い。ちょっとこ
の 2 つを、覚せい剤だけ比べてみて検挙人員が
減って押収量が増えてるっていうのは、もうた
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ぶん警察とかの動き、方針が変わったんだと思
います。末端を捕まえるよりは、売ってる人間、
できればもう輸入してる方、できるだけ上の方
を捕まえたいという方針に変わってきていると
いうことを表しているだけであって、本当に覚
せい剤を使ってる人が減ってるのかどうかはこ
のデータからはわからない。
　だって、実際にこれだけ押収されてるってこ
とは、輸入量が減っているとは思いにくいわけ
ですから、実際輸入されてるってことは、誰か
が使用しているはずだと考えると、覚せい剤の
使用者が減っていると考える方がやや不自然な
のかなと。減っている状況でこれだけたくさん
押収されるようになる方が不自然かなとも思い
ます。
　大麻の方が増えているんですけども、これも
増えてる、減ってるという点において、この人
数の変動が本当に使用者の増加を表しているか
どうかは定かではありません。覚せい剤と大麻
がどのくらいイメージが違うのかっていうの
を、少しこの科刑状況で見てもらいたいなとい
うふうに思います。
　大麻取締法違犯の場合には、全部執行猶予と
いうのが 85％、86％近いですね、令和元年の
段階で。執行猶予割合は以前に比べても上がっ
てきていると思います。一部執行猶予も最近
入ってくるようになりました。
　これに対して覚せい剤取締法違反に関して
は、全部執行猶予は 37％、実刑が 44％、実刑
も刑の重さがかなり違っています。大麻取締法
だと、この薄い色の部分というのは 1 年未満が
多いんですけども、覚せい剤取締法違犯だとオ
レンジ色、2 年、3 年から 5 年というあたりが
多くなってる。このぐらい覚せい剤と大麻では
刑罰上の扱いもだいぶ違っているっていうこと
をもう一度確認しておきたいと思います。
　犯罪白書では、もう入所者に関しては、覚せ
い剤取締法違犯のデータしか挙げてないんです
よ。実際刑務所に 2 回入って来る、3 回入って
来るっていう再犯のことを特に刑務所、矯正は

どうやって再犯を減らすかってことを考えてい
るわけですから、それを考えたときには大麻の
人よりもほとんど覚せい剤のデータばかりを
扱っているというように刑務所段階において
は、何とかすべきと考えられているのは、やは
り覚せい剤で再犯になってくる人なんだなと、
それと大麻使用罪の部分というのはかなり違う
んだなということを、犯罪白書の扱いからでも
わかりやすいのではないかなと思います。
　依存症の人をどうすべきかという社会福祉、
それを刑罰ではなく社会福祉の問題として考え
ていこうという丸山さんのお考えというのと、
そもそもまず刑罰にすべきじゃないというもう
一つの論点として、大麻はそれほど有害なもの
ではないから、エビデンスベースで考えて大麻
使用罪を防いでいこうという、この 2 つの大き
な論点になってくるのかなと少し論点を要約さ
せていただきました。
　エビデンスの問題として大麻の有害性、これ
は他害性も自傷性も小さいということを丸山さ
ん、正高さんの理論からも、要するに有害性は
大きいというエビデンスはないというところま
では共有できるのではないかと、絶対小さいと
言い切れないかもしれないですけど、有害性が
大きいというエビデンスがないというのは言い
切れる部分ではないかなと思います。
　法と経済学会、法制度としてどうあるべきか
ということを考えたときには、まず考えられる
厚労省の案としての大麻使用罪としての規制と
いうのは、これはエビデンス不足だと思います。
加えて、犯罪化の問題について、園田さん、正
高さんの報告にもあるように、犯罪化がいかに
できるだけ、刑罰の謙抑性という言葉、刑法の
方だとおっしゃると思います。犯罪化によって
そのレッテルを張られることの問題性というの
も大きいと思います。
　大麻使用罪を導入しないとして、現状維持で
いく場合、今のままの大麻に関する法律でいく
場合には、医療用の使用とか、薬品の開発をど
のように認めていくべきかという代替案を示す
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必要があるでしょうし、依存対策は刑事司法な
のか、医療なのか、社会福祉なのかというとこ
ろを議論を深めていくという、それが必要に
なってくると思います。
　大麻合法化についても議論というのは可能だ
と思うんですけど、これのエビデンス、今日幾
つかお話しいただきましたけども、エビデンス
を出してくるためには、また、じゃあ、使用罪
が難しいとしたら現状維持なのか、合法化なの
か。現状維持の場合のデメリットというのもあ
るとは思います。けど、それ自体を解決してい
く、例えば医療用の使用、大麻を用いた薬品の
開発を認め、どんどん認める方向でそれ以外に
ついては現状維持というのが可能かどうかとい
う問題を考えていく必要もあると思いますの
で、これ、どなたかご存じの方、お話ししてい
ただければと思います。
　合法化のメリットの実は経済学だとすぐに税
収が増えるとか、そういう部分というのは、実
は税収が増える部分なんていうのはすぐに言え
る、データと示すのは簡単なんですけども、こ
こ、合法化のエビデンスになるとかなり難しい
部分というのがあると思います。例えばブラッ
クマーケットへの資金流出を防いだのは、どの
くらいの利益があったのかっていうこと、それ
は社会にとってどれくらい望ましいのかという
ことをなかなか測ることはできないですし、逆
に自由に使えるべき権利を制限されることの不
利益をどのくらいのっていうのを数値で測るこ
とっていうのもやはりここは難しいのかなと思
いますので、合法化のメリットは、実はエビデ
ンスよりも実例をどんどん示していくことしか
できないのかなというふうには思います。
　ただ、ここの議論としては、大麻使用罪の導
入に問題があるという点をやはり中心にしてい
きたいと思いますので、合法化のメリットより
も、現状維持のままでも医療用の使用というも
のに関して認めていく方向っていうのが可能な
のかどうか、そのあたりご存じの方に教えてい
ただければと思います。

正高：　その医療用というのをどのように定義
するかによるんですけれども、実際今この時点
で、今日覚せい剤は、医療用に流通してるの皆
さんご存じでしょうか。ビバンセ、コンサータ、
リ タ リ ン と い う 名 前 の 薬 が あ っ て、 こ れ
ADHD という落ち着きのない子どもたちに対
して処方されていて、成分は覚せい剤なんです。
メチルフェニデートとかいう名前で一般名なん
です。
　これが流通しているにも拘わらず、覚せい剤
に関しては厳しく管理がされていて、昔、その
リタリンの横流しというか、リタリン遊びとい
うのが問題になって、管理が厳しくなっている
んですけれども、処方する薬局とか、お医者さ
んを登録制にして、患者さんも登録制にするこ
とによって、このリタリン流用の問題というの
は完全に落ち着いているわけなんですね。
　ですので、別にそこに使用罪を作る、作らな
いは関係なく、同じように処方せん薬品として
管理するというだけの問題、今治験をやろうと
しているようなお薬を使うというだけの問題あ
れば、これは一向に覚せい剤と同じように管理
することで問題なく管理ができるというふうに
思います。

村松：　国連が大麻を危険薬物から外したこと
によって、その薬品の開発が各国で進んでいて、
日本はそれに乗り遅れるんではないかみたいな
議論に関してはどうなんでしょう？　現状法律
を変えないままでも薬品開発とか、そういうの
は可能なんでしょうか。

正高：　これが話せば非常に難しくなるんです
けれども、医療大麻と医薬品としての大麻由来
製品というのが別なんですよ。医療大麻という
のは、正直お花を摘んできて吸う、それも医療
目的に使えば医療大麻なわけですね。誕生日
ケーキと同じ言葉で、体の何かしらの、自分自
身が使うときにこれは医療目的だなと思えば、
それは THC がいっぱい入っているモットブよ
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うなものであろうが、町でドラッグのディー
ラーから買おうが、それは医療用大麻なわけで
すね。
　製薬会社が作っている処方せん医薬品という
のは、いわゆる保険市場、医療保険の中で使わ
れるように第Ⅲ相試験というのまでしっかり研
究をやって、これは医薬品として病院がお医者
さんで処方しますというふうに標準医薬品の流
通の中で出てくるもの、これをカンナビノイド
医薬品というふうに言っているわけです。
　諸外国、アメリカを中心に流通している、医
療目的に使われている大麻っていうのは、どっ
ちなのかというと、これカンナビノイド医薬品
ではありません。医療大麻は、お医者さんは触
れないんです、アメリカでは。むしろ別の、何
ていうかサプリメントみたいな感じで、実は法
律的に結構厳しい規制が各州で設けられている
ので、病院の医療とまた別の柱で管理されてい
るということになっていて、病院の中で出され
るような薬の開発みたいなものは、難しい話に
なるんですけど、この大麻がいろんな国で合法
化されてくればくるほど、そういうものに製薬
会社が取り組み経済的なメリット、インセン
ティブが下がってくるわけなんですね。
　ですので、そういう開発っていうのが、今、
今後どんどん各国で進んで行って、医薬品とし
て病院のお医者さんが大麻を使うような状況に
なっていくかというと、それはあんまり積極的
には進んでいないんです。一方で代替医薬品と
して、いわゆるサプリメントみたいな形での流
通というのが、いろんな国でどんどん解禁され
ていっているという形になっています。

村松：　ありがとうございます。

正高：　日本は国民皆保険が非常に、世界で一
番強いんですね。なので、代替医薬品というも
のに皆さんなじみがないんですけれども、アメ
リカなんかは保険持ってない人が 3 分の 1 ぐら
いいて、よくアメリカの海外ドラマで、「がん

と言われたけれどお金がない」みたいな、「保
険でカバーされない、どうしよう」みたいな話
になったりする。そのため、代替医療というも
のが非常に存在感が大きいという、認識の違い
というのはすごく重要かなというふうに思いま
す。

座主：　ありがとうございました。すでに
ちょっと時間が現時点で超過していますが、
せっかくなので、もしおひとりでもフロアから
ご質問を 1 つぐらい受け入れることできるかな
と思うのですけど、いかがでしょうか。それで
は、中泉さん、よろしくお願いします。

中泉：　関東学院大学の中泉です。大変、今日
1 日ほんとに大変おもしろかったです。皆さん
お疲れ様でした。
　もうお話を聞いていると、そもそも大麻はむ
しろ合法化の方向に進んだ方がよく、緩和した
方がいいということで説得されてしまったんで
すけれども、社会的にも学会的にも反論とかも
たぶんあると思うので、今パネリストの方とは
正反対の意見についてなんですけど、合法化や
緩和だめと言われている理由や要因は何かにつ
いて、最後に皆さんご感想をお聞きしたいと思
います。

丸山：　陰謀論から考えると、そもそも厚労省
の麻取が存続をかけた生き残りなんじゃない
かっていうところがまず 1 個あります。
　何か、それはちょっと半分冗談ですけども、
もう 1 つはやっぱり歴史としては園田さんが
おっしゃったとおり、ほんとは千年、二千年規
模でずっと日本は麻と付き合ってきたはずなの
で、違法として取り扱ったのはほんの 70 年か
80 年ぐらいだけの話なのです。
　残念なことに、私たちは「その」時代に生き
ていて、そもそもだめなもんだという教育をも
とに洗脳されて生きています。ある意味教育の
結果が出ているのです。何かエビデンスはない
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けど、「だめなものだからだめ」というような
洗脳や意識が前提にあります。そこでエビデン
スを基に語りましょうよという前に、薬物と薬
物使用者に対する嫌悪感からそもそもその土台
になかなか載らないというようなものが一番大
きいのではないかなというのが 1 つです。
　次にエビデンスとしても、大麻がどれだけ体
や脳に悪いかというのだけをデータで出そうと
思えば、それは出ます。ただし、それは何であっ
ても過剰摂取したら、何でも体には悪いんです。
過剰に摂取をしたらお米だって、醤油だって体
に悪いです。大麻だけをフューチャーして、「こ
れは悪いです」と説明をされます。しかし、そ
れはそれだけ見たら悪いのですが、同じ基準で
他のドラッグでも比較をする必要があります。
大麻がこれだけ悪いとする実験でアルコールを
調べれば、もっとすごい数字が出ます。

園田：　この大麻取締法の最も特異な点は、目
的が書かれてないっていうことなんですよ。普
通は、法律というのは、第 1 条に「本法は何々、
何々を目的として制定された」という目的規定
があるんですけれども、大麻取締法に関しては、
いきなり大麻とは、カンナビス・サティバ・エ
ルをいうと、そこから始まってるんですね。だ
から大麻取締法の目的がよくはっきりしないん
です。一般には、国民の保健衛生上の利益って
いうふうに考えられてるんだけれども、これも
はっきりしないですよ。大麻を使用しないとい
うことが、どういう意味で国民の保健衛生上の
利益に資するのかっていう、そのあたりのとこ
どうもはっきりしない。
　結局、大麻取締法というのは、いわゆる社会
的法益に対する罪という、そういう位置付けに
なるんですけれども、例えばギャンブルでもそ
うで、単純賭博というのは、今日本では犯罪な
んです。
　この間、元検事長が賭けマージャンで辞めま
したけれどもね、ああいう単純賭博というのも
犯罪だし、それから、ポルノも日本でも犯罪な

んですよね。どうも日本は、そういう社会的公
益に対する罪というものに対して、ものすごい
厳しいんですよね。たぶんこれは、社会秩序を
守らないといけないという、そういう何か、そ
ういう根本的ものがあるんじゃないかというふ
うに思います。
　基本的には、私は大麻というのは自損行為だ
というふうに思うんですけどね。例えばリスト
カットとかね、そういうものと基本的には同じ
だというふうに思うんだけども、それを処罰す
るというのは一体どういう意味なのかという、
そこがよくわからないですよね。みんなが決め
てるのに、あえてそういうものをやるというこ
とはけしからんのではないかという、どうもそ
こが日本は非常に強いんです。
　このコロナでもそうで、いわゆる同調圧力み
たいなことが言われてますけれども、そういう
ものが非常に強いんじゃないかと思いますね。
大麻についての害悪性というは、世界的に非常
に疑問を持って受け取られてるんですけれど
も、何かタバコのようなものを吸って、煙を吸っ
てリラックスしてるという、それがけしからん
みたいな、そんな雰囲気が強いんじゃないかと
思いますね。そんな感じですね。
　大麻の問題の根底では、私はポルノとか、ギャ
ンブルとか、そういう問題とつながってるんだ
というふうに思ってます。

正高：　ポルノとギャンブルとお酒に関して
は、強いて言うなら、その権利を擁護して物申
す人がいるわけですよ。例えば 9％酎ハイが危
ないという記事を書いた記者さんの友人がいま
すけれども、やはり酒造業界からの圧力で、社
内で非常に干されそうになってる、左遷される
という話が現実にある。
　じゃ、大麻に関して、今行政がフェイクニュー
スと言えるようなもの流してるんですけれど
も、それに対して怒って圧力をかける大麻業者
というのがないわけなんですね。なぜなら違法
だからですね。
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　ただし、違法な状況で売ってる人からすれば、
違法のままの方が都合がいいので、今取締やっ
てる人たちと違法業者さんたちというのは、あ
る種マッチポンプのような状況で、ウィンウィ
ンの関係にある。なので、やっぱ日本の法律、
GoTo トラベル見ていただいたらわかるんです
けれども、すべてはエコノミーベースで決定さ
れていて、今大麻に関してエコノミーベースで
プッシュする人がいない。
　一方で取り締まりを行う側は、数は少ないけ
れども、麻取と言われる人たちが全国に 300 人
弱いて、そこを管轄する監視指導・麻薬対策課
という部署が一生懸命有識者会議を開催して、
自分たちに都合のいい人たちを並べて、座組を
して法案を作っているというので、そういう勢
力バランスによって今の法律が維持されている
というふうに考えてます。

座主：　大変興味深いお話ありがとうございま
した。司会の力不足で時間を大幅に超過してし
まい申し訳ありません。皆さま、本日はお忙し
いところ長時間にわたりご参加いただき、あり
がとうございました。登壇者の先生方によるご
報告と質疑応答により、大麻を中心にした薬物
政策について、われわれは理解を深めることが
できたかと思います。ほんとにありがとうござ
いました。
　これにて 2021 年度法と経済学会全国大会シ
ンポジウム 1「大麻使用罪の創設：世界の潮流
と日本の薬物政策」を終了いたします。
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荒井：　それではお時間となりましたので、法
と経済学会シンポジウム 3『法と経済学の思想
史』をこれから始めたいと存じます。私はこの
シンポジウムの司会を務めます共立女子大学ビ
ジネス学部の荒井弘毅と申します。よろしくお
願いします。
　このシンポジウムの趣旨を簡単にご説明いた
します。日本における法と経済学研究では、こ
れまで法と経済学の思想史的な側面での発表と
議論はそれほど多くありませんでした。この
2021 年春に菊地先生の『「法と経済学」の揺籃』
が出版されまして、こうした法と経済学の思想
史に関する研究の一つの到達点となっているも
のと考えました。この機会にこれまでの研究で
明らかになってきたこと、そして社会・経済へ
の意味合いなどについて議論すること、これは
意義あることではないかと考え、今般のセッ
ションを企画いたしました。
　それでは本シンポジウムのパネリストの方々
をご紹介いたします。まず基調講演をお願いい
たしましたのが立命館大学法学部、菊地諒准教
授でございます。京都大学法学部卒業、同大学
院法学研究科修了、博士（法学）2020 年です。

◆法と経済学会　2021 年度（第 19 回）全国大会講演報告◆
□シンポジウム 3

『法と経済学の思想史』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・開催年月：2021 年 11 月 13 日（土）-14 日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・会場：Zoom によるオンライン開催

< 司会 >
荒井 弘毅（共立女子大学ビジネス学部教授）

< 基調講演 >
菊地 諒（立命館大学法学部准教授）

< コメンテーター >
寺川 隆一郎（帝京大学経済学部講師）
齋藤 彰（神戸大学大学院法学研究科教授）

4 月より立命館大学法学部准教授、専門は法哲
学、現在はアメリカのリーガル・リアリズムに
ついて、歴史的、社会的な考察を踏まえつつ、
思想史的観点からご研究を進めてらっしゃいま
す。
　そして、本日のコメンテーターは次の 2 名の
方にお願いいたしました。まず帝京大学経済学
部の寺川隆一郎講師です。東京大学大学院総合
文化研究科博士課程単位取得退学、ご専門は経
済思想、両大戦間期アメリカの経済学者ジョン・
R・コモンズの制度的経済理論を研究してらっ
しゃいます。現在の関心はコモンズの貨幣信用
理論になります。
　次に神戸大学大学院法学研究科の齋藤彰教授
です。神戸大学法学研究科修了、商船三井勤務
の後、神戸大学及びアバディーン大学で契約法、
国際取引法を中心に研究を進めていらっしゃい
ます。2003 年に神戸大学に 21 世紀 COE プロ
グラムによって創設された「市場化社会の法動
態学」研究センターで学際的な法学研究及び教
育プログラム開発に携わってらっしゃいまし
て、特にオリバー・ウィリアムソンとデヴィッ
ド・キャンベルをメンターとし、取引費用経済
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学及び関係的契約理論から多くの示唆を得てき
たということです。最近は国際ビジネス紛争に
おける仲裁・調停などの ADR についてもご研
究を進めてらっしゃいます。
　本日の進行といたしましては、この後、まず
菊地先生から基調講演いただきます。その後、
寺川先生からコメント、齋藤先生からコメント
をいただきまして、これらコメントに対する菊
地先生からの応答、さらに応答へのコメントな
ど、やりとりを進めていきたいと存じます。ま
た、時間を見ながら、フロアとのディスカッショ
ンも可能であれば行っていきたいと存じます。
なお、直接のやりとりだけでなく、チャット、
Zoom のチャット機能を使ったやりとりも考え
られますので、もしご質問、ご意見のある方は
チャットにてその旨を記載していただいても大
丈夫です。その際はご所属とお名前を明記して
いただいて、チャットにどなた宛てのご質問か
ということも書いてご質問ください。全てにお
答えできるかどうかわからないですけども、適
宜、対応を考えていきたいと思います。
　それでは菊地先生から基調講演、「法と経済
学の思想史―19 世紀から 20 世紀にかけて―」
をお願いしたいと思います。菊地先生、よろし
くお願いします。

菊地：　ありがとうございます。よろしくお願
いいたします。
　それではあらためまして、私は立命館大学法
学部准教授の菊地と申します。本日は貴重なシ
ンポジウムの報告の機会をいただいて、大変感
謝しております。
　私からの基調講演の内容は、「法と経済学の
思想史―19 世紀から 20 世紀にかけて―」とい
うことで、先ほど荒井先生からご紹介いただい
たのですが、私が本年の 3 月に刊行いたしまし
た『「法と経済学」の揺籃』という著作の内容
を整理しつつ、より新しい、それ以降の研究も
加えながら、ご報告をさせていただくという形
になりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。
　それで、本日の発表の構成ですけれども、最
初に、どういった報告なのかというようなこと
をお話しさせていただいた後、法学と経済学と
いうのがどういうふうな関係の歴史を持ってい
たのかということをお話しします。その中でも
特に、ということで、リーガル・リアリズムと
いう法学上の運動、それから経済学上の制度学
派という、ほぼ同じ時期の学派、こういった 2
つの考え方を取り上げます。これらを現代の「法
と経済学」と比較することを通じて、皆さまが
研究している現代の「法と経済学」の意義と射
程について、何らかの示唆を与えることができ
ればなと思っております。
　ということで、法学と経済学の関係史という
か、法学と経済学という学問がどのような学際
的な連携を進めてきたのかというところから、
まずお話をさせていただければと思っておりま
す。法学というのは通常、法を扱う学問なので
すけれども、法という対象に経済学的な手法で
アプローチするという発想は、実を言うとそん
なに珍しいものではないというか、現代の「法
と経済学」に固有のものではないということで、
たとえばイングランドの社会契約論の人々と
か、スコットランドの啓蒙思想家とか、18 世紀、
19 世紀の功利主義者といったヨーロッパの思
想家というのは、基本的には、経済学的に法を
理解するというアイデアを示したと一般に言わ
れている人々なんですね。そうすると、法学と
経済学の関係といったときには、そういったと
ころをまず見ていくというのも一つ、非常に有
益なことだと私は思っています。
　しかし、そもそもこういった思想家の中では、
法思想と経済思想というのはある種、一体と
なっているというか、未分離というか、そうい
うところで、たとえば現代の「法と経済学」に
見られるような、経済学的な手法を部分的に法
学という学問に導入するという意味での「法と
経済学」という学際領域とは若干、性質が異な
る部分が多いのかなというふうに考えていま
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す。また、単純に今日の時間的な制約というも
のもございます。ということで、今日の報告の
中では、こういったヨーロッパの思想というの
は重要だということは大前提として、アメリカ
の思想に注目したいなというふうに考えていま
す。その中でも特に、ということで、与えられ
た時間の制約の中では、19 世紀から 20 世紀に
かけての世紀転換期のアメリカにおける運動と
いうか、法学と経済学の関係というところを重
点的に論じることになります。
　そのスライドの図でも表れているのですけれ
ども、ちょっとこういうふうに描いてしまうと
フォーマリズムとか古典派・新古典派というの
が 19 世紀で終わっているような図になってお
りますけれども、そういう趣旨ではなくて、単
純に運動として 20 世紀の初頭に現れたリアリ
ズムとか制度学派との対抗関係を示していると
いうことになります。
　19 世紀のアメリカというのは、特に南北戦
争以降、いわゆる産業社会化の道をたどったと
ころで、独占資本の形成とか、人口の集中とか、
そういった産業社会化が進む中で、イギリスを
しのぐような世界一の産業大国になりました。
こういった経済成長の裏では、労働者と資本家・
経営者という 2 つの階層の貧富の差が拡大・深
刻化しているという時代だったと、非常に要約
的ではありますが、まとめることができるのか
なと思います。
　こういったアメリカの産業社会化を受けて、
法学と経済学、それぞれに変化があったという
のが私の見立てなのですけれども、法学という
面で言いますと、典型的には 19 世紀のいわゆ
るフォーマリズムと呼ばれる考え方に対する批
判ですね。これは一つの何らかの体系的・統一
的な法というものを前提として、一般的な少数
の単純化された法命題から判決を引き出すとい
うような裁判官の思考のモデルなのですけれど
も、そういったフォーマリズムに対する問題点
が指摘されたということです。
　経済学の方でも、いわゆる国家による経済活

動への介入というものをなるべく抑制的に捉え
るというレッセフェールの考え方に対する疑い
が生じたというところで、ちょうどこの世紀転
換期において社会問題と向き合うと言います
か、社会の現実を踏まえた議論を展開しようと、
そういうような新しい動向が現れたというとこ
ろになります。
　今日のテーマでもあるわけですけれども、学
際的な連携というのがちょうどこの時期に行わ
れていたということをご説明させていただきま
す。先ほど法学と経済学、2 つについて言った
のですけれども、法学の側では典型的なフォー
マリズムに対する批判、すなわち形式主義批判
としては、社会学的法学と呼ばれる考え方が
あったんですね。社会学的法学というのは、そ
の中でも代表的なパウンドという人がいますけ
れども、たとえば条文とか、そういった紙の上
に書かれた法というものから、紙に書かれてい
ないけれども、現実にどういうふうな法が機能
しているかというところへ、視野を拡大してい
くという考え方ですね。
　こういった社会学的法学においては、法とい
うのはある種の社会統制、社会コントロールの
手段として捉えられる。そうすると、たとえば
政策的・政治的な立法というものを通じて社会
的な利益を調整するということが求められる、
というのが社会学的法学なのですが、こういっ
た社会学的法学においては、世の中を良くして
いくと言いますか、社会改良していくというと
きには、その社会がどういう社会なのかという
データが必要になってくるということで、ここ
ではそういった法の効率的な運用というか、よ
り社会に影響を与える効果的な運用のために、
社会科学との連携が行われていました。
　この後、リーガル・リアリズムについては詳
しくご説明しますので、次に経済学における古
典派・新古典派批判について言及しておきます。
これは 19 世紀からちょうど 20 世紀にかけてと
いう時期に、ドイツ歴史学派の考え方をアメリ
カにも導入しようという動きがあったのです。
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そのドイツ歴史学派というのも、先ほどの社会
学的法学と似たような主張というか、人間の経
済活動をより促進する、社会をより良くしてい
くような立法のあり方を研究するという考え方
だったということで、これをアメリカに持ち帰
ろうとした一部の経済学者がいたということで
す。
　こういった人々は、いわゆるレッセフェール、
レッセフェールといっても別に完全にほったら
かしにするということではもちろんないのです
けれども、なるべく小さな国家、小さな政府を
志向するという方針に変えて、社会の利益をも
うちょっと適切に分配しようという考え方が台
頭した。そのために、ここで今度は逆に法学の
考え方、法学の知見というのが参照されること
になって、つまり法学上の権利とか義務とか、
そういったものをどういうふうに調整すれば社
会が良くなるかということを考えるような経済
学というのが、ちょうど 19 世紀から 20 世紀に
かけて現れてきた、というように考えられてい
るということです。
　こういった形で、社会の変化、産業社会化と
いうアメリカの事情に呼応するかのような形
で、法学と経済学、私の観点からいうと法学と
社会科学というふうに言ってもいいかもしれな
いのですが、そういったものの連携が進められ
るようになったというのが、この 19 世紀から
20 世紀にかけての時期の動きということにな
ります。
　こういった動きがますます加速するのが 20
世紀初頭、特に 1920 年代から 30 年代にかけて
というところで、これが今日のメインテーマで
もあるのですが、リーガル・リアリズムと制度
学派という 2 つの考え方です。ということで、
節を改めまして、この 2 つについて論じていき
たいなと思います。
　まず、このリーガル・リアリズムという考え
方です。法学を専門としているとだいたい誰で
も知っている用語ですが、経済学のご専門の方
ではなかなかちょっと知らないという方もい

らっしゃるかもしれません。たとえば 1930 年
代に、ルーズベルトのニューディール政策とい
うものがあったと思うんですね。ニューディー
ル政策というのは、不況とか失業の対策という
形で、経済活動に介入を図る。リーガル・リア
リズムは、こういった動向と軌を一にしている
部分が結構大きいんですね。一応、誤解のない
ように言っておきますと、リーガル・リアリズ
ム自体が何かニューディールの法学版みたい
な、そういうことではなくて、リアリストの中
にもニューディールを支持する人もいれば反対
した人もいるのですけれども、思想史的に見る
と、リーガル・リアリズムというのはこういっ
た社会の動向と軌を一にする形で、19 世紀の
形式主義的な考え方というものを批判した運動
です。
　つまり形式主義というのは、判決を下すにあ
たって少数の、たとえば契約の自由とか、そう
いった法の命題から「これは契約の自由だから、
こうだね」というような判決を下すわけです。
けれども、そうではなくて、契約の自由といっ
ても、今、実際にはたとえば資本家と労働者の
間で格差があるわけだから、そういった社会の
実態を踏まえて、何でもかんでも契約の自由と
言って、たとえば長時間の労働契約を認めてい
いのかどうかを問い直す。こういう形で、判決
を下すにあたって法的なルールといったものだ
けではなくて、社会的・政策的な事実を考慮す
る必要があるのではないか、こういった主張を
唱えたのがリーガル・リアリズムということに
なります。
　リーガル・リアリズムにはいろんな人が含ま
れるのですけれども、たとえばそこで法学と社
会科学の連携というとき、それがどういうもの
だったかというと、この社会のリアリティに関
する実証的なデータが欲しかったから、連携が
進められたということなんですね。たとえば、
オリファントというリーガル・リアリズムの代
表的な人物がいるのですが、この人物は「経済
理論ではなくて、経済生活に関する事実がわれ
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われには必要なんだ」と主張しているんですね。
　そうすると、結局、先ほど少し言及したよう
に、リーガル・リアリズムというのは法命題を
体系化して、その体系から演繹的に何でもかん
でも判決を下すというところよりも、社会的な
事実というか、政策的な考慮に基づいて、正し
い判決を通じて法を作っていこうというところ
に重点があって、そのためには裁判官というの
は世の中のことを知る必要がある。裁判官に限
らないかもしれませんが、法律家、法学に携わ
る者は社会に関する実証的なデータを知る必要
があるということで、学際的な連携が進められ
たということなんですね。以上が、リーガル・
リアリズムにおける学際性のあり方ということ
で、ここではたとえば現代の「法と経済学」に
見られるような形で、ミクロ経済学の理論を法
制度の分析に用いるという形での連携ではな
かったということになります。
　こういったリーガル・リアリズムとある種、
ほぼ同時期に共鳴する形で経済思想において立
ち上がったのが、制度学派という考え方です。
制度学派というのはリーガル・リアリズムの基
本理念というか、社会のリアリティを考えると
いうところと共鳴していて、現実を経済理論へ
と反映させるという考え方です。これもリーガ
ル・リアリズムと一緒で、ひとくくりにして「制
度学派とは」というふうに論じるのはなかなか
難しいので、今日の報告ではその中でもジョン・
R・コモンズという一人の経済学者で代表させ
るという形になるのですけれども、このコモン
ズの考え方を少しご説明していきたいなと思い
ます。
　コモンズも、色々な角度からの研究が可能な
人なので、私の観点からは、ということになり
ますが、この人は法学を経済学に導入しようと
した人として位置づけられるんですね。具体的
には、ホーフェルド図式という当時の法学上の
考え方があって、これを基に経済理論を組み立
てようとした。こういう点を私としては注目し
たいなと思っています。

　このホーフェルド図式も、法学を専門にして
いるとだいたい何となくわかるということなの
ですが、ちょっとよくわからない方もいらっ
しゃるかと思いますので、簡単に説明しておく
と、ホーフェルドという法学者がいて、この人
が法律関係、たとえばものを買う人とものを売
る人みたいな形で 2 人の当事者がいるとき、そ
の 2 当事者間に何らかの法律関係が生まれる。
たとえば売買契約をしたら、商品を引き渡す義
務を負うとか、金銭を支払う義務を負うとか、
反対にその商品をもらう権利を得られるとか、
金銭を支払ってもらう権利を得られるみたい
な、2 当事者間の法律関係を、法律概念を使っ
て図式的に整理したんですね。
　それで、たとえば今、権利と義務と言ったの
ですけれども、これが相関項として権利・義務
というペアになっているというところでわかる
と思うんですが、権利と義務というのはつまり、
2 人の当事者間に生じる同一の法律関係を、た
とえば買う人の側から見るか、売る人の側から
見るかみたいな話なんですね。つまり一方の買
い手の権利というのは、売り手の義務なわけで
すね。買い手が商品を引き渡してもらう権利を
持っているということは、売り手は商品を引き
渡す義務を負うみたいな形で、その権利と義務
の相関的な関係というのを、この図式で整理し
たということですね。
　あと、ほかにも色々と概念があって、一つ一
つ説明をさせてもらってもいいのですけれど
も、それはもし何かご質問があれば説明すると
いうことで、ホーフェルドの大事な点は、こう
いった形で法律関係というものを権利・義務概
念を中心とする 8 つの基本的な概念の下で整理
したというのが一つの功績なんですね。コモン
ズは、このホーフェルドの業績というか、考え
方を結構評価していて、これを自分の経済学に
導入した人物になります。
　今度は、コモンズがどういう図式を考えたか
というのを見てみますと、これはコモンズの著
作の中の表を私なりに再構成したものですが、
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コモンズという人は、先ほど、ホーフェルドに
おいては買い手、売り手みたいな、全部、市民
と市民の関係だったんですけれども、コモンズ
においては市民ともう一つ、オフィシャルです
ね、シティズンとオフィシャルという役割の人
を出していて、シティズンにおいては権利とか
義務という関係が通用するのに対し、オフィ
シャルの間では権能・責任というふうな、先ほ
どのホーフェルド図式で右側のところにあった
ものなのですけれども、これを市民とオフィ
シャル、官吏に割り振るということを行った。
これがホーフェルドとコモンズの一つの違いと
いうことなんですね。つまりホーフェルドとい
う人は、基本的に買い手とか売り手というふう
な市民の間の法律関係として、8 つの概念を用
いたのですが、コモンズはその 8 つのうちの 4
つを市民に割り振って、残りの 4 つをオフィ
シャル、官吏に割り振るという形でホーフェル
ドの分析を応用したということです。
　ということで、ホーフェルドとコモンズがど
う違うのかということなのですけれども、コモ
ンズという人は「市民が、たとえば売買契約と
か、そういった市場での取引活動を行うときに、
その背景には官吏の権能とか責任というのがあ
りますよね」ということを言うために、こういっ
た図式を持ち出したということなんですね。コ
モンズによれば、人々の私的な取引、当事者間
の私的な取引に秩序をもたらすのは誰かという
と、それは法を通じて、その人々の取引に枠組
みを与える官吏の存在だという。官吏というの
は、つまり人々が権利を履行しない、義務を履
行しないとかいうときに、権利を持つ側の市民
が「ちょっとあの人が義務を履行してくれない
んですよ」ということを官吏に訴えると、官吏
が強制的に権能を使って、市民に義務を履行さ
せる。こういう形で、市民と官吏の間の関係、
あるいは市民が市場で取引をするときになぜそ
れが有効に適切に行われるのか、それは、その
背景に役人、官吏の権力があるからではないか
ということを明らかにした。つまり、なぜそう

いった強制的な制度が存在するのか、その強制
的な制度の目的というのはこういった個人の市
場取引の不確実性を排除するためにあるんだと
いうことを言うために、こういった図式を持ち
出したということです。
　そういった当事者が意図する法的な枠組みの
ことを、コモンズはワーキングルールと言って
いて、こういったワーキングルールを作ってい
くのが官吏、役人の役割なんだと言っています。
ワーキングルールというのは、特に裁判所にお
いて作られるとコモンズは考えていて、裁判所
が、特にアメリカは判例法の国なので、そういっ
た裁判の中で判決を下す中でワーキングルール
を設定する。それによって市民の取引、個人の
取引にフレームワークを与えていく。こういっ
た関係を示すということが、制度学派の経済学
者としてのコモンズがやったことなのではない
かというのが、私の見立てです。
　それで、この 1924 年の著作『資本主義の法
的基礎』の内容が、1934 年のもっと代表的な、
最近翻訳も出ましたけれども、『制度経済学』
という大著でも基本的には引き継がれていて、
そこでは取引というのは将来における所有権の
譲渡・取得であるという。ただ、それにはワー
キングルールというのが設定されていて、これ
によって決定されるのだということで、やはり
背後にはそういった官吏の存在があったという
ことです。
　この著作で、コモンズは取引を 3 つに分類し
ているということで、この 3 つの取引の合わ
さったものが制度ということになるのですけれ
ども、この制度というのは個人の行動に対する
抑制とか、解放とか、拡張となる集団的行動と
コモンズは定義しているのですが、これも先ほ
どの市民と官吏の関係をトレースしたものとい
うことができる。つまり個人の活動というもの
に対して、何らかのフレームワークを与える、
あるいは反対にそういったものを設定すること
で不自由から解放する、さらに個人の行動をよ
り拡張できるようにしていく、そういう役人、
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官吏が作る集団的なフレームワークというのが
制度だと考えられるという。コモンズにおいて
は、この制度というのはワーキングルールに
よって形作られていて、ワーキングルールとい
うのは先ほど申し上げたように、判例とか判決
とかそういったものから成り立っている。コモ
ンズは、立法も結構重視しているのですけれど
も、つまりリーガル・リアリズム的に言うと法
創造ということになりますけれども、そういっ
た形での人々に対するコントロールというもの
を制度として捉えているというのが、制度学派
の経済学者としてのコモンズなのではないかと
思っています。
　こういった形で、本当は、コモンズはもっと
色々なことを言っていて、ちょっとスライド 2
～ 3 枚では説明できないのですけれども、今回
の視角からこういった形で整理すると、その狙
いというのは、個人は法によってコントロール
されていて、そういった法によってコントロー
ルされた取引というものを、自らの経済理論の
基盤に据えようということだったのです。つま
り経済理論の基盤に何らかの法的なアイデアを
据え置く。こういうところで、これも一つの学
際的な連携のあり方だったと言えるのかなと思
います。
　ここまでリーガル・リアリズムと制度学派に
注目する形で、19 世紀から 20 世紀にかけてど
のような学際的な連携が行われたかということ
を見てきましたので、最後にそういったものと
現代の「法と経済学」というのを比較すること
で、何か示唆を与えることができればなという
ふうに思っているところです。
　まず19世紀から20世紀にかけてはリーガル・
リアリズムと制度学派、20 世紀から現在にか
けては「法と経済学」という形で両者を対比的
に捉えると、まず一つは、それがどういう連携
だったかというところで比較ができるのかなと
思います。次に、それがどういう意味で学際的
だったのかということで、もう一つ、比較がで
きるのかなと思います。

　1 つ目の比較で連携のあり方というところに
ついて見ると、リーガル・リアリズムとか制度
学派と比べると、現代の「法と経済学」という
のは理論的な基盤がしっかりしているというこ
とですね。もちろん学派の違いというのはある
のかもしれませんけれども、基本的には「法と
経済学」というのはミクロ経済学の理論を応用
する考え方なので、体系的な性質を持っている
し、応用可能性、あるいは色々な問題に対する
適応可能性というのも非常に広いということで
すね。こういうことで連携のあり方という点で
見ると、19 世紀から 20 世紀にかけてはそういっ
た統一的な理論というのは存在していなくて、
1 人 1 人のリアリスト、1 人 1 人の制度学派の
経済学者の考え方という形だったのですが、現
代は統一的で強固な基盤の下に連携が行われて
いるということだと思います。
　もう一つは学際性というところの意味ですよ
ね。これも途中、オリファントという人を引用
して申し上げましたように、リーガル・リアリ
ズムとか制度学派というのは基本的に生の経済
生活に関する事実をちゃんと見据えようという
運動だったので、そうすると、そこでの学際性
ということの意味は、基本的には経済生活に関
するデータを参照するという形での学際性だっ
たと思います。たとえばリーガル・リアリズム
でも、そういった形で「社会的なリアリティを
見るんだ」ということを言うのですけれども、
それを用いて、たとえば裁判官が判決を下しや
すくしようとか、そういう形で学際性というも
のが求められていた。
　一方で、現代の「法と経済学」というのは、「法
の経済分析」という言い方もありますが、経済
理論を部分的に導入するというものです。これ
がなぜ可能になったかというと、やはり 1960
年代から経済学者のコースとかディレクターと
か、そういったシカゴ大学の経済学者の活躍と
いうのが大きかったのではないかと思います。
法学においては、やはり同じくシカゴですけれ
ども、ちょうどポズナーの活躍というところが
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大きかったのではないかなと、私は考えていま
す。結局は「法と経済学」というのは、こういっ
た学際性のあり方を取ることによって非常に多
くの支持者を獲得しているし、これまでにない
学際的な連携を実現できたのではないかなとい
うふうに考えております。
　一方で、だから、かつてのリーガル・リアリ
ズムとか制度学派において主題とされていたよ
うな、社会調査みたいなこととか、そういった
ことはもちろん現代の「法と経済学」でも理論
の前提にはなっていると思うのですけれども、
主題からは少し退いているのかなという印象も
持っております。
　それでは今、ちょうど 30 分ぐらいですので、
本日のまとめをさせていただいて、終わりたい
なと思います。まずは法学と経済学の関係史と
いう点では、少なくとも 19 世紀ぐらいから現
代に至るまで、思想史的には系譜があるという
話を最初にさせていただきました。その中で
リーガル・リアリズムと制度学派というのを取
り上げましたが、これらは社会のリアリティと
向き合うための学際的な連携を進めたものだっ
たというふうに整理させていただきました。
　最後に、では現代の「法と経済学」にはどう
いう意義があって、それはどういう射程がある
のかというと、一つは理論的な基盤の下に、こ
れまでにない学際的な連携を達成したというこ
とですね。ただ、一方で、そこには体系化ある
いは画一化も飛躍的に進んでいるところがあっ
て、かつての連携にあったものが少し失われて
いるのではないかという所感を持っている、と
いうことになります。
　本日のこのスライドで参照した文献はこう
いったものですけれども、事前に事務局の方に
報告の内容を文書化したものをお送りしており
ますので、そちらを読んでいただければ、もう
少し詳しい参考文献が載っているかと思いま
す。それでは私からの講演は以上になります。
どうもありがとうございました。

荒井：　菊地先生、ありがとうございます。そ
れでは引き続き寺川先生から「法からの学び／
経済学からの学び？―ジョン・R・コモンズの
場合―」につきまして、コメントをお願いした
いと存じます。それでは寺川先生、お願いしま
す。

寺川：　それでは始めさせていただきます。帝
京大学経済学部の寺川と申します。本日は菊地
先生のご著作の公刊を受けて企画されたこのシ
ンポジウム、こちらにコメンテーターとしてお
招きいただき、ありがとうございます。
　「法からの学び／経済学からの学び？」とい
うことで、今回、菊地先生がテーマにされた法
と経済学の話というのは 2 つの領域が相互に学
び合うというようなモーメントがあるのかなと
いうことで、その点について、ちょっとコメン
トができればなというふうに思っております。
　構成としては、最初に私の立場についてお話
をして、その後、コモンズの法と経済学とその
背景について、それから菊地先生が 3 月に公刊
されたご著作について、私なりに紹介をして、
先ほどの菊地先生のご報告の文脈を少し用意し
た後に今日のご報告についてコメントをさせて
もらえればと思っております。
　では、まず私の立場なんですが、最初に荒井
先生にご紹介いただいたように、両大戦間期、
第 1 次世界大戦と第２次世界大戦の間の時期に
活躍したジョン・ロジャーズ・コモンズの制度
経済理論を思想史的に研究しております。
　コモンズがどういったことをやったのかとい
うことなんですが、制度的経済理論ということ
を 最 終 的 に 打 ち 出 す ん で す が、 本 人 は
institutional よりも volitional という言葉をすご
く好んでいました。これは法の知見をベースに
市場での取引における交渉力の格差や取引への
アクセスの機会を巡る公正さの問題を主題化し
て政策的に解決しようとするものだったんです
ね。菊地先生も言及されていたように、当時の
アメリカで有力であった経済政策の立場という
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のは市場の調整力に全幅の信頼を寄せるレッセ
フェール政策だったんですが、それとは一線を
画そうとした人です。個別の問題状況ではそれ
ぞれの文脈での公正さの規範があるとコモンズ
は考えて、これを実現するための関係当事者間
でのネゴシエーションを促進するような政府介
入、これはやはり積極的に奨励すべきだろうと
いうのがコモンズのオリジナリティーなのかな
と私は考えております。そのようなわけで、コ
モンズが打ち出した制度的経済理論というのは
法と経済学のちょうど境界領域に胚胎したもの
だといえると思うんですね。つまりコモンズは
積極的に法の知見を取り入れて、それで現実の
市場で起きているさまざまな問題を解決しよう
としたわけです。
　ですが、私はこのコモンズというのをずっと
研究しているんですけれども、法と経済学と現
代言われている議論が今、どのような状況にあ
るのか。そういったことは本当に全然、存じ上
げておりません。ですが、コモンズ内在的に研
究している中で、法と経済の境界の話について
はある程度、知っております。ですので、あく
までも以下のコメントは経済思想史の立場から
のものだというふうにご了承いただければと思
います。では、最初に私は経済学説史、経済思
想史の立場から、先生のご著作についてコメン
トをするようにということでしたので、菊地先
生が先ほど大変コンパクトにわかりやすくまと
めていただいたコモンズの法と経済学につい
て、もう少し掘り下げて、どういった経緯でコ
モンズは法の話をするようになったのかという
ことの補助線を最初に引かせていただきます。
　コモンズはもともと経済学者として、キャリ
アの最初から一貫して、南北戦争後急激に経済
成長を遂げたアメリカが抱えることになったさ
まざまな社会課題に政策的に取り組むことに関
心を寄せた人です。独占の問題や、いわゆる貨
幣問題です。アメリカは南北戦争後、大変長期
にわたるデフレーションに苦しんでいて、周期
的恐慌にも見舞われていました。それから農村

と都市の分断、労働問題、都市部の貧困といっ
たさまざまな急激な経済成長に伴う問題があっ
たわけですが、そういった一つ一つの社会課題
に割とコミットして解決策を提案するようなこ
とをコモンズはキャリアの初期からやっていた
人です。
　当時のアメリカの経済学会は、現在の経済学
会の状況からするとかなり違っていて、誰もが
驚いてしまうと思うのですが、大変多元的な状
況でした。もちろん古典派、限界効用学派と当
時言われていた、当時、まだ新古典派という立
場ははっきりと確立していなかったんですが、
伝統的ないわゆる市場での競争、市場メカニズ
ムの話を、微分積分を使って分析するような議
論というのは有力な立場だったんですけれど
も、ほかにも菊地先生が挙げていたようなドイ
ツ歴史学派というドイツの議論から大変影響を
受けた、リチャード・イリーたちのニュースクー
ルとか、あとオーストリア学派、オーストリア
のカール・メンガーに始まる考え方が一定の支
持を集めていました。例えばフリードリヒ・
ウィーザーとかはずいぶんアメリカで読まれま
した。それからソースティン・ヴェブレンとい
う人がいまして、この人が進化論的経済学とい
うことを言っていたんですが、これが後に制度
学派という立場に結実する。こういったさまざ
まな立場のアプローチが経済学会では並列して
いました。
　その中でコモンズは師匠のイリーの影響でド
イツ歴史学派的な、実際に現場に赴いて、デー
タを集めて、なおかつ倫理の問題、ethics の問
題も考慮しなくちゃいけないというような視点
を学んだり、あと、ヴェブレンの影響から進化
論的に、静学的な均衡分析ではなくて、マーケッ
トを構成する制度というのが時間の流れの中で
変化していくのを分析する、そういった視点を
学んでいきます。
　もともと社会問題に政策的に取り組むに際し
て、法律にコモンズは関心を持っていたんです
けれども、最初に申し上げた法と経済学の境界
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領域へと踏み込むきっかけになったのは 1905
年にウィスコンシン大学に着任したことです。
当時のウィスコンシン州は社会改良運動である
革新主義、Progressivism が大変盛んだったん
ですね。今、アメリカでもまたプログレッシブ
という人たちが出てきていて、ああいう人たち
が今、MMT とかということを言いつつ、政府
がたくさん借金をして、お金を使って、こういっ
た社会問題を全部、解決しようというようなこ
と言っていますが、それの源流になるような運
動が当時、アメリカでは Progressivism として
盛んだったわけです。その大変盛んだった場所
がウィスコンシン州だったんですね。コモンズ
はこのウィスコンシン州を舞台に革新主義知事
のロバート・ラフォレットのブレーンとして社
会立法を補佐して、さまざまな法案作成に関与
することになります。
　当時のアメリカは法律、特にアメリカ法に詳
しい方はもう常識だと思うんですけれども、ロ
クナー判決というものが 1905 年にあって、こ
れは州の労働時間の上限を規制する法律が連邦
最高裁によって違憲であるというふうに否定さ
れた判決なんですね。これをきっかけに、あら
ゆる州レベルでの社会立法が個人の財産や、契
約の自由の侵害であるということで違憲判決を
下されるということがつづいていました。州レ
ベルでの社会立法が合衆国憲法のデュー・プロ
セス条項違反で次々と違憲とされていた時代で
す。
　コモンズは法律家の協力を得て判例研究を進
める中で、裁判所がリーズナブルと見なす価格
や慣行を追認するような規制であれば、デュー・
プロセス違反に問われないことを発見しまし
た。そこですでにあるグッド・プラクティスを
法制化する形で法案を起草するという手法を生
み出して、それで最高裁判所によって跳ねられ
ないような形で、社会立法を通す手法を編み出
していくわけです。
　こういったウィスコンシン州での社会立法に
携わりつつ、コモンズは労使調停や民間失業保

険制度の運営にも関与していて、その中で経済
社会の秩序というのはいわゆる市場メカニズム
の理論で言われる価格だけではなくて、利害が
対立しつつもベースにおいては依存関係にある
紛争当事者たちが関係を継続させるために形成
する無数のローカルなルールによって成立して
いることへの確信を深めていきます。こういっ
たローカルなルールの形成はコモンズの目には
まさにアメリカの裁判所がコモン・ローの伝統
の中で主題化してきたものと映ったわけです。
　そこで、コモンズは菊地先生のご報告にも
あったように、法学者ウェズリー・ホーフェル
ドの法律関係論をベースに経済学の分析単位を
商品というものの交換から所有権の交換へと移
行させる取引概念、transaction 概念を考案し
ます。ローカルなルールの形成・運用・変更を
主題とする制度的経済学をこのような枠組みで
論じるようになったわけです。
　このようにコモンズの経済理論は社会問題に
政策的に取り組む中で法と経済学の境界領域で
胚胎したものです。これは経済学に伝統的な市
場メカニズムの理論では扱われない、市場取引
における交渉力の格差や取引へのアクセスの機
会を巡る公正さの問題を主題化するために、法
の知見をベースに新たな分析枠組みを構築しよ
うとする試みです。これは経済学が積極的に法
の知見を摂取するという点で、現代のロナルド・
コース以降の法と経済学とは逆方向の取り組み
と言えると思います。
　菊地先生のご著作の紹介をさせてください。
これは私なりに、読んだ限りでは、現代とは別
様の法と経済学の思想史をされているのかなと
いうふうに思いました。それで、読んでいる中
で感じられたのは、ご著作の 6 章で、大変に、
コモンズをフィーチャーして扱われているんで
すが、どうもこのコモンズを軸に書かれている
のではないのかなという印象を受けたわけで
す。そうすると、このコモンズを一つの到達点
とする現代とは別様の法と経済学の思想史とい
うふうにご著作は特徴付けられるのかなという
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ふうに思われました。
　先ほどの菊地先生の図を使った大変わかりや
すいホーフェルドとコモンズの違いの話という
のは、これは私が最初に申し上げたロクナー判
決、これの前提にある契約の自由の法理の否定
をするというモチーフが背後に隠れているん
じゃないのかなというふうに読めました。0 か
1 かという二値的な議論をしていたホーフェル
ドの枠組みを、たとえば「自由」なら、自由に
制限がかかるのが「義務」だとコモンズは読み
替えたわけです。自由の逆が義務というのでは
なく、自由の一部に制限がかかるのが義務、も
しくは義務の一部に制限がかかるのが自由だと
するのです。その上で、この制限の「程度」が
リーズナブルであるかどうかを見ていく。こう
することで「契約の自由」を絶対視することを
避けられるわけです。菊地先生による対比的分
析は、コモンズの議論の核心を突いた、大変啓
発的な議論だったと思います。
　その上で、菊地先生のご著作についてなので
すが、タイトルでは『「法と経済学」の揺籃』
というふうになっているんですけども、内容を
見ると現代の法と経済学ではなくて、前世紀転
換期のアメリカで勢いを持った法と経済学の思
想史になっているわけです。これはちょっと誤
解を招きやすいタイトルなのではないのかなと
いうふうに思いました。
　もちろんこの点について、見通しを出された
のが今回のご報告だと思います。ご著作との違
いとしては、今日も最初に出てきたように、リー
ガル・リアリズムについての詳しい言及があっ
て、あと、現代の法と経済学と、そういったコ
モンズたちの議論にはかなり違いがあるという
ことのご指摘がありました。
　ただ、ちょっと疑問も残っていて、それでは、
リーガル・リアリズムとかコモンズというのは
どういった代替的な枠組みを出したのかという
のはあまり明示的には出てなかったのかなとい
うふうに思いました。私のコモンズの解釈は、
冒頭に申し上げたようなものです。ですので、

そういった形で評価することも可能なんじゃな
いのかなという、一つ、菊地先生への質問です。
　最後に論点なんですが、3 つありまして、ま
ず前世紀転換期と 1960 年代以降の経済学との
学際研究によって法学は何を得たのかというこ
とです。私は、経済学者コモンズは法学から次
の 3 つのことを学んだと考えています。利害対
立を解消するには両当事者の public purpose、
公共目的を考慮する必要があること。そして 2
つ目、実現するには妥協できる範囲を示すリー
ズナブルネスという基準が必要、3 つ目、ロー
カルに自生する慣習、ローカルなルールの
artificial な選択という制度進化の理論というの
を法学、それから裁判所から学んだというふう
に言えると思います。逆にリーガル・リアリズ
ムはコモンズと付き合うことで何を学んだのか
なということが 1 つ、疑問点です。
　続いて 2 つ目、制度学派は第 2 次世界大戦後、
新古典派の躍進によって退潮していきます。
リーガル・リアリズムについてはどうだったの
かなという、そういったちょっと素人質問です。
どうして法と経済学がこれほど法学で、今、影
響を持つようになったのか。そういったことに
ついても菊地先生に一言、教えていただければ
なと思います。
　3 点目、1960 年代以降のいわゆる現在の法と
経済学では、経済学が法から何かを学ぶという
より経済学で開発されたモデルを法に適用する
というのが主たる動きになっているようです。
この運動では経済学と法学はそれぞれ何を学ん
だのでしょうかということ。これも菊地先生、
もしわかれば、何か教えていただければと思い
ます。
　以上になります。

荒井：　寺川先生、ありがとうございました。
最後の方は時間に配慮していただいて、非常に
かいつまんでまとめていただいて、大変恐縮で
ございます。
　それでは引き続きまして、齋藤先生から「取
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引費用と法律実務教育」につきまして、お願い
したいと思います。

齋藤：　スライドを今共有いたしました。今回、
このシンポジウムにお招きいただいてうれしく
思っています。経済学分野の方、それから経済
思想や法思想史の研究者の方と交流はほとんど
ありませんでした。私は、自分は契約法の研究
者だと思っていますけれども、新制度派経済学
というもの、それからそれをミクロバージョン
で応用する取引費用経済学というものに非常に
関心を持ってきました。それを実際に実務とか
教育で使うことを中心に考えてきました。そう
した経緯を短く説明させていただきたいと思い
ます。
　これがアウトラインということになります。
　「はじめに」ということですけども、私の立
場としては、取引の根底には相互性と葛藤が必
然的に存在するために、取引促進には相互利益
を増加させる工夫と、葛藤を効果的にコント
ロールする工夫が必要となります。法律家や法
制度の役割は主としてこの両面に関わるもので
あり、これらはいずれも取引費用というものの
節減を通じて、広い意味での効率性を高めるた
めの動き、あるいは工夫であると言えるように
思います。だから、契約法学あるいは契約法の
目的というのも、やはり効率性の改善に貢献す
ることだと思うのです。ここで言う貢献が、新
古典派経済学の人たちの効率性とぴったりと結
び付かないところにずっと思い悩み、ストレス
も感じてきたところでもあります。
　菊地先生の『法と経済学」の揺籃』を非常に
興味深く拝読しました。特に私にとって何が重
要なのかというと、法律学はいろんなところか
ら色々なものをつまみ食いしてきて、それを実
践に使えればもうそれで十分という感じで、
いったい誰の考え方を承継したのかとか、それ
をどういうふうに発展させたのかとか。そうし
た厳密な積み上げみたいなものが弱い。だから、
積み上げ方の分析が甘いから、次に進化させて

いくときにもやっぱりいろんな揺り戻しとか無
駄な動きが増えているような気がしていまし
た。そういうことで思想史というのを一生懸命
考えてみるのも、大事なことだなという点を学
びました。
　私自身がよって立つ思想史的な背景というも
のを考えることにもなりました。直接にはオリ
バー・ウィリアムソン、イアン・マクニール、
そして平井宜雄先生といった方々の影響を強く
受けたのでしょうけれども、さらに遡れば結局、
ジョン・コモンズの影響というか、彼の業績に
依拠してることは非常に多いことに気が付いた
ところです。
　なぜ新制度派というふうに名乗るのか。ウィ
リアムソンを中心とする取引費用経済学がその
ミクロバージョンということでいいと思うので
すけれども、やっぱりその中心にはゴーイング
コンサーンがあります、それからその中でやは
り秩序が形成されるので、ワーキングルールが
あることになる。そこを取引分析の中心に据え
て考えるべきだというところで、最も基本的な
ところでウィリアムソンはコモンズの影響を受
けています。
　それから、さっき言ったように葛藤と相互性
とが秩序形成の源となる。たぶんコモンズの場
合は労働運動とか労働組合みたいなものに深く
関わってきたので、葛藤が先に来るんでしょう
けど、私からすれば、相互利益があるから人々
は取引に飛び込んでいく。だけど、実際に利益
を割り当てる段では葛藤が生じるから、それを
どうやってうまくコントロールして、取引を円
滑に進めるための秩序を求める、そういうアプ
ローチの若干の違いが出てくるとは思いますけ
ども、取引の統治構造を考えるときに葛藤・相
互性・秩序の 3 つを軸として考えていくのは同
じです。
　それからウィリアムソンはよく契約のレンズ
という表現を用います。これは契約に飛び込む
ときに、双方に利益がもたらされる見込みみた
いなものがあるから、人々は契約関係に飛び込
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んでいくんだということです。その趣旨で彼は
契約のレンズを使って取引というものを分析し
ていくということが大切なのだといいます。こ
のあたりもコモンズの影響が非常に強く見られ
るところだと思います。
　実際に私は、法制度が必ずしもなくても、法
律家はいろんな役割を果たすのだということを
説明するために、このスライドを用いたりしま
す。Mutuality、Conflicts、Order と い う 3 つ
の要素の相互作用を Commons Triple というふ
うにウィリアムソンは名付けているわけです。
　Mutualityはなぜ取引に飛び込んでいくのか。
この図でわかるように、人はそれぞれ能力が
違っており、自分の得意なことが違うから、そ
れらを交換することで双方的に豊かになれま
す。だからそれが、その取引に入る動機になる
と思います。だけど、取引を進める段階では、
例えば家具職人が「土曜日の夜にパーティーを
やるから、その時間に料理を配達してほしい」
とリクエストしたらシェフはその時間で大丈夫
なのかとか、肉料理を作ってほしいと言われた
らそれに対応できるかとか、そういういろんな
ことを詰める段階があり、それはコモンズが言
うところの管理取引みたいな要素がここにも
入ってきます。こうやって効果的に余剰価値を
増やしていく作業が行われる。そして最終的に
値段はいくらにするのかという大問題が待ち受
けています。交渉の結果、どこに落ち着くのか。
この場合、例えば 45 ドルから 75 ドルの間で取
引が成立するならば、両者には確実にメリット
があるのだけども、その余剰価値をどのように
分配するのかという問題です。これはなかなか
大変な問題で、たぶんコモンズがいう割当取引
という概念に相当するものなのかなと考えまし
た。
　これは例えばハーバードの交渉プロジェクト
の人たちの発想を得て作り出された現代型の調
停のモデルにおける ZOPA（Zone of possible 
agreement: 双方にメリットのある解決の範囲）
の考え方に似ています。最近、交渉促進型の調

停を、こうした相互性と葛藤を使ったモデルで
説明することが増えています。調停の開始にお
いて、このようなルールでこれから調停を進め
ていきましょうということ、調停人も含めた関
係者全員で集まってワーキングルールを共有す
ることが行われた上で、それに続くエクスプロ
レーションというフェーズに入るとお互いに直
接に相手には伝えにくいが、自分にはこうした
個人的な事情があるんだとか、実はこの点に最
もこだわっているといった重要情報を、調停人
には守秘義務を負ってもらった上で伝え合うこ
とによってパイを増やすというか、相互に利益
が効果的に生み出せるような解決方法の可能性
を探るのを手伝ってもらう。次の段階として、
具体的にどのようにしていくら支払うかという
条件の話になる。最終段階で調停人と当事者は
ちゃんとした和解合意書を作って取引を安定さ
せるということになる。そうしたところでも、
やっぱりコモンズの説明はよく当てはまるし、
おもしろいなと思います。
　次に新制度派とか取引費用経済学のどこが新
古典派と一番大きく違うのかという点ですが、
やっぱり完備契約に対する考え方が違うように
思います。完備契約はできれば、つまり、本来
なら完備契約を締結するに越したことはないと
いうのがたぶんポズナリアンの人たちの前提か
なという気がしています。これに対して取引費
用経済学は、ここに書きましたように、限定合
理性に縛られ、自らの欲求さえ完全には把握で
きず、首尾一貫した意思形成さえ難しい人々が、
不確定な情報に囲まれながらも、より効率的な
取引の実現に向けて行う取引行動の正確な認識
に基づいた一般理論を提示しようとします。関
係的契約論はさらに現実的に、そのためにどう
いうスキルが有効なのか、どういう工夫が法律
的に可能なのかという情報を整理して共有可能
にしようとしていると思います。
　ウィリアムソンはコースの取引費用から影響
を受けて、具体的で実証的な研究を行いました。
そのことに関連してですが、取引費用経済学と
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新古典派経済学、あるいはポズナリアンの人た
ちと一番合わないのはたぶんコースの定理の位
置づけだと思います。コース自身は「コースの
定理が嫌いだ」と明言していると思います。そ
れはいわば万有引力の法則みたいなものだと思
います。だけど、取引費用経済学とか関係的契
約論、そして実務法律家がやりたいことは、例
えばそういう万有引力のある世界の中で、この
写真のようにブルーインパルスの飛行隊が五輪
の輪を空にきれいに描けるようにしたいわけで
す、これを確実にやるにはどういう工夫が必要
化なのかを考えているわけです。だから、そも
そも目指すものが大きく違うことから出てきた
違いかもしれません。
　コースは「取引費用プラスの世界について、
しっかり分析しましょう。それを本気でやらな
いと、経済学は答えるべき多くの問題に解答を
出せずにいることになってしまう」とはっきり
指摘しているし、取引費用経済学の綱領みたい
なものもコースはすでにはっきりと言ってい
て、いろんな取引の形が選択されるのは、主と
して取引費用節減的な考慮によるし、最終的に
企業が生まれるのもそのためであると。それを
具体的な形で、つまりその議論が現実世界の中
で operationalize できるのかどうかという、そ
ういった確認をやっていったのがウィリアムソ
ンであり、マクニールじゃないのかというふう
に私は思っています。
　だから、取引費用とは、ウィリアムソンに言
わせれば摩擦みたいなもので、万有引力の法則
を知っただけでは不十分で、要するにブルーイ
ンパルスの五輪の輪を成功させるときにどうい
うものを考慮に入れないとうまくいかない。そ
れを考えなければ現実を動かすことはできない
という、そういう考え方だったように思います。
　最後に、心理のパターンについてもコースは
おもしろいこと言っています。何百年もかかっ
て、人間は今の「本性」を獲得してきたはずで
あり、それは生き延びるためにおそらく必要
だったんだろうと。そのことがもっと正確にわ

かれば、経済学はその知見を取り入れること、
進化できるであろうと。
　ウィリアムソンを批判する人たちは、彼は機
会主義を強調し過ぎるとか、なぜそれが重要な
のかよくわからないとか言われます。法律学を
見てみると実は機会主義には非常に重要な位置
づけを与えており、契約法の中心的な役割を果
たしています。詐欺・錯誤・強迫と不実表示と
かの制度は、契約自由の原則の限界を画してい
ます。それから心変わりとかって言うけど、結
局、最終的に経済学で言う効用は、最終的には
人が感じる幸福感の増加とかみたいなものだか
ら、やはり人間が時々刻々と変化するにつれて、
それに伴って変化するところがあり、いつも機
会主義を冷たくあしらっているだけでもありま
せん。「最初の約束を徹底的に守りなさい」と
命じるだけではなくて、できる範囲でそうした
機会主義にも配慮しようとする点が契約法には
あり、人間の心理に配慮した非常に巧妙な対応
が法律ではなされていると思います。
　マクニールは取引の形態の変化について、単
発契約、関係的契約、それから最終的には組織
に併合されていくというのですけれども、これ
も相手方の裏切りに対応するという側面が極め
て強いといえます。
　そう考えると、法律学は例えば手付金とか、
違約罰とか、それから損害賠償の予定とか、人
的物的担保とか、契約書の中の Representation 
and Warranties とか、それから第三者による
検査とか、機会主義に対するエンジニアリング
みたいなものの発達が見られ、それは法律家の
特徴敵スキルの一つのような気がします。
　この機会主義に関連した記述は、ピンカーの

『心の仕組み』という進化心理学の本から引用
しています。ウィリアムソンには「この本をぜ
ひ読むように」と 2003 年に日本に来られたと
きに勧められました。確かに、互恵的な利他行
動は私達が豊かになるために極めて重要ですが

「裏切り」に対して非常に脆弱だから、裏切り
者を検知する能力を人間は、脳のなかにアルゴ
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リズムとして発達させてきたということが言え
そうだということを述べています。言ってみれ
ば、法律学も、そういう人間の互恵的な利他行
動を促進するための一つの方法であり、そうし
た制度を発達させてきたというところがあるよ
うに思います。
　菊地先生のご報告で面白いと思ったのは、
データの利用についての指摘です。コモンズは
判例を非常にたくさん参照しているし、もちろ
ん産業構造の変化とか、それから労働組合とか、
そうした法制定にも関わったといった点です、
そういう経験を非常に大事にしているし、コー
スも判例をベースにしたモデルを作って成果を
上げてきました。ウィリアムソンは若いときに
産業組織論との学際研究をカーネギーメロン大
学で行っていて、それからたくさん示唆を得て
きたし、マクニールも実務経験に基づくデータ
を基盤にして組み上げた非常に純度の高い結論
をうまく自分の学説の中に取り入れることで関
係的契約理論を展開してきました。
　それに対して正統派ミクロ経済学は、独自の
経験的データベースを持たないし、その必要性
も受け入れないというところかと思います。
翻って契約法学というものを考えると、やはり
判例が基本的なデータです。紛争解決に携わる
から、いつも現実とは対峙せざるを得ない。も
ちろん契約法の研究者の中にもレトリックから
関係的契約関係による統治構造作りまでさまざ
まなものが視野に入ります。それぞれに人に
よって指向は違いますから、同じ法律学の研究
者と言いつつ、その間にも大きな溝がいつも生
じていて、お互い理解してもらえないことも多
いようには思います。
　菊地先生のご報告から、産業組織とか経済的
な背景とかいったものが思想史の中で非常に重
要な位置付けを持つという点が明らかになり有
益でした、その点に関して、もう少し詳しくお
聞きしたいと思います。それとの関係で、今の
ポズナリアンの法と経済学は形式主義の巻き返
しじゃないのかとも感じます。そういう意味で

はリアリズム法学というのはむしろ、関係的契
約論等に承継されているようにも思うのです
が、その点についてもご意見いただければと思
います。
　駆け足でご報告させていただきました。以上
です。

荒井：　齋藤先生、ありがとうございました。
少し時間も押してきてしまっておるのですが、
今のコメント、寺川先生からの論点、あるいは
齋藤先生からのコメントを踏まえまして、菊地
先生からのリプライ、お願いできますでしょう
か。

菊地：　コメントいただきまして、誠にありが
とうございます。私も結構、端折って説明した
ところがありまして、コメントによってかなり
明確になった部分がたくさんあったかと思いま
す。
　それでは、まず、寺川先生からいただいたコ
メントで、寺川先生のスライドの「論点」とい
うところを拝見すればよろしいでしょうか、最
後の方の「論点」というスライドを拝見しなが
ら、コメントしたいなというふうに思います。
　まずは前世紀転換期と 1960 年代以降の学際
研究から、法学が何を得たのかということなの
ですが、これはなかなか一口に言いにくいとこ
ろはあるのですけれども、まずリーガル・リア
リズムとか、あるいは制度学派といった 1920
年代から 30 年代にかけての学際研究というと
ころでは、やはり裁判という制度の見方と言い
ますか、裁判という営みをどう捉えるかという
ところの見方に関して、大きな法学上の成果が
あったのではないかなと思います。すなわち社
会の変化に応じて柔軟に法を作っていくという
か、法を発展させていくような営みとして裁判
を捉えるということです。
　もう一つ、現代のいわゆる「法と経済学」の
隆盛において何を得たかということですが、こ
れも色々な示唆があったとは思うのですけれど
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も、特に今、アメリカでやはり「法と経済学」
が非常に有力な潮流になってる理由は、法的思
考というものを説明するときに経済学的な考慮
というか、つまり法的な、もちろん判決の理由
づけは法的に行われるんだけれども、一方でそ
の理由づけを経済学的な観点からも補強すると
いう発想、これを得たからではないかなと思い
ます。
　それから、リーガル・リアリズムがその後ど
うなったかということなのですけれども、これ
も私の立場では、リーガル・リアリズムは何か
一つの学派みたいなものではなくて、個々のリ
アリストの活動を後から振り返ってリアリズム
というように見ていると考えています。
　そういった意味で、この運動というのは、や
はり 1940 年、50 年代ぐらいからは盛り下がっ
ていったと思うのですが、一方で、たとえばリ
アリストが言ったような「法というのは不確実
なものである」という法の不確定性みたいな話
とか、「法によって演繹的に、決定的な回答は
得られない」という発想は、たとえば 1970 年
代以降の批判法学と呼ばれる法学上の運動にも
共通するところなのかなというふうに思いま
す。
　現代の「法と経済学」が法学を席巻している
理由としては、これもやはりポズナーとか、あ
とはカラブレイジとか、こういった人々がさっ
き申し上げたような法的な思考を経済学の観点
から説明するということをしたというところ
で、これが大学を中心に広まっていったもので
あって、結構、そういう個人的な業績のおかげ
でもある。やっぱりポズナーというのはすごい
人なのだなというのもあらためて思うところな
のですけども、という形ですかね。
　「法と経済学」では、経済学で開発されたモ
デルを法に適用するというところで、これは経
済学の方にどういう学びがあったかは、ちょっ
ともしかしたら私はあまり答えるのがふさわし
くないというか、もしかしたら経済学のお立場
から答えていただく方がいいのかもしれないで

すけど、法学の立場から言うと、やはりさっき
申し上げたような形になるのかなと思います。
　この論点の少し前のところで、理論の有無と
いう話があったと思うのですが、そこでの話と
も関係するのですけれども、コモンズの理論は
もちろんコモンズの理論としてちゃんとあると
思うのですが、「制度学派とは一般にこういう
ものだ」みたいな意味での統一的な理論はな
かったのではないかなと思います。たとえばコ
モンズの考え方とヴェブレンの考え方というの
はちょっと違うところがあるし、こういう意味
で制度学派という運動はあったと思うのですけ
れども、理論という意味で「制度学派とはこう
いうものだ」というのは見あたらなかったのか
なと思います。こういう意味では、新制度学派
というのは、先ほどのお話を伺うかぎり、もう
ちょっと何か統一的な基盤があるようにお見受
けしたという感触になります。
　それから、齋藤先生からもいただいたところ
で、ポズナリアンと言いますか、「法と経済学」
というのがある種のネオフォーマリズムみたい
な形で、形式主義の再来なんじゃないかという
のは確かにそうですね。ポズナーのいわゆる富
の最大化基準というような、一つの基準から費
用便益分析によって制度を見ていくという話
は、確かに形式主義的な要素があると思います。
　よく言われるのは、リアリズムを継承したの
は、先ほど言った批判法学と「法と経済学」の
2 つで、この 2 つがリアリズムの子どもなんだ
というように言われることがあるんですが、私
にはその後者の「法と経済学」とリアリズムが
どのような関係にあるかというところは、あま
りはっきりした答えを与えることができていな
くて、むしろリアリズムでは、経済理論を用い
て法を分析するのは単なる形式主義への逆戻り
じゃないかという批判が言われていたので、も
しかしたらその批判がそのまま「法と経済学」
にも当てはまるのかもしれないと思います。
　以上でしたでしょうかもし見逃して、聞き落
としているところがあったら、申し訳ありませ
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ん。

荒井：　菊地先生、ありがとうございました。
それではこれに対するリプライのリプライと言
うのも何ですけど、寺川先生と齋藤先生、まず
は寺川先生からお願いします。

寺川：　そうですね。コンパクトにわかりやす
く伝えていただきありがとうございます。まず
1 つ目の社会の変化に応じて法というものも変
わっていくんだという見方は、制度学派の進化
論的な見方と大変軌を一にしているなというふ
うにあらためて思いました。
　あと、現代の law and economics というのは、
判決を説明する際に従来の法律学のレトリック
だけではなくて、cost-benefit analysis みたい
なものも入れることで少し違った視角が出てく
るというような形でうまく活用されているんだ
なというふうにあらためて感じました。
　3 つ目の、リーガル・リアリズムと制度学派
は両方、あくまでもムーブメントであって、何
か統一的な理論作りには至らなかったというの
はそのとおりだと思います。制度学派も第二次
世界大戦後、いろんな理由があって、経済学会
で影響を失って行ったわけです。それは、一つ
には具体的な問題状況へとコミットするから、
そういった分野で学際的なフィールドができる
とそこに人が引き寄せられていくんですね。例
えば産業組織論―コーネル大学の講座が有名で
す―とかそういったところにどうしても人が引
き寄せられていってしまう。そうすると、その
フィールドについては充実した研究が蓄積して
も、一般理論としてはなかなか普遍化できない
ものになってしまう。ただ、理論としての評価
は置いておいても、こういった学際性への衝動
のようなものは評価できるのではないでしょう
か。形式主義的な理論が学会を席巻していくと、
そういったものへの異議申し立てとして何かそ
ういった学際性への衝動というものがやっぱり
定期的に勃発するところがあって、齋藤先生の

お話では新制度派がそうだという話でしたが、
だから、そういったある種の学際的な総合的な
取り組みの一つの範例として今後も参照する価
値はあるのかなと、リーガル・リアリズム、制
度派の両方について思いました。以上です。

齋藤：　ありがとうございます。多岐にわたる
お話でいろいろ興味深くお聞きしました。
　まず寺川先生がおっしゃられたことも含めて
なんですけども、やっぱり新制度派みたいな考
え方を持った人たちでコモンズから新しい示唆
をくみ取り続けようとする人たち常にいて、そ
れが何かこう表からは隠れて見えなくなってい
る状態があり、それがまた再び頭をもたげてく
るというような展開がこれからもあるように思
う点が一つ。
　 そ れ か ら ウ ィ リ ア ム ソ ン は、 ち ゃ ん と
operationalize できる純度の高い成果を色々な
分野から切り取って正確に受け継いでいく。そ
のあたりに「彼の経済学者らしい厳しさを感じ
ます。コモンズが指摘したことの中にそうした
純度の高い成果がいろいろ、たくさんあって、
コモンズだからこそ初めて気付くことができた
ものが確実にある。それらを埋もれさせずに使
い続けるべきだと思えたのは、菊地先生とそれ
から寺川先生にいろいろ教えていただいたとこ
ろであって、それは非常に有益でした。
　それから、学際性という意味で言えば、今の
ポズナリアンの人たちは、それとはちょっと違
う路線のような気がします。やはりポズナー自
身がスーパースターであるし、もちろん連邦控
訴裁判所の裁判官ですし、しゃべるのも書くの
もうまいし。そして何よりもロースクールの教
育を席巻した事実は大きかったのではないで
しょうか。言葉の使い方わ悪いですが、ロース
クールの学生のロックスターみたいな存在だっ
たと言えるかもしれない。ある意味で特異な現
象として見た方がいいのかなと思うところもあ
ります。以上です。
　それから、菊地先生にできれば伺いたいので
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すが、当時のアメリカの産業構造みたいなもの
は、制度派経済学に極めて大きな影響を与えて
いると思うのです。それは思想史との関係では
どういうふうに位置付けられるのかについて、
ご意見いただければと思います。

菊地：　そうですね。私ももともと最初の、制
度学派みたいな考え方が出てきたのを論じる前
提として、産業組織というか、当時の産業社会
化というふうなものは絶対あったと考えていま
す。具体的に、ではどういう産業組織だったの
かというと、ちょっと私はなかなか知見が不足
しいてるところではあるのですけれども、たと
えばコモンズなんかは結構、労働の問題とか、
独占の問題とか、そういったところがトピック
になっていたので、コメントの中でも寺川先生
にもおっしゃっていただいたと思うのですが、
ウィスコンシンで実務に携わっているというと
ころがある。コモンズに関して言うと、やっぱ
りそういうところで当時の産業、社会というふ
うなものを実感したところがあったのかなとは
思います。
　そうですね。制度学派一般という話に広げる
部分については、私はなかなか解答できないの
ですけれども、コモンズに関してはそんな感じ
なのかなというふうに考えています。

荒井：　恐れ入ります。それでは大変お待たせ
しました。フロアからもご質問、ご意見、ござ
いましたら、だいぶ人数も少なくなってきてお
りますので、ミュートを外して、あるいはビデ
オオンにしていただいて、ご発言いただけまし
たら受け付けたいと存じます。いかがでしょう
か。
　私の方から質問させていただけましたらと思
います。途中で社会法学の中でデータを使って
いきたい、データ重視、社会科学との連携とい
う話が出てきました。法と経済学の研究として
は実証分析がかなり多くなってきておるのです
が、例えば実際の裁判の中ではデータを用いた

エビデンスというのはあまり使われていないよ
うな状況です。これはリーガル・リアリズムと
してもデータを用いて法実践とは言ってはいる
んですけども、なかなか裁判の中では現実には
使われていない状況というのに対してはどうい
うふうに見ていけば良いのかなということ、
ちょっとパネリストの皆さまにお聞きしたいな
と思っております。菊地先生、いかがでしょう
か。

菊地：　ありがとうございます。やはり判決、
裁判官が下す判決というものの根拠づけ、理由
づけというのは、基本的には法的な、たとえば
具体的には何らかの条文、あるいは判例といっ
たものを援用する形で正当化を図らないといけ
ない。これは基本的な見方というか、普通の見
方であって、リーガル・リアリズムはそれを批
判はするわけですけれども、何か誤解されてい
るところがあって、たとえば何かルールを疑う、
あるいは事実認定を疑うみたいなことを、リー
ガル・リアリズムが主張したと言われていて、
それは確かにそういうふうに整理することもで
きるのですけども、一般に判決の正当化をそう
いう法的な理由づけで行うこと自体は、別に否
定していないのです。
　そういった前提があった上で、たとえば実証
的な、社会学的なデータをどう取り入れるかと
いうことになって、たとえば社会学的法学の代
表的な人物にブランダイスという人がいるので
すけども、ブランダイスなんかは自分が弁護士
をやっていたときに、実際に上告趣意書の中に、
つまり裁判所に提出する書類の中に、大量の実
証的なデータを詰め込むという裏技みたいなこ
とをやっていたりするんですね。
　それはどういうことかと言うと、ミュラー対
オレゴン事件という事件があって、そのときに
ブランダイスという人がオレゴン州の側の弁護
士だったのですけれども、要するに先ほどのロ
クナー事件と同じような感じで、オレゴン州の
立法が、労働時間を制限するような立法だった
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んですね。これが違憲だと、つまりロクナー的
な論理で違憲だとされたんですが、そういった
立法の合憲性を示すというふうなことで、ブラ
ンダイスが上告趣意書の最初の 2 ページぐら
い、法的な原則に関する法律論みたいなことを
書いたのですけれど、その後 100 ページぐらい、
実証的なデータというか、「労働時間を制限す
るとこういういいことがあります」というデー
タを載せたんですね。この、ブランダイス・ブ
リーフというやり方を裏技的な形で編み出し
て、そういう社会学的なデータに基づく議論と
いうのが有用だと示した。それで結果的には勝
訴を勝ち取ったのですけれども、こういった事
例があったりして、データの活用もやってやれ
ないことはないみたいな感じでもありますね。
　ただ、先ほど言ったように、やはり一般的に
全てを社会学的に説明する、法的な意見を社会
学的に、社会学的にと言ったら良くないのかも
しれませんけど、外在的な事実のみから説明す
るというやり方が推奨されていないというの
は、これはリアリストも同意する点だと思いま
す。

荒井：　ありがとうございます。それでは私の
時間管理がなかなかうまくいかなかったせい
で、当初の予定していた 16 時 10 分を過ぎたと
ころでございますので、いったんシンポジウム
のオフィシャルな時間としてはここで終わりに
したいと思います。パネリストの皆さま方、貴
重な講演、ありがとうございました。

齋藤：　ありがとうございました。

荒井：　どうもありがとうございました。

寺川：　ありがとうございました。

荒井：　引き続いてこの問題について議論する
場などがあれば、そういうところでもこうした
議論、やっていきたいと思っております。いっ

たんシンポジウムとしてはここで終わりにした
いと思います。どうもありがとうございます。

 （以上）
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伊永：　司会進行をします、東北大学の伊永と
申します。どうぞよろしくお願いします。最初
にお伝えしておくべきことがあります。お手元
のプログラムでは、司会役に共立女子大学の荒
井弘毅先生のお名前が挙がっていますが、本シ
ンポジウムは、荒井先生が企画立案されて司会
をされる予定だったシンポジウムとなります。
荒井先生は、過日体調を崩されまして、現在は
退院されてお元気でいらっしゃるんですけど、
ご無理はさせられないということで、代わりに
私が担当することになりました。はなはだ力不
足ですが、ご海容いただければと思います。
　まず、私の方で荒井先生から引き継ぎました
本プログラムの総論部分、すなわち問題の所在
についてお話をして、各報告者のプレゼンに入
りたいと思います。
　本シンポジウムで取り上げるのは、バイヤー
パワーの問題です。このテーマは、日本では優
越的地位濫用規制で有名ですが、最近では非常
に外国でも注目されていまして、特に OECD
が本年の 6 月に取り上げたラウンドテーブルで
は、Purchasing power and buyer’s Cartels と
いう形で議論され、話題となりました。従来は

「モノを売る競争」というのが常に頭の中にあっ

◆法と経済学会　2022 年度（第 20 回）全国大会講演報告◆
□シンポジウム 1

『購買力・買手市場支配力』
　　　　　　　　　　　　　　・開催年月：2022 年 11 月 12 日（土）-13 日（日）
　　　　　　　　　　　　　　・会場：東京大学　駒場 I キャンパス （21 KOMCEE East）

< 司会 >
伊永 大輔（東北大学大学院法学研究科教授）

< パネリスト >
渕川 和彦（慶應義塾大学法学部准教授）
多田 敏明（日比谷総合法律事務所弁護士）
福永 啓太（アリックスパートナーズ・ディレクター）

て、そこで議論が発達してきたのですが、その
買手版、「モノを買う競争」になった場合にど
ういう問題が生ずるのかというのは、理論的な
面も含めていまだ途上にあるというのが現状で
す。そういった問題を共同行為、それから単独
行為の両面からとらえて、どのように処理して
いけばよいのかを話し合ったのが、OECD の
2022 年のラウンドテーブルとなります。
　もう一つ、この話題が盛り上がりを期してい
る理由として、労働市場の問題があります。今、
フリーランスであるとか、ギグワーカーと言わ
れる労働者たちが、プラットフォームを介して
不当に低い労働条件で働かされているのではな
いかという問題が取り沙汰されております。こ
れが競争との関係でラウンドテーブルに挙がっ
たのが 2019 年の OECD でした。こうした観点
を踏まえ、今回は「購買力・買手市場支配力」
を取り上げようというのが、本シンポジウムの
企画趣旨となります。
　この点は実務のみならず学術的にも注目を浴
びておりまして、非常に著名な学者たちがこの
問題に対して提言をしています。特に Eric A. 
Posner 教授と Jonathan B. Baker 教授の本は外
すことができない 2 つの書籍ということで挙げ
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させていただきました。デジタルプラット
フォームの隆盛と軌を一にして、買手市場支配
力の問題についても再考する必要があるという
ことでまとめられた著書になります。3 つ目に
ご紹介する Herbert Hovenkamp 教授は、先ほ
どご紹介した労働市場の OECD のパネルにお
いて、メインのノートを書いています。彼はハー
バード大学の教授として競争法の分野では最も
著名な学者の 1 人なのですが、近年では労働と
競争の交錯領域にも高い関心を持っているよう
です。
　公正取引委員会も、この点に関しましては積
極的な活動を見せておりまして、労働市場に関
する報告書、それからそれをスポーツ分野に応
用したもの、芸能事務所からの独立・移籍の問
題、さらに内閣官房や厚生労働省などと共同し
て取り組んだフリーランスガイドライン、こう
いった指針や考え方を立て続けに公表している
というのが近年の動きになります。
　本シンポジウムの報告者につきましても、ま
さにこの問題のご専門の方 3 名という形になり
ます。第 1 報告の渕川さんは、先ほどご紹介し
ました 2022 年の OECD のラウンドテーブルで
ご報告もされているという、この分野の第一人
者となる学者であります。第 2 報告の多田さん
は、弁護士として、この問題について先ほどの
労働市場に関する報告書というのがありました
けど、この公取委の「人材と競争政策に関する
検討会」の委員もされていて、それ以降も積極
的な発信をされている実務家です。第 3 報告の
福永さんは、経済分析の専門家として卓越した
手腕を発揮されている実務家です。このお三方
の報告をこの順番でやっていただいて、その後
報告を受けて私の方から質疑応答をさせていた
だき、最後にフロアやオンラインの参加者の皆
さんとの討議という形に移らせていただきたい
と思います。どうぞよろしくお願いします。

渕川：　ありがとうございます。ご紹介預かり
ました、大阪公立大学の渕川と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。私は「競争によ
る購買力及び買手市場支配力規制」という題目
で、競争法、独占禁止法に関する購買力、買手
市場支配力の理論面を中心にお話しさせていた
だきます。
　まず、買手市場支配力と厚生上の影響につい
て、述べさせていただきまして、独占禁止法、
競争法の核となる共同行為規制、単独行為規制、
企業結合規制についてそれぞれ見ていきます。
また、産業固有の買手市場支配力が発生する場
合があります。そこで、小売市場、そして労働
市場に関してどのような競争法上の規制が行わ
れているかについて検討します。その上で、買
手市場支配力の競争促進効果と反競争効果につ
いて検討したいと思っております。
　 ま ず、1990 年 代 以 降、 大 規 模 小 売 業 は、
POS システム等を背景として物流を発達させ
ることによって、交渉力をかなり発揮するよう
になってきました。これまで製造業の売手独占
を規制して売る競争を主に規制してきた訳です
けれども、大規模小売業が交渉力をつけること
によって、今度は買手独占をどのように規制す
るかということが議論されております。
　一見すると買い叩いて安くなれば消費者に
とっては良いと思われがちなのですけれども、
必ずしもそのように単純な話ではなく、買い叩
いてさらに独占価格を設定するような場合に
は、厚生上の悪影響がさらに拡大するという問
題があります。
　購買力に関しては、一方で共同購入であった
り合併の文脈において、競争促進効果があると
主張されることがあり、実際に実務でもそのよ
うな形で読み込まれております。
　それでは購買力がどのような場合に競争促進
効果、あるいは反競争効果が生じるのかという
点を明らかにしていきたいと思います。まず購
買力の概念を明らかにし、共同行為規制、単独
行為規制、企業結合規制について、世界におい
て主要な競争法とも言うべき日米欧競争法を概
観して検討していきたいと思います。
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　まず、購買力（Buying Power）ですけれども、
これは事業者が他の買手よりも有利な条件を供
給者から引き出すことであり、一番広い概念に
なっています。その中で、競争法上問題となる
のが買手独占あるいは交渉力となってきます。
買手独占の古典的なモデルを説明したいと思い
ます。買手は、たくさん買えば買うほどそれを
ストック等する費用、すなわち限界要素費用が
より多くかかってきます。そこで、買手独占者
は、なるべく自分の最適な利益になるように、
限界要素費用に従って購入量と価格を決めるこ
とになります。したがって競争的な価格を P1、
買手独占的な価格を P2 とすると、限界要素費
用に従って購入量を引き下げることで、価格も
P1 から P2 に引き下がり、厚生上の損失が発生
するというのが、古典的な買手独占のモデルと
いう形になります。
　買手独占が行われると、厚生上の損失が発生
します。さらに買手独占の価格設定が継続する
と、供給者は経営が成り立たなくなってしまう
ため、供給者が市場から退出します。それによっ
て供給量が減り、市場全体の厚生が損なわれる
ということになります。
　買手独占者がさらに売手独占者でもある場合
が最悪のケースです。まず、買手独占によって
厚生上の損失が発生します。さらにこの買手独
占者が下流市場において売手独占者でもある場
合、下流市場において限界収入に基づいて独占
価格を設定すると、追加的な死重損失が発生す
るため最悪のシナリオになるという訳です。
　交渉力は、競争法上の文脈において、不完全
競争の状態で均衡価格が供給量の限界費用より
高い場合に、買手から供給者に対して行使され
る力、と一般的に定義されております。これは
どういうことかというと、売手の独占価格を買
手の交渉力によって相殺するということです。
まず売手が独占価格を設定しており、これに対
して買手が交渉力を発揮することによって、価
格が引き下がります。この場合は、不完全競争
の状態において、買手が交渉力を発揮すること

によって、供給量が増え、価格が低下するため、
市場の影響としては競争促進的な効果が生まれ
ます。
　ただし、例えば大規模小売業が納入業者に対
して交渉力を発揮する場合、納入業者は大規模
小売業に対して安く売り、その他の中小規模の
小売業にそのしわ寄せが来ることになります。
これをウォーターベッド効果、あるいは第三者
効果と呼びます。このような効果が生じる場合
には、競争に対する悪影響が起きることになり
ます。この他にも大規模小売業が供給業者を通
じて、その他の小売業者に対して、価格を引き
上げライバルコストを引き上げることで、交渉
力が反競争効果を生み出すことが考えられま
す。このように交渉力は、競争促進効果を生む
可能性もありますし、同時に反競争効果も生じ
得るため、交渉力というのはなかなか取り扱い
が難しいものとなっています。
　買手市場支配力は、買手独占力に限定される
のか、買手独占力だけでなく交渉力も含むのか
という点については争いがあります。OECD
のラウンドテーブルに参加して、競争当局の多
くは買手独占力だけでなく、交渉力も含むとい
う形で買手市場支配力を捉えていることが分か
りました。買手市場支配力は、買手独占力だけ
でなく、交渉力も含むと捉えるのが通説的と理
解していただければと思います。
　交渉力が競争上問題となるという場合は、先
ほど言いましたけれどもウォーターベッド効果
やライバル事業者のコスト引き上げ等が起こる
場合です。この他、大規模小売業が供給業者に
影響力を発揮し、第三者効果が発生することも
考えられます。以上のことが繰り返されるうち
に、大規模小売業が売手市場支配力を持つ独占
的な大規模小売業になり、それによって売手市
場支配力を獲得し、消費者に対して独占価格を
設定する、という反競争効果の悪循環が懸念さ
れることがあります。これをスパイラル効果と
呼びます。
　このように、交渉力は、ウォーターベッド効
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果あるいは第三者効果、ライバル事業者のコス
トの引上げ、スパイラル効果が問題となる場合
に競争法上問題となり得ることになります。
　それでは、まず共同行為規制について検討し
ていきたいと思います。共同行為規制について
は、購入者間で価格協定等の共同行為をし、価
格を競争水準以下に低下させる場合、厚生上の
損失が明らかに発生します。
　ただし、共同購入は、例えば共通で原材料を
ストックする等してコストを低減させ、競争促
進効果を生じることがあります。しかしながら、
共同購入は、販売価格等の秘密情報を交換して、
それが下流市場の販売市場で価格協定等のカル
テルのインセンティブにつながるという恐れが
あります。これをどのように適切にエンフォー
スメントを設計し、規制するかという点につい
ては課題があります。
　買手間の共同行為に対する規制は、各国同じ
ような規制になっています。EU については、
真に共同購入する場合であれば、その競争の影
響を見ますけれども、それは偽装されたもので
あれば、ハードコア・カルテルと呼ばれ、厚生
上の損失が明確に発生するようなカルテルとし
て、立証負担が軽減されます。日本もハードコ
ア・カルテルと言われるあからさまに偽装され
たカルテルについては、上流市場だけで明示的
に厚生上の損失が発生するということは明らか
ですので厳しく規制をしております。これに対
して、ジョイントベンチャー等、競争促進効果
を有する真の共同購入の場合について、上流市
場の購入市場だけではなく、下流市場の販売市
場でどのような影響が及んでいるかをみていき
ます。
　オークション方式については少し気をつけな
ければいけません。オークション方式で、競争
事業者間で電子商取引サイトを設立して、それ
に基づいて共同購入する場合があります。この
場合は、オール・オア・ナッシング供給、つま
り、ゼロサムで供給するかしないかという状況
が生じてきます。入札の場合、基本的に購入量

それ自体は変わりません。入札価格を入札参加
者で話し合って、購入価格を引き下げるという
ことをすれば、購入量は変わらないけれども、
それによって価格を低下することができます。
古典的な買手独占のモデルでは、購入量が減り、
価格も減るということになりますが、オーク
ション形式の買手独占のモデルでは、買手独占
者が購入量を維持したまま、価格を引き下げ、
生産者余剰を吸い取ります。
　単独行為規制に関して、各国は、競争に悪影
響が及ぶ場合、つまり、買手独占になる場合に
規制しております。EU であれば、排除型濫用、
あるいは搾取型濫用、アメリカであれば独占化
または独占化の企図、そして、日本で言えば私
的独占による規制となり、例えば、乳業者の牛
乳を買い占めて買手独占者以外の会社が牛乳を
購入できなくする等の場合に競争法上の規制が
及ぶこととなります。交渉力については、各国
で様々な規制が行われており、日本では優越的
地位の濫用という形で、交渉力の全部とは言わ
ないですけれども、規制されています。
　ラルズ事件で、この優越的地位の濫用の規制
根拠について言及がされています。優越的地位
の濫用の規制根拠というのは基本的には、取引
の相手方の自由かつ自主的な判断による取引を
阻害するという点を基本的な規制根拠にしてい
ます。
　これに加えて、裁判所は、「取引の相手方は
その競争者との関係において競争上不利になる
一方、行為者は、その競争者との関係において
競争上有利になるという恐れがある」と述べて
おります。
　これは間接競争侵害と言われておりまして、
例えば、大規模小売業が優越的地位の濫用を供
給業者に対して行うということであれば、上流
にいる供給業者は、その他の供給業者と比べる
と不利になるということです。そして、優位的
地位の濫用を行った大規模小売業者は、その他
の小売業者との関係において有利になります。
このように、単に大規模小売業者と供給業者と
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の間の当事者間だけではなくて、第三者に効果
が及ぶということを述べています。これは、公
取委の優位的地位の濫用ガイドラインでも同様
の立場を採っておりまして、それを裁判所が支
持しています。
　続きまして、企業結合規制について見ていき
たいと思います。競争上悪影響を及ぼすような
買手間の企業結合に対する規制が行われていま
す。特にＥＵは積極的に規制していると言えま
す。日本でも同様に買手間の企業結合に対して
規制を行っておりまして、需要者からの競争圧
力という文脈で、交渉力の競争促進効果も見て
おります。
　主に売手間の企業結合において、買手の交渉
力は、売手市場支配力を緩和するかという点に
関して、売手間の企業結合の正当化事由の判断
要素の一つとして言及されることがあります。
これは交渉力の競争促進的な側面を示すものと
いう形になります。
　産業固有の買手市場支配力に関して、まず、
小売市場については、買手市場支配力の源泉が
市場によっては少し特徴的なものがありますの
で、それについて説明させていただきたいと思
います。
　大規模小売業については、例えば商品が置か
れる陳列棚で、目に付きやすく手が届きやすい
場所に置かれることが売上げに影響を及ぼすと
言われております。従って、商品をより好まし
い位置に陳列するために料金を設定して、それ
を大規模小売業が徴収することがあります。こ
れにより、大規模小売業の購買力、交渉力を増
す要因になっていると言われております。大規
模小売業は、顧客のデータや販売データを大量
にＰＯＳシステムで持っていますので、データ
の上での強みもあります。
　また、中小企業の供給業者にとっては、大規
模小売業からすぐ他の事業者に取引先を変更す
るというのは非常に難しいと一般的に言われて
おります。製造業ですと、市場シェアの大半を
占め、その市場全体の価格、数量等をコントロー

ルすることができると言われる一方で、大規模
小売業については、市場シェアが製造業と比べ
て相対的に低い場合でも、買手市場支配力を行
使することが可能であると指摘されています。
ただし、それがどの程度になれば買手市場支配
力として問題となるかという点はなかなか議論
の一致を見てないですし、そもそも相対的に低
い市場シェアで買手市場支配力を認めていいの
かという議論もあるところでありまして、まだ
その辺りは課題が残っております。
　続きまして、労働市場についてです。零細な
労働者、あるいは事業者とそれに対する使用者
との間の取引については、買手独占が生じやす
いことになります。ただそれが一使用者と一労
働者あるいは複数の労働者が集まって、それが
市場形成するのか否かというのは、これまで独
禁法が十分に議論してこなかった論点でもある
ので、どのように労働市場を定義するかという
ことが問題となります。代表的な労働市場の論
者であるエリック・ポズナーによれば、労働市
場は通常の市場と何も変わらないと述べており
ます。つまり、労働市場も競争法上問題とすべ
き対象であると述べておりますけれども、実際
まだ未解決な問題が多いかと思います。
　昨今、ギグワーカーというような新しい働き
手が現れてきたということで、労働法はもちろ
ん労働者の権利を守っているのですけれども、
このようなフリーランス、ギグワーカー等は労
働者性と事業者性の両方を持っており、使用者
の指揮命令権に属してない労働者、働き手が現
れてきている。この場合労働法の保護が及ばな
いという場合があります。独禁法の下で保護で
きるかというとなかなかそれも難しいというこ
とが議論されております。
　競争法それ自体は消費者厚生を主として検討
しています。労働市場について、労働者に関す
る厚生を検討するのか否かは、まだ議論が煮詰
まっておりません。実際に、競争法を労働市場
に適用する場合に、どのように使用者に対して、
法を執行していくのかということも問題になり
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ます。逆に労働者が事業者ということになると、
労働者間で賃金に関する協定を結んだ場合に不
当な取引制限になるのか否か、という問題も同
時に出てくることになります。
　アメリカでは、エリック・ポズナーをはじめ
として労働市場に対する競争法の適用について
積極的に検討しており、報告書も出されていて、
労働市場に対する反競争的な行為に対する検討
が行われてきています。
　日本では、公取委の競争政策センターが「人
材と競争政策に関する検討会報告書」を公表し
ておりまして、労働市場における競争法上の問
題の検討が進んでいます。しかし、それを実際
にどういうふうに規制にブレイクダウンするの
かが、今後の課題になると思います。この報告
書では、人材獲得競争が存在すること、そして、
引き抜き協定や引き抜き禁止協定が競争法上問
題となり得ること等が検討されています。また、
単独行為、特に優位的地位の濫用の観点から、
一定の場合、不当な不利益を与えるような場合
には優越的地位の濫用に該当し得ると言われて
います。また、一方的に取引を拒絶するような
場合に競争法上問題となるということが言われ
ています。
　本報告内容をまとめていきたいと思います。
買手独占については厚生上の悪影響が及ぼすと
いうことは明らかであり、特に買手間の共同行
為は、原則的に違法であるという形で規制され
ます。
　ただし、非ハードコア・カルテル、共同購入、
ジョイントベンチャー等を行うことで一定の競
争促進効果がある場合には、反競争効果と競争
促進効果を個別具体的に検討する必要がありま
すが、それをどのように評価するかという点は
課題でもあります。
　交渉力については購入量が増えることで競争
促進的な効果がある場合もある一方で、スパイ
ラル効果を生む場合、あるいはウォーターベッ
ド効果やライバルコストの引上げ等が起こる場
合には、第三者効果、つまり当事者間の契約の

問題だけではなくて、第三者である競争者の競
争に影響を与える、あるいは競争の過程に悪影
響を与えることが懸念されます。理論上は以上
の通りなのですけれども、具体的にどのような
場合に規制するのかという点については、まだ
課題が多いところです。
　購買力については、買手市場支配力が行使さ
れる場合に競争法上問題となります。すなわち、
購買力によって反競争効果が生じる場合、そし
て競争の過程に悪影響を及ぼす場合に競争法上
問題となります。そして、買手市場支配力概念
については、多数説は買手市場支配力に買手独
占力だけでなく交渉力を含むと理解していると
いうことになります。買手独占力が行使された
場合には厚生上の損失が生じるため、各国競争
法は買手独占力を規制することについては、共
通理解があるといえます。
　そして、特に買手市場支配力の行使を検討す
る場合、買手独占によって、買い叩きが生じ、
それによって供給者が市場から退出することで
その市場全体の供給量が減るという、中長期的
なタイムスパンを取り扱うことになってきま
す。競争法は従来、短期的なタイムスパンで市
場支配力の行使を検討してきましたので、買手
市場支配力の行使をどのようなタイムスパンで
捉えていくべきかということが問題となりま
す。また、買手市場支配力の源泉に関して産業
固有の場合が見受けられるため、それらを区別
するのか否かということも議論がされていま
す。
　交渉力については、競争促進効果を生み出す
一方で、第三者効果を生じるおそれがある場合
には、反競争効果あるいは競争の過程に悪影響
が生じる可能性があります。そのような場合に
は、理論上、交渉力を規制すべきことになりま
すが、では実際にどのような場合に規制すべき
なのかについては、まだ十分に明らかにされて
いません。
　現在では交渉力について、各国競争法は、例
えば日本であれば優越的地位の濫用であった
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り、ある国は経済依存性、そしてある国は著し
い不均衡がある場合に規制する、あるいはあら
かじめコード・オブ・プラクティスという形で、
行動規範をスーパーマーケット等の大規模小売
業に示しておいて、それを遵守させる形で、事
業者規制のような形で規制する等、各国それぞ
れのアプローチがあります。
　交渉力は反競争効果、あるいは競争の過程に
悪影響を生じ恐れがある場合について、法学的
経済学的な観点からさらなる検討が求められる
と思います。
　以上で私の報告を終わります。どうもありが
とうございました。

伊永：　どうもありがとうございました。続き
まして、日比谷総合法律事務所の多田さん、よ
ろしくお願いします。

多田：　ご紹介にあずかりました日比谷総合事
務所の多田と申します。スライドを出しますの
で、少々お待ちください。
　今、渕川さんから共同行為すなわちカルテル
問題、それから単独行為、日本法でいえば、優
越的地位濫用の問題になりますけどもそういっ
たもの、それから企業結合、これら全般につい
て、しかも経済学の観点からも説明がありまし
た。
私からは、どちらかといいますとスライドの表
題に書きましたとおり、渕川さんに触れていた
だいた労働市場というちょっと特殊な市場につ
いて、独禁法における購買力・買手市場支配力
はどのように考えられるのだろうかという点に
ついて、まだ日本では摘発された事例はない中
で、多少先行しているアメリカのことをちらっ
ちらっと見ながら考えていければというふうに
思います。
　まず買手市場支配力の功罪ということです
が、後で福永さんからもお話あるでしょうし既
に渕川さんからちょっとお話あったところなん
ですが、買手市場支配力がありますと、物を安

く買い叩ける。これは売手の市場支配力の場合
は物を高く売れるということになりますけど買
手市場の場合は物を安く買うことができる。
　それで、原材料を安く買った場合、すなわち
投入物を安く買えた場合には、その投入物を
使って出来上がる加工品とか完成品、これも安
くなる可能性があるという意味においては、こ
れはいいことではないかというふうに考えられ
る部分があります。ただ、功罪の罪の部分でい
いますと、まず 1 つ目には、これは市場支配力
による価格低減ということになりますので、こ
の需給のバランスで価格調整機能が働くとい
う、市場メカニズムを無視した価格低減という
ことにはなります。果たしてそれがいいんだろ
うか、ということです。当然本来得られるべき
利益が、物を売ってる方は得られなくなってし
まう。搾取性が出てくる。
　それからもう一点は、確かに原材料を安く買
えたら、加工品、完成品は安く販売できる可能
性があるんですが、先ほどからも渕川さんが何
度かご指摘されてる通り、販売市場の方であま
り競争がないということだとすると、結局売る
ところでも高く売ってしまって、結果として、
原材料を安く買って完成品を高く売ると、私腹
を肥やすと言っては変ですけども、その企業だ
けがもうけるだけという話になって、別に完成
品の販売市場に何か利益が還元されるわけでは
ない。あるいは、川下市場のお客さんに何か利
益が還元されるわけではない、ということにな
りますので、果たしてこれが競争上いいことな
のかどうかというと、かなり疑問視されてしま
う部分もあるだろうというふうに思います。
　こういった功罪がある中で、まず共同行為規
制、これはカルテル規制とお考えいただければ
と思いますが、一応参考までにカルテルの共同
行為の条文を示してありますけども、「他の事
業者」、これ競争業者ということがほとんどで
すけども、競争業者と共同して価格を決めてし
まうといったことをした結果、スライドの一番
下の下線部ですが、一定の取引分野における競
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争を実質的に制限することになります。一定の
取引分野とは市場を意味すると理解されてます
ので、特定の市場における競争というものがこ
のカルテルによって制限される、価格競争がな
くなるというような場面が規制対象の場面とい
うことになります。
　価格カルテルは、通常は販売の分野で考えら
れているんですが、購入の場面で購入価格をみ
んなで決めちゃう、購入者が集まって皆で価格
を決めようという場合にどういう問題が起きる
かということが今回のテーマということになり
ます。こちらの購入市場におけるカルテル的な
場面は実は購入カルテルというふうに言われて
るものももちろんあるんですが、同時にいわゆ
る共同購入、共同購買、共同調達など、日経新
聞なんかにもよく出てくる言葉なんですけれど
も、合法的によく行われてるような行為もある。
そういう意味では共同カルテルと共同購入はど
うやって区別するんですか、という問題が生じ
ます。共同購入で、みんなで一緒に、原材料を
一緒に買いましょうよと言ってる場合は、当然
みんなで一緒に買うにあたっては、同じ価格で
買うことになりますから、それは皆で購入価格
を決めているということになる。ただ、共同購
入という名前がつくと何かいいこと、合法的な
ことをやってるように見えて、他方で購入カル
テルなんて呼ばれると、途端に何か悪いこと
やってるというふうにも見えるということなの
で、一体、この区別をどうするんでしょうかと
いうことは、20 年とか 30 年前は、独禁法業界
の中でも難問題でして、弁護士の間でも、どう
やって依頼者にアドバイスするかということを
よく真剣に悩まれていた部分がありました。
　目的がそもそも違うんではないか、という点
は確かにあります。購入カルテルというのは、
もう購入価格の競争はやめようよと。今まで一
生懸命、希少な、ものすごくレアな原材料を少
しでも多く買おうとして、すごく高い価格で
買っていたと。その結果、これ以上高くなると
もう嫌だからみんなで安く買おうよということ

で、購入者間で申し合わせて安くする、購入価
格競争をやめようよということになりますと、
これは購入価格の競争の制限だけを目的にして
いるということで、購入カルテルということに
なると思われます。
　他方で共同購入と呼ばれてるものは、確かに
調達の共同化をして価格もそろえるんですけど
も、ボリュームディスカウントを利かせること
に目的があります。たくさん買ってあげるから、
規模の経済が働くからその分、価格も安くなる
でしょうと、そういうことを言ってるだけで、
別に競争制限を目的にしているわけではないの
だ、という捉え方をされたりもしています。た
だこれは、皆さんも聞いてておわかりだと思う
んですけど、紙一重の部分があります。競争制
限については、この共同購入の方だって結局は
購入競争がなくなってる部分があるわけですか
ら、そうすると価格カルテルと共同購入を目的
だけで本当に区別できるのかということになり
ます。
　あるいは、効率性の有無で区別するというこ
と、この言葉は非常に多義的で、何が効率性の
中身なのかは、一つひとつ言語化していかない
といけないと思うのですが、購入価格が安くな
るところだけを捉えて、例えば効率性と捉えた
とすると、いや、購入カルテルだって共同購入
だって結局安くなってるじゃないか、というこ
とになり、あまり変わらないということになり
ます。
　そうしますと、区別する要素としては、1 つ
は、結局買手の市場支配力によって安く買い叩
いたのかどうか、ということになります。そし
て、そういった市場支配力に物を言わせて安く
買ったのか、あるいはあくまでも規模の経済を
働かせた結果として安く買えたのか、別の言葉
で言えば、市場メカニズムをちゃんと機能させ
た上で安くなったことなのか、あるいはそうで
はないのか、この区別というのは、最終的には
どうしても共同購入に参加する、一緒に買って
いる人たちの合計シェア、購入合計シェアのと
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ころで決まってくるということになると思いま
す。
　例えば、ある特定の購入市場で、購入シェア
10% ずつ持ってる企業が 2 社集まって合計
20% の合計購入シェアで物を買うといったと
きには、なかなか 20% 程度では、市場支配と
いうところまではいかないだろうと思われま
す。物を買いたたけるというようなレベルでは
ないでしょう。そういうレベルで、お互いが同
じ価格で買っているということであれば、今ま
で 10% しか買ってなかったものが、合わせて
20% まとめて買うということになって、そこ
で規模の経済が働いて、安くなってるという捉
え方ができるんだろうというふうに思います。
　ですので、先ほど渕川さんのお話の中でもア
メリカのヘルスケアのガイドラインで 35% と
いう数字が出てきたのは、まさにこの市場支配
力との関係から 35％以下であれば問題はない
が、それを超えると市場支配力に物を言わせて
安くしたのではないか、ということで、ここを
１つのラインとして提示しているんではないか
と理解しております。
　この他の要素としては、共同調達をするお互
いの中で、絶対に共同調達しか行わない、代替
的な購入ルートを使ったら駄目だという拘束を
していると、これは市場支配力を形成するため
にやってることではないのかというふうにも見
えてきます。あるいはスライドの③のところ、
これは渕川さんの文章で書かれた資料では、透
明性があるかという言葉が使われているんです
が、要は共同購入しますよということを相手方
にちゃんと伝えてるかどうかも考慮要素となり
ます。購入者がバラバラで各自買っているよう
なふりをしていながら実は裏でつながってい
る。お互いに単独で供給者と交渉しているけれ
ど、実は裏で「いくらで相手に買うと言った？」

「100 円だよ」「じゃあ、当社も 120 円にしよう
かと思ったけど 100 円にしとくよ」ということ
で、買う相手の前では一緒に買ってますという
ことを見せないようにして、裏ではつながって

る。これは、果たして共同購入と言えるのかど
うか。このような価格の決定プロセスにおいて
も公正さがあるのかどうかとか。こういったと
ころも区別の要素になってくるではないかと考
えられます。おそらく一番大きな考慮要素は①
かなと考えております。
　以上の一般論、購入市場における共同調達と
かそういったことを前提にした上で、労働市場
はどんな特徴があるのかという次のテーマにな
るのですが、こちらにつきましては、今申し上
げました共同購入という理屈は、果たして労働
市場において当てはまるのかということが問題
となります。Ａという企業とＢという企業がお
互いに給与についてカルテルを結びましょうと
いった事例について労働力の共同購入として正
当化されることがあるのか。とりわけこの後で
もお話ししますけども、AI 人材とか、IT 人材
とか、企業が人材獲得競争に動いている分野、
そういった分野について「ちょっとなんかみん
な高く給料上げすぎじゃないか。今後これ以上
続けていくとつらくなるから、みんな AI 人材
とか IT 人材といえども安くしようよ」と言っ
て給与を安くするといったときに、果たしてそ
れも共同購入と一緒なのだと、購入カルテルで
はなくて共同購入のなだという理屈が立つのか
というところなんですが、私は労働市場におい
てはこの理屈はほぼ成り立たないのではないか
と考えています。
　先ほど申しました通り、共同調達というのは、
数量をまとめることによって大量に購入するこ
とによって、規模の経済を働かせて価格を低減
するという、そういったメカニズムといいます
か、経済的な取組みであるといえます。そうい
う意味では、この図に書きました通り、それま
では商品で言えば甲乙が AB からそれぞれ 100
トンずつ買ってたのが、甲乙がまとめて 200 ト
ンにしてＡからまとめて買いますということに
なると、購入規模の経済が働いて安く買えるん
ではないか、ということが共同調達なのですけ
ども、これに対して、労働市場においては、労
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働者、すなわちそれぞれが法主体となる自然人
の方たちが労務を提供していますので、このボ
リュームディスカウントの構図が生まれないの
ではないか。商品市場で言えば、甲乙がそれぞ
れ100トン買っていたのを200トンにまとめて、
それを今まで AB それぞれから分けて買ってた
んだけども、Ａさん、あなたからまとめて買い
ますよ、ですので 200 トンいっぺんに作ればい
いじゃないですか、というところから生まれる
規模の利益による価格低減の仕組みの話なので
すが、それと同じようなことが労働市場で起き
るのかと言われると、このメカニズムというか
その仕組みが起きないんではないか、というこ
とになります。その結果、使用者企業側の共同
の取組みにより、何か価格低減効果が生まれた
としたら、それはボリュームディスカウントや
規模の経済による価格低減ではなくて、市場支
配力がもたらす価格低減ではないかと類推され
ることになるではないかと考えています。
　それから労働市場のもう一つの特徴として
は、特に日本の場合によく感じることなんです
けども、ある企業とある企業、今とっさに思い
ついただけの話ですけども、例えばソニーとパ
ナソニックが給与に関してカルテルを結ぼうと
いう話になったときに、果たしてソニーとパナ
ソニックは、特に新卒の従業員の人材獲得競争
をしているんでしょうか、と言ったときに、し
ている部分もあるかもしれません。相手の会社
へ転職される方たちもいると思いますし、さら
に最近では日本の労働市場も流動化が進んでき
ていて、実際に日々、原材料の調達の場面のよ
うに、両社で競争し合っているような事象はあ
るのだろうと思いますけども、それが日常的に
大規模に起きてるのかというと疑問です。両社
の間接部門の方たちについて、そんなに人材獲
得競争が起きているのでしょうか。あるいは工
場の労働者に関して日々獲得競争をしてるので
しょうか、と言われると、非常に貴重な人材の
ついては獲得競争はしているんだと思うんです
けども、そうでない人材についてはしていない

のではないか。そういう意味では、高い転職の
可能性があるとか、転職能力のある人材分野で
は、先ほど申し上げたような AI 人材とか IT
人材という分野では、これはもう様々な企業が
人材を奪い合っているということで、企業間に
競争関係があるというふうに言えると思うので
すが、今の日本の労働市場において、いろんな
レイヤーがある人材の中で全ての人材について
競争が行われているわけではないだろうと思わ
れます。
　米国では、競争当局がいろいろな労働市場に
対する給与カルテルというものを摘発してきて
るんですけども、これも過去の例を見ますと、
スライドの一番下の方に挙げているものでいい
ますと、臨時看護師とか、日当看護師、これは
訳として正しいかどうかはあるんですが、そう
いった看護師さん、それから次のユタ州の方も、
登録されてる看護師に関する給与カルテルにつ
いて摘発している。さらに、ファッションショー
のモデルの報酬をカルテルしていたということ
ですが、転職の可能性が高い人材を前提にして
いるように見えます。特に臨時看護師は、ある
ところで臨時で雇われたらまた別のとこに移っ
ていくということであれば、転職の可能性の高
い人材といえます。
　そういったその異動・転職が頻繁な人材に関
する案件が中心に摘発されているということな
ので、やはり給与カルテルとして取り締まると
いった場合には、そういった競争関係があると
いうことが大前提になるのかなと思われます。
そういう意味では、通常の物の原材料の調達場
面で競争しているという事例とは、違う要素が
労働市場は出てくるかなと感じております。
　それからあと 3 つ目のテーマ、これは「給与
カルテル」ではないんですが、「引き抜き防止」
や「移籍を防止する」ということなのですが、
通常、カルテルというのは取引の相手方や社会
に何もいいことがありません。カルテルをする
側にとっては経済的メリットがあるけれども、
やられる側にとっては何もいいことがないとい
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言われていますが、この引き抜きや移籍の防止
については、スポーツの世界が典型例ですが、
引き抜かれない、勝手に移籍されないというこ
とは、使用企業側の人材育成に向けた投資イン
センティブの確保に必要なのではないだろうか
ということがいわれています。勝手にどんどん
移籍できる、引き抜きも自由ですとなると、使
用企業側としては怖くて投資ができなくなるの
ではないか、ということがあります。
　労働市場でよく昔あったのは、米国の MBA
に留学に行かせたら、留学後あっという間に他
社に転職してしまった、そういうことが続くと
企業側からすると、本当に費用を負担してまで
留学させるべきなのかといったことになって、
結局育成投資がされなくなってしまう可能性も
あるということなので、先ほど紹介した人材研
究会報告書でも一定の条件のもとに、スライド
記載の①から③の考慮要素をふまえながら、場
合によっては、この引き抜き防止の話し合いが
許される場合もあるかもしれない、ということ
が指摘されています。
　アメリカでもこの引き抜き防止については、
す で に 摘 発 事 例 が あ る ん で す が、eBay、
Adobe、Apple、Google がやってるところが摘
発されたんですけども、これらの企業がハイテ
ク人材を必要としている業界で引き抜き防止が
あったということなのですが、育成投資のイン
センティブ確保という正当化理由が立たない事
情があったと思われますけども、やはりこう
いった転職の可能性が非常に高い人たち、各社
が奪い合おうとしてる人たちのところで、摘発
がされてるということなので、転職の可能性が
ない限りは、競争関係もそもそもないというこ
とを示唆している事例かなと思っております。
　あとスライドのタイトルが薄い色となってい
る「参考」のところは、人材の資格・基準を使
用者の方で打ち合わせるという場面ですが、こ
れも一定の場合には合理性があるのではない
か。例えば介護の世界では、介護士についての
基準をきちんと定めよう。それによって介護

サービスの品質を維持・向上しようという場合
も、それは使用者間で協議・決定することに合
理性がある場合もあるかもしれないということ
で一応参考として挙げました。そのほか、大学
の就職協定。今までは既卒の人材異動を中心に
考えてましたけど、新卒の採用にあたって採用
時期を使用企業間で決めようということは実際
に日本でも行われているわけですが、これ学業
阻害防止という名目があるということになりま
すので、そのこととの関係でどう考えるかとい
うことになります。
　以上がカルテル関係の話だったんですが、企
業結合規制、企業結合規制もカルテル規制、共
同行為規制と同じように、一定の取引分野にお
ける競争を実質的に制限するかどうかで合法違
法が決まってきますので、使われている言葉と
しては非常に近しい部分があるので、似たよう
な問題が出てくるんですが、企業結合規制では、

「一定の取引分野」、市場がどう画定されるのか
ということについて考えてみたいと思います。
　購入市場をまず、一般論としてどう画定する
かということなんですが、独禁法上は企業結合
規制における市場あるいは「一定の取引分野」
は、商品範囲と地理的範囲で決まる、両方かけ
算で、かけ算というか両方見て画定されるとい
うことになります。そして、商品範囲はどう決
まるんですか、と言ったときに、販売市場の分
野では、需要の代替性が基準となります。商品
A を値上げしたら、需要者の方たちが、「そん
なに値上がるんだったら B という商品に代え
ます」と言って商品 B に需要を振り返るとい
うことは、この A と B の間には需要の代替性
があるということで、A と B は同じ市場に属
すると捉えられる。A を値上げしてもなかな
かＢに移らない。需要者としては値上げされて
も仕方ない、A を買い続けるしかないという
ことであれば、A だけで市場成立というイメー
ジになります。
　この議論のミラーないし鏡として、購入市場
を考えると、供給の代替性、すなわち、売る側
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としてそんなに安く買い叩かれるのだったら、
もう他の商品に切り替えますとか、他の商品を
売りますとか言って切り替えてしまうのかどう
か。あるいは「買い叩かれたとしてもしょうが
ないです」と言って売り続けるのかどうか。そ
のことによって購入市場の商品範囲は決まって
くるだろうと思います。
　あと地理的範囲についても、これは販売市場
の方では、需要者が対象商品をどこで買い回れ
るか、というところで見ますので、購入市場の
方では供給者の方がどこまで売り回れるのかと
いうことで見てくるだろうと思います。資源系
の原材料の分野でいうと、輸入に頼っている商
品、原材料が結構日本では多いですので、そう
いった商品の購入市場を画定しようという場合
には、その供給者の方が、海外企業であり、ど
うも最近日本が安く買い叩いてくるのでいっそ
のこと日本に売るのはやめて中国とか韓国に売
ろうといって、中国や韓国に売れてしまうとい
うことであれば、東アジアという地理的範囲で、
市場が画定される可能性があります。このため、
この購入市場の場面においては、販売市場の場
合よりも、世界市場なり、我が国の国境を越え
た地理的範囲での市場が画定される可能性が高
いのかなということを感じております。
　こういった一般論をもとに、労働市場の場面
で一定の取引分野がどうなるのか、を考えたと
きに、そもそもまず商品役務の範囲を見るとき
に、労働市場というものすごく漠とした範囲で
ものを見てしまっていいんでしょうか、という
問題があります。供給の代替性ということから
しますと、労働者の方々それぞれ供給されてる
サービスの内容、労務の内容は違うはずです。
スライドでは、青とか黒とか赤で書いているん
ですけども、例えば財務人材といった財務のこ
とをずっとやってきている方と工場の労働者の
方たちとでは、これは供給している労務の内容
がかなり違う。供給の代替性がこの工場人材の
財務人材の間にあるんでしょうか。仮に財務人
材の方の給料が買い叩かれ、すごく安くされた。

「じゃ、工場の方に移ります」と言うのか。逆
に工場の方たちが安くされたら、「私は財務を
やります」と言うのか、ということなので、や
はりそれぞれの従業員の能力の問題ということ
が「人」にまつわる要素として出てきますので、
必ずしも労働市場という漠としたものでは画定
されないということになろうかと思います。
　また仮に財務人材というところで市場をとっ
てみたとして、ここでは自動車会社と鉄鋼会社
という異業種の会社が企業結合したような場面
を想定しますけども、その地理的範囲を考えた
場合に、「明日から私は関西の方に引っ越して、
関西の方で労働を提供します」ということが言
えるのかどうか。もちろん独身であれば言いや
すいと思いますけども、「家族がいます」とか、

「なかなか転勤をしたくありません」というこ
とだとすると、人の移動を伴う部分があるんで、
本当に供給できる地理的範囲というものは広い
のかどうかということも見ていかなければなら
ないと思います。
　やはり、企業結合規制の場面でも、そもそも
統合する企業間の間で人材についてどれだけの
重なり合いがあるのか、例えば工場人材一つ
とってみても、自動車の工場で働いている人材
と鉄鋼業の工場で働いてる工場人材の方が、こ
れが果たして同種の労務を提供していると言え
るのでしょうか。供給の代替性が本当にあるの
でしょうか、ということだとすると、工場人材
というレイヤーだけで限定したとしても、企業
結合があったとして直ちに、競合している市場
だというふうには言えないだろうと思います。
　ですので、労働市場まで含めて企業結合規制
でも考えていこう、という動きはあり得るかも
しれないですが、どういう分野で本当に独禁法
を問題にしなければいけないのかという、そう
いった市場を探り当てること自体が、結構大変
なのではないかなと考えています。
　以上のところが、企業結合の話ですが、1 点
仲介型プラットフォームの「参考」というスラ
イドに書いておきました。例えば Uber Eats
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と出前館が一緒になりましたといったときに、
ギグワーカーの方たちについてどう考えるのか
ということになりますが、まず、ギグワーカー
向けプラットフォームには仲介型と再委託型が
ありますので、再委託型の場合は役務の購入と
いうことになりますけど、純粋の仲介型の場合
は別にプラットフォーマーが役務を購入してる
わけではなくて、取引を仲介するだけですので、
購入の話は出てこないということになるのです
が、仮に購入していたという場合であったとし
ても、やはりこの購入市場の画定のところで、
供給の代替性みたいなことが、この 2 つ企業の
間にあるのか。また買手市場といったときに、
当事者間の競合の度合いがどうなのか。当事者
間の競合というのは、例えば出前館はスクー
ターで料理を運ぶように思いますし、Uber は
自転車で運んでいるようにも思えますので、
Uber Eats のギグワーカーが出前館の方でギグ
ワーカーとして働こうとすると、最低限、原チャ
リの免許を持ってなきゃいけないというハード
ルがあります。この場合、果たして役務として
同一性があるのかどうかということも、チェッ
クしていかなければいけないと思っておりま
す。
　あと、単独行為規制は、日本の独禁法で言え
ば、購入に特化した規制というのは、不当高価
購入、具体的には高く買って、買い占めちゃう
ということですが、それによって他の競争会社
はレアな原材料を買えなくなる、そういう競争
者排除型の規制を置いてるんですが、私は過去
に不当高価購入規制が適用されたという事例を
聞いたことがありません。ほとんど適用はされ
てないのだと思います。
　あと、私的独占の分野で言えば、供給業者、
原材料メーカーを囲い込むというようなことに
なれば、それは排除の問題が出てくるというこ
とだと思います。ただ、今の日本ではおそらく
購買力によっていろいろ搾取的な行為を行うと
いう意味で、優越的地位の濫用という規制が実
務においては最も活用されてるものではないか

と思います。
　こちらは参考までなんですけど、先ほども渕
川さんからもお話がありましたけど、この優越
的地位の濫用と競争法の関わり合いの説明の仕
方というのが、いろいろ過去行われてきていて、
1 つは競争基盤の侵害ということが言われてい
ます。どういう発想かといいますと、ちょっと
わかりにくいのですけど、私の解釈では、取引
の相手方から経済合理性のない要求された場合
に、それを嫌だと相手方に対して言えて、相手
の競合他社ともっと合理的な条件を出してくれ
た相手方の競合他社と取引しますと、そういう
自由が確保されてる限りは、相手方の方の企業
間に競争を促すことができることになります。
ところが、経済合理性がない条件でも、渋々仕
方なく、生きていくためには、この相手方の言
うことを聞くしかないと言って受け入れるよう
な場合は、相手方の企業間では競争が起きない
とことになりますので、この自由な意思のもと
で許諾するかしないを決定できる環境が確保さ
れているということは、競争の基盤が確保され
ているかどうかに通じるというところはあると
いうことになります。
　もちろん、スライドの右側の方ですけども、
こういったことがどんどん許されていくように
なると、横並びで見たときには、優越的な行為
をいろいろ相手に要求できるようなところが、
どんどん業界の中で優位に立ちますし、それを
受け入れざるを得ない三角形の相手方の方はど
んどん競争劣位に落ち込むことになるので、競
争がきちんと確保されない、ということもある
だろうと思います。ただ、業界全体で悪しき慣
行を行っている場合は、こういった競争優位や
劣位の話は出てこないため説明として汎用性に
欠ける部分があります。そういう意味では、基
本は優越的地位の濫用は交渉力の話だろうと私
は思っているのですが、最近有力になってきて
る搾取規制説という考え方によると、スライド
に書きました通り、甲とＡが競争関係にあった
として、乙が本当はＡとも取引したいんだけど
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なかなか取引ができない、ロックインされてい
る、あるいはホールドアップされているような
状況で、不利益な行為を要求されてそれを受け
ざるを得ません、というような場面というのは、
甲乙のみの間で市場が成立するものとして捉
え、この甲乙間での市場において、甲は乙に対
して買手支配力を持っており、そのことによる
搾取を規制しているものと捉えられています。
　ですので、交渉力と見るのか市場支配力と見
るのかというのは、どこで市場を取るのかに
よっても変わってくるということかと思います
が、今の独禁法の世界では、このようなロック
インされたような人たちに対するいろいろな搾
取行為が、この優越的地位の濫用で規制されて
るということになります。
　これをまた労働市場との関係で見ていきます
と、純粋な労働者については労働基準法があり
ますので、そちらの方で使用者による搾取的な
行為は規制されてるということになりますが、
労働基準法の適用を受けないフリーランサーに
対しては、スライドに書きました専従策、すな
わち囲い込みをして「他の企業と付き合っては
駄目だ」とか、「当社にだけ役務を供給しろ」
とかということになってくると、生活の糧にも
影響を与えるということで問題になってくるだ
ろう、というふうに思います。
　あと、囲い込み以外にもいろいろな搾取行為
が考えられまして、約束を反故にするものとし
て、払うといっていた金額を払わないとか、そ
ういったような搾取行為も、優越的地位の濫用
で、ある程度規制ができるのかなと思います。
さらに下請法という分野もありますが、ちょっ
と細かい話になりますので、詳しく申し上げま
せんが、下請法という世界でも取り締まれる部
分があるということになります。
　話が長くなりましたが、これで終わりにした
いと思います。どうもご清聴ありがとうござい
ました。

伊永：　どうもありがとうございました。続き

まして、経済学の視点から、福永さんよろしく
お願いいたします。

福永：　ありがとうございます。アリックス
パートナーズの福永と申します。私からは、「購
買力の経済分析」ということでお話をさせてい
ただきます。
　最初に、私の話の内容は、買手独占の状況で
はなくて、買手と売手の間の相対的な購買力バ
ランスを考慮するような状況を念頭に置いたも
のであることを明らかにしておきたいと思いま
す。少なくともこれまで、日本において、買手
の購買力が独禁法上考慮される場面というの
は、企業結合審査で競争分析において需要者か
らの競争圧力として考慮される場合か、あるい
は優越的地位の濫用の事案で、行為者が優越的
地位にあるかどうかに関して考慮されるという
ことが多く、買手と売手の間の相対的な購買力
バランスを考慮するような状況が多かった。し
たがって、経済分析についても、買手と売手の
間の相対的な購買力バランスを分析することが
多かったと言えると思います。
　具体的にどういったお話をさせていただくか
ということなんですけれども、まず、企業結合
審査における需要者からの競争圧力と、優越的
地位に関して、買手と売手の間の相対的な購買
力バランスの考察が関係してくる点について、
簡単に解説したいと思います。
　次に、買手と売手の間の相対的な購買力バラ
ンスを考慮するような状況に適用される経済理
論ということになってくると、やはり交渉理論
ということになってくると思いますので、この
交渉理論の概要を簡単にご紹介したいと思いま
す。
　その上で、独禁法の実務に戻りまして、実務
においてこの購買力に関してどのような実証分
析が行われてきたか、ということについてお話
をしたいと思います。最後にそれを踏まえて今
後の課題ということで、この購買力に関する実
証分析がさらに発展することが必要なんじゃな
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いかという点をお話させていただければと思い
ます。
　まず、企業結合審査においては、買手の購買
力は、需要者からの競争圧力という形で考慮さ
れているわけですけれども、これは、実態とし
ては、国内需要の減少を背景として、多くの産
業で再編が進むという状況の中で、審査対象と
なっている企業結合が競争に悪影響を及ぼすこ
とにはならない、という公取委の判断の理由と
して、広く使われています。
　少し詳しく見ていきますと、このグラフは、
1993 年度から 2021 年度の企業結合の公表事例
において、300 強ぐらいのケースがあるんです
けれども、この中で、需要者圧力、購買力が考
慮されたかどうかというものを示しています。
大体、半分の 163 のケースで需要者からの競争
圧力が考慮されているという状況がわかりま
す。
　さらにこの需要者からの競争圧力が考慮され
た 163 のケースのうち、37 件では、需要者か
らの競争圧力は限定的と判断された一方で、
126 件においては需要者からの競争圧力がある
というふうに判断されたということです。これ
らの、需要者からの競争圧力があると判断され
たケースにおいては、統合を認める方向で判断
が行われていますので、需要者からの競争圧力
を考慮するということで、統合が問題ないとい
う判断の理由として、広く使われているという
ことなのかなというふうに思います。
　具体的な事例としてここでは 2 件書いてあり
ますけども、そのうち左側をご紹介させていた
だきますと、王子ホールディングスによる三菱
製紙の株式取得というケースがありまして、こ
のアート紙と呼ばれる商品分野ですが、その当
時会社の合算シェアが 90% となるということ
非常に高いシェアになったわけですけれども、
それにも関わらず無条件クリアランスという判
断になっています。その理由として、当事会社
が統合後に値上げを試みしても、アート紙の需
要者である出版社であるとか、印刷会社が価格

交渉力を有しており、統合会社が価格を引き上
げることは困難だという判断がなされていま
す。
　ここで、そもそも、企業結合審査ガイドライ
ンは需要者からの競争圧力についてどのように
書かれているかを見てみると、「需要者が当事
会社グループに対して対抗的な交渉力を有して
いる場合については考慮しますよ」といったよ
うなことが書いてある。「対抗的な交渉力」と
いう言葉が使われているということです。つま
り、需要者の、当事会社に対する相対的な購買
力が念頭に置かれているというわけで、した
がって、この論点について経済学の光を当てて
いくことを考える場合には、やはり交渉理論の
適用可能性を考えるべきということになるんだ
ろうなというふうに思います。
　さらに企業結合審査ガイドラインにおきまし
ては、①需要者の間の競争状況、②取引先変更
の容易性、③市場の縮小という 3 つの要素が、
需要者からの競争圧力の有無、あるいはその程
度を考えるときの考慮要因として挙げられてい
ます。こうした考慮要素についても、交渉理論
の枠組みの中で、需要者の購買力、相対的な購
買力に影響を与える要素として分析されるべき
事柄なんだろうなというふうに思います。
　次に、最近ますます重要性が高まっていると
いう先生方からのご指摘がありました、優越的
地位の濫用の事案に関しては、行為者が優越的
地位にあると言えるかどうかの考慮要素とし
て、買手の購買力が考慮されています。
　優越的地位濫用ガイドラインの内容を見てい
きますと、優越的地位の認定については、4 つ
の要素が考慮されるということが書かれていま
す。
　1 つ目は取引相手の行為者に対する取引依存
度。2 つ目は行為者の市場における地位、3 つ
目は取引相手にとっての取引先変更の可能性。
4 つ目はその他行為者と取引することの必要性
を示す具体的な事実。ここで 2 つ目に行為者の
市場における地位という要素が入っていて、市
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場支配力に近い要素が入っているものの、基本
的には優越的地位の認定はあくまで行為者とそ
の取引相手との相対的な力関係に基づいて判断
されると考えられているようです。
　したがって、優越的地位の有無についても、
やはり、買手の相対的な購買力が関係するとい
うことで、ここで挙げた 4 つの要素についても、
交渉理論の枠組みに整合的な形で評価していく
というのが、筋のいい分析アプローチなのだろ
うと考えられます。
　ということで、購買力の経済理論として交渉
理論を見ていきたいと思います。ただ、経済学
者の方には非常にベーシックな内容にはなって
しまうということにはなるとは思うんですけれ
ども、簡単に整理をしておきたいというふうに
思います。
　まず、交渉理論とは、そもそもどんな学問領
域かということなんですけれども、ゲーム論の
一分野でして、取引の主体のいずれもが、取引
を行うことによって利益を得ることができる一
方で、お互いの利益が衝突する（一方の利益が
増えれば一方の利益は減る）ような状況の、合
意に至るまでのプロセスを分析する経済学の一
分野だということが言えると思います。典型的
には、取引を行うことによって追加的に発生す
る利益を、売手と買手の間でどのような割合で
配分していくかという交渉を分析する、という
ことがあるかと思います。
　この利益配分の割合を決定する大きな要因と
して、売手と買手の両者のポジションというも
のと、ここで交渉力という言葉が出てくるので
すが、英語で言うとバーゲニングパワーをその
まま訳したものなんですけれども、この 2 つの
要素があります。まずはこの 2 つを区別するこ
とが大事なのかなというふうに考えています。
　まず、ポジションとは何かということなんで
すけれども、これは交渉が妥結した場合に、そ
れぞれの当事者が得られる利益と、交渉が決裂
してしまった場合にそれぞれの当事者が伝えら
れる利益の差によって決まってくるものです。

この利益の差が小さいほど交渉におけるポジ
ションは強いということになります。どういう
ことかというと、その交渉相手以外に代替的な
取引相手が存在していて、合理的な条件でその
取引相手にスイッチするということができる場
合、あるいは別の言葉で言うと、魅力的なアウ
トサイド・オプションがある場合には、交渉に
おけるポジションが強くなる。ポジションが強
ければ交渉においては有利になるというふうに
考えられるということです。
　もう一つの要因として、交渉力というものが
あります。これは、交渉におけるそれぞれの当
事者の内在的な能力といえるものなのかなとい
うふうに理解しています。こうした能力として
は例えば耐久力というものが挙げられます。端
的には、ある当事者が交渉を急いでないような
場合であるとか、あるいは資金的な余裕がある
ような場合には、その当事者の耐久力が強い。
ひいては交渉力が大きいということになるかと
思います。
　もう一つの能力は情報力。これは例えば、売
手側の生産量、販売量、コスト構造といった、
売り手側の重要な情報を買い手側が持っている
場合には、買い手側の情報力が強いということ
になり、ひいては交渉力が大きいということに
なり、有利な交渉結果を得られやすいというふ
うに考えられます。
　簡単に言ってしまえばそういった考え方があ
るんですけれども、交渉理論に基づくと、買い
手の購買力が強くなりやすい状況として、いく
つかの示唆が得られます。一つは買い手の事業
規模が大きい場合。買い手の事業規模が大きい
場合には、有力なアウトサイド・オプションを
持っている、あるいはその新規参入を促す能力
があるといったような理由で、強いポジション
を保持しやすいと言えるのではないか。
　もう一つは取引額が大きくなることで、他の
取引相手にスイッチするぞという脅しが利きや
すいというような考え方もある。ただその一方
で、取引額が多いと逆にスイッチしづらいとい
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うような要素もあるかもしれない。こういった
考え方というのも交渉理論から出てくるのかな
というふうに思います。
　あるいは、取引額が大きく取引頻度が高いよ
うな場合には、買い手の方が厳しい価格交渉に
臨むので、買い手の購買力は強くなるんじゃな
いかといったような見方。これについては日本
製紙 - 特種東海製紙の事案で同じような考え方
が取り入れられました。
　さらに、買い手が有効な報復の手段を持つ場
合。買い手が不利な条件で妥結を迫られたよう
なときには、当該製品以外の商品分野で有利な
条件で妥結を求めるなどして、買い手が報復手
段を有するような場合。これは先ほどご紹介し
たアート紙の分野で、実際に公取委が使ったも
のです。
　以上は、交渉理論の観点からサポートできそ
うなロジックが、実際の事例でも使われたこと
を示す例です。日本においても既に、明示的で
はないにしても、交渉理論に基づいて、あるい
は交渉理論でサポートできそうなロジックに基
づいて、公取委による分析と判断が行われてい
るということは言えるのかなというふうには思
います。
　ただ、アメリカでは、交渉理論のより明示的
な活用がなされておりまして、例えば、ここで
は AT&T ／タイムワーナーの統合事例を挙げ
させていただきます。この事案は、垂直統合事
案で、上流がテレビコンテンツ作成・ネットワー
ク事業、下流が有料テレビ配信事業というもの
だったのですが、このうちアメリカにおいて最
大の有料テレビ配信事業者である AT&T が、
コンテンツ事業者であるタイムワーナーの統合
を計画したというものです。
　規制当局は、統合会社が AT&T の下流にお
ける競争事業者へのタイムワーナーのコンテン
ツの価格を引き上げるということで、下流にお
ける競争制限を懸念した案件です。当局側は経
済分析を行いこの懸念を示そうとしたのです
が、それが交渉理論を使ったもので、数理化し

た交渉モデルに基づいて、統合後のコンテンツ
価格の引き上げ幅を推定したりとか、あるいは
さらに統合後の最終消費者に対する価格引き上
げ幅を推定したりとか、交渉モデルをより明示
的に使った案件と言えると思います。ただ、当
局側が使った交渉モデルは複雑すぎるという判
断が裁判所になされて、認められなかったとい
う帰結にはなったのですが、いずれにしてもそ
ういうケースがあるということです。
　次の話題に移りたいと思います。
　わが国においても、買い手の購買力を考慮す
る際、交渉理論に基づいた、あるいはそれに整
合する考え方がとられてますよね、ということ
を説明したんですけれども、次に、買い手の購
買力に関して、実務においてどういった実証分
析が行われているのかを簡単に説明したいと思
います。
　まず、企業結合審査においては、先ほど、需
要者からの競争圧力に関する 3 つの要素として
需要者の間の競争状況、取引先の変更の容易性、
市場縮小という 3 つの要素に言及しましたけれ
ども、それぞれの要素について経済分析が使わ
れることがあります。
　需要者間の競争状況については、例えば原材
料価格の変化と販売価格の変化の関連性を見る
ことで、原材料価格の動きを、当事会社が販売
価格にどの程度転嫁できているか分析すること
があります。
　取引先変更の容易性に関する実証分析として
は、変更先となる競争事業者の供給余力に関し、
供給余力がなければそもそも需要者がスイッチ
できないだろうということで、臨界損失分析と
呼ばれる分析に基づき、供給余力を定量的に評
価することがあります。また、詳細な取引デー
タが利用可能な場合については、ビッティング
分析と呼ばれる分析手法が用いられ、当事会社
間の競争関係を相対的に評価する場合もありま
す。当事会社間の競争関係が他の競争事業者と
の競争関係に比べて特段強くないような場合に
は、他の競争事業者への取引先変更は容易だろ
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う、といったような評価がされる場合もあると
いうことです。
　需要の減少につきましては、先ほど説明させ
ていただいた、需要者の間の競争状況の分析と
か、取引先変更の容易性に関する分析とか、あ
る程度確立された経済分析のアプローチの中に
組み込むような形で、需要の減少がどのような
インプリケーションを与えるのかを評価するこ
とが多いのかなと感じています。
　次に、優越的地位の濫用事案においてどう
いった実証分析が行われているかということで
すけれども、一つは、行為者の取引相手側の取
引依存度（取引相手の全売上高に占める行為者
との取引額の割合）がほぼ全ての優越の案件で
考慮されています。
　ただ、行為者側の取引依存度（行為者の全調
達額に占める取引相手との取引額の割合）が考
慮されることはほとんどなくて、そういう意味
では、相対的な評価というのは行われていない
ということが言えるかと思います。もっと言う
と、そもそもこの取引依存度とか、行為者の市
場における地位、取引の継続性といったような
要素に関して、これらが交渉理論の枠組みの中
でどのように理解されるべきなのか、具体的に
言うと、ポジションの話をしているのか、それ
とも交渉力の話をしてるのか、といったような
点は、必ずしも明確に整理はされてない状況な
のかなというふうに思っています。これは今後
の課題のところで、後でまた触れさせていただ
きます。
　また、この点に関しては、交渉力の推定とい
うような話が、今後、検討すべき課題としては
あるんじゃないかなというふうに思っていまし
て、交渉力の定量的な推定を行うことで、優越
的地位の有無を考慮する際のプロセスの透明
性、予測可能性を改善できる余地があるのでは
ないかと思っています。
　最後に、今後の課題としてお話をさせていた
だきます。
　一つは交渉理論のさらなる応用です。先ほど

AT&T タイムワーナーの例を挙げて、アメリ
カではより明示的に交渉モデルを実務に取り入
れて活用されてますよねという話をしました。
わが国においても、交渉モデルを使うというこ
とで、より精緻な分析ができるという余地はあ
るのかなというふうには考えています。
ただ、AT&T タイムワーナーの事案では、最
終的には当局の交渉モデルは、モデルが複雑す
ぎるとされて裁判所に認められなかった。実際
に見てみるとそこまで複雑ではないのですが、
それでもやっぱり裁判所に出していくと、「い
や、これは複雑すぎてよくわからん、信用でき
ない」という判断になってしまう。
　こうした事例を見ると、ガチガチに価格への
影響の推定を行うという目的のために交渉モデ
ルを使うというよりは、案件の性質をよりよく
理解するために交渉モデルを使うといったよう
な使い方の方がいいんじゃないかな、というふ
うには思っています。
　優越的地位の濫用の文脈では、先ほど申し上
げましたけれども、優越的地位の認定で用いら
れる要素が、交渉理論の枠組みの中でどういう
ふうに整理されるのかというのは、一度立ち
戻って検討する必要があるだろうと思っていま
す。さらに言うと、その上で、どういった考慮
要素が優越的地位の認定を行う際により重要と
考えられるかといった点についても、実証分析
を当てていく必要があるんじゃないかなという
ふうに思ってます。
　交渉力については、経済学文献を見てみます
と、最近、交渉力を定量的に評価しようという
研究が出てきているように理解しています。こ
の交渉力はλ（ラムダ）と表現されることが多い
みたいですけれども、このλを定量的に評価し
ていこうというものです。λ自体は外生的に決
まるとされることが多いのですが、ナッシュ交
渉解においてはλは交渉による純利益の分配比
率に等しくなるので、非常に重要な変数という
ことになろうかと思います。
　λの値は 0 から 1 の値を取ります。小売と製
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造販売事業者の間の交渉を考えたときに、λの
値が 1 に近づけば近づくほど小売事業者の交渉
力が強く、λの値が 0 に近づけば近づくほど製
造販売事業者の交渉力が強く、その真ん中 0.5
だと両者の交渉力は均衡する。そうするとこの
λの推定をすることで、交渉力バランスという
のが定量的に評価できるということになりま
す。
　例えば、企業結合の文脈だと、上流の製造販
売事業者の統合後、λが 0.5 より大きい範囲に
あるのであれば、それは小売事業者、つまり需
要者が相対的に優位な状況を維持できると言え
るような評価ができるかもしれない。優越的地
位の濫用だと、λを評価したとき、λが 0.5 より
も小さい範囲にあるときには、この小売事業者
は優越的地位を有しているとは言えないという
評価ができるかもしれない。
　この交渉力に関する定量的分析として、
Draganska, Klapper, and Villas-Boas （2008）は、
ドイツにおける粉コーヒーの流通チャネルの
データを使って、メーカーと小売との間の交渉
力バランスなどの推定を行っています。λの値
が大きいほど、小売りの交渉力が強いのですが、
この研究における推定結果は 0.3 から 0.6 で、
メーカーと小売の組み合わせによってばらつき
がある。これは、特定のメーカーや小売が、誰
に対しても強い交渉力を発揮しているような状
況ではないということを示しているということ
で、優越的地位の濫用の文脈などに照らすと、
非常におもしろい結果なのかなというふうに思
います。
　Sheu and Taragin （2021）は、交渉モデルに
基づいてシミュレーションを行って、川上統合・
川下統合・垂直統合が価格や厚生に与える影響
を分析しています。
　この研究で得られた結果を一言で言ってしま
えば、λの値、つまり小売事業者の交渉力の大
きさによって、これらの統合が与える影響が変
わってくる、ということになります。例えば、
小売事業者に交渉力が相対的に強いと考えられ

るλ＝ 0.9 の状況を、交渉力が拮抗するλ＝ 0.5
の状況と比較すれば、統合が厚生に与える影響
が 4 分の 1 程度になる。
　最後に、Dranove, Rothman and Toniatti （2019）
は、合併シミュレーションの簡略化された分析
といえる UPP などを検討しています。これも非
常に面白くて、この研究では、川下統合が及ぼ
す影響について考察しているんですけれども、
簡単に言ってしまうと、川下市場における統合
によって、川下市場における価格に上昇圧力は
発生するけれども、川上市場において競争がさ
ほど活発ではない場合については、統合会社の
交渉力が高まる程度が相対的に大きくなるので、
統合会社の川上企業に対する交渉力が改善する
ことで、川下市場における価格低減効果も生じ
得る。
　このように、実務においても非常に面白いイ
ンプリケーションが得られるような研究が出て
きており、こういった研究の蓄積は今後も望ま
れます。こうした研究を実務においても応用し
ていくということが望まれるんじゃないかなと
いうふうに思っています。

伊永：　どうもありがとうございました。それ
ではちょっと時間が押していますが、これまで
お三方それぞれが専門とする立場からご報告い
ただきまして、まだ少し消化しきれてないとい
う点があろうかと思いますので、私の方で論点
整理をした上で、一言ずつコメントをいただこ
うと思います。
　まず、買手市場においては、市場支配力と交
渉力の両面から競争上の問題を検討する必要が
あるという点は、お三方とも共通していたと思
います。このうち買手の市場支配力に関し、競
争上の問題を分析する上で、売手の市場支配力
を分析する場合とどのような違いがあるのか、
という点について、理論上、実務上あるいは経
済分析上のポイントをそれぞれ一言ずつお聞き
できればと思います。
　先ほどのプレゼンと逆順で、最初に福永さん
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の方からお聞きして、多田さん、それから渕川
さんの順番で、ポイントとなる点を教えていた
だければと思います。どうぞよろしくお願いし
ます。

福永：　そうですね、買手独占、最初に買手の
購買力を議論する際には、伊永さんがおっ
しゃったように、買手独占の状況の議論をして
るのか、それとも交渉における相対的な購買力
の話をしてるのか、この議論を区別する必要が
あるんだろうなと思います。
　この前者の買手独占の場合の競争への影響と
いうのは、売手独占のミラーイメージとして考
えられると思っています。ただ、その競争の観
点で考えると、売手独占の場合というのは消費
者の便益の減少という弊害に直結しているわけ
ですけれども、この買手独占の場合は、供給者
の便益の減少には直結していると思うんです
が、必ずしも消費者の便益の減少には直結して
ない、という点が重要な点として挙げられるん
じゃないか。つまり、買手独占によって投入物
価格が低くなるということで、消費者への供給
価格が低くなるような場合は、もしかすると消
費者の便益は低下しないかもしれない。特に川
下市場の競争が厳しいような場合には、買手独
占による消費者への弊害がもしかすると生じに
くいかもしれない。独禁法が、総余剰ではなく、
消費者余剰の保護を目的とするという観点に立
つのであれば、買手独占の場合は売手独占の場
合と異なっているという意識を持って、川下市
場への影響もちゃんと考慮しなければいけない
んじゃないかなというふうには思います。

多田：　私の方からもかなり実務的なところで
の話になるんですが、依頼者から相談を受けて
る中での買手の部分と売手の場面でも、難しさ
というところ、あるいは違いというところから
きますと、市場シェアはすごく実務においても
独禁法上重要になります。その市場シェアとい
うのはどう市場を画定するかによって全然シェ

アの数値が変わってくることがあります。です
ので、適切な市場を画定することが重要になる
んです。販売市場の場合は、「これは値を上げ
たらお客さん逃げてきますかね」というような
ところで、大体どこまでが市場の範囲かという
ことがわかりやすいんですけども、購入市場の
場合は、「これは安く買ったら供給者側は他の
ものを作り出すんですかね」とかいう話になる
と、特にかつて一番難しかった事案というのは、
自動車の部品について買い叩いちゃったとき
に、部品会社さんがどこまでのところに見え
ちゃうんだろうか。部品会社さんですから、射
出形成とか、金型を作れば他の部品を作り始め
ることができるわけなんです。
　ですから、供給の代替性、すなわち供給が他
のものにも及ぶのかどうかという、買い叩いた
分です。そこら辺のところというのが、なかな
か購入者側だけの情報だけでは画定しづらいと
いうことがあったりします。
　そういった点ですとか、あるいは、先ほども
お話しましたけど、輸入に頼っているような原
材料について、みんなで共同購入して安く買う
と日本に売らなくなっちゃうのかなとかいうの
も、相手方さんが多少でも日本に売り続けよう
とかと思うのか、あるいは他に中国や韓国ある
いはまたさらに別の国に事業者がたくさんい
て、そちらに売った方が利益になると。ただそ
の分、送料のコストがかかるかもしれないとか、
相手方の事情にいろいろ委ねられちゃうところ
があるので。あの実務家からすると、販売市場
よりは購入市場の方が情報量との関係で画定し
にくいというところが、その感覚としてあると
いうことになります。私からは以上です。

渕川：　ありがとうございます。私の方からで
すけれども、まず、違いというのは福永さんが
おっしゃられた通り、買手独占については売手
独占とはミラーイメージ（鏡像）となるという
ことで、売手市場支配力は独占価格、高価格に
するというのに対して、買手市場支配力は低価
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格にするという違いありますけれども、両者は
厚生上の損失が生じるということに関しては共
通していると言えます。
　ただし、若干の特徴というか両者の違いは、
大規模小売業等の市場において、ある程度製品
市場ないし製造業とは違い、市場シェアが相対
的にそこまで高くなくても市場支配力を行使す
ることができるということが、指摘されていま
す。しかし、具体的にどのような場合に買手市
場支配力が認められるのかという点について
は、意見の一致を見ていないため、課題が残っ
ていると思います。
　アメリカのステープル事件連邦地裁判決で
は、事務用品全体の販売ではなく、事務用品スー
パーストアを通じた消耗事務用品について、し
かも地理的市場について、メトロポリタン地域
に限定することによって企業結合後の市場シェ
アが 15 のメトロポリタン地域では 100％、そ
の他の 27 のメトロポリタン地域では 45% から
94% のシェアになると狭く市場画定して市場
シェアを高く見積っています。これに対して、
そもそも大規模小売業に関しては、違う閾値を
設定する場合もあります。例えばフィンランド
のように、市場シェアは 30% で買手市場支配
力を有するという形で規定を作って運用してい
る国もあり、市場支配力の認定に際して違いが
あり得るかと思います。買手支配力については
以上です。

伊永：　ありがとうございます。買手交渉力の
方についても一言だけごく簡単にコメントをい
ただきたいんですが、具体的なイメージを持っ
ていただくために、多田さんのプレゼンの中に
も登場した食品デリバリーを例として取り上
げ、具体的なイメージを持って考えてみたいと
思います。
　2020 年に公表されました Yahoo! と LINE の
統合事件というのがありました。この事件では
公取委の発表文には書かれておりませんが、
NAVER グループの出前館と、ソフトバンクグ

ループの DiDiFood や Uber Eats とが一つの資
本のもとで運営されるようになってしまう、と
いう問題がありました。現在では Uber の株式
をソフトバンクが全部売却したという報道が出
ていますので、今は状況が変わっているかもし
れませんが、統合当時の状況を前提にフリーラ
ンスとして業務受託をされている方との取引条
件を決めるに当たって、どういう対応が考えら
れるのかを議論したいと思います。まず渕川さ
んの方から、その労働市場における分析という
点について、ごく簡単にコメントいただけたら
と思います。

渕川：　ありがとうございます。Uber Eats と
出前館の統合ですね。労働市場に関する買手独
占の源泉について、この分野で代表的なアメリ
カのエリック・ポズナーがどのような場合に労
働市場で買手独占力が生まれるかを論じていま
す。まず 1 点目に仕事を比較するのが難しいと
いうこと。そして 2 点目がその仕事が差別化さ
れているかどうか。そして 3 点目に同種の仕事
を提供する事業者が少ないか。それによって、
買手市場支配力の程度を見ることができると述
べておりますので、それに当てはめてみて考え
てみます。まず仕事を比較することが難しいか
どうか考えた場合に、当時、Uber Eats の主た
る競争者に DiDiFood がいたということになる
のですけれども、ある程度仕事の報酬等を比較
できると思われますので、仕事を比較するとい
うこと自体はそれほど難しくないと考えられま
す。
　また、仕事の差別化ですけれども、Uber 
Eats と DiDiFood を両方登録してるフリーラン
スがある程度いたようでして、他社のバックで
も配達はできたようです。したがって、両者は
さほど差別化されていなかったようでして、同
時に登録する場合もあるので、フリーランス側
のマルチホーミングは可能だったようでありま
す。
　3 点目について、同種の仕事を提供する事業
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者が少なくなっているということは、言えると
思います。Uber Eats と出前館が主たる競争者
だったにも関わらずそれが統合してしまった。
当時は、DiDiFood がまだあったので、もし出
前館があれば、より活発な競争が行われたと思
われます。その点も企業結合審査で検討しなけ
ればならなかったのではないかと思います。買
手独占力の観点で考えれば、Uber と DiDiFood
との間には競争が働いていたと個人的には思い
ます。参入障壁がある程度低いので参入もでき
ますし、自分の空いてる時間でデリバリーする
ことができるので、企業結合の段階で直ちに独
禁法上問題になるかというと、そうではなかっ
たと個人的には思っています。私からは以上で
す。

伊永：　マルチホーミングというお話がありま
したが、ここがポイントになってくるように思
います。マルチホーミングが実際に進むには、
労働者側だけではなくて、実際に食料店とか料
理店の方もマルチホーミングをしてないと、十
分な選択肢がプラットフォーム上は出て来ない
かもしれません。両面からのマルチホーミング
はなかなか難しいかなと思うんですけど、そう
いう状態であるとして、問題解決にはどういう
対処があるのかということを、多田さんの方か
らごく手短にお願いします。

多田：　わかりました。企業結合規制という観
点からすれば、もちろんきちんとそこをチェッ
クして、もし問題があるようであれば、そこの
条件を両社で打ち合わせとかしないで揃えない
方がよい。出前館と Uber Eats との間でいろ
いろな取引条件を揃えてしまうということがな
いようにする問題解消措置というものがありえ
たのかなと思います。
　ただ、この点について全く検討しないで進ん
できてしまってますので、現在でも両社が同じ
資本下にあるという前提からすると、非常に大
きな買手支配力が生じて、いろいろな搾取的な

行為、例えば厳しい労働条件や配達条件を課す
ことになってくると、そこは優越的地位濫用に
よる規制強化ということが考えられるのかなと
思います。
　あるいはギグワーカー側からすると、労働組
合よる対応方法があるのだとして、労働組合法
の観点から買手支配力に対抗をするというよう
なやり方もあるのかなと思います。私からは以
上です。

伊永：　ありがとうございます。最後に福永先
生の方からもぜひ一言お願いします。

福永：　私のさっきのコメントと重複するんで
すけれども、仮に配達員に対してプラット
フォームが買手独占のような状況になったとし
ても、それによって消費者に対して利益が生じ
るということになれば、競争法上の問題にはな
らない可能性は少なくとも理論上はあるんじゃ
ないかというふうに思います。
　仮に、配達員もプラットフォームサービスの
需要者だと見て、配達員に対するその便益への
影響も考えるべきだと整理したとしても、プ
ラットフォームの場合、話はそこで終わらない。
なぜなら一見競争制限的な行為と見られるよう
な行為でも、間接ネットワーク効果の働きで、
実は回り回って配達員にとっても便益を生じさ
せるという可能性も、これもまた少なくとも理
論的には考えられるからです。したがって、配
達員とプラットフォームとの間の取引に関する
規制や介入を行うのであれば、消費者側の便益
に及ぼす影響というのも考慮しなければいけな
いし、間接ネットワーク効果を通じての配達員
に対する便益に及ぼす影響もよくよく吟味しな
いといけないんじゃないかなというふうに思い
ます。

伊永：　どうもありがとうございます。司会の
不手際で、すでに 18 時を回っておりますが、
もう少しだけお時間をいただいてもよろしいで
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しょうか。
　フロアもしくはオンラインの参加者の皆さま
の方から何かご質問がありましたらお受けした
いのですが、いかがでしょうか。もしないよう
でしたら、最後一言ずついただいて、閉めたい
と思います。よろしいですか。
　それでは、最後にお三方一言ずつ、せっかく
法と経済学会に来ているということですので、
法と経済学会に、本問題について期待すること
というか、今後の研究課題というようなものを
一言ずついただければと思います。渕川さんか
らお願いします。

渕川：　ありがとうございます。まず、交渉力
の規制にはまだ課題が残されています。交渉力
により、競争促進効果と反競争効果の双方が生
じ得ます。その反競争効果が起こる場合という
のは、ライバルコストの引上げやウォーター
ベッド効果等、いくつか挙げられているのです
けれども、上手く機能するような規制根拠に
なっているかというと現段階ではそこまでには
至っておりません。このため、各国競争法もさ
まざまな規制・手法を採用しているということ
になります。次に、大規模小売業や労働市場等、
産業固有の買手市場支配力をどのように評価す
るかについてです。買手市場支配力の認定に際
して、大規模小売業であれば、より相対的に低
い市場シェアの閾値で良いのか。あるいはもっ
と市場画定の範囲を絞った上で、認定するのか。
労働市場はどういうふうに画定するのか。一使
用者と一労働者の労働役務の取引を本当に市場
と捉えて良いのかという点については、実態を
踏まえた上で、法学そして経済学の分析を行う
ことが重要になってくると思います。私からは
以上とさせていただきます。

伊永：　福永さん、お願いします。

福永：　2 つほどあるかなとは思っています。
買い手の購買力にしても、プラットフォームが

関係するような市場の競争分析の状況にして
も、やはりまだまだ実証的な分析が少ない状況
なのかなというふうに認識しています。
　データの利用可能性の問題もあるのかもしれ
ないですけれども、やはり客観的な実証分析の
重要性がますます大事になってきているのかな
というふうに思っていまして、この分野での経
済学者の一層の貢献を期待したいと思っていま
す。
　もう一つは、政策立案過程においても、実証
分析が乏しいという制約はあるとは思うのです
が、なるべく利用可能な客観的な事実関係に基
づいて立案していく必要があるんじゃないかな
というふうに思っています。現状、どうも規制
ありきの考え方で、規制が先行しがちな印象を
持っていまして、そういった状況においては、
アカデミックな立場の先生方が冷静な議論を
リードするといったことも期待されるのかなと
いうふうに思っています。

伊永：　どうもありがとうございます。最後に
多田さん、よろしくお願いします。

多田：　福永さんの交渉力に関する定量的分析
というところは非常に刺激的でした。まさにこ
ういったところで、法学と経済学との協力関係
が出てきますと、法律の方で非常に定性的に議
論してしまっていることが、数字を含めた形で
把握できるようになるので、これは当局と企業
との間の対話においても非常に重要なことだと
思います。
　これまでも企業結合の分野においては、経済
学、あるいは計量経済学がさまざまな貢献をし
てきてもらってる。そのお陰で、従前はずっと
水掛け論になってしまったような論点が、ある
程度数字に落とし込まれて議論ができる、とい
う素地がどんどんできてきてるというふうに理
解してますので、ぜひそういったレベルに、交
渉力に関する議論が発展していただければと
思ってます。私からは以上です。
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伊永：　どうもありがとうございました。司会
の大変な不手際によってお時間をいただきまし
たけれども、皆さん、朝から大変長い１日になっ
てお疲れだと思いますので、こちらで終了させ
ていただきます。どうもありがとうございまし
た。



- 68 -

法と経済学研究　17巻1号（2024年4月）� 法と経済学会

飯田：　それでは，会長講演を始めさせていた
だきたいと思います．司会の飯田高と申します．
よろしくお願いします．先ほどの通常総会で太
田勝造さんが 2022 年から 2024 年度の会長に選
任されました．改めてご紹介するまでもないか
と思いますけれども，太田勝造さんは東京大学
で長らく教べんを執られて，法と経済学に関連
する多くのご業績をこれまでに挙げられていま
す．現在は明治大学教授，そして弁護士として
活動されていまして，社会科学だけではなく，
自然科学も視野に収めた形でご研究を今も進め
られています．
　そのようなご研究を踏まえてということにな
ろうかと思いますけれども，今回は「学際化の
進む法と経済学」というタイトルでご講演いた
だきます．では，太田さん，よろしくお願いし
ます．

太田：　先ほどの総会でご承認をいただきまし
て会長になりました太田勝造でございます．初
代の浜田宏一さんから，一つ前の青木玲子さん
に至る巨人のような先生方の後に，僕のような
ノーバディが会長を引き受けて大丈夫かとお思
いだと思いますし，私自身も全く心もとない状
況です．けれども，何とか皆さま方のご支援を
賜って，2 年間無事に務めたいと思います．
　ということで会長講演ですが，テーマとして
は「学際化の進む法と経済学」でお話ししよう

◆法と経済学会　2022 年度（第 20 回）全国大会講演報告◆
□会長講演

『学際化の進む法と経済学』
　　　　　　　　　　　　　　・開催年月：2022 年 11 月 12 日（土）-13 日（日）
　　　　　　　　　　　　　　・会場：東京大学　駒場 I キャンパス （21 KOMCEE East）

講演者：太田 勝造（明治大学法学部教授）
司会：飯田 高（東京大学社会科学研究科教授）

と思います．とは言えその内容は，皆さまの中
には聞いた後で，やっぱり太田を会長にするの
ではなかったと思うかもしれないような内容が
出てくるかも知れないと思います．そこらあた
りは，ご海容のほどお願いしたいと思います．
　今日お話ししようと思う点は 2 つです．1 つ
は「NHST からベイズ推定へ」ということです．
20 世紀を通じてほぼ通説として，理科系から
文系，社会科学までほぼ常に使われてきた統計
的手法が「帰無仮説有意性検定（NHST: Null 
Hypothesis Significance Testing）」でした．こ
れについて，もうそろそろ止めていいのではな
いか，と申し上げます．その代わりに，ベイズ
推定とかベイズ・モデリングと呼ばれる統計学
の手法に移るべきではないでしょうか．
　こう申し上げる背景には，例えばアメリカ合
衆国の心理学会において，かつてのさまざまな
研究論文の結果が，再現実験をしても同じよう
な結果が得られないと問題になっていることが
あります．p 値だけでやってきたのがまずかっ
たのではないかという点です．要するに，お箱
入り問題と言って，5% とか 1% の有意度で検
定して統計的有意にならないと投稿しないし，
学術誌にアクセプトされなかったのです．たま
たま有意になると掲載されるという状態だった
のです．そうすると結局，事前セレクションが
かかってしまって，本当の意義の 5% 検定，１％
検定になっていなかったのではないかという問
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題が生じています．そこで，米国心理学会とし
ては，信頼区間とか，効果量を使おうと言って
いるのです．
　ところが，ベイジアンの立場から言うと，そ
れはもう出発点から間違っているので，弥縫策
にさえならないのです．p 値も，信頼区間も，
効果量も，標本抽出分布に基づいたもので，仮
説が真である確率とは無関係の，仮説や帰無仮
説を前提としたときのデータ出現確率に基づく
概念です．それでは同じ穴のムジナだというこ
とで，そろそろベイジアンでやるべきだという
のが，これからご説明しようという１つ目のト
ピックです．
　今日のトピックの 2 つ目が，認知脳科学のイ
ンパクトです．例えば，伝統的なミクロ経済学
とか法律学とかでも，合理人を出発点にします．
合理的な人であったらどう判断して，それは過
失と言うべきかどうかというような形で判断し
ます．ところが合理人とか，自己意識（セルフ・
アウェアネス）とか，行為主体性（experience 
of agency) とか，そういうものが認知脳科学に
よって革命的な変化，変革を迫られていて，伝
統的な法律学はもとより経済学においても根本
的に考え直す必要が出てきている，というよう
なことをお話しようと思います．
　最初がこの「NHST からベイズ推定へ」と
いうことですが，まず，私が主戦場としており
ます法社会学では，立法とか裁判による法創造
とか行政裁量とかの法的判断の際に，それが合
理的であるためには，広義の立法事実を考慮す
るべきだと私などは主張しています．この立法
事実とは，法的価値判断の合理性を支える事実
として定義され，社会的事実や経済的事実，心
理学的事実，医学的事実，疫学的事実などを含
むものです．これらの社会科学や自然科学の基
本的な手法，最も重要な手法が統計的検定であ
る，と言えます．そこでは，理論を構築し，仮
説を立て，仮説をどうやって検証するかという
ことで理論や仮説を操作化し，検証可能な命題
として調査や実験をし，その調査結果や実験結

果というデータに対して統計的検定を行うわけ
です．
　そういう社会科学方法論を教えるときに学生
たちに私が言うのは，自分が作って正しそうだ
と思う仮説については，それが正しい場合にど
のような調査結果や実験結果のデータが出ると
期待され予期されるかを考えるだけではだめだ
ということです．これを条件付確率で表現すれ
ば，P（データが得られる｜自分の仮説が正し
い）です．これは言わなくても誰でも考えるこ
となのです．これしか考えない傾向を認知心理
学では「確証バイアス」というくらいです．と
ころがそれだけでは駄目だと教えます．自分の
仮説が正しくない場合に，どのような調査結果
や実験結果のデータが出ると期待され予測され
るかも考えるべきだと教えます．条件付確率で
表現すれば P（データが得られる｜自分の仮説
が間違っている）です．自分の仮説が間違って
いると否定する仮説を「帰無仮説」と呼びます．
これらの裏と表からリサーチ・デザインは作ら
ないといけないのです．そして，自分の仮説が
正しいときと間違っているときとで，得られる
と期待される調査結果や実験結果などのデータ
が明確に区別できるように調査を工夫するべき
です．そういう形で工夫した調査・実験を考案
して実施して，データを収集するべきだと教え
ます．その背景には基本的な科学方法論ととも
に，帰無仮説有意的検定の考え方も念頭に置か
れているわけです．
　それから先ほど弥縫策にもならないと言って
しまった区間推定というものがあります．例え
ば母集団の平均値を知りたいとき，標本の平均
値だけで当てるとすると，これは点推定です．
1 つの値を当てるだけです．それに対して当然
ながら何回も仮想的に標本抽出や実験を繰り返
せばばらつきが生じます．そのばらつきを念頭
に置いて，例えば今回の調査の平均値プラスマ
イナスαの範囲を出して考えるのが区間推定の
方法です．たとえば，95% の有意度で区間推
定すれば，母集団の平均値は 45 プラスマイナ
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ス 5 の 40 から 50 の信頼区間が得られると考え
ます．その場合，信頼区間 40 から 50 の間に
95% の信頼度で真の値が挟まれていると表現
するわけです．この「真の値が挟まれている」
ということの意味は皆さんならわかると思いま
す．しかし，法学部や法科大学院の学生がどう
理解するかといいますと，「真の値が信頼区間
内に存在する確率が 95% だ」と考えるもので
す．けれども，これは間違いです．
　では，どう理解するべきかと言いますと，多
数回，そして仮想的な無限回の標本抽出や実験
を繰り返して，そのたびごとに区間推定の計算
をして信頼区間を求めます．それら多数の，な
いし無限個の信頼区間のうちの 95% とか 99%
が仮想的な真の値と交差している，と理解する
べきです．調査結果や実験結果等のデータから
得られる信頼区間がどの範囲に収まるか，とい
うことであって，真の値がどの範囲に存在する
かについての言明ではないわけです．標本抽出
や実験を繰り返した場合の標本抽出分布におけ
る標本や実験結果のデータが出てくる確率，
データ出現確率に過ぎないのです．「そうする
と研究仮説が真である確率はどうなるのです
か」と学生に聞かれるのですが，この帰無仮説
有意性検定からは，真の値，仮説が真である確
率については，基本的に何も分からないとしか
言えないのです．これが，伝統的な区間推定で
す．
　帰無仮説有意性検定の考え方をアルゴリズム
ふうにまとめると，まず研究仮説を構築する．
当然ながら研究の前に，理論が暗黙ないし明示
に念頭にあるわけです．そこから自分が正しい
だろうと思う仮説を構築します．その上で，自
分の研究仮説の否定を構築し，それを帰無仮説
と呼びます．それから，調査をしたり実験をし
たりします．そして，帰無仮説が真であったな
らば，言い換えれば自分が正しいだろうと思っ
ている仮説が間違いだったとしたら，今回得ら
れた調査結果や実験結果等のデータや，それ以
上に極端なデータが得られるのはどのくらいの

確率かを計算します．この場合，検定の目的に
応じて選ぶ統計量は，平均値であるとか，ｔ値
であるとか，F 値であるとか，χ二乗であると
か，そういうものです．標本抽出分布を求める
ことができるように定義された統計量です．
　ともかく，今回のそういう値を取った調査結
果や実験結果等のデータや，それ以上に極端な
データが得られる確率を，実際には行ってない
無限回の仮想的な標本抽出分布から，数学的に
一定の仮定を置いて求めるわけです．すなわち，
帰無仮説が真であるときのデータ出現確率で
す．この確率が 5% や 1% よりも小さいなら，
すなわち 20 回に 1 回とか，100 回に 1 回とか
しか得られないような，非常に稀にしか得られ
ないはずの調査結果や実験結果等のデータが今
回たまたま得られたとした場合，どうもおかし
いと考えるのです．計算が間違ってるとか，標
本抽出や実験にミスがないとか，そういう初歩
的な間違いがないとすれば，遡って出発点で真
であると仮定した帰無仮説がおかしいからだと
考えます．いわば逆推論をするのです．そこで，
おかしいとなった帰無仮説を棄却します．その
結果，棄却された帰無仮説の否定である研究仮
説を維持する，つまり，捨てないですみます．
統計的検定では，ここまでしか伝統的な統計的
検定は教えてくれないのです．ここで重要な点
は，研究仮説を真だとして扱うべきことになる
とはどこにも言っていない点です．これは論理
的にできないのです．調査結果や実験結果等の
データが珍しいものであるからと言って，帰無
仮説が真である確率がゼロに近づいて行くとは
限りません．帰無仮説を棄却するのは，それが
偽と言って良いからではないのです．ですから
帰無仮説を棄却しても，研究仮説が維持される
だけで，研究仮説が真である確率が 1 に近づく
わけではありません．
　こういう伝統的な頻度論による統計的検定に
対しては当然ながら，ベイズ統計学の立場から
の批判があるわけです．どういう批判があるか
を先程のアルゴリズム風にまとめた帰無仮説有
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意性検定の考え方に沿って見ていきます．研究
仮説を構築し仮説を立てるまでは問題がありま
せん．調査したり実験したりしてデータを求め
るときに，カール・ポパーの反証可能性とかに
よりますと，自分の仮説を否定するようなデー
タを求める実験を工夫するということになりま
す．しかし，そんな研究者は世の中にいないで
しょう．自分が構築して正しいだろうと期待し
ている研究仮説を信じて，その正しさを実験や
調査で証明したいと思うのが研究者でしょう．
自分の研究仮説を否定したいと希望して，その
ためのデータをやっきになって収集している研
究者はいないでしょう．だから，説明としても
モチベーションとしても，反証可能性の考え方
は間違っているのではないかと疑問が湧きま
す．もちろん，研究者のモチベーションの記述
としては別に間違っていたとしても構わないわ
けで，論理構造として必要であれば反証可能性
の考えに沿って調査や実験をするべきです．
　さて，先程のアルゴリズム風のまとめの次の
段階は，帰無仮説が真であったら，今回の調査
結果や実験結果等のデータか，それ以上に極端
なデータが得られるのはどのくらいの確率かを
求める段階です．それに対しては，知りたいの
はそんなデータの出現確率ではないと批判でき
そうです．研究者としては研究仮説が真である
確率をこそ知りたいのです．今回の調査結果や
実験結果等のデータに基づいて評価したら，研
究仮説が真である確率はどれくらいになったの
かを知りたい．それが上昇したのか下降したの
か，99% を超えたのか 1％を割り込んだのかを
知りたい．だから，自分の研究仮説を否定した
帰無仮説が真だったら，今回かそれ以上に極端
な調査結果や実験結果などのデータが出てくる
データ出現確率などを知りたいわけではないと
思うでしょう．
　ともかく，帰無仮説が真であった場合のデー
タ出現確率を計算して，それが 5% や 1% 以下
だったらどこかおかしいと考えるのでした．こ
れも変な話でして，稀でもゼロ・パーセントで

はない事象が生じたからといって，ありえない
とは限らないでしょう．宝くじが当たるのは非
常に稀なことですけれど，宝くじが当たったと
きに，これはどっかおかしいと悩む人はいない
わけです．実際，確率命題である以上は，どち
らの結果が出たとしても，どちらもゼロ・パー
セントではない以上は，ありうるわけです．そ
もそも確率命題は，1 回だけないし，有限回の
実験結果では否定できないものです．タバコを
吸うと病気になってがんで死ぬリスクが高まる
と言われて，うちのおじいちゃんは 95 歳まで
タバコ吸って生きたと言っても，それは反論に
も何にもならない．タバコを吸うと，タバコを
吸わない場合よりもがんで死ぬ確率が高くな
る，という確率命題ですから，反例が出てきた
からと言って，それが命題を否定する反論にな
ると考えること自体が間違いです．それなのに
帰無仮説有意性検定においては，稀な調査結果
や実験結果等のデータが出現したから，これは
おかしいぞ，と思い，真であると仮定した帰無
仮説がおかしいからだと考えるのですから，こ
れは非論理的です．
　さらに．次の帰無仮説を棄却するというアル
ゴリズムの段階についても批判があります．す
なわち，得られたのは今回の調査結果や実験結
果等のデータであって，今回よりも極端なデー
タはどこにも得られたわけではない点です．帰
無仮説を棄却するとしたら，まだ得られていな
いもっと極端な調査結果や実験結果等のデータ
にも基づいて棄却したことになるので実証的で
ないとの批判がありえます．データに基づいて
実証的であるといわれる伝統的な帰無仮説有意
性検定は，実は，得られてもいないデータに基
づいて帰無仮説を棄却していることになるとの
批判です．それなのに，棄却された帰無仮説の
否定である研究仮説を維持するという論理は筋
が通らないでしょう．　
　帰無仮説が棄却されたからといって，研究仮
説が当然に真になるわけではないことも確かで
す．帰無仮説を棄却するというだけで，帰無仮
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説が真である確率がゼロになったとは言わない
し，言えないのです．確率がどれだけになって
いるかについては未知です．従って，研究仮説
が真である確率についても未知なままなので
す．
　そうすると，どうも正しい科学的なリサーチ・
アルゴリズムとして NHST，帰無仮説有意性
検定という方法論は，どうもおかしいというこ
とになるわけです．
　そこでこれに代わってベイズ統計学が提案さ
れていまして，研究仮説を構築し，研究仮説が
真である確率を求める方法です．自分の構築し
た研究仮説の正しさ，仮説の正しさを実証する
ためにデータを収集します．今回のデータが得
られた場合に，研究仮説が真である確率，事後
確率を求めます．この事後確率はベイズの定理
ないしベイズの方式によって求めることができ
ます．実は，通常は事前確率は未知なのですけ
ど，通常は事前確率分布について，「データを
して語らしめる」という趣旨で無情報事前確率
分布を用います．つまり，フラットな確率分布
を措定します．
　もし先行研究等があれば，その結果を事前確
率にすることもできます．これは学問研究の蓄
積に繋がります．
　では，なぜ最近までベイズ推定が用いられて
こなかったかと言うと，その最大の原因は，ベ
イズの方式によって事後確率を計算するには多
重積分などをしないといけなくて，ほとんどの
場合に解析的に解けないからです．それで 20
世紀の終わりまで，社会科学者は誰もベイズ推
定を使っていなかったし，使えなかったのです．
　それに対して実は MCMC 法（Markov Chain 
Monte Carlo Method）というアルゴリズムが
ありまして，事後確率分布を多数のシミュレー
ションの集計の形で近似解を求める方法があり
ました．自然科学分野の一部では 1950 年代ぐ
らいからも使われていて，例えば水爆の父と言
われたテラー博士なども，化学物質の電子雲の
分布の計算などで MCMC 法を使っていました．

ただそのためには，スーパー・コンピュータが
使えるごく一部の人にしかできなかったので
す．従って，一般の社会科学者にとっては，事
後確率分布を求めることは事実上不可能でし
た．それでそのためのセカンド・ベストという
か，弥縫策として，フィッシャー，ピアソン，
ネイマンたちが，p 値でやる検定法を編み出し
たわけです．
　ところが今のようにコンピュータのスピード
が 1990 年代以降加速度的に速くなって来たの
で，一般の社会科学者も 21 世紀においては，
ごく簡単に低廉に迅速に，MCMC 法を利用す
ることができるようになりました．したがって，
もう p 値にこだわる必要はなくなり，伝統的
な帰無仮説有意性検定をやる必要がなくなった
のです．
　ベイズ推定のイメージとしては，計算過程は
ともかく，結果は素直に解釈すれば済む，とい
うものです．帰無仮説有意性検定に基づく区間
推定では間違った直感的解釈をしてしまいがち
ですが，ベイズ統計では，仮説が真であること
のデータに基づく事後確率分布から確信区間を
求めることができます．「信頼区間」ではなく「確
信区間」です．これはまさに真の値がその区間
内に存在する確率です．帰無仮説有意性検定で
の間違ってしまった直感的解釈が，ベイズ統計
では正しい解釈となり，われわれの知りたいこ
とがそのまま得られるのです．直感に合致する
ことを数学的にちゃんと出してくれるのがベイ
ズ統計学だということになります．
　得られたデータに基づいて，事後確率分布の
近似値を計算でき，確信区間を求めることがで
きます．このデータとは，例えば社会調査や実
験です．最近の統計学者，とりわけ中堅若手の
人たちはほとんどベイジアンになってると言わ
れております．
　ベイズ統計学の利点としては，以下を挙げる
ことができます．論理一貫しており，合理的意
思 決 定 の 理 論 と も 整 合 的 で あ る こ と

（Coherence）．複数の研究仮説間の比較に優れ
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るていること（Model Comparison）．これには
ベイズ・ファクターなどを利用します．複雑な
構造のデータや，階層モデルにも容易に対応で
きること（Flexibility）．複数のパラメタが同時
分布する場合も注目パラメタ以外を，積分に
よ っ て 取 り 去 る こ と が で き る こ と

（Marginalization）．帰無仮説を真であると仮定
して求めるデータ出現確率である p 値ではな
く，研究仮説が真である確率が端的に求まるこ
と（Validity）．事前確率分布に反映させること
で，事前の知識や情報を組み込めること（Prior 
Knowledge Inclusion）．ベイジアンですから当
然ながら主観的確率を用いるので，私的知識や
情報も事前確率分布に反映できるとともに

（Subjective Bayes），無情報事前確率分布によ
ることも可能（Objective Bayes）であること．
　以上が，今日の論点の第 1 点目です．一言で
言えば，そろそろ NHST を捨ててベイズに行
きましょう，という主張です．
　今日のお話の 2 つ目です．だいぶ時間が押し
てきましたが，2 つ目は認知脳科学のインパク
トです．合理人とか自己意識とかアイデンティ
ティとか，われわれが「自分」や「人間」と思っ
ている観念が，実は間違った虚構に過ぎないと
言いたいと思います．
　まず，脳と心のモジュール理論から説明しま
す．脳というものは，コンピュータの CPU と
本質的に異なっています．コンピュータであれ
ば，アルゴリズムさえ入れてあげれば，アプリ
ケーション・プログラムさえ入れてあげれば，
どんな計算・演算でもできます．脳はこのよう
な意味でのマルティ・パーパス・ジェネラル計
算機ではありません．ドメイン・スペシフィッ
クな簡易計算機であり，道徳的問題とか裏切者
発見問題とか，そういう問題ならパッと直感的
に解けるのですが，論理的に同じ構造の問題で
も，数学とか論理学のような価値中立的，抽象
的に表現された問題だと，脳はうまく解けませ
ん．
　しかも，言語・論理，情緒・感情，視覚情報

処理，体感覚情報処理，聴覚情報処理など，脳
のさまざまな機能は，脳のあちこちに偏って存
在しています．それを領域ごとに分けて示した
のが，有名なブロードマン地図です．このよう
に脳がモジュールに分かれていることがわかっ
たのは，多くの場合，不幸な事案によってです．
例えばフィニアス・ゲージさんは土木作業員か
何かで，道徳性も社会性も知能も通常人でした．
ところがあるとき，作業中に細い鉄の棒が水蒸
気爆発で，アゴの下から頭を突き抜けて行きま
した．命は奇跡的に助かりました．事故の前と
後を比べると，彼の知能は維持され，健康にも
なりました．ところが，道徳性も社会性もなく
なって平気で嘘をついたり，約束を破ったりし
て，周囲の人とうまくやっていくことができな
くなりました．このことから，脳の部分部分で
その役割や機能が違うということがだんだんわ
かってきたわけです．その他，癲癇患者，脳出
血患者，脳腫瘍患者などの認知心理学的症状か
らもわかってきました．
　モジュール脳と道徳性に関してよく知られて
る例が，このトロッコ問題ないしトローリィ問
題です．坂の上から故障で暴走が止まらなく
なったトロッコが来ています．まっすぐ本線の
ままに行くと，線路に縛り付けられている 5 人
を轢き殺してしまいます．転轍機レバーを引い
てトロッコを支線に引き込めば，支線に縛り付
けられている 1 人は轢き殺されますが，本線上
の 5 人は助かります．ここで問題です．あなた
は転轍機レバーをひきますか，引きませんか．
あるいは，転轍機レバーを引くべきだと思いま
すか，思いませんか．などと質問します．
　もう一つのヴァージョンのトロッコ問題で
は，線路上に 5 人が縛り付つけられていて，暴
走トロッコが走って来ていて，そのままであれ
ば 5 人が轢き殺されます．しかし，たまたま線
路の上に跨線橋があり，あなたの目の前に体重
の重い人が佇んでいます．あなたは体重が軽い
ので飛び込んでもトロッコは止まりませんが，
体重の重い人を突き落とせばトロッコを止める
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ことができるとします．その人は死にますが，
トロッコは止まって線路上の 5 人は助かりま
す．ここで問題です．あなたはその人を突き落
としますか，落としませんか．あるいは，その
人を突き落とすべきだと思いますか，思いませ
んか．などと質問します．
　これらの質問すると，転轍機レバー問題では
多数派の人たちがレバーを引いて，1 人を死な
せて 5 人を助けようとします．他方，跨線橋問
題では，多数派の人たちは重い人を突き落とそ
うとしません．よって，5 人を死なせます．要
するに 5 人を助けて 1 人を死なせるか，1 人を
助けて 5 人を死なせるか，という論理的には同
じ構造の問題でも，こういうように文脈によっ
て反応が大きく違って来ます．
　その結果についての一つの説明は，例えば
グッと押すと肉体がグニュっとへこんで，自分
の手に反作用を感じ，重い人が「うぇっ！」と
か叫んでボコッと落ちて，トロッコに引かれて
バキバキという音がする，そういうことを考え，
自分が直に手を下して殺すことは感情的・情緒
的に忌避するが，転轍機レバーをグイと引くだ
けなら，いわば遠隔操作ですので自分が直接手
を下すわけでもないし，感情的・情緒的リアク
ションは生じにくい，これが反応の違いの原因
だという説明です．
　この問題を脳神経科学としてやった人がいま
した．脳には情緒・感情としての道徳的判断を
司る古い脳部位，内奥の方の脳部位と，功利主
義的コスト・ベネフィット計算を行う新しい脳
の領域があります．新しいと言うか表面に近い
方の脳部位です．脳腫瘍等で情緒・感情的道徳
判断を司る脳部位に損傷を受けた人たちは，転
轍機レバー問題と跨線橋問題の両方で同じよう
に回答します．1 人死なせる方が，5 人死なせ
るより良いという判断を両方でします．両方の
問題とも，損傷を受けていない脳表面の方の部
位で，功利主義的コスト・ベネフィット計算を
していると考えられます．そのことから，哲学
や法哲学などで「道徳的ディレンマ」と呼ぶ難

問は，実は，古い情緒感情をつかさどる脳部位
と，新しい功利主義的，費用便益型の脳部位と
の間の葛藤・相克の反映であるということがで
きるわけです．
　そうすると，経済合理人というのは，いった
いどういう人のことなのか，経済合理人に感情・
情緒と功利・理性の間の葛藤・相克があるのか，
という問題が生じます．あるいは，法律家の法
的判断において，感情・情緒と功利・理性の位
置づけはどうなのか，という問題が生じるで
しょう．
　法律家の法的判断の脳神経科学的な探求につ
きましては，われわれの研究があります．
fMRI という機器，日本語では機能的磁気共鳴
画像装置という 10 億円ぐらいする機械があり
まして，継続的に全脳をスキャンしてデータを
取ることができます．脳内の血流，とりわけ，
酸素を豊富に含む新鮮な血液と，脳細胞に酸素
を渡して還元された使用済み血液との間の磁性
反応の違いに基づいて，脳が発火している部位，
これを賦活部位と呼びますが，これを追跡する
ことができます．
　fMRI に法専門家と一般人に入ってもらい，
強盗殺人の共謀共同正犯の事例で，量刑判断と
いう法的判断をしてもらい，同じ人に比較とし
てコーヒーの温度のような日常的で非法的判断
もしてもらう実験をしました．法専門家として
は弁護士と，司法試験に合格した法科大学院性
を募集しました．一般人としては法学の勉強を
したことのない大学生を募集しました．この研
究は，脳神経科学者で fMRI の専門家である浅
水屋剛さん，ニューロ・ポリティクス（脳神経
政治学）の専門家の加藤淳子さん，法社会学の
齋藤宙治さん，それに私などが実施しました．
事例作成に際しては，刑事法学の専門家である
樋口亮介さんと成瀬剛さんと共同でしました．
実験は東京大学教養学部（駒場キャンパス）の
fMRI を用いて実施しました．研究成果の一部
は，オックスフォード大学が発行する Cerebral 
Cortex 誌という脳神経科学ではかなりよく知
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られた専門雑誌に 2022 年 1 月に掲載されまし
た．
われわれの研究でわかったことは次の３つで
す．第一に，法専門家も法の素人も，法的判断
の際に，脳の感情・情緒関連部位と理性・認知
関連部位の双方が賦活することが分かりまし
た．その点で法専門家と法の素人の間に大きな
差異はありません．したがって，法専門家は法
的判断において，感情・情緒を排して理性のみ
で判断するというリーガル・マインド理解は事
実と合致しませんでした．この結果は，刑法学
の専門家にとっては非常にショッキングな結論
だったようです．法社会学者にとっては当たり
前の結果に思えるものでした．
　第二の知見として，脳の賦活部位の数とそれ
らの連結性は，法の素人の方が法専門家よりも
圧倒的に複雑でした．これは「専門性」につい
ての従前の脳神経科学の知見と整合的な結果と
言えます．実際，自転車に乗る練習をしている
人が，どれだけ頭のありとあらゆる脳部位を
使ってうまく乗ろうと悪戦苦闘しているか，そ
れに対し自転車に乗り慣れた人は，両手を離し
て，目をつむっていても，何も考えなくても自
ずから自転車が進むことから，理解できるので
はないでしょうか．
　第三の知見です．量刑における反省悔悟の有
無の影響を見るための実験的操作として，強盗
殺人の共同共謀正犯の一人は反省悔悟の欠片も
ない「悪い被告人」とし，もう一人の正犯は深
く反省悔悟をし謝罪している「善い被告人」と
しました．反省悔悟の情報を実験参加者に示す
前の量刑判断と，反省悔悟の有無の情報を示し
た後での量刑判断とを比較すると，悪い被告人
への量刑は増加し，善い被告人への量刑は減少
しました．そこまでは脳神経科学ではなく法社
会学や法心理学的な研究成果です．
　このような量刑判断の際の脳画像情報を分析
すると，われわれの第三の知見が得られました．
すなわち，法の素人が反省悔悟の欠片もない被
告人に対して量刑を増加させる際には，脳の感

情関連部位と認知・理性関連部位の双方が賦活
するだけではなく，感情関連部位から認知・理
性関連部位に向かう方向性のある連結が生じて
いました．これに対し，法専門家が反省悔悟の
欠片もない被告人に対して量刑を増加させる判
断をする際には，もちろん脳の感情関連部位と
認知・理性関連部位の双方が賦活したのですが，
法の素人とは逆方向の連結，すなわち認知・理
性関連部位から感情関連部位に向かう方向性の
ある連結が生じていました．
　これを敢えて解釈すれば，法の素人は悪い被
告人に対する非難の感情に流されて量刑判断を
増加させたのに対し，法専門家は認知・理性に
よって悪い被告人に対する非難感情をコント
ロールしようとしたと言えます．これが第三の
知見です．
　さて，自己意識，自分は誰であるのかという
意識は，メタ認知，すなわち，自分が意識して
いることを自分で意識できることから可能とな
ります．これは自分が認知していることを認知
するということですから一種の自己言及です．
人間の認知能力には，このようにメタ・レヴェ
ルの認知能力が備わっています．言い換えると
人間の認知能力はハイヤー・オーダー，つまり
高階であるということです．だからこそデカル
トのように「われ思うゆえにわれあり」と述べ
ることができるのです．
　問題は，人間以外の動物に自己意識があるか
どうか，です．細かく分けると自己意識には 3
つが論理的に区別されています．第一レヴェル
が「外見的自己意識」で，自分の体を自分のも
のと認識できるとです．だから，マムシが足に
噛みつこうとしていたら，それが自分の足だと
認識できるので，危ないと逃げるわけです．他
人の足だったら注意をしてあげるでしょう．第
二レヴェルが「内面的自己意識」で，「自分」
というイメージを自分の内面に持っていて，そ
れに照らして自己認識できることです．最後の
第三レヴェルが「内省的自己意識」で，自分の
内面的自己意識を意識できるというメタ・レ
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ヴェルの意識です．意識している自分を意識で
きることです．今，私は心を集中させている，
ということが自分でわかることです．この第三
レヴェルまでいって人間の意識レヴェルになり
ます．
　動物に自己意識があるのか，あるとしてそれ
はどのレヴェルか，を確かめる一つの方法とし
て有名な実験が鏡像実験とかマーク・テストと
呼ばれるものです．これは 1970 年にギャラッ
プさんという学者がチンパンジーで確かめた方
法です．長時間チンパンジーに鏡を見せた後，
気付かれないように額に赤い印を付けました．
その上で，もう一度鏡を見せたとき，鏡の中の
チンパンジーが自分だと気づいていれば，自分
の額に変な印がついていると気づいて，自分の
額に触ります．鏡の中の像が自分だと理解でき
ないなら鏡の額に触るかも知れませんが，自分
の額には触らないでしょう．チンパンジーは自
分の額に触りました．鏡像が自分だと認識でき
ていることになり，自己認識の証拠と言えます．
　同様の実験はその後，様々な動物で行われま
した．鏡像実験をパスした動物には，オランウー
タン，ボノボ，ゴリラ，ハンドウイルカ，アジ
アゾウ，カササギ，カラス，ニワトリなどが挙
げられています．
　最近，日本人の幸田正典さんが魚類のホンソ
メワケベラで実験して，鏡像実験に合格するこ
とが判明しました．ホンソメワケベラはキュウ
センとかベラの仲間で海の魚です．ただし，チ
ンパンジーのときのような赤い印では駄目で，
魚が気にする寄生虫のような色・形・大きさの
図を描くとうまく行きました．
　最初の 3，4 日は，鏡を見せても鏡の中の魚
を他個体と考えて攻撃していました．それから
4，5 日目くらいで，突如一気に鏡の中の像が
自分だと気づく瞬間がやってくるそうです．面
白いことに，4，5 日ぐらいの学習期間は必要
だけど，その後は急に不思議な行動を起こすの
です．鏡の前でダッシュしたり，逆さまになっ
たり踊ったりします．要するに，もしかしたら

鏡の中の魚は俺のことかもしれないぞと感付い
て，それを確かめるために，逆立ちになったり
の奇妙な行動をするようです．そして「あっ，
そうか！」と「ひらめく瞬間」が来て，それ以
降は鏡の像を自分として扱うようになります．
従って「ユーリカ体験」ないし「アハッ体験」
は人間だけではなく，ホンソメワケベラにもあ
るようです．
　これをさらに発展させた概念が「意識水準」
という考え方でして，これは複数人の間での意
識の相互作用です．第ゼロ次の意識水準とは，
外界からの刺戟に反応するだけで，自己意識は
ない状態です．コンピュータや昆虫などでしょ
う．第 1 次の意識水準とは「私は，何かがこう
である，と思う」というレヴェルで，刺激に反
応している自分を意識できる状態です．メタ・
レヴェルの認知であり「我思う，ゆえに我あり」
が可能となるレヴェルです．第 2 次の意識水準
からは他者が出てきて，それ以降は他者との関
係性です．これは「私は，あなたが何かを思っ
ている，と思う」レヴェルです．第 3 次の意識
水準では「私は，私が何かを思っている，とあ
なたが思っている，と思う」レヴェルです．第
4 次の意識水準は「私は，あなたが何かを思っ
ていると私が思っているとあなたが思ってい
る，と思う」レヴェルで，第 5 次の意識水準は

「私は，私が何かを思っているとあなたが思っ
ていると私が思っているとあなたが思ってい
る，と思う」レヴェルです．
　これはもう無限に続き得るのですけど，人間
は，実は第 4 次，第 5 次の意識水準は平気でこ
なします．チンパンジーはだいたい第 3 次の意
識水準までだそうです．
　言葉を話さないチンパンジーで，どうやって
意識水準がわかったかというと，ボスザルと子
分サルを工夫をこらしたオリに入れて実験して
わかったそうです．子分サルとボスザルが騙し
合うそうで，騙し合うということは，相手に自
分がこう考えていると思わせたい，と考えるこ
とですから第 3 次の意識水準まで必要となるの
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です．
　次のトピックが，自分が「自分で判断した」
と思っていることが，実は虚構に過ぎないとい
う点です．これは有名なリベットの実験で示さ
れています．実験参加者に，任意のときに手の
屈曲運動をしてください，と指示します．丸い
円盤上を光の点が回転していて，円周にメモリ
が付いています．そして屈曲運動をやろうとい
う意図を持った，やろうと判断した瞬間の光の
点の位置を覚えてもらいます．これは意思決定
の自己認識時点です．自己認識時点は，腕が屈
曲運動を始める時点より 200 ミリ秒（0.2 秒）
前でした．ところが，脳波を計測すると，屈曲
運動開始の 550 ミリ秒（0.55 秒）前に既に脳は
運動開始の信号を発信していました．つまり，
自分で意思決定をしたと自己認識する 0.35 秒
も前に，脳は既に屈曲運動の司令を出していた
のです．自分で決めたと思う前に，既に脳は決
めていたのです．
　だから，われわれが今自分で決めたと思って
も，実はその時点で決めたのではなくて，既に
決まっていたことを認識しただけだということ
になります．脳はそれから先は，なぜそう決め
たのか，どうしてなのかを事後的に後講釈で合
理化し正当化しようとするだけです．要するに，
われわれが意思決定の本質だと思うものは，脳
が事後的に虚構として構築しているだけで，本
当の意思決定の本質は自分自身では知り得な
い，ということになります．ほとんどは，無意
識や感情が自覚なく決めていることになりま
す．
　この無意識や感情と理性の関係を象徴するの
が「巨象と子ども」の例です．理性的な自己は
小さな子どもで，自分の主観では無意識と感情
を含む巨象を自由自在に操っているつもりに
なっています．そして，巨象が右に動いたら，
それは理性的自己が右に行けと司令したからだ
と思っているのです．ところが現実は，子ども
には巨象をほとんど制御できなくて，むしろ巨
象が勝手に右左に動いているだけです．理性的

自己には，せいぜい象の耳を引っ張って，右に
行く角度や速度を緩くしたりできるだけだとい
うイメージです．
　人間は，理性によって主体的にかつ合理的に
首尾一貫した意思決定と行動を自由にしている
と思いこんでいるけれども，実は，無意識と感
情で事前にほとんど判断をしていて，それを自
覚さえしないのです．何であれ判断や行動をす
ると，事後的に私がコレコレの理由で自由意思
に基づいて決めたんだという虚構を作って事後
正当化するのです．そうすると，アイデンティ
ティとか自由意思とかは，全くの砂上の楼閣に
過ぎないということがわかるわけです．
　しかも脳には多様な機能のモジュールがいっ
ぱいあるわけです．それらの諸機能のモジュー
ルの間で勝手にせめぎあって，センター・ステー
ジを取った脳機能がそのときの「自己」となる
わけです．よって，首尾一貫した人格とかは脳
が作り出した虚像だということになります．
　合理人は，首尾一貫した選好構造を持ち，安
定した選好構造を持ち，最も善いと思うものを
自分で合理的に追求し選択でき，自己のアイデ
ンティティを持つとされます．法学でも経済学
でも，合理人は自由意思をもって自分で決める
と考えます．自由意思や行動主体性があると前
提します．ところが，認知脳科学によれば，生
身の人間は，感情の脳部位と理性・認知の脳部
位の対立のように矛盾を内含しています．また，
巨象に乗る子どものような主観と客観の間の不
一致があります．しかもこれら矛盾や不一致を
事後的に架橋させ，あたかも首尾一貫したもの
ように糊塗しています．センター・ステージを
取った脳部位の支配にすぎないことを自覚でき
ません．
　効用の極大化という合理的行動にも脳神経学
的な矛盾の可能性が見出されています．脳の報
酬系と評価系の間の乖離として有名な研究で
す．これはラット（ネズミ）の脳の研究でわかっ
たことです．脳の報酬系部位は，（善いものを）
追い求める行動を司る部位です．脳の評価系部
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位は，（追い求めて）獲得したものを善いもの
かどうか評価する部位です．これらの部位が脳
においては別々の部位を構成しています．そこ
で報酬系部位を麻痺させると，おいしい餌を追
い求めなくなります．それでも，餌を口に入れ
てあげると「おいしい，おいしい」と評価しま
す．どうしてラットが「おいしい」と評価して
いるのが分かるのかと言うと，ラットはおいし
いものを食べると舌で唇を頻繁になめるので分
かるのです．逆に今度は，脳の報酬系部位を電
極で刺戟して強制的に活性化させると，評価の
点でマイナスのもの，苦くて，臭くて，辛くて，
ひどくまずい餌であっても，追い求めて口に入
れ，まずそうに食べ続けるのです．
　このラットの脳の実験が人間にも当てはまる
なら，主観的に善いと思う選択肢を合理的に追
い求める合理人モデルは，脳部位の正常な連結
を暗黙に前提としていることが分かります．し
かし，それらが乖離しうるとしたら，統一的な
自己アイデンティティのある合理人を大きく修
正しないと生身の人間モデルとして問題を生じ
させる虞れがあることになります．実は人間は
それほど単純でもなければ，美しい判断主体で
もないということがわかるわけです．人間行動
と社会秩序とを法システムが制御する上で，こ
のような知見をどのように法と経済学の中で
使っていくかが，われわれが直面している問題
なのです．
　最後に，法学についてこういうことが言われ
ています．「少なくとも大陸法系（欧州）の法
学において，これらの概念――有罪，有責，意
思，意図，過誤，意識，責任など――は，19
世紀末から 20 世紀初頭（ドイツにおける法制
定の際）に，当時知られていた心理学理論に依
拠して定義されたものである．ところが，当時
の心理学理論のほとんどは，その後，間違いだ
として捨て去られた．他方，現在の法学と法実
務においては，とりわけ伝統的な大陸法におい
ては，当時の心理学理論が捨て去られたという
この事実を一貫して無視している．」（シュテル

マッハ「法学と法実務への認知科学的アプロー
チ」から）
　その結果，自然科学や社会科学の進歩から
100 年遅れの法学になっています．法と経済学
が，こういう法学の轍を踏まないためには，こ
れまでお話ししてきたような新しい統計学や認
知脳科学の成果を積極的に導入しながら，ミク
ロ経済学，厚生経済学，法と経済学のモデルの
精緻化と実証化をさらに推し進めてゆくことが
必要なのではないでしょうか．確かに，モデル
が複雑化すれば解析的にエレガントな解を求め
ることができにくくなります．代わりに，コン
ピュータ・シミュレーション等による近似解の
探求が必要になると思いますが，「エレガント
さよりもリアリズム」を重視する方向が必須と
なるのではないか，というのが私の今日皆さま
に申し上げたかった結論でございます．
ちょっと時間が過ぎました．ご清聴，ありがと
うございました．

飯田：　太田先生ありがとうございました．い
ろいろな意味で法と経済学を飛び越えた，興味
深く斬新な内容のご報告だったと思います．
　講演ですので，特にもともと質問時間は設け
ておりませんが，ご質問やコメントなどがござ
いましたら，休憩時間中，あるいは直接お願い
できればと思います．ありがとうございました．
さまざまな学問分野の研究者，あと実務家の
方々の交流の場として法と経済学会が発展して
いくことを祈念しつつ，会長講演のパートは以
上で終了とさせていただきたいと思います．皆
さん，ご参加ありがとうございました．
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森：　それでは、時間になりましたので、本大
会最後のプログラムといたしまして、シンポジ
ウム 3、「COVID-19 をめぐる政策・法制度」
を始めたいと思います。私は本日の司会を務め
ます、熊本大学法学部の森大輔と申します。よ
ろしくお願いします。
　シンポジウムの資料は学会のホームページ

（http://www.jlea.jp/22_zenkokutaikai_end.
html）からリンクを張ってある Google Drive
からダウンロードが可能です。
　最初に企画趣旨を簡単にご説明いたします。
COVID-19、新型コロナ感染症が現れてから、
早くも数年が経過しております。この間に日本、
あるいは世界で各種の政策や法制度が行われて
きました。当初はちょっとパニック状態になっ
ていてなかなか冷静な評価というのは可能では
なかったと思うのですけれども、そろそろ冷静
な評価が可能になってきております。そこで、
この機会に果たしてこれまで行われてきた政策
や法制度がどう評価されるかということを、法
学や経済学者の方の知見を提供し合って議論を
行っていただこうということで、この企画をい

◆法と経済学会　2022 年度（第 20 回）全国大会講演報告◆
□シンポジウム 3

『COVID-19 をめぐる政策・法制度』
　　　　　　　　　　　　　　・開催年月：2022 年 11 月 13 日（日）14：30 ～ 16：30
　　　　　　　　　　　　　　・会場：東京大学　駒場 I キャンパス （21 KOMCEE East）

< 司会 >
森 大輔 （熊本大学法学部准教授）

< 基調講演 >
大竹 文雄（大阪大学栄誉教授）

< パネリスト >
太田 匡彦（東京大学大学院法学政治学研究科教授）
加藤 晋（東京大学社会科学研究所准教授）
米村 滋人（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

たしました。
　本日のパネリストの方々をご紹介いたしま
す。まず初めに、大竹文雄先生に基調講演をし
ていただきます。大竹先生は、大阪大学の感染
症総合教育研究拠点で特任教授をされておりま
して、それから新型コロナウイルス感染症対策
分科会の委員もされていらっしゃいます。大竹
先 生 か ら は、 経 済 学 の 知 見 に 基 づ い て、
COVID-19 対策を振り返って問題提起をしてい
ただきます。これが大体 30 分を予定しており
ます。その後、パネリストといたしまして、行
政法を専門とされております東京大学の太田匡
彦先生に、第 1 報告としてご報告いただきます。
そして、民事法や医事法を専門とされておられ
まして、それから医師でもいらっしゃる米村滋
人先生に、続いて第 2 報告としてご報告をいた
だきます。そして第 3 報告として、厚生経済学
などを専門にされていらっしゃいます東京大学
社会科学研究所の加藤晋先生にご報告していた
だきます。
　これらの報告が終わりましたら、司会からの
質問やフロアからの質疑応答に移らせていただ
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こうと思います。第 1 報告から第 3 報告はそれ
ぞれ 20 分ずつ程度の報告を予定しております。
それではまずは大竹先生、よろしくお願いしま
す。

大竹：　紹介いただきました大阪大学の大竹で
す。私は、新型コロナの専門家会議の頃から経
済学者として参加してきましたので、この経験
をもとに、この 2 年半について振り返っていき
たいと思います。
　今日、お話しする内容は、法と経済学の話と
関わるのはどうして感染症対策に経済学が関わ
るかという観点です。まず一番最初にお話しす
るのは、感染症には、負の外部性があるからだ
ということと、それから、感染対策と社会経済
活動の間にトレードオフがあるのでその両方か
ら考えていく必要があるということの 2 点で経
済学の観点が入ってくるということです。この
点について、感染が始まった最初の頃からのこ
とをお話ししようと思っています。
　新型コロナウイルス感染症については、新型
インフルエンザ等特措法で感染対策が行われて
きたわけです。しかし、緊急事態宣言も含めて、
感染対策について、特措法をもとにした行動計
画があったのですが、実際はその行動計画と大
きくずれて行われました。理由は感染症の実態
と法律で決めていたこと、想定していたことが
ずれていたということもあるのですが、当初想
定した行動計画に基づいていた方がよかったと
いう側面もあるかと思います。その点について
議論をしてみたいと思います。さらにもう一つ
議論したいのは、国民への行動制限、つまり私
権制限についてです。行動制限を規制で行うの
か、情報提供で行うかというところも混乱が
あったと思います。
　さらに、今回の感染症法改正で変わる可能性
がありますけれども、医療者の方は応召義務が
課されていますが、正当な事由があれば診療拒
否できるという状況がずっと続いている、とい
うことです。さらにこの特措法の論点で私が申

し上げたいのは、医療提供体制について当初の
特措法では臨時の医療施設の増設という医療提
供体制の供給側を増やすということについて
は、緊急事態宣言中のみ設置可能という形に
なっていました。これは実はなぜそうなってい
たかというと、これが当初の特措法では、緊急
事態宣言は長期にわたって出すということが想
定されていたのです。だから、その期間中に医
療施設を設置するということは十分な時間があ
る、と想定されたのだと思います。しかし、実
際の運用は第 1 回目も 1 カ月程度という形で緊
急事態宣言が行われ、そのときに特措法第 45
条に定められた知事による外出を控えるための
協力要請という私権制限を行う期間と緊急事態
宣言が同様に扱われた。緊急事態宣言期間中で
しか臨時の医療施設を開設できないとなると、
海外と違って日本の場合は臨時の医療施設を作
る体制にはなっていなかったのです。これは緊
急事態宣言の運用というのが、当初想定された
ものと違う形でなされたので、実務上かなり
困った形になっていたと思います。
　それからもう一つは、感染拡大の場所が、特
措法で想定されていたものと異なっていたこと
です。特措法で想定されていたウイルスは、大
規模集客施設で感染が拡大すると想定されてい
ました。しかし、当初感染が広まったタイプの
ウイルスは、3 密の状態になるような飲食店で
の感染が中心で、そこがクラスターになったわ
けです。しかし、当初の特措法では飲食店で感
染拡大するということは想定されていなかっ
た。休業要請の対象は、大規模集客施設だけで、
飲食店は想定されていなかったのです。当初は
飲食店に対する休業要請が想定されていなかっ
たので、休業要請をした場合に協力金を支払う、
あるいはそれに従わなかった場合に罰則を課す
ということも想定されていなかったのです。こ
れは特措法が改正されて、休業要請の対象施設
が変更されて対象に含まれました。
　もう一つ医療提供体制についての問題点は、
感染がまん延した場合の医療提供体制と、感染
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がまん延する前にまん延を防止するための医療
提供体制との区別が十分になってないという点
です。これは一部の医療機関かあるいは幅広い
医療機関が対応するのか、というところが違い
になります。
　感染当初は感染拡大を抑えるという意味で、
入院先や診療先を限って、感染者の行動を規制
する、ということが重要なので、一部の医療機
関が見るということが正しい方法です。しかし、
感染がまん延してしまった場合には幅広い医療
機関での受け入れに移行していくということが
必要です。この移行がうまくいっていないとい
うのが現状だと思います。
　さらに、今も問題になっていますけれども、
新型コロナの重症度というのは、変異株ごと、
あるいはワクチンの普及度によって大きく変
わってきたわけです。重症度の程度と行動制限、
あるいは対策本部の設置、特措法の対象になる
かどうかということが大きな問題になるはずで
す。ところが、重症度がどのようになれば対策
本部を廃止するのかというところが曖昧で、い
まだにその議論がされていない。特措法には、
季節性インフルエンザと重症化率が同程度以下
になれば、特措法の対象外になると書かれてい
るにも関わらず、運用ではそれが不明確です。
特にこの点については、私は基本的対処方針分
科会で政府にも聞きましたけれども、変異株ご
とに対応を変えることを明記する想定ではない
という形で答弁がありました。そうすると変異
株がどう変わっても、対応を変えないというの
であれば、特措法対象という状況はいつまでも
変わらない、ということになります。
　もう一点私が感じたこと、社会経済と感染対
策のトレードオフの問題についてです。新型コ
ロナウイルス対策分科会、あるいは基本的対処
方針分科会もそうなんですけれども、感染防止
のための行動制限についての議論と、感染対策
が社会経済に与える影響についての議論の重点
の度合いが、非常にアンバランスだというふう
に思います。

これについては、いくつかのポイントがありま
す。1 つは分科会メンバーの構成員のほとんど
が感染症の専門家で、経済学者は私と小林さん
の 2 名という形になっています。それから、法
律の専門家は臨時委員として 1 人入っていらっ
しゃるというだけになっていたということで
す。また、分科会の委員をサポートするような
エビデンスを出す専門家から構成されるサポー
ト体制がほとんどなかったことも問題です。感
染症の側の人たちも、ボランティアベースとい
うか、自分のチームで研究を行った結果を報告
するという形になっています。そして、社会経
済関係、経済学の方も、感染対策を行うとどの
ような社会経済的影響があるのかについて、私
たちの判断のもとになるようなエビデンスを出
すようなチームが政府にはなかったというのが
実際です。
　社会経済とのバランスについては大きく変
わったのは、2021 年の 1 月以降、東京大学の
藤井さんと仲田さんのチームが、感染と社会経
済活動の両方を考慮したシミュレーション分析
を積極的に行ってくださって、その結果が分科
会にも報告されるようになってからです。ただ
それまではほとんどなかったというのが実際で
す。
　それからもう一つポイントは、分科会のあり
方の問題です。当初は感染症の実態がよくわか
らなかった。よくわからなかった上に、オミク
ロン株が主流である現在と違って、感染が拡大
した当初はかなり重症化リスクも高かったわけ
です。感染症の実態が不明だったときに行う政
策と、それがわかってきたときの対応の違いと
いうのが、はっきりしていなかったと思います。
　感染症の実態がよくわからず、医学的にも対
応がよくわからないという場合に私たちができ
ることは、感染を広げないということしかな
かったのです。その頃は感染対策を最優先にす
るという社会的合意がある程度はあったと思い
ます。
　しかし、2020 年の夏の第 2 波以降では、医
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学的には治療法も確立されてきて、感染者に対
してどうすればいいかということがわかってき
ました。もちろん、治療法が確立したことと、
治せるということは別です。治療薬の開発も進
みました。そして 2021 年の春からワクチン接
種が始まり、夏以降は特にワクチンの接種が拡
大して重症化がかなり抑えられるようになって
いたわけです。その頃には、感染対策最優先以
外の価値観、つまり、社会経済活動をもう少し
重視するという価値観をもつ人も増えてきたと
思います。そうすると、新型コロナ感染症対策
分科会からの政策提言としては一つにするのは
難しい状況になってきたと思います。しかし、
分科会からの提言はワンボイスで示すという方
向が続きました。
　実際、提言のあり方としては分科会からは一
つの提言というのを出していました。その理由
としては、ワンボイスの提言でないと、政策に
反映されにくいという尾身会長の考えがありま
した。しかし、どの政策を選ぶかは政府の判断
なわけです。専門家としては複数のオプション
を出して、その中から政策の選択肢を政策担当
者が選ぶという形にするというのが、望ましい
方向だったと思います。実際には、そういう方
向は、基本的にはなかなか取られず、2022 年 4
月になって初めて複数オプション提示を行いま
した。ただ、その方向にはその後も進んでいな
いと思います。
　もう一つの問題点をここに挙げておきます
が、今日は詳しくはお話ししません。それは医
療機関への補助金の仕組みが、合理的であった
かどうかということも、法と経済学上の大きな
問題だと思います。私はうまくできていなかっ
たと思います。
　そして、最後の論点としては、分科会を通じ
て痛感したこととして、医療者と経済学者の見
解の相違がいくつかありましたので、その点に
ついて、お話ししたいと思います。経済学では、
感染対策は感染症の負の外部性に対応する、と
いうことが重要です。また、感染対策が感染症

に良い影響を与える一方で、社会経済活動に悪
影響を与えるというトレードオフを考える必要
があります。行動制限で経済活動や教育に悪影
響があるということで、バランスを取っていく
ということが重要だったんですけれども、社会
経済活動に与える影響はかなり長い間軽視され
て来たと思います。
　経済学では、負の外部性を正すために、課税
をするか補助金を出すかで対応します。日本で
実際に行われたものとしては、飲食店の休業に
対して協力金を出すというのがその例です。補
助金を出して、飲食店に休業してもらうという
ことです。感染リスクが高いところを閉じると
いうのは、ピグー補助金の考え方で行われたわ
けです。ただし、ピグー補助金、この協力金に
ついてはかなり大きな混乱がありました。飲食
店に営業時間を短くしてもらう、あるいは休業
してもらうという行動変容のために、協力金を
出しているわけです。しかし、協力金の受け手
の方は、お客さんが減ったことに対して所得再
分配として、協力金を捉えていた可能性があり
ます。例えばまん延防止措置の適用を知事に依
頼するということが、さまざまな自治体で業界
団体から行われました。これは、法の趣旨と全
く異なって、協力金が所得再分配政策だと取ら
れたことを示しています。営業してもお客さん
がいないから、協力金を出せるように知事に依
頼するということが行われたわけです。新型コ
ロナ対策分科会では、飲食店に協力金あるいは
罰則を出せるようにするかどうかということも
議論になりました。休業要請をしても協力金を
出すべきではないという議論もありました。例
えば、食中毒の場合には営業停止措置をした場
合に、別にその飲食店に協力金を払うというこ
とはないので、それと同じではないかというも
のです。それに対して、新型コロナの場合はな
ぜ協力金を払うのかということです。理屈とし
ては、飲食店という営業する上で、営業に当然
予見されるリスクであるかどうかによって違
う、というのが法律の専門家から議論がありま
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した。仮に、飲食店という事業には、新型コロ
ナの感染拡大が生じると営業時間規制になる可
能性がある、と事前に想定されていたとすれば、
飲食店という事業の当然のリスクであると考え
られるけれども、そうでないのであれば、協力
金で営業時間規制や休業を依頼するというのは
自然になるというのです。事前予見可能性とい
うのが重要だという議論になったことを覚えて
います。
　特措法の適用要件についでは、東京大学の岩
本康志さんが一連の議論をされています。ある
感染症の政府対策本部が設置されると、その感
染症が特措法の対象になる。対策本部が設置さ
れるのは、当該感染症が「全国的かつ急速なま
ん延により国民の生命および健康に重大な影響
を与える恐れがある」という状況である。どん
なときに重大な影響を与えるかという定義は、
特措法に書いてあって、季節性インフルエンザ
にかかった場合の病状同程度に比べて、相当程
度重い状況と書かれています。そして当該感染
症がその条件を満たさなくなったら対策本部は
廃止されるとされていて、特措法の適用でなく
なるということになります。
　この規定は結構重要です。まん延防止等重点
措置の前提条件もはっきり書いてあります。「肺
炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかっ
た場合に比べて相当程度高い」となっています。
2022 年 1 月から流行している変異株のオミク
ロン株というのは、この条件を満たしていな
かったのです。そこで私が、基本的対処方針分
科会や新型コロナ感染症対策分科会で、まん延
防止等重点措置の実施や延長をめぐって政府と
議論したのはこの条件についてです。この変異
株はまん延防止等重点措置の発出の条件を満た
してないのではないか、ということを質問した
わけです。それに対する、政府の回答は、変異
株ごとにこの規定を満たしているか判断してい
るわけではないというものでした。その対応だ
と永遠にまん延防止措置を廃止できないです
し、特措法対象であり続けることになります。

新型コロナウイルス感染症は、確かに当初は肺
炎が非常に深刻な問題で、重症化率が高かった
というのは事実です。それがその後の変異株で
重症化率が変わってきてもこれを廃止できない
状況になっている、というのは問題だと思いま
す。
　重要なのは、人権制限をしてもよいという特
別な対策の根拠となる条件というのは、感染症
の感染拡大による被害の深刻さと、それ以外の
リスク、この感染対策によって私たちがさまざ
まな権利を失うということの被害とを比べて、
相対的に決定すべき議論のものです。新型コロ
ナウイルス感染症は、季節性インフルエンザと
比較できないと、感染症の専門家は主張される
のですが、そういう問題ではないのです。季節
性インフルエンザの致死率とか重症化率という
指標はどのくらいの危険な病気であるかという
ことを示す例で、そういう指標で新型コロナウ
イルス感染症の危険度を比較しているのです。
他のリスクもたくさんある中で新型コロナウイ
ルス感染症を特別視しないといけないかどうか
ということを考える指標なのです。その点を
しっかり理解しておくということが重要だと思
います。
　最後に、新型コロナウイルス対策分科会で感
じた、経済学者と医療関係者の考え方の違いに
ついて 6 点について整理しておきたいと思いま
す。第一に、医療関係者の方は、感染を抑える
ことだけが目的で、感染対策と社会経済活動の
トレードオフは基本的には考えない、というこ
とを感じました。感染者数あるいは、医療機関、
保健所への負荷を最小化すること目標になって
いる。これに対して、感染対策と社会経済活動
の間にはトレードオフがあるでしょう、感染対
策としての行動制限を強化すると社会経済活動
にマイナスの影響があるでしょう、ということ
を申し上げると、もし感染対策が経済に悪影響
を与えるのであれば、経済対策で対応すればい
い、と反論されました。つまり金銭的な損失が
起こるのであれば、金銭的な給付で対応すれば
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いい、というのです。私たち経済学者は、行動
制限によって社会経済活動に悪影響が出れば、
分配できるパイ自体が変わるので、金銭的な給
付だけでは対応が不可能なので、トレードオフ
がありますよ、と申し上げましたが、なかなか
理解はしていただけなかったのです。それが、
ずっと続いています。
　第二に、検査についてです。これは医療側の
人たち、だいぶ今は変わりましたけれども、当
初は感染者を発見するための費用便益の計算を
されていて、陽性率が高いと考えられる事前確
率が高いような人だけ検査をすべきであって、
陰性の可能性が高い人にわざわざ検査をする意
味はない、ということでした。これは陽性であ
ることを見つけることだけに価値があればその
通りです。しかし、経済活動を活性化するとい
う意味では、特定の人が陰性である可能性が高
いという情報も価値があります。なかなかこれ
も理解されなかった。実際には医療機関では、
無症状の人にも検査をするということになって
いきましたし、一般にも陰性証明の形で検査が
利用されるように変わっていったわけです。　
　第三に、行動規制の効果についてです。医療
側の人たちは、緊急事態宣言あるいはまん延防
止措置などの行動規制によってしか人々は行動
を変えてくれないんだと考えられていました。
そのため、ロックダウンを日本でも可能にすべ
きだと主張されました。これに対して経済学で
は、人々は感染リスクやあるいは医療崩壊等の
情報によって行動変容すると考えます。行動制
限がなくても医療崩壊等の情報が出されている
と人々の行動が変わってしまう、と考えます。
情報提供のあり方が非常に重要だという一連の
研究があって、そういうことを申し上げました
けれども、これもなかなか、伝わりませんでし
た。
　第四に、医療提供体制についてです。医療側
の人たちは新型コロナウイルス感染者を診療・
治療するための専門人材が限られているので、
コロナ医療を拡大すると通常医療を制限する必

要があると主張されました。そのため、コロナ
に対する対応の医療提供体制の拡充はそもそも
できないので、行動制限で感染拡大そのものを
抑えることが必要だという議論に常になってい
たわけです。経済学者である私と小林慶一郎さ
んは、新型コロナウイルス感染者であっても、
その症状の程度によって必要とされる医療設備
や専門能力の程度は異なるので、医療提供体制
の拡充は可能だと主張しました。また、医療提
供体制拡充に適切なインセンティブ設計をすれ
ば、もう少し広がるはずだということも提言し
ました。しかし、これがうまくできていなかっ
たというふうに思います。
　第五に、ワクチン接種のインセンティブにつ
いてです。オミクロン株に対するワクチンの効
果と 2021 年の頃のデルタ株までの話はかなり
違うのですが、新型コロナのワクチン接種が本
格化する前の段階で、ワクチン接種のインセン
ティブについての考え方に相違がありました。
mRNA という新しいワクチンの接種率が上が
らない可能性とその対策について、分科会のメ
ンバーで接種の前に議論していました。私たち
経済学者は、接種にあまり積極的でない人たち
に接種してもらうためには、金銭的インセン
ティブを考えるべきだということを申し上げま
した。医療側の方は、金銭的インセンティブで
動く人は少ない、ワクチンは社会のために受け
るべきで、そういう側面を強調すべきだ、とい
う議論をされました。私はこれに反論しようと
思って、まだ若年層がワクチンを接種していな
い 2021 年 6 月に、若年層を対象に自分でアン
ケート調査をしました。結果的には、医療側の
人が正しかったというのがわかりました。いく
らの金額をもらったらワクチン受けますかとい
う仮想的な質問で調査をしたのです。無料なら
受けるという人がこの年齢層で 75% いました。
無料ならワクチンを接種しないという人には金
銭的インセンティブは効果があるのですが、無
料でも接種すると言った人の 1 割ぐらいは、金
銭的インセンティブがあると受けないという結
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果になりました。無料でも接種するという人の
方が多数派なので、金銭的インセンティブをつ
けるとワクチン接種希望率が下がるということ
になりました。したがって、金銭的インセンティ
ブを使う場合には、そのタイミングが非常に重
要だということになります。まずは無料でワク
チンを接種してくれる人に、全員接種しても
らってから、既接種者全員に対してワクチン金
銭的インセンティブをつけるという形にする必
要があるということです。結果的に、日本はそ
れに近い形にしたと思います。
　第六に、ワクチンの後の出口戦略についてで
す。私は、感染症対策の出口戦略について議論
すべきだと常に思っています。しかし、出口戦
略を議論すべきかどうかについて、対立が続い
てきました。将来ワクチン接種率や感染状況が
こういう条件になったら行動規制の解除がある
とわかると、人々は今頑張って行動変容すると
経済学者は考えます。しかし、医療者の方は将
来行動規制が解除されると言うと今から緩むの
で、出口戦略そのものを議論してはいけないと
主張されました。
　最後に、今でも私自身は新型コロナに対して
過剰な感染対策が取られていると思いますけ
ど、なぜ取られているのかということについて
申し上げたいと思います。それは、感染拡大初
期の感染症に対する印象が非常に強くて、その
情報が十分に更新されていないのだと思いま
す。重症化率は低下しましたし、治療法はかな
り早い段階で確立されていましたけれども、そ
うした情報はあまり知られていなかったと思い
ます。ワクチンの普及によって感染症の症状は
どうなったか、変異株の情報がどうか、という
ことについての更新が十分されなかったので、
いまだに過剰な対策が取られているのではない
か、と思います。もう一つは、感染対策によっ
て社会経済活動にどのような影響があるか、と
いうことの情報提供が少なかったのだと思いま
す。 そ う い っ た 情 報 の 歪 み と い う の が
COVID-19 への対策や制度の歪みを産んだので

はないかというふうに思っています。以上です。

森：　どうもありがとうございました。それで
は続いて太田先生にご報告をいただきます。よ
ろしくお願いします。

太田：　皆さま、こんにちは。ただいまご紹介
にあずかりました東京大学の太田匡彦です。専
門は行政法と呼ばれる分野であり、その他に社
会保障法も研究対象としております。予めアッ
プロード致しました原稿を適宜ご参照いただき
ながらお聞きいただきたいと思います。また、
本日は、会員でないにもかかわらず法と経済学
会にお招きいただき、このような機会を与えて
いただきましたことに、厚く御礼申し上げます。
本日は学会企画運営委員会からのご依頼に基づ
きまして、今回の COVID-19 に対する政府の
対応に関して、すでに発表しました私の論考に
おける問題関心と考察、その延長線上に生じた
関心を中心にお話ししたいと思います 1。
　学術論文としてすでに発表したもの 2 におけ
る私の関心は、感染者に対する措置、とりわけ
入院措置、自宅療養、宿泊療養がどのような思
考に基づいて行われているかの把握にありま
す。論文では、それぞれの措置の対象者が仕分
けされており、実際には、感染症まん延防止の
ための隔離の措置であると同時に、利用できる
医療資源を踏まえて医療を提供するべき患者を
選び出すという医療の分配が行われているこ
と、またその背後にある思考を明らかにするこ
とに注意が向けられました。
　公表した論考は 2020 年のものであり、当時

1　自己のこれまで行ってきた研究を簡単に述べ、
また議論のためのコメントをせよという趣旨の依頼
であったという理解から、他の文献や通達等の資料
を注記することは行わない。
2　太田匡彦「新型コロナウイルス感染症にテスト
される感染症法」（2020 年 9 月、11 月）笠木映里ほ
か編『新型コロナウイルスと法学』（2022 年）33-46 頁、
同「『危険』に即した医療等の分配――続・新型コ
ロナウイルス感染症にテストされる感染症法」論
ジュリ 35 号（2020 年）37-46 頁。
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は通達に基づいてこの分配が行われておりまし
たが、現在では、感染症法およびそれに基づく
委任命令により、その基準が法規範上も一応は
示されています。感染症法 26 条 2 項および同
法施行規則 23 条の 6 各号（2022 年度学会開催
当時 3）に示された COVID-19 患者のうち入院対
象となる患者は、（i）高齢者、いわゆる基礎疾
患を有する者、妊婦等、重篤化可能性を類型的
に持つか、現に中程度または重度の症状を示し
ている者、その他、医師の医学的判断に基づき
入院の必要がある者（規則 23 条の 6 第 1 号～
7 号）、（ii）このほかに、知事が感染症のまん
延を防止するために入院の必要を認めるもの

（同条 8 号）、さらに（iii）宿泊療養・自宅療養
の求めに応じないもの（法 26 条 2 項）です。（iii）
の類型を除くと、（i）と（ii）の区分は、重篤
化可能性という感染症の危険、すなわち患者に
とっての感染症の危険に対応するための医療の
必要を観念し、その必要性の高い者を入院措置
の対象として選び医療を提供するという思考に
基礎付けられ、（i）が医療の必要の高い者に対
応する類型です。他方、この定めの下で入院措
置の対象とならない患者は、宿泊療養・自宅療
養の対象となります。すなわち、感染症の今一
つの危険である、非感染者への伝染可能性につ
いては、入院措置、自宅療養・宿泊療養で対応
しているということができます。その上で、入
院措置の対象となる（ii）の類型は、医療資源、
主として病床に余裕がある場合に行われるもの
と考えられます。
　しかし、法の基準を遵守した入院措置が続け
られる保障はありません。感染状況は法のあり
方と無関係だからです。感染がまん延し医療資
源がひっ迫すれば、法の定める入院措置対象者
全てを入院させることも困難になります。この
ように病床が不足し、入院措置を十分に行えな
くなった場合、入院措置の対象とするべき患者

3　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和 5
年厚生労働省令第 74 号）により削除された。

が宿泊療養に回されます。また、このような場
合でなくとも、宿泊療養に利用できる施設数が
足りない場合、本来であれば宿泊療養となる対
象者について、自宅療養を求めることになりま
す。これらの場合も、行政は基準を作り、これ
らの措置の対象者となる患者の仕分けを行わな
くてはなりません。今年の 8 月、東京や神奈川
のウェブサイトを見ると、宿泊療養対象者を非
常に限定していたことが確認できました。
　このように、感染者に対する措置は、公衆衛
生上の危険が生じたことを原因として、患者の
人権を尊重しつつ当該危険への防御となる措置
を行うという観点からだけで捉えることはでき
ません。医療提供という側面に着目しても、要
件を満たせば給付を行うという形でとらえるこ
ともできません。ここでは、利用できる資源を
見通しながら、危険からの防御と医療の分配と
が行われていると捉えなくてはなりません。そ
の際には資源との関係で、措置の基準となる感
染症の危険の閾値も実は動いていることになり
ます。
　措置を行う基準となる危険の閾値が動き、そ
の背後には利用できる資源量を見越した分配の
思考を観察できるという構造は、非感染者に対
する行動制限にも見て取ることができます 4。非
感染者に対する行動制限は、以下のような思考
を踏まえて行われていると考えられます。
　第 1 に、感染症のまん延が持つ危険を理由に
行動制限を基礎付ける場合、感染症が持つ重篤
化可能性と、感染者の発生状況が影響を与える
医療資源のひっ迫度合いとに応じて当該危険の
閾値が変わります。すなわち、ある自由の行使
に伴う感染の危険について、従来は許容してい
たとしても、感染者が多く発生し、医療資源の
ひっ迫度合いが高まれば高まるほどその危険も

4　この関心については、2021 年度「高校生のため
の東京大学オープンキャンパス」のための録画講義
である太田匡彦「感染症の危険、医療の提供、自由
の制約――感染症対策の関連と背後にある『分配』
について」において、概要を述べたことがある。東
大 TV（https://todai.tv/）から参照できる。
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許容できず、制限が必要となるという構造を持
ちます。その際、第 2 に、非感染者に対する行
動制限は、感染者に対する行動制約に比べれば
低い感染の危険、つまり低い伝染可能性を理由
に、必ずしも完全ではない情報のもとで、類型
的に行われます。第 3 に、行動の制約を具体的
に行う際、当該行為が持つ感染の危険、つまり
伝染可能性のみならず、自由の行使として表れ
る活動の有用性なども評価して制限するか否か
が判断されている要素も見いだせます。
　この第 3 の要素は、その考え方自体が自由と
いう考え方に緊張をもたらすものです。と同時
に、この思考を踏まえますと、制限されない活
動は、むしろそれを行うよう要求されるという
側面が現れてまいります。このように考えます
と、非感染者に対する行動制限において行われ
ていることは、自由の分配であると言えましょ
う。まん延防止重点措置、緊急事態宣言が、結
局は、医療資源のひっ迫度合いに強い注意を向
けつつ、行動制限の程度を集約的に示す機能を
持ち、また、重点措置が緊急事態宣言の前段階
であるような印象を与える強弱の関係に立つ形
で運用されたと考えられることは、このことを
示していると思われます。
　また、他方において、2022 年 7 月から 8 月
に観察された、重篤化可能性の低い患者を入院
させず、病床利用率が低いことを理由として行
動制限を行わないでいるうちに、感染者数と濃
厚接触者数が増加し、そのゆえに社会で活動で
きる人が減少したとして、濃厚接触者の基準を
緩和する、つまり、行動制限の範囲・程度を弱
めるという現象も、以上の思考の裏返しといえ
るでしょう。ここでは、行動制限を行う基準と
なる感染症まん延の危険の閾値を高く設定する
と、感染症がまん延した場合に、社会において
活動できる非感染者・非濃厚接触者が少なくな
るが故に、行動制限を行う必要がないという段
階を通り越して、個々人が持つ伝染可能性の危
険に対する評価も低めて行動制限を緩め、社会
において活動する人を確保しなくてはならない

という現象が生じています。ここで生じる制限
の緩和は、単なる緩和ではなくて、制限が緩和
された以上社会で活動することを求めるもので
す。例えば、このことは、2022 年 7 月末に病
院および保育所で働く人々に対して、濃厚接触
者の行動制限を緩和した際によく表現されてい
ます。濃厚接触者となる基準を緩め行動制限を
緩和したから出てこい、ということです。ここ
でも自由の分配という性格が生じています。
　以上の考察は、実務が行っていたこと、ある
いは行おうとしていたことの合理的な再構成を
試み、かつ、感染者に対する介入、非感染者に
対する介入、それぞれの構造と連関を全体とし
て明確化し、公法学の観点から考察・評価する
という問題関心からの検討です。このような問
題関心は、危険に対する防御のための必要最小
限の規制のみが、それゆえに許されるという理
解が、感染症対策の動態性に比べてあまりにも
静態的であるのみならず、感染者に対する措置
と非感染者に対する措置との関連を捉えていな
いという意識、また、背後にある資源の問題を
等閑視しすぎているという意識に由来します。
これらのことを踏まえて、本来はもっと動態的
な捉え方をすべきです。もっとも、この検討は、
実務をとらえるための醒めた観察を旨とするも
のです。例えば、自由、生存権あるいは安全と
いった価値理念から評価する要素はほとんどあ
りません。それゆえに、なお課題を持ちます。
　まず、「法と経済学」研究者、あるいは経済
学者、数量的研究方法を身につけておられる研
究者への期待から述べます。実証主義的で、か
つ数量的な研究方法を身につけている研究者―
―典型が経済学者――と標準的と想定される法
学者とを比較した場合、経済学者は以上の議論
を仮説と理解されることと思います。以上に見
た思考の構造と、それぞれの局面での閾値の変
動とを示すようなモデル、数式化されたモデル
がもし明確に示されるのであれば、法解釈学を
研究している私からも、それは望ましいもので
す。閾値が変動するという観察からすれば、関
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数に代表される数理モデルの方が、より明瞭に
その構造を示すと思われるからです。また、こ
のようなモデルがすでにあるのであれば、デー
タも踏まえたその検証が必要でしょう。
　次に、実定法学者としての課題を述べます。
以上のモデルは、法規制全体の背後にある思考
を明確に示し、その問題点を明らかにすること
に資するのではないかと思われます。私のよう
な実定法学者は日常言語だけでわかったことに
してしまうのですが、相互に関連する措置の奥
にある思考の関連をさらに明確に把握して示す
ことは、各措置・制度の特色を捉え、その適法
性などを論じる際にも、有益でしょう。例えば、
医療資源を視野に入れながら行動制限という形
の自由の規制を行う、あるいは、自由の行使と
して表れる活動の必要性を考えて、一方で危険
性のある行為であっても継続を求め、他方で他
のヨリ危険の低い行為についても自粛を要請す
る、あるいは規制するといった措置の構造は、
本来、従来の公法学が基本としてきた、危険の
除去のために必要最小限の規制のみが許される
という発想からは正当化が難しいのではないか
といった問題を真剣に論じ、感染症対策として
行われる措置の正当化可能性とその限界を探る
ための前提としての意味があると思われます。
　その他の問題について一言致します。行政法
学者から見た場合、今回のコロナ対応として行
われたそれぞれの措置の実効性を確保するため
に取られたさまざまな手法も一定の興味を引き
ます。法制度上、有形力の行使による強制も可
能な、しかし実際に有形力を行使した強制は行
われなかったと思われる入院措置から、営業規
制などの局面における命令による義務賦課、あ
るいは行政指導、刑罰・過料を通した威嚇、そ
れから公表、つまりさらし者にするということ
ですが、この公表を通した威嚇、補助金による
誘導、それから経済的負担による誘導といった
措置も用意されました。これらの措置が示した
実効性が実際にはどのようなものであったか
を、量的に測定できるのであれば、それは行政

法学にとっても興味深い実証研究となるだろう
と思われます。他方、行政指導、あるいは広報
と捉えられる手法の評価も問題です。広報と呼
ばれる措置は、今回、上品に情報提供と呼ばれ
ましたが、明らかに政府は情報提供をして、だ
からこうしてくれと言っていますので、これは
もう宣伝、広報という性格を持ちます。こういっ
た行政指導あるいは広報として捉えられる自粛
の要請が実効性確保手段の主力をなしたことの
評価は、もちろんさまざまにされています。し
かし、行政指導を初めとする各種誘導措置を見
慣れてきた行政法学者としては、その量的な拡
大版であったにとどまり、これまでの日本と同
じであったというのが率直な感想です。行政法
実務と行政法学が持っているメニューが、その
問題点とともに、これまでのように用いられた
という印象を超えるものではありません。ただ
し、即時強制と目される入院措置の拒否に対し
て過料による制裁が感染症法改正により追加さ
れた点は、行政法学上、興味深い理論的問題を
投げかけていると思われますが、これはこの学
会の性格に鑑みここでは立ち入らないことにい
たします。
　私からのコメントは以上になります。ご清聴
ありがとうございました。

森：　どうもありがとうございました。続いて、
米村先生にご報告をいただきます。よろしくお
願いします。

米村：　ただ今ご紹介にあずかりました、東京
大学法学政治学研究科の米村でございます。ど
うぞよろしくお願いいたします。私は学会員で
はございませんが、これまでも何度か法と経済
学会にお招きいただいたことがあり、今回もこ
ういった形で登壇の機会を頂戴いたしましたこ
とに、厚く御礼申し上げます。
　冒頭で森先生から若干ご紹介いただきました
ように、私は基本的には民法学者でして、普段
は民法の教育研究を行っておりますが、もとも
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と医学部出身で内科医ですので、そういったこ
ともありまして医事法の研究にもずっと取り組
んできております。コロナの問題に関しては、
医事法学者としての立場でいくつか論文を公表
し、あるいはさまざまな場で発言したりもして
きたところで、今日は、大竹先生の問題提起を
踏まえながら、法律家の視点からコメントを差
し上げたいと思っております。
　本日の内容は 3 点ありますが、「1　はじめに」
で、問題の全体像をお話しします。「2　感染症
対策と権利制約の問題」では、やや抽象的な話
になるかもしれませんが、法的に今回の問題が
どう捉えられるのかという全体構造を少しだけ
お話しさせていただきたいと思います。その上
で、「3　医療提供体制の問題」で各論的な問題
について若干の視点と現状分析をお話ししたい
と思います。
　まず「はじめに」ですけれども、私は、先ほ
ど申し上げた通り医師の資格を持っておりま
す。ただ、私の専門は循環器内科であり、具体
的には心臓病や高血圧の診療が専門でして、感
染症分野ではありません。しかし、実際に感染
症の専門家と言われる人たちも実はそれぞれの
専門がありまして、患者さんを診る感染症内科
の人もいれば、細菌やウイルスの構造を分析す
る人もいれば、あるいは社会全体での感染動向
や予防策を検討する感染症疫学の人もいて、必
ずしも一致しているわけではありません。基本
的に専門家というのは、自分のことを振り返っ
てみてもそういう部分がありますけれども、自
分の専門以外のことは詳しくは知らないわけ
で、実は感染症の中でも、いろいろな分野の違
いがありますので、よその専門については本当
はよく知らないはずなんです。しかしそれを、
マスメディアは「感染症専門家」がすべてのこ
とを知っているかのごとくに扱います。例えば、
感染症内科の医師に、「なぜこんなに広がって
いるんでしょうか」とか、「国民はどう行動し
たら防げるんでしょうか」とか聞くわけですが、
そんなことを内科医に聞いたってわかるはずが

ありません。目の前の患者を治すのが内科医の
仕事であって、まん延の原因や予防策について
は全くの素人です。私は、専門家が専門外のこ
とを聞かれたら、「私は専門ではありません」
と答えるのが誠実だと思うのですが、そういう
ことを聞かれた専門家たちも、なぜか喜んでテ
レビに出て専門外のことについていろいろ意見
を言うというようなことがあり、その積み重ね
が現状を作り上げているのではないか、という
のが私の認識です。
　私は、法律家として、コロナ対策に関連して
何がよい制度なのかということを考えたいと
思っております。ただ、その前提として一定程
度、コロナ感染症の特徴やリスクなど、医学的
な背景知識を含めたコロナ感染症に関する理解
が必要であると思います。以下では、そのよう
な観点から必要な限度で一定の医学的知見を前
提に話をさせて頂きます。
　制度面に関して、この問題が複雑化・深刻化
する背景は、2 つあります。一つは感染症に関
する法制度の問題があります。もともと感染症
法や特措法というのは、基本的な制度設計とし
て今回のコロナ感染症のような大規模感染症を
あまり想定しておりませんでした。先ほど大竹
先生から、各論的な問題へのご指摘として、多
数の問題に関する言及があったところです。た
だ、そういった問題意識は希薄で、感染症法や
特措法の根本的な構造から考え直していかなけ
ればならないというような議論にはなっていな
いことが、一つの大きな問題であるように考え
ております。
　それからもう一つは、医療制度、医療提供体
制の問題です。日本の医療制度も、大規模感染
症の医療に適した医療体制にはなっておりませ
ん。よく言われることですが、日本では民間病
院が 8 割以上を占めていて、しかも病床数の少
ない中小規模の病院が多いという状況がありま
す。病床も人材も分散しているということにな
ると、機動的に医療機関の機能を変更したり、
柔軟に役割分担をしたりというようなことが進



- 90 -

法と経済学研究　17巻1号（2024年4月）� 法と経済学会

めにくいわけです。そういった構造的な原因が
あって今の状況が起こっているわけですが、な
かなかそういうところに議論が至らないという
ところが根本的な問題としてあるように思いま
す。
　そこでもう一段、抽象度を下げまして、2 の
感染症対策と権利制約の問題に入ります。コロ
ナ感染症に関連する問題はいろいろなものが
あって、私もさまざまな問題について今まで議
論をしてきたのですが、ある程度一般化すると
どのようなことが言えるか、ということにつき
お話をさせていただきたいと思います。コロナ
禍では、コロナ感染症のまん延を防止するため
に、誰かに何かを我慢してもらおうという言説
が極めて多く見られました。特にマスメディア
を通じてそういう言説が喧伝されたということ
は非常に多かったわけです。ただこれをそのま
ま法的強制を伴う制度として確立するというこ
とになりますと、感染症対策、これは公衆衛生
と言い換えても同じことだと思いますが、公衆
衛生のために個人の権利を制約し得るかという
問題が発生することになります。ここでは「一
種の利益衡量問題」と書きましたけれども、伝
統的な法律学の枠組みでは、これは利益衡量の
問題として捉えられる問題ということになりま
す。
　具体例として、感染者・発症者の権利制約の
問題を挙げることができます。これについては、
感染症法上の入院措置――これは強制入院と言
われることもありますが、正式には「入院措置」
という言い方になります――が典型例です。加
えて、積極的疫学調査というものもありますし、
陽性者の行動制限や陽性者情報の公表、これら
は、先ほど太田先生からも言及があった問題で
すが、これらの問題が感染者・発症者の権利制
約の例ということになります。それから、一般
住民や一般事業者に対する権利制約の問題も挙
げられます。その例としては、特措法に基づく
緊急事態措置としての行動制限、飲食店・大規
模施設等の営業制限などが挙げられるわけで

す。
　この種の利益衡量問題に対して、法律家はど
うアプローチするのか、ということです。経済
学全体を一般化する議論がいいのかどうか、経
済学にももちろんさまざまな分野にさまざまな
考え方の先生方がいらっしゃると思うのです
が、私の今までの印象では、経済学の先生方が
最も多く展開される議論のパターンというの
は、ある種のモデルを置いて計量的な分析を加
え、どちらがよりよい結果をもたらすかという
分析ではないかと思っておりました。これに対
して、法律家はもう少し何段階かに分けた議論
の仕方をするのが基本であるように思います。
　まず①として、制約される権利はどの程度重
要か、ということを考えます。これは「対抗利
益との比較可能性」と書きましたけれども、そ
もそも比較可能なものを比較しているのか、と
いう問題を提起するのが、法律家の思考法の最
初のステップではないかと思います。そこで比
較可能だということになった場合には次のス
テップに進みます。②として、対抗利益の保護
のために権利制約が許されるか、という問題を
考えます。これについては「実体的正当性」と
書きましたけども、実体法の問題として、その
種の権利制約がそもそも許容されるか、という
問題です。③として、対抗利益の保護のために
権利制約の手続は適切か、という問題を考えま
す。これは「手続的正当性」と書きましたけど
も、仮に権利制約が実体的に許されるとしても、
それにふさわしい手続ややり方があるはずであ
り、それをきちんと踏まえて制度設計されてい
るか、ということが問題になるわけです。そう
いった形で問題が区分されていく、というのが
法律の典型的な議論のパターンではないかとい
うふうに思います。
　抽象論ばかりではいけませんので、一つの問
題の例として、特措法による事業者規制の問題
を挙げたいと思います。特措法で緊急事態措置
またはまん延防止等重点措置として、飲食店や
商業施設等に対してたびたび時短要請、営業自
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粛要請が行われてきました。ここでは「営業自
粛要請」と書きましたけども、実はこれは単な
る「要請」ではなく、特措法 45 条では後に命
令の裏付けがありまして、要請を受け入れない
場合には最終的には罰則付きで強制が働くとい
う仕組みになっております。こういった問題が
今、訴訟にもなっておりまして、果たして適切
な時短要請、営業自粛要請がなされてきたのか
どうかが問われている状況があるわけです。こ
ういう問題に先ほどの法律家の考え方を当ては
めますと、まず最初に利益の比較可能性が問題
になるわけですが、感染症対策は絶対善ではな
い、というのが私の基本的なスタンスです。こ
れは、他の利益との比較を不可能にするほど感
染症対策が重要だと考えられるものではない、
ということですが、さらに言い換えると、世の
中のどんな利益を犠牲にしても実現しなければ
ならないような事柄ではない、ということです。
ここが、先ほど大竹先生がおっしゃった、いわ
ゆる感染症専門家と経済学者――私は法学者も
同じだと思いますが――の違いであろうと思い
ます。要するに、「感染症専門家」とされる人
たちは、感染症のことしか考えていないという
ことです。自分がやっていることが絶対善だと
思い込んでやっている。それだけのことで、そ
れは間違いだということです。絶対善ではない
のですから、他の対抗利益と比較可能であって、
感染症対策によって損なわれる利益との間で比
較衡量を行わなければならないということで
す。
　その上で、比較可能だということになると、
さらにいくつか考えるべき点が出てきます。ま
ず、感染リスクの高い飲食店と感染リスクの低
い飲食店を同列に扱うことは、果たしてよいの
か、という問題があります。リスクには大小が
ありますので、それらを区別することが必要だ
というのが、私の基本的な問題認識です。また、
オミクロン株の感染拡大期には、飲食店よりも
職場内感染や学校・保育施設等での子どもの感
染が多いという事実がありました。これは特に

今年の前半、第 6 波と言われていた時期に顕著
になったことですが、そういった傾向を踏まえ
て、果たして飲食店を狙い撃ちにする規制に感
染症対策としての有効性・合理性があったのか
ということもまた大きな問題だったと思いま
す。
　実は、こういう問題について、公法学には「比
例原則」という考え方があります。その内容に
ついては、時間の関係もあり、また私は専門外
ということもありますので、あまり詳しくは申
しませんが、規制の必要性に比例した規制のみ
が許されて、必要性を超えた過剰規制は違法で
あるというのが、ごく簡単に要約した比例原則
の内容です。その結果、リスクの高い活動を強
く規制することが許される一方で、リスクの低
い活動を強く規制することはできない、という
ことになります。こういった考え方がもともと
法律学にはあるわけですが、これが今回のコロ
ナ対策ではなかなか実際に適用されて議論が進
むということはなかった、というのが大変残念
なことだったと思います。各事業者の感染リス
クや有効性・合理性を無視した規制は違法にな
るはずなのですが、そういったことがきちんと
検証されないままに、今まで同じような規制が
３年間にもわたって続いてしまっているという
のは、かなり問題ではないかというのが私の認
識です。
　次に、「3　医療提供体制の問題」に進みたい
と思います。医療のひっ迫というのもコロナ禍
のかなり初期段階から繰り返されてきたキー
ワードで、感染状況が悪化するたびに、医療の
ひっ迫が起こっているということが行動制限を
正当化する根拠とされてきたところです。しか
し、そもそもなぜ医療がひっ迫するのかという
検討が不十分ではないのか、医療ひっ迫の原因
や背景を探る必要があるのではないか、という
のが私の当初からの疑問でした。これは 2020
年 8 月段階で私が考えていたことで、今では、
この後すぐお話ししますが、ある程度その原因
や背景事情が明らかにされています。
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　医療ひっ迫の原因は、一言で言えば、現在新
型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療
機関と受け入れない医療機関が存在するという
こと、その結果として、コロナウイルス感染症
患者が増加した場合に、一部の医療機関に負担
が集中する構造が生まれていること、そして、
複数の医療機関で患者を適切に配分する仕組み
もないので、負担の偏りが医療ひっ迫を招いて
いること、そういうようなことが背景となって
いるわけです。私はこのことを、2020 年 8 月
のシンポジウム（日本医事法学会・東京大学研
究事業共催）で指摘しました。そのシンポジウ
ムにはメディアの記者なども来ていたのです
が、当時はほとんど関心を持たれなかった、と
いうところがあります。その年の 12 月段階に
なって感染者が急拡大して、一部のマスメディ
アが関心を持ち始め、私があちこちのメディア
を通じてこういうことを言い始めたところ、同
じくらいの時期に何人かの人が同じようなこと
を言うようになったということもあって、よう
やく世間的に医療ひっ迫の原因が知られるよう
になりました。つまり、医療ひっ迫といっても、
実は一部の医療機関がひっ迫しているだけで、
他の医療機関はさほどひっ迫してはいない、そ
ういった負担の偏りがあるというのが大きな問
題なんだということが知られるようになってき
たわけです。医療体制の問題に手をつけず、ひ
たすら一般住民の行動制限を求める日本医師会
の姿勢にも批判が集まった、ということがあり
ます。
　さらにその背景には、日本の医療の特徴があ
ります。先ほども少しお話ししましたが、日本
では病院の 8 割が民間病院で、特に都市部ほど
その割合が高いということがあります。また、
医療機関の自由裁量性が大きいというのも日本
の医療制度の特徴で、行政側で民間病院に対し
て医療内容に関する具体的な指示・命令を出す
ことはほぼ不可能になっています。それから、
医療機関の間の連携も脆弱で、地域内での機能
分担も十分にされていない、という現実がある

わけです。
　基本的な問題状況を説明するために図を描き
ました。これは、コロナ感染者ないし疑い者の

「流れ」を示したものです。まず、自宅で感染
が疑われる人が出てきた場合に、こういう人は
最初に一般の医療機関にかかるということにな
ります。ただ、ここも以前は保健所が全件予約
調整をしており、専門の発熱外来だけで受け入
れる体制にしていました。何月何日何時何分に
○○病院の発熱外来の予約を取ります、という
ようなことをすべて保健所が調整していたわけ
です。そんなことを、１日に何万人も感染者が
出るような状況でできるはずがないのですが、
当初はそういうことをやっていました。今はも
うこの仕組みはなくなり、受診希望者が自分で
発熱外来を予約するようになっています。とこ
ろが、コロナ感染が確認された場合に一般医療
機関から新型コロナの受け入れ医療機関に転送
する場面では、今でも保健所が調整を行う形に
なっています。あるいは介護施設などの施設の
中でコロナ患者が発生したというような場合、
一般の医療機関では、コロナ患者を直接的に受
け入れてコロナの治療をするということはでき
ませんので、どこかの新型コロナの受け入れ医
療機関に転送しなければならないわけですが、
その転院調整は保健所がやっているようです。
　それから、新型コロナ受け入れ医療機関であ
る程度治療されて、必ずしももうコロナ専用病
床で治療を受ける必要はない、一般病床でも治
療できるという状況になったときには、後方医
療機関に移すというのが基本的なストラテジー
なんですけども、ここもうまくいかないという
ことが、今までの医療ひっ迫の大きな原因と
なっていました。ある程度治った人が、ずっと
新型コロナ受け入れ医療機関の専門病床を埋め
ているということが、新たな患者を受けられな
いことの大きな原因だったわけで、後方医療機
関を拡充させるというのも重要な課題になって
いるわけです。そこで、きちんと後方医療機関
の病床を確保して、しかもスムーズに患者の転
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送を図るというのも、保健所の必須業務になっ
ています。どうしても保健所の業務がひっ迫す
るというのは、こういった構造に由来していま
す。
　ですから、一般医療機関から新型コロナ受け
入れ医療機関、受け入れ医療機関から後方医療
機関、の 2 つの患者転送が重要であるわけです
が、地域医療連携などがきちんと構築されてい
る地域で、医療機関同士がほとんどツーカーで
やり取りができてしまうようなところだと、医
療機関だけで患者の紹介・転送がスムーズに実
現できて新たな患者もどんどん受け入れられる
ということになり、保健所の負担も大きくなら
ないはずなのです。しかし、一般的にはそれが
できません。できないのは、先ほどお話しした
日本の医療体制に原因があるわけです。かつて
は、医師会を含む医療関係者は、その状況を改
善することは不可能だと言っていたわけです
が、「それは全くおかしい、不可能なわけがな
いではないか」ということを私などがかなり
言っていたところ、ようやく厚労省も重い腰を
上げて、多少は対策をとるようなってきたとい
うのが昨今の状況です。
　その後の動きについてですが、2021 年の段
階から、当時の田村厚生労働大臣が国会で病床
確保に力を入れるというようなことを言った
り、あるいは後方病床の確保や宿泊療養の拡大
により医療ひっ迫を防いだり、ということがさ
れました。しかし、効果は限定的であったよう
に思います。現状で何が問題かというと、病床
確保というのはかなり進んだ部分があるのです
が、なかなかうまくいかないのは医療従事者の
確保なのです。特に看護師が不足しており、依
然として新型コロナ受け入れ医療機関への転送
が円滑にいかないという状況になっています。
　そういった状況がある中で、１年以上前から
私が提案していたのは「協議会方式」というや
り方です。これは、地域の医療機関同士の協議
の場を設けることで、医療機関の役割分担や連
携を進めて、患者の転送や人材派遣を円滑にで

きるようにすることを狙ったものです。これは
短期的な対策であり、長期的には、もちろんも
う少し構造的な問題にも切り込む必要があると
考えています。具体的には、行政側から医療機
関に対して、ある程度医療内容に関する勧告や
指示・命令を行えるようにするということも重
要ですし、そもそも病床や人員が分散している
ことが難しい対応を余儀なくされる一つの原因
ですので、医療機関の集約化というのも大事で
はないかと思うわけですが、これは長期的な問
題です。
　今、実は国会に感染症法改正案がかかってお
りまして、ある程度こういった医療ひっ迫状況
に対応した改善提案がされています。具体的に
は、国公立病院・公的病院に感染症発生時の医
療提供義務を課す、すなわち、病床確保を中心
とする医療体制の整備を行う義務を課すという
のが一つです。それから、全ての医療機関が自
治体との間で「協定」を締結できる、という内
容が今回盛り込まれており、協定締結医療機関
は、「流行初期医療確保措置」を行う義務を負
うことになります。その具体的な中身はいろい
ろあるのですが、病床確保や人材派遣というの
がその中心的な内容の一つになっています。こ
ういう形で、自治体と多数の医療機関の間で協
定を結び、協定締結医療機関はきちんとした感
染症対策の医療提供義務を負う、という仕組み
を定める法改正が、今の国会で審議されている
ということになります。本当は、私自身は医療
機関同士のつながりがあった方がいいと思って
いるのですが、私の提案してきた協議会方式を
部分的に実現するものと見られなくもありませ
ん。果たしてこれでうまくいくかどうかは、運
用次第かなという気がしております。自治体ご
とにそれぞれ状況が違いますので、実際に多く
の医療機関が協定の締結に応じるかどうかを含
めて、今後、私の方でも状況を見ていきたいと
思っております。
　すみません、かなり早口になりましたが、私
からは以上です。ご清聴いただきましてありが
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とうございました。

森：　米村先生、どうもありがとうございます。
それでは、加藤先生、お願いします。

加藤：　本日は COVID-19 パンデミックの問
題を通じて、「法と経済学」と「政治哲学」の
間の「隠された関連性」を検討してみたいと思
います。問題設定の本質のために、議論が抽象
的になるかもしれませんが、なるべく明確にな
るように努めたいと思います。
　まず、「法と経済学」との関わりから話した
いと思います。パンデミックの本質は何かとい
う問題は、大竹先生からもご指摘がありました
が、外部性（externality）の問題と関わってい
ます。これに加えて、リスクや不確実性の存在
もポイントになるはずです。パンデミックの初
期を思い起こしましょう。ソーシャル・ディス
タンスを取らないと感染を広めてしまい、他者
に迷惑をかける可能性がありました。これが外
部性の問題です。これに加えて、どういう病気
かわからないという不確実性の問題もありま
す。パンデミックのもとで人々は必然的にリス
クに直面します。つまり、パンデミックとは外
部性と不確実性が絡み合って、複雑化した社会
問題というわけです。この理論的枠組みのもと
で理解すれば、パンデミックと気候変動の問題
の間の類似性をうまく捉えることができます。
　外部性の問題であることを踏まえると、研究
分野としての「法と経済学」の出発点となった

「コースの定理」（Coase Theorem）が鍵にな
ることが想像できます（Coase, R. H. （1960）. 
The problem of social cost. Journal of Law and 
Economics, 3, 1-44）。この定理によれば、たと
え 外 部 性 が あ っ た と し て も、「 取 引 費 用 」

（transaction cost）がゼロであれば、私的交渉
や取引を通じて効率的な状態が達成されること
になります。これは興味深い定理ですが、その
意味合いは、取引費用が何かということが明ら
かになって初めてはっきりします。これに関し

て、かつて大きな論争がありましたが、ここで
はパンデミックと関連したものだけを扱いま
す。一つは、外部性の関係者が集まり交渉をす
る時間があるのかという問題です。もう一つは、
さっき挙げた不確実性の問題です。私的な交渉
をする時間がなかったり、緊急性が高いことは
取引費用の一つとなりますし、交渉する対象に
ついて不確実性があることも取引費用になった
りします。パンデミックが起きている状況にお
いては、緊急性や不確実性は避け難いものとし
て存在します。それゆえ、コースの定理はパン
デミック下では成立しにくくなるわけです。
コースの定理の不成立は、パンデミックを理解
するためのポイントになると思います。しかし、
ただそれが成立すればよいかというと、公平性
の問題があることにも注意しなければなりませ
ん。実際、COVID-19 パンデミックのもとでも
公平性の問題が指摘されていました。
　こうしたことを踏まえると、パンデミックを
防ぐためには、政府介入や法制度が必要だと考
えるのは自然な議論の流れです。しかし一方で、
あえて立ち戻り、ある種の究極的な問題を考え
てみることも重要だと思います。それは、パン
デミックを防ぐことが何でそもそも正義にか
なっているのか、ということです。
　ソーシャル・ディスタンシングというのは、
パンデミックのもとでは、ある種の公共的行為
になります。自分が外出をして交流するという
ことは、自分の感染確率を上げるだけではなく、
相手の感染確率も上げてしまうかもしれませ
ん。そこで、ソーシャル・ディスタンシングを
取ることはみんなにとってよいことになりま
す。正の外部性と言い換えることもできます。
これは、何も介入がなかった場合には、社会的
な観点からソーシャル・ディスタンシングとい
うのが過小となることを意味します。これは、
よく知られたフリーライダー問題のバリエー
ションの一つです。これがパンデミックが抑制
しにくくなる要因の一つとなります。
　さきほど、モデルの話が太田先生からありま



- 94 - - 95 -

Law and Economics Review vol.17, No1 (Apr 2024) JLEA

したが、この問題は数学的に表現し数理モデル
として分析することもできます。外に出ること
の便益に関する関数や、それに伴う費用を表現
する費用関数などを用いることになります。ま
た、外出すると感染する可能性がありますから、
感染する損失とリスクも考慮に入れることにな
ります。ポイントは感染する可能性が他の人の
外の出方に依存することです。細かいところは
省略しますが、経済理論の伝統に従ってモデル
化すれば、戦略的相互依存関係のあるモデルと
なります。興味深いことは、寡占市場における
企業行動を分析するための「クールノー・モデ
ル」という経済学の基本モデルの一つと似たも
のになることかもしれません。クールノー・モ
デルにおいては価格が戦略的相互依存関係の鍵
になりますが、パンデミックをモデル化すると
価格の代わりに「感染確率」が戦略的相互依存
関係の媒介となります。こうしたモデルから、
ソーシャル・ディスタンシングが過小になるこ
とを証明できます。
　利他性の話が大竹先生のところでも出てきま
したが、私も利他性について考えたいと思いま
す。利他性はパンデミックのもとで重要な働き
をすると考えています。利他的な人とそうでな
い人にはそれなりの違いが観察されます。つま
り、利他的な人びとの方が、そうでない人と比
べて、平均的に外出を抑えているという事実が
あります（Cato, S., Iida, T., Ishida, K., Ito, A., 
McElwain, K. M., & Shoji, M. （2020）. Social 
distancing as a public good under the 
COVID-19 pandemic. Public health, 188, 51-
53）。これは理論的な予想と整合的です。それ
は利他的であればフリーライドするインセン
ティブが低くなるからです。
　では、利他性は社会にとってよいものでしょ
うか。全員が利他的な場合には社会的に望まし
い結果が達成されることはほぼ自明です。しか
し、中途半端に利他心を持つ人とそうでない人
が混ざっているような状況だとむしろ悪いとい
うことなどが理論的に言えます。2 つのケース

を比較してみます。両方のケースで 2 人しか社
会構成員がいないものとします。ケース A で
は、2 人とも利己的だとします。ケース B では
1 人が利他的で、1 人が利己的だとします。そ
うすると、Ａの方が、つまり、2 人とも利己的
な方が全体の総効用が高くなる場合がありま
す。このことから、むしろ利他的な人がいない
方がよい場合もあると言えます。
　この背景にある経済学的メカニズムというの
は簡単です。利他的な人というのはソーシャル・
ディスタンスを取るということに注目しましょ
う。利他性の人たちの行動は、感染確率を下げ
るわけです。それを前提とすると、利己的なタ
イプの人々は外出するインセンティブが上がり
ます。この利己的なタイプの行動を踏まえると、
利他的な人は、さらに自分の外出を抑える方が
良いということになってきます。こうしたこと
から、利他的な人というのがいるということが
常にいいわけではない、という話が言えます。
これがメカニズムです。
　これまでの話では、ロックダウンを考えず、
自由放任を想定していましたが、ロックダウン
の可能性を考えてみましょう。詳細は省きます
が、最適なロックダウンができるような政策的
介入を導入します。この場合、政府は利他的な
人の反応なども考慮に入れて、ロックダウンの
厳しさの水準を定めます。こうした柔軟な介入
が可能なのであれば、利他的な人がいるケース

（ケース B）の方が総効用が高くなるというこ
とを示すことができます。これは何を意味して
いるのでしょうか。おそらく、それは、利他性
とロックダウンの間に、ある種の「補完性」が
あるということです。この補完性がパンデミッ
クのもとでの政策の難しさみたいなものになっ
ていると感じます。なぜならば、政府は、こう
いった補完性を意識しながらでなければ最適な
決定を下せないからです。この問題は利他心と
利己心の対立ということだけではなく、より広
く応用できるものだと考えています。例えば、
ソフトローとハードローというものの補完性な
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どにも一般化できるかもしれません。ところで、
このあたりの問題は、成蹊大学にいる矢作健さ
んと一緒に取り組んでいます。
　これまでは規範原理として、基本的に功利主
義を前提としてきました。功利主義は経済学で
は、最も標準的なものとして受け入れられてお
り、総効用に基づき政策の妥当性を考えること
は一般的です。ところで、米村先生から、経済
学者は段階を踏まないという話がありました
が、功利主義を規範原理として用いていること
と関係しているかもしれません。ジェレミー・
ベンサム（Jeremy Bentham）が人権の存在の
否定をしたのは有名な話ですが、「権利」といっ
たものを否定し、功利主義に完全に依存しなが
ら判断を行うと、規範的問題が単純化される傾
向があります。功利主義のもとでは総効用の最
大化いう一元的な問題に帰着してしまうからで
す。COVID-19 パンデミックのもとでも、功利
主義に基づいて政策提案されることが少なから
ずあったように思います。それに対して、リバ
タリアニズム（あるいは自由至上主義）に基づ
く議論というのは少なかったように思います。
ジョン・ロック（John Locke）、ロバート・ノー
ジック（Robert Nozick）、フリードリヒ・ハイ
エク（Friedrich Hayek）といった人びとがリ
バタリアニズムの伝統の中心人物です。政治哲
学における重要な理論の一つと言えますが、リ
バタリアニズムは、とりわけパンデミック対策
のような文脈で、なぜか評判が悪いように感じ
ます。なぜでしょうか。ロックダウン反対運動、
ワクチンの強制化に対する批判、さらに陰謀理
論のようなものが、リバタリアニズムと結びつ
けられてメディアなどで語られているからかも
しれません。しかし、リバタリアニズムの本質
を、ここで考えてみる必要があるとは思ってい
ます。
　そのために次の問いを考えましょう。リバタ
リアニズムは、ロックダウンやワクチンの義務
化などを一切許容しないのでしょうか。実のと
ころ、正統派のリバタリアニズムはこうした介

入をかなり許容するはずです。ここでは、ロッ
ク的リバタリアニズムを正統派と言っていま
す。私はリバタリアニズムは有用な政治理論だ
と考えていますが、特にパンデミックのコンテ
クストでもそのことを強く感じます。ここで強
調したいのはリバタリアニズムの柔軟性です。
リバタリアンは、強制を一切許さないというわ
けではありません。もちろん、彼らは強制につ
いて功利主義者とは異なる見方をします。功利
主義者とのコントラストをはっきりさせる言い
方をすれば、リバタリアンは強制を考えるとき
に、なぜその必要があるのかということを常に
原点に立ち戻って懐疑的に捉えようとします。
この性質によって、出口問題を考えるときには
極めて有用です。なぜなら、リバタリアンは常
に強制という問題に対してその入口に立って考
える人たちだからです。ノージックやロックの
思想の構造を思い起こせばこの点が明確になり
ます。彼らは、とりわけノージックは、アダム・
スミス的な夜警国家でさえも強制を伴うものと
してその正統性を問うところから議論をはじめ
ます。リバタリアニズムは常にアナーキズムに
立ち戻りつつ国家介入の正統性と限界を見定め
るプロジェクトと言い換えることができます。
現在考えている問題との関連で述べれば、何故
パンデミックを防ぐ必要があるのか、というの
を常々疑いながら、パンデミックの下での介入
を考えていくという理論的立場ということにな
ります。
　この大前提のもとで、なぜリバタリアニズム
が介入を許容するかを検討していくことにしま
しょう。リバタリアニズムの根本の部分という
のは、自由を他者から生命を守ることと捉える
ことにあります。実際、生命を守ることが必要
だからこそ、最小国家というのが生まれるとい
うことが、ノージックの議論のポイントです。
生命を守ることがリバタリアンの至上命題だと
いうことを理解すると、大きな負の外部性をお
互いに与え合う行為を禁止するというのは個人
に対する自然な要請として導かれることとなり
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ます。こうした観点から、リバタリアニズムに
基づいて、ワクチン義務化を正当化する議論も
すでにあります（Brennan, J. （2018）. A libertarian 
case for mandatory vaccination. Journal of Medical 
Ethics, 44（1）, 37-43）。
　そういった意味ではロックダウン、特に初期
のロックダウンなどは、リバタリアニズムによっ
て妥当なものとして受けいれられるはずです。
こうした主張は東京大学の井上彰さんとしてき
ました（Cato, S., and Inoue, A. （2022）. Libertarian 
approaches to the COVID‐19 pandemic. Bioethics, 
36（4）, 445-452）。このことを「法と経済学」の文
脈に戻して言い換えることもできます。リバタ
リアニズムは、コースの定理からの深刻な乖離
が起きた場合に根本的修正することを許す政治
哲学なのです。当然、この場合、取引費用とい
うものが鍵になってくることがわかります。ノー
ジックの有名な本の中にも取引費用に多く言及
がなされていることと整合的です（Nozick, R. 

（1974）. Anarchy, State, and Utopia. Basic Books）。
　リバタリアニズムの中にも、かなりのバリエー
ションがあります。リバタリアニズム間での違いを、
ワクチンを誰が打つべきかという問題から考えて
みましょう。ロックやノージックは「右派リバタリ
アニズム」（right libertarianism）という立場に属
しますが、これは基本的に早い者勝ちという考え
方です。つまり、早く来た人から打っていくとい
う形です。これはリバタリアニズムという言葉か
ら連想する標準的な立場とも言えます。一方、ヒ
レル・スタイナー（Hillel Steiner）やマイケル・オー
ツカ（Michael Otsuka）たちは、「左派リバタリア
ニズム」（left libertarianism）の立場を提案しまし
た。彼らは、より状況の悪い人びとから対応すべ
きだということを提案しています。基礎疾患のあ
る個人に優先的に提供するという考え方と整合的
です。
　リバタリアニズムの立場を維持しつつ別の方
法もあるかもしれません。例えば、より生産性
の高い人びとに、ワクチンを提供するという考
え方もありえます。早稲田大学の Hun Chung

さんと Jacob Watkins-Strand さんとこうした
アイディアを練っています。リバタリアニズム
もいまだに前進していっていきつつあります。
　最後に、一点述べたいことがあります。リバ
タリアニズムの観点からの「法と経済学」とい
うものは、非常に興味深い方向性なのではない
かと思います。なぜそのように感じるかと言え
ば、両方とも取引費用の概念がコアになってい
るからです。「法と経済学」にとっては、規範
原理が欠かせません。これまで、功利主義や富
の原理が「法と経済学」においては中心的な役
割を担ってきました。ただ、その規範原理の捉
え方に厚生経済学者として違和感を持つ時もあ
ります。それは「equity」と「equality」などの、
極めて基礎的な概念の本質的区別がつかないよ
うな枠組みのように感じるからです。リバタリ
アンの法と経済学が何か突破口を与えるのかも
しれません。そこで、私はこの方向性に関心を
持っています。
　このように「法と経済学」や「政治哲学」の
接点を探ってまで、理論的な議論を検討するこ
とにはどのような意味があるのでしょうか。こ
れから COVID-19 パンデミックの新たな波が
来るという可能性も排除できません。そのため
に原理の本質を考えるという側面もあります。
しかし、それ以上に、気候変動などの新しい危
機的問題についての対策を考えていく準備にな
るという意味があるはずです。それは、外部性
と不確実性という問題の射程が大きく、これに
関連した社会課題というのは人類が何度も直面
する可能性があるものだと思うからです。

森：　加藤先生、どうもありがとうございまし
た。
　続きまして、司会から議論のための質問とし
て、パネリストの皆さまにお尋ねしたいことが
あります。大竹先生の基調講演の中でも、
COVID-19は、当初はよくわからない感染症だっ
たので取ることができる対策は限られていた
が、最近は実態がわかってきた、というお話が
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ありました。それぞれのご報告で、COVID-19
に関して、今までの法政策などを振り返ってい
た だ き ま し た。 そ の う え で、 こ れ か ら
COVID-19 の法政策や制度はどうしていくべき
かということ、それから COVID-19 以外にもこ
れからまた深刻な感染症などが将来出てくる可
能性があって、そのときにはまた何らかの対応
が必要になってくるわけですが、そのときに何
をすべきとお考えになるのかということについ
て、それぞれのパネリストの方々のご意見を頂
戴したいと思います。
　それでは報告と逆順で加藤先生、米村先生、
太田先生、大竹先生という順でお願いしたいと
思います。

加藤：　ありがとうございます。補完性が重要
だと考えていて、法制度、また他のフォーマル
な制度が、インフォーマルな制度とどのように
結びつくかが鍵だと思います。この時のイン
フォーマルな制度には、利他性の基礎となる文
化や規範、あるいはソフトローといったものを
含みます。フォーマルな制度とインフォーマル
な制度の補完性を無視して政策を実施すると、
大きな失敗を生むように思います。これは、
COVID-19 パンデミックにおける法制度を考え
る上での鍵になるように思います。この補完性
の問題は COVID-19 に特殊な課題ではなく一
般的な問題だと感じています。

森：　ありがとうございました。それでは米村
先生、お願いします。

米村：　すでに今、感染症法の中に、実態のわ
からない新規の感染症（「新感染症」）について
の対応をとるための規定というのがあるのはあ
るんです。しかし、中身はほとんどなく、その
時々の政府が政令等で対応するというだけのこ
とになっていまして、しかも特措法に関しては、
基本的には全く中身のわからない感染症だと適
用できません。「全国的かつ急速なまん延のお

それ」があるということまでは判明していて、
同法の「新型インフルエンザ等」に該当するこ
とになれば、適用対象になるのですが、そこま
で危険性がはっきりしない限り特措法の適用は
ないので、そういうところは、現状は法制度と
して弱いように感じます。
　その点について、どうにか対応した方がいい
とは思いますが、しかしそうは言っても具体的
にどういう対応の仕方があり得るのかを考える
と、事前に対応の仕方を決めておくというのは、
もともとわからないものである以上はなかなか
難しいのではないか、というのが率直な印象で
す。やはり、それぞれの感染症の特性に応じて
取るべき対応策は違ってくるはずですので、そ
れをあらかじめ一律に対応するという形で決め
てしまうというのも、果たして適切な対応策に
なるのか、私自身は疑問を感じるところです。
　そのことも踏まえて、まずもって何をすべき
かということを考えると、私の今日の話の後半
部分に関わりますが、どんな感染症であれ、や
はりまずは医療で受け止めるということを第一
義的な目標点にすべきではないかと思います。
社会をどうするとかこうするとかというより
は、まず、医療できちんと受け止められるよう
にしておいて、そこがあふれてきたときに社会
の場で次に対応するというような仕組みにして
おいた方が、全体としてうまくいく可能性が高
いのではないかと思います。そのために、きち
んとした医療体制を整えつつ、いざ大規模感染
症が発生したときには、普段は一般病床として
運用している病床も感染症病床に切り替えるな
ど、迅速かつ機動的に動けるようにする方が、
未知の病原体に対する対策としても有効になる
のではないかと思っています。

太田：　ご質問の第１点、実態がわかってきて
いる COVID-19 にどうすべきかという方です
が、一般論として答えますと、当たり前の回答
にしかなりませんが、その実態としての危険性、
つまり重篤化可能性と伝染可能性に応じた政策



- 98 - - 99 -

Law and Economics Review vol.17, No1 (Apr 2024) JLEA

を行えばよい、ということになります。重篤化
可能性が特定の類型の人についてだけ高いので
あれば、その人々に重篤化可能性の現実化可能
性を低めるべくワクチン接種を優先的に行う。
あるいは、日本ではまだ議論しない、たぶん永
久にしないんじゃないかと思いますが、ワクチ
ン接種を求めるのみならず義務化するというこ
とも論点にはできます。日本はおそらく議論し
ないと思いますが。また、感染時には重篤化可
能性の高い人に優先的に医療を提供する、とい
うことになるでしょう。伝染可能性については
伝染経路の特定とそれへの対応をより繊細に行
うことになります。感染経路の把握ができれば
できるほど、面的な制限は必要なくなるはずで
す。したがって、事柄の基本はこれまでと本来
は変わらない。ただそれを繊細にやればよいと
いうことになるだろうと思われます。
　法制度について言いますと、感染症法の本則
を基礎としつつも、COVID-19 にカスタマイズ
する類型を作る必要があるかどうかということ
になります。感染症法は感染症を 1 類から 5 類
まで類型化して、それぞれに行える措置の見通
しをきかせているのですが、それ故、同時に措
置の組み合わせ方の柔軟性というのは多少犠牲
にしているところがあります。新感染症、新型
インフルエンザ等感染症という類型は、取り扱
いが安定するまでの対応という側面がありまし
て、それによって一定の対応を試みているので
すが、いつまでも新型というわけにいかないと
すれば、1 類から 5 類、具体的にはおそらく 2
類か 5 類しか問題にならないのですが、そのど
ちらかに位置付けるか、あるいは特別類型を恒
常的な類型として作るかということになるだろ
うと思います。
　特措法については非感染者に対する措置が通
常の行政指導と、上品に言う情報提供、下品に
言えば宣伝・広報で足りて、特措法の定める今
一つの措置群である臨時の医療施設や物資の供
給等の確保に関する特則を利用する必要がない
と判断されるところで、特措法の適用をやめる

ことになるのだろうと思います。
　第 2 の、実態がわからない場合どうするかで
すが、実態がわからない感染症という質問の時
点で感染症であるということはわかっているの
ですね。感染症で、かつ見過ごせない症状を示
すものだということも把握できているだろうと
いうことになります。大したことのない症状
だったら、国としては何もしなくていいわけで
すから。そうであれば、結局、今お話しした 2
つの条件が揃わなければ、感染症として対応す
ることさえできないか、その必要がないという
ことになります。となりますと、今回と基本は
変わらないだろうと思います。すなわち、感染
者を隔離しつつ、当該疾病に関する情報を収集
するということになります。情報が不確定の間
は、その不確定さと感染症の持つ危険、具体的
には、重篤化可能性、伝染可能性のうち、後者
の方がよくわからない、ということになるのだ
ろう。患者が目の前にいるなら、重篤化可能性
の方が比較的わかりやすいと思われますので。
そういった状況の中で、情報の不確定さと感染
症の持つ危険を考慮しながら対応することにな
る。そうするといわゆる行政法学でいうリスク
行政、環境行政とか、それから遺伝子技術の利
用規制といった局面で議論されていたリスク行
政と言われる考え方を踏まえることになるだろ
うと思われます。
　私は、あまり専門家ではないのですが、不可
逆の損害が生じないように、通常よりは不確実
の段階、だから危険性の低い段階というように
も理解できますが、これは、発生可能性がよく
わからない段階、よくわからないけれど危険発
生の可能性が高いとは言えない段階で、不可逆
の損害が生じないようにする規制を許す一方
で、新たな知見を生み出せなくなるような規制
は避けるということになるのだろうと思いま
す。つまり社会活動はできるだけ続けることが
でき、そこから情報を生み出すことができるよ
うな対応を、迅速に行っていくことが必要にな
るだろうと思います。
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　その点で、感染症法は新感染症という類型を
持っており、それは米村さんが先ほど言われた
ものですが、また、新感染症に該当する限りは
特措法の適用もあります。これは昔から適用で
きるようになっています。ただ、この感染症類
型に関する仕組みについては、私は危惧も持っ
ております。この類型の感染症に対する措置に
ついては、国と都道府県との密接な連携を目指
すあまり、指揮監督と言っていいほどの国の強
い関与、個別の関与の下で都道府県に措置を取
らせるということになっており、これではいざ
というときに迅速性に欠けることになるんじゃ
ないか、と不安も覚えているのですが、こればっ
かりは実際に生じてみないとわからないという
ところがあります。新感染症については、特定
感染症指定医療機関の指定状況を見ますと、成
田と中部と大阪と東京にしかなくて全部で 10
床しか用意されてない。これから考えて、明ら
かに海外で発生しそれが流入するというシナリ
オを念頭に置いています。ということは国の方
が海外からの情報を得て、地方公共団体よりも
多くの情報を持っているというシチュエーショ
ンを念頭に置いているのだろうと思いますが、
日本に入り込まれた後は、各地域の感染現場で
の情報が大きな意味を持つことは、今回の
COVID-19 がよく示したところです。この場合
には指定感染症に指定して対応することになる
のかもしれません。この類型でも症状が重い場
合には今では特措法を動かせますので、早い段
階で新感染症から指定感染症に切り替えること
が意味を持つのかもしれません。制度的にはそ
ういうことになるのかなと思っております。

大竹：　はい、大竹です。私はこの質問に答え
る前に、今回このシンポジウムが、2020 年の 1
年目にあって、本日の登壇者の議論を聞いてい
たならば、私自身分科会でももっと積極的な発
言ができたのではないかと思いました。こうい
う学際的な知識、この学会での場での情報を、
もう少し早い段階で共有できればと思いまし

た。
　ご質問については、まず私は実態がわかって
いる COVID-19 について、わかっていること
を人々に情報共有をさせるということが大事
だったと思います。重症化リスク、あるいは治
療法がどの程度進んでいるのかについて一般の
人と専門家の間のギャップがいまだに大きいこ
とが、過剰な対策がまだ人々に支持されている
ということの背景にあるかと思います。なぜこ
んなに情報ギャップが続いているのかはよくわ
からないですが、そこがまずは大事なことでは
ないかと思います。この情報ギャップが必要以
上の恐怖心をあおっているので、社会経済活動
のそのものを萎縮させるというところにもつな
がっているかと思います。これを解消しないと、
次のステップにはいけないだろう、と思います。
医療機関が院内感染によるクラスターの発生を
怖がるのも、人々がそういう恐怖心を持ってい
るから、というのは前提になっているというこ
とです。
　今後実態がわからない感染症が出てきたとき
にという話ですけれども、これは米村さんが
おっしゃった通りにどんな感染症が出てくるか
わからないから、そのときの情報で考えるとい
うのは、私もベストだと思うのです。しかし、
専門家会議、分科会に出ていた印象だと、やは
り行動経済学的な特性を感じました。そのとき
そのときの特定の情報に大きく左右されすぎ
て、事後的には正しくない意思決定がされるこ
とが多かったと思います。ですから、今日お話
ししたみたいに、ある程度のパターンで行動計
画を立てておいて、そのもとで基本的には進ん
でいくというふうにした方が、結果的には良い
対策が立てられるのではないかというのが、新
型コロナについての私の印象です。
　例えば、2020 年の 3 月 19 日に初めて専門会
議に参加したんですけれども、そのときは一斉
休校をいつやめて、どういうときにまた臨時休
校するか、という議論がなされたんですね。そ
の対象は、義務教育と高校までだったのです。
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大学については全然議論されてなくて、終わっ
てから感染症の人たちに「大学の教育、どうな
るんですか」に質問すると「それはオンライン
でしょう」とかという話になりました。それで
その後すぐに文部科学省の担当者に、「大学で
オンライン授業できるようにしてください」と
いうことを申し上げたんですけれども、その日
の専門家会議の議論では大学のことは全く想定
されていなかったですね。やはり人間の考えら
れるものというのは限界があるので、行動計画
を作っておくというのは非常に重要だと思いま
す。冒頭申し上げた緊急事態宣言の使い方とい
うのも、想定されたものと違ったものになった
ことも、医療提供体制の拡充というのも、全然
進まなかった理由というのも十分な行動計画が
なかったことにもあります。ですから、新たな
情報のもとで、変える場合はやはりきちっと考
えて変更すべきなのですが、その時には全く時
間的にも精神的にも余裕がないというのが私の
印象です。以上です。

森：　ありがとうございました。それではフロ
アの皆さまから質問を受けたいと思います。会
場の方は手を挙げていただいて、Zoom の方は
チャットにご所属などをお書きいただければと
思います。

島田：　東北大学の島田でございます。今日は
非常に貴重な議論ありがとうございました。私
は、感染症については全くの素人でございます
けれども、2 点ほどお話、ちょっとさせていた
だきたいと思います。
　まず、これはもともとインフルエンザ等の感
染がベースになっていますね。インフルエンザ
の場合は空気感染が原因ということで、かなり
パンデミックの可能性が非常に高い。それに対
しまして今回のコロナは飛沫感染だったという
ことも踏まえると、さらに結果的に死亡率はそ
れほど高くなかったということを踏まえます
と、その 5 類の分類がそもそも過剰だったので

はないかという点。これについて米村先生、わ
かりましたら教えてください。
　もう一つは、加藤先生から先ほどのコースの
定理についてお話をいただいたんですが、この
コースの定理の場合、通常取引費用がゼロまた
は無視できるほど小さい場合が想定されていま
すけれども、ただ今回は、取引費用が非常に高
いケースですね。その場合にはむしろ基本的な
コースの定理ということで社会の合意が取れや
すいような形で、あらかじめ法制度を構築しな
さい、そういうことになろうかと思いますが、
そういう観点から見た場合に、どのような考え
方になるか、その点の 2 点をちょっとお伺いし
たいと思います。よろしくお願いします。

米村：　ご質問いただき、ありがとうございま
した。まず、新型コロナの感染様式については
今でも議論が続いている状況でして、飛沫感染
なのか、空気感染を含んでいるのかというのは、
はっきり言ってまだ両説ある状況です。私個人
は、空気感染もあると考える方が、今までの感
染拡大の経緯や、さまざまなデータをうまく説
明できると思っておりまして、空気感染もある
と考えております。そういうことを言うと、感
染症の人たちは、空気感染の典型である結核と
かはしかとは全然違うじゃないか、とんでもな
いことを言うな、みたいなことを言う人がいる
んですが、それはそもそも、それぞれの病原体
の「感染力」が、まあ、「感染力」というのは
本当は有効な指標ではないのですが、ウイルス
何個で人に感染するかという点について、はし
かや結核ではすごく少ない個数で感性が成立し
てしまうので、感染の媒介様式が空気感染であ
ることと相まって、ものすごく感染しやすく
なっているわけですが、コロナはそこまででは
ないということなんですね。
　それで、媒介様式としては空気感染であって
も、そんなに実効再生産数が上がらないという
状況で来たのではないかと考えています。それ
が、従来株、すなわちアルファ株からデルタ株
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までは空気感染を無視できる程度だったのが、
オミクロン株になって、多少もともとの基本再
生産数が上がったウイルスに変異したところ
で、空気感染も目立ってきたという状況ではな
いかと私自身は理解しております。ですから、
アルファ株からデルタ株までとオミクロン株
は、実は結構違う性質のウイルスなので、対策
を変えなければならないはずのところが、全く
理解されないままに、今に至っているというこ
とが一つの問題ではないかと思っているところ
です。
　2 類か 5 類かというのは、またいろいろな議
論がありうるところで、なかなか難しい問題で
す。5 類でも過剰だというのが島田先生のご指
摘だと思うのですが、私自身は、5 類はあって
もいいかなとは思っております。ただ、それも
基本的にそれぞれの感染症に対する捉え方の問
題ですので、インフルエンザも実はそうと言え
ばそうなんですが、どれぐらいその病原体を危
険とみなすのかという価値評価に関わります。
しかし、その危険性の度合いというのは、何か
一つの指標があって決まるものではなく、どれ
ぐらい合併症を引き起こすのか、致死率はどれ
ぐらいか、というようなこともかなり大きく影
響するのですが、先ほど申し上げた通り従来株、
アルファ株からデルタ株までと、オミクロン株
というのは、重症化の比率も致死率も全く違い
ます。他方で、今後オミクロン株が変異して再
び危険な株に変わっていくという可能性もあり
ますので、なかなか決め打ちしにくいという印
象もあります。そういうこともあって、当面は
新型インフルエンザ等感染症の中に入れておい
て、その時々の変異株の性質に応じて対応を変
えていくというのが、現実的なのではないかと
考えているところです。

島田：　ありがとうございました。

米村：　すみません、島田先生からご質問をい
ただいて、一言だけ追加で申し上げます。私、

前任校は東北大学なのですが、島田先生には本
日大変久しぶりにお目にかかりました。島田先
生とは、災害に関する研究でもご一緒させて頂
いていたのですが、実は私、このコロナの話も
災害対策との関係でよく議論させていただいて
おります。先ほど大竹先生から、全く何もベー
スがない状態で検討を始めると無茶苦茶な判断
しか出てこないじゃないか、というご指摘が
あって、私も全くその通りだと思います。これ
も、2020 年の初期段階から指摘させて頂いて
いたことなんですが、やはり事前の備えのない
ところに、適切な判断はあり得ないわけで、そ
の点で災害対策と感染症対策は全く同じだと私
は思っております。その時々の対応でいいじゃ
ないかと申し上げたのは、事前準備が不要とい
う意味では全くありません。むしろ逆で、事前
にしっかり恒常的な組織体を作り、行動計画を
作り手続きを整備しておいた上で、実際に感染
症が起こったときにすぐにデータを集約し、責
任ある判断ができるようにして、政策として実
行できるようにすることが必要なはずです。そ
ういうことを、あらかじめきちんとレールを敷
いておかなければならないと考えております。
ですから、そういう意味でも、今回のコロナ対
応は全く駄目だったということは認める必要が
あり、反省材料として挙げておくべきではない
かと思っております。すみません、長くなりま
した。

島田：　同感です。

加藤：　コースの定理ですね。実のところ、こ
れは準備している中でも最後に挿入しました。
実は、個人的な思い出もあり、今日話したかっ
たところがあります。というのも、10 年前ぐ
らいに鈴村興太郎先生が、この学会の会長に
なったときに、「これを機会に、法と経済学の
根幹であるコースの定理を考え直してみたい」
という話をしてくれて、この定理について考え
る機会がありました。そのときは、気候変動の
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ような問題を議論したりしましたが、その時の
思い出が本日の報告を準備するときにふと思い
出されて、コースの定理について話してみたく
なりました。こうした経緯で報告を準備するう
ちに、徐々に想定以上に関係ある問題だという
ことを感じるようになりました。
　さて、取引費用が高い場合を考えているとい
うのはその通りです。ただ、取引費用が高いか
らといって、法制度によって簡単に解決できる
わけではないと思っています。法制度によって
解決しやすいのは、見えやすい形で取引費用が
あるような場合です。しかし、不確実性／リス
クのために交渉が困難となる場合、法制度によ
る対応が難しくなります。また、ホールドアッ
プ問題から発展した所有権アプローチでも似た
ような問題が出てきます。それは契約の不完備
性です。パンデミックの本質からして、フォー
マルな制度構築が難しくなる部分もあると考え
ています。
　ところで、所有権アプローチにおける、重要
なポイントとして「権限配分」が挙げられます。
これは、意思決定の権限をどういう人に配分す
るのかという問題です。今日、私たちが議論し
てきたなかでも権限配分はキーワードだったよ
うにも思います。しかし、権限配分は簡単な問
題ではありません。個別／特殊な問題があり、
そのコンテクストを折り込んではじめて理解す
ることができます。質問からずれてしまいまし
たが、コースの定理からの乖離が大きい場合で
も、合意に基づく法制度が簡単に作れないこと
が多くあり、特に権限配分などに配慮するとい
うのが基本的な考え方だと思います。

島田：　ありがとうございます。コストのデー
タもかなり出てきましたので、これを機会にそ
ういう方向で、この学会でも議論できればと思
います。よろしくお願いいたします。

森：　続きまして会場にいらっしゃる横田先生
からご質問があるということでしたので、お願

いします。

横田：　千葉大学の法政経学部からまいりまし
た横田と申します。今日は非会員ですが、参加
させていただきました。実は私 2020 年の 3 月
発災当時はドイツに住んでおりまして、そこか
ら 1 年半ドイツでの初動対応をまとめた本を実
は先般公表したものでございます。その観点で
実は加藤先生のご報告を非常に興味深く思いま
して、ロックダウンを事実上したわけです、ド
イツは。したんですけれども、今日のご報告だ
と、ロックダウンをした場合は、むしろ利他的
人間の数が決定的な要素になり得るというご説
明だったと思うのですが、このことがちょっと
了解しづらかったので、もうちょっと教えてほ
しいということです。
　なぜドイツがロックダウンに至ったのかとい
うところですが、行動制限までしなければ、自
主的に従う人たちではないということで、そう
いう意味では前提が日本と真逆でございまし
て、他方で、ロックダウンをするまでの間に非
常にもめにもめたことでありまして、国会議事
堂の前で大規模なデモが行われたりとか、また
国会の中の議論でどのような場合であれば、侵
害できない価値なのかということの調整が図ら
れるなど、日本とはかなり大きな政治状況の違
いがあったところです。
　ですので、まず利他的人間がある程度いない
とロックダウンの効果が上がらないのかどうか
について、ちょっともう 1 回教えてほしいとい
うことと、あと実はワクチン接種についてもド
イツは優先順位を策定してから配分する、とい
うやり方を一応とったんですね。年齢と病気と、
あとその社会生活を維持するために必要な順序
というのを決めて、それで配分したんですが、
結局はワクチンを打ちたくない人もそれなりに
いたこともあって、最終的にズブズブになって
しまったんですけれども、一応そういう形を
とったということなので、もしそういうイメー
ジがあるのであれば、ドイツの研究者と共同研
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究されると、非常に何か対照的な議論になって
面白いのかなと、ちょっとこれは情報提供でご
ざいます。
　もう一つ、大竹先生にも、実はこの点ドイツ
を見た感じでちょっとご質問がありまして、リ
スクコミュニケーションのあり方がやはり日本
とドイツでかなり違っていたのではないかと、
お話を伺って思いました。ドイツはいわゆる感
染症の方の責任を取る主体と政治家が並んで報
告をするという形をずっと続けていたんですけ
れども、他方でそれで正確な情報を常に届けら
れたかというと、ワクチン接種を開始した以降
は国民にお願いする内容がワクチン中心になっ
てしまって、結局日本でいう 3 密対策のような
話がどんどん限られてしまったというような事
情がありました。
　ですので、このリスクコミュニケーションの
あり方をどう制度化するか等について、大竹先
生、何かお考えがあればお話をもう少し伺えれ
ばなと思います。

加藤：　この問題は「利他性」だけに限らない
問題でより一般化することができます。そのポ
イントは何かというと、ソーシャル・ディスタ
ンスを積極的に取る人とあまり取らない人の間
で何か差があるということです。つまり、ある
種の「異質性」が大きいかどうかが、こうした
結果が起きるポイントになります。
　そこで、同質性の高い状況の原因となるよう
な文化や規範とか、それを支えるようなソフト
ローが存在するかどうかが鍵となります。同質
性が高いのであれば、政策介入なしでも最悪の
状態を避けられる傾向があり、一方、異質性が
大きい場合には介入がないと最悪な状況になり
かねないということです。特に、異質性のなか
でも、利他性、つまり、ソーシャル・ディスタ
ンス積極派の人々がとても少ないか、極めて少
ない状態から中程度にいるような場合に特に悪
い状況になる傾向がみられます。

横田：　では、利他的で、そのような意味にお
ける利他的ではない人、要するに自由をベーシ
スに考える人たちが多ければ多いほど、ロック
ダウンしなければならなくなる。

加藤：　そういうことですね。

横田：　そういう意味では、ドイツがそうなっ
てしまったのならそうであろうということで
しょうか。

加藤：　はい。政府が最適に介入や行動をして
いるとすれば、そういうことになるかと思いま
す。

横田：　わかりました。ちなみにワクチンにつ
いても結構、面白い経緯だったので後でご説明
します。

大竹：　横田先生、どうもありがとうございま
す。ワクチンについてまず一つお話ししたと思
います。ワクチンについては、ワクチンがどん
なワクチンかによって接種の順番が違ってくる
わけです。重症化予防効果をもつのか、感染予
防効果ももつのか、どこまで効果をもつのかと
いうことです。私はよく覚えていますが、2020
年の夏に分科会でこの点について議論をしまし
た。その時の専門家の議論は、せいぜい重症化
予防効果のワクチンしかできないだろう、とい
うものでした。実際、ワクチンは、まだできて
いませんでしたから、想定でワクチン接種対象
者の順番を決めることになります。その順番は、
医療従事者、そして高齢者、基礎疾患のある人
ということで、それから年齢順というのは原則
という形で決めました。
　ほとんどの人、私も専門家の多くも、ワクチ
ンがそんなにすぐできると思っていなかったの
で、政府がワクチンの契約を進めているので、
ワクチンができたという場合に接種順位を議論
しろと言うから議論するという雰囲気だったこ
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とを覚えています。その後できたワクチンが、
当初は感染予防効果まで持つということで、そ
れでそのまま原則でいくのかどうかということ
も分科会でも議論になりました。オミクロン株
については感染予防効果は小さいのですが、当
初株に対しては感染予防効果があるということ
になりました。それがわかって、接種順位を変
えてはどうかというのも確かにありました。一
番感染リスク、感染拡大の原動力になるような
都市部、若者を先にすべきではないかというの
もありましたが、当初決めたのを変更するのは
事務的に無理だということで、当初のままにな
りました。
　ただ、職域接種が始まったのは、それの補完
的なものですし、それは加藤さんが議論された
生産性の高い人たちへの接種ということとも関
わっていたかもしれませんけれども、そういう
形で、当初の原則を変える形になったのは、予
想外の感染予防効果を持ったワクチンができ
た、ということが理由だと思います。ただ、今
オミクロンになってから感染予防効果はほとん
どなくなりましたから、重症化予防効果の原則
にするのが、私は自然かなと思っています。
　私への質問はもう一つの方ですね。リスクコ
ミュニケーションのあり方ですけど、日本でも
一番最初安倍政権、菅政権の頃までは、尾身先
生と総理大臣が並んで説明するいうスタイルで
した。それが岸田政権になって、基本的には一
緒にはしないという形になりました。私自身は
どういうのが望ましいと考えているかというこ
とですね。専門家会議の頃は、尾身先生が中心
になって表に出て状況と対策を説明されていま
した。そのときの反省点というのは、専門家が
政策提言をしているだけなのに、政策決定者で
あるようなリスクコミュニケーションをとった
ということです。それで分科会の形に変わって、
分科会は政府に政策提言をして、決めるのは政
府であるという形にはっきりとなりました。
　そういう仕組みのもとだと、リスクコミュニ
ケーションをするのは、政府になります。政府

が決定した後、きちんと国民とコミュニケー
ションをするということをしないとだめです。
特に、行動制限はその必要がありました。こう
いうリスクがある行動変容をしてください、と
説明する必要があるのです。このような政治判
断でこういうことをお願いしています、という
ふうにしないと駄目だったと思います。
　ところが、そうならなかったのは今日お話し
した通り、分科会専門家の方からの提言がワン
ボイスという形であり、あたかもこの方法しか
対策はありません、という形で提言を出すので、
政府がこれを飲むか飲まないかという形でし
た。これだと、専門家が決めているような形の
リスクコミュニケーションというものに結果的
にはずっとなってきた。それをやはり、価値判
断に関わるようなことがたくさんあるので、専
門家からは選択肢を提示して、最終的に政府は、
こういう理由でこれを取りました、という形に
して、リスクコミュニケーションを図っていく
という形にするのが、一番いいだろうと思って
いますけれども、なかなかそういう方向にはい
かなかったと思っています。

横田：　ありがとうございます。何かリスク評
価とリスク管理を分ける分けないといういつも
の STS の議論につながる話だと思うんですが、
ありがとうございました。

森：　ありがとうございます。すでに時間が来
ておりますが、1 点、Zoom で質問が来ていま
すので、この質問を最後にしたいと思います。
コメントをこちらで読み上げさせていただきま
す。
　ウェスタン・オンタリオ大学の中島先生から
のご質問です。利他性のもとで不幸な結果を導
くという分析結果は、アマルティア・センのリ
ベラル・パラドックスの構造に類似しているよ
うに思えました。もし類似しているのであれば、
加藤先生がご検討されている新しいリバタリア
ニズムはこのセンのパラドックスとどういった
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関係にあるのでしょうか、というご質問です。

加藤：　ありがとうございます。正直なところ、
ご指摘の類似性について全く考えていませんで
した。利他性が不幸な結果を導くという議論は、
もともと理論産業組織論の問題を念頭に置いて
いました。モデルの形式的のところで言えば、
センのパラドックスとはそんなに関係はなさそ
うな気はしますが、哲学的含意のレベルでは何
か関係しているかもしれません。私自身、社会
的選択理論を専門にやっていますが、この場で
はっきりとした繋がりを思いつきません。
ちょっと引き取って考えさせていただきたいと
思います。

森：　ありがとうございました。中島先生、こ
のようなお答えでよろしいでしょうか。

中島：　中島です。ありがとうございます。僕
もちょっと今ぱっと思いつきで質問したので、
論理的構造はもうちょっと考えないといけない
なと思って、僕も宿題として考えます。ありが
とうございます。

森：　ありがとうございました。フロアからの
質問、まだいろいろあると思いますが時間が来
ておりますので、これで終えたいと思います。
　第 8 波という話も出ておりますけれども、未
来に向けて生産的な議論ができたのではないか
と思います。それではこれでシンポジウムを終
了いたします。
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教養教育としての法学のリソース
－理系および教育系国立大学の OPAC データ比較による考察－

Resources of Legal Education as Liberal Arts
- Analysis of OPAC Data Comparing National Science Universities and 

Educational Universities -

 東京工業大学　金子　宏直
 Tokyo Institute of Technology: Hironao Kaneko
要旨
　理系国立大学および教育系国立大学について，主に 2019 年度の財務諸表および図書館
蔵書検索システム OPAC を利用し，法律関連図書費を推計から，教養科目としての法学
の物的リソースである法律関連図書が経済的にみて低い水準にあることを論じる．

キーワード :　図書館経費，OPAC，教養教育，法学

1．考察の目的
　すべての大学で必要となる教養科目としての法学の現状を把握することは必要である．
教養科目としての法学は，人権保障，法令順守の基礎ともいえ，理系大学においては生命
倫理，技術者倫理等と関連し，教育系大学においても教職課程の必須科目の憲法を含むも
のと位置づけられる．こうした教養科目としての法学に必要なリソースにかかる費用とい
う経済的側面についての研究は十分にされてこなかった．
　本論文では，86 国立大学（4 大学は大学院大学）のうち学部のある理工農系と医学・歯
学系をあわせた 17 理系国立大学と比較対象として法学部法学専門コースのない文系大学
である 11 教育系国立大学を考察の対象とする 1．これらの大学の財務諸表および附属図書
館 OPAC のデータを利用し，法学関連の図書がどのような状況にあるのか明らかにする．
そのことにより，教養科目として法学教育に利用できる法律関連図書への支出を推計し，
法学教育に必要となる物的リソースの経済的側面を明らかにする 2．

1　校正は 2024 年 6 月であるがデータは 2019 年（令和元年）度を基準としている．理系として室蘭工
業大学，帯広畜産大学，北見工業大学，筑波技術大学，東京農工大学，東京工業大学，東京海洋大学，
電気通信大学，長岡技術科学大学，名古屋工業大学，豊橋技術科学大学，京都工芸繊維大学，九州工業
大学，および医学系 4 法人の旭川医科大学，東京医科歯科大学，浜松医科大学，滋賀医科大学をあわせ
て対象としている．教育系国立大学として北海道教育大学，宮城教育大学，東京学芸大学，上越教育大学，
愛知教育大学，京都教育大学，大阪教育大学，兵庫教育大学，奈良教育大学，鳴門教育大学，福岡教育
大学を対象としている．なお，鹿野体育大学は教職教育系国立大学ではないこと，図書館データが取得
できないことから対象には含めなかった．
2　星野（2009）大学図書館実態調査報告書と東京大学の文系・理系 4 学部図書館の報告 1965 年度～
2003 年度の国立大学と東京大学の資料費（図書費・雑誌費）と購入数の分析し，文系は図書費，理系は
雑誌費に重点を置いていると論ずる．
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2．法学教育の位置づけ
　法学教育は法学部における専門教育だけではなく，他の学部における教養科目としても
重要である．まず，文部科学省の学校基本調査に基づき文系理系の学生数を調べる．同調
査は法学・政治学の学生数を合算し各専門の学生数は分からないため，法学，政治学の学
生数が同数と仮定する．

［表 1］　2019 年文理別大学学生数
計 国立 公立 私立

全体系（人） 2,609,148 437,401 138,653 2,033,094
文系計（人） 1,740,784 195,754  80,311 1,464,719
内法学・政治学（人）  157,566  15,935   2,183   139,448
内教育系（人）  189,343  60,035   2,532   126,776
理系計（人）  868,364 241,647  58,342   568,375
国公私構成比（%） 100 16.8 5.3 77.9

法学全体内比（%）* 3.0 1.8 0.8 3.4
法学文系内比（%）* 4.5 4.1 1.4 4.8

理系 / 法学（倍）* 11.0 30.3 53.5 8.2
教育系 / 法学（倍）* 2.4 7.5 2.3 1.8

出典：「学校基本調査　高等教育機関　大学・大学院　令和元年度高等教育機関（報告書掲載集計）
学校調査大学・大学院表 10（関係学科別学生数）」より著者作成

　［表 1］のように，法学専門教育を受ける学生数は，国公私立大学全体の 3 パーセント．
国立大のみでみると 1.8 パーセントにとどまる．また，理系の学生数は，多く見積もって
も法学の学生数と比べると 11.0 倍，国立だけで見れば 30.3 倍になる．教育系大学の学生
数と比べると，全体では法学の学生が多いが，国立大だけ見れば教育系の学生数は，多く
見積もっても法学の学生数の 7.5 倍になる．このことから法学は教養科目として重要であ
ると考えられる．

3．大学附属図書館の現状
3.1　役割
　大学図書館が教育のリソースとして大切である．例えば「学術情報基盤としての大学図
書館等の今後の整備の在り方について（中間報告）」において，学術情報基盤（学術研究
全般を支えるコンピュータ，ネットワーク，学術図書資料等）は，研究者間における研究
資源及び研究成果の共有，研究成果の一般社会への発信，啓発及び次世代への継承，研究
活動の効率的な展開等に資するものであり，学術研究全体の進展を支える上で極めて重要
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な役割を負っているとされる 3．
　学生にとって図書館は学習図書に接する主な場所ともいえる．全国 515 大学を対象とし
た令和元年度「全国学生調査（試行実施）」によると，「図書館やアクティブラーニングス
ペースなど大学施設を活用した学習」の質問に対する回答は，非常に有用だった 27.4 パー
セント，有用だった 45.9 パーセント，余り有用でなかった 9.7 パーセント，有用でなかっ
た 2.9 パーセント，経験していない 14.1 パーセント．学生の 73 パーセントが図書館やラー
ニングスペースを有効に利用している 4．

3.2　図書館と図書資料の経済的状況
　図書館の図書資料を充実させることは現実には困難な面がある．国立大学協会は平成
30 年 12 月 5 日声明において，「平成 16 年度の法人化以来，運営費交付金は毎年のように
削減され，教員の人件費や教育研究環境等の基盤の維持・確保すら困難な状況に陥ってい
る」と述べる．大学への運営費交付金は平成 27 年度から 1 兆 1000 億円弱にとどまり，交
付金の削減は大学附属図書館にも影響を与える．文部科学省「学術情報基盤調査統計」に
よると，2019 年時点の 86 国立大学について大学総経費に占める図書館総費用は，［図 1］
のように，2010 年度の 1.7 パーセントから徐々に減り 2019 年度は 1.4 パーセントになる（小
数点 2 位四捨五入）．大学総経費の中で図書館資料費が占める割合は 2010 年度の 0.9 パー
セントからわずかに減り 2019 年度まで約 0.8 パーセントが続く．このことから，運営費
交付金の減少は，恒常的な図書館資料費の金額の減少につながる．

0
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［図 1］　国立大学経費に占める図書館経費と資料費割合（経年）
　　　　　　出典：学術情報基盤調査統計各年度より著者作成

3　平成 17 年 6 月 28 日科学技術・学術審議会学術分科会・研究環境基盤部会学術情報基盤作業部会
［https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1213888.htm］　大学図書館の政策動
向については，溝上 = 毛利 （2017）．（URL 最終アクセス 2024 年 6 月 15 日，以下同じ）
4　［https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/chousa/1421136.htm］．
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　電子ジャーナル等の購読料の値上げなどは教育研究リソースの充実を困難にする恐れが
ある．最新の研究情報の取得に不可欠な電子ジャーナルは契約更新料が必要であり予算に
制約があれば継続が困難になる（いわゆる，シリアルズ・クライシス）5．継続的な教養教
育には契約更新が不要な図書が重要なリソースと考えられる．
　全 86 国立大学の合計でみると，［図 2］のように図書館資料費は 2010（平成 22）年度
227.9 億円で，2015，2016 年度で増加したものの，2019（令和元）年度には 212.4 億円ま
で減少している．一大学平均では 2010 年度は 2.7 億円から 2019 年度は 2.5 億円になって
いる（計算結果を百万円以下四捨五入）．

［図 2］国立大学の和図書・和雑誌，それ以外の資料費，図書館運営費の構成
　　　出典：学術情報基盤調査統計各年度より著者作成

　学部教養教育に利用が見込まれる和図書・和雑誌費だけをみると，全国立大学において
2010 年は 52.8 億円から 2019 年は 27.6 億円へ，47.7 パーセントも減少している．統計上
大学院大学を区別できないため 86 で割ると，一国立大学平均では 2010 年の 6139 万円か
ら 2019 年の 3211 万円になる．
　法律を含めて学問分野がどれだけあるのか．科学研究費助成事業の系・分野・分科・細
目表（2018 年）の分類によると 75 分科ある．そこで，先ほどの一国立大学のあたり和図書・
和雑誌経費を 75 で単純に割ると，2010 年には 81.9 万円，2019 年には 42.8 万円が１分科
あたりの和図書・和雑誌購入費に費やされている推計できる（小数点 2 位四捨五入）．
　ところで，学術情報基盤調査統計は国立大学を学部数により４区分して集計がされてい
る 6．そこで，本論で考察の対象とする各区分に属する大学数で調整した和図書・和雑誌経

5　シリアルズ・クライシス（学術雑誌の危機）は，90 年代以降学術雑誌の価格が高騰し購読を中止す
ることが購読者数の減少とさらなる価格高騰を招く状態をいう．佐藤（2011）．
6　学術情報基盤調査統計では，（A）8 学部以上 （B）5 ～ 7 学部（C）2 ～ 4 学部（D）単科の区分がある．

（B）に東京工業大学，（C）に東京医科歯科大学，東京農工大学，九州工業大学，東京海洋大学，（D）
にそれ以外の大学が区分される．
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費を 2019（平成 31/ 令和元）年度について推計した結果は，理系 1 大学当たり 1368 万円，
教育系 1 大学あたり 1104 万円である 7．これを研究分野の 75 分科で単純に割ると，2019 年
は，1 分科当たり，理系国立大学は 18.2 万円，教育系国立大学は 14.7 万円になる（小数
点 2 位四捨五入）．この金額は，全大学の一分科あたりの和図書・和雑誌購入費の推計値
42.8 万円を下回る．
　このことから，理系国立大学，教育系国立大学の図書費購入費用は，総合大学に比べて
低いことが分かる．
　
3.3　理系国立大学と教育系国立大学の図書館予算の概況
　図書館の蔵書は，図書館の購入や寄贈により構成される．図書館予算は法人運営費のう
ち研究教育支援費に含まれる場合がある 8．以下では，対象大学の最新年度 2019 年（平成
31 年 / 令和元年）について公開されている，学生数と財務諸表記載の経常経費，有形固
定資産図書増加額を使用する．図書購入費を有形固定資産図書増加額で代表し，経常費用
との比率および学生一人当たり金額（以下，推計図書購入費とする）を推計する．なお，
各大学の財務諸表を経年で見ると固定資産の図書償却は不定期なため，2019 年度償却さ
れた固定資産図書費は考慮していない 9．
　各大学のデータは，理系国立大学については［表 2］，教育系国立大学については［表 3］
のようである．
　経常経費と有形固定資産図書費増加額の比率は，理系国立大学では中間値は 0.08 パー
セント，平均値は 0.15 パーセントである（小数点 3 位四捨五入）．このうち 2019 年度著
しく高い１大学を除く平均値は0.1パーセントになる．これに対して，教育系国立大学では，
中間値は 0.3 パーセント，平均値は 0.2 パーセントである．（2019 年度の増加率について
教育系国立大学では極めて高い法人はみられない．） 
　学生一人当たり推計図書購入費は，理系国立大学では中間値は 1.6 万円，平均値は 7.9
万円である．このうち 2019 年度著しく高額な１大学を除く平均は 3 万円である．

7　令和元年規模別大学一覧表によると，理系国立大学は B （5-7 学部）分類 1 校，C（2-4）分類 5 校，
D（単科大学）11 校である．教育系国立大学は D（単科大学）12 校である．全国国立大学は A，B 分類
それぞれ 20 校，C 分類 19 校，D 分類 27 校がある．分類ごとの和図書・和雑誌経費から分類 1 校あたり
の平均値から，理系国立大学，教育系国立大学１校当たりの和図書・和雑誌経費を推計した．
8　星野（2010）．
9　学校・大学の図書館の蔵書の会計上の貨幣額評価は資料が廃棄されるまでは取得原価のままに表示
される．加藤 （2011）, p 84．
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［表 2］　2019 年度　理系国立大学図書費

学部新入生
（人）

経常費用計
（百万円）

有形固定資
産図書増加
額（百万円）

有形固定資
産図書費率

（%）

学生当たり
推計図書購
入費 （万円）

MT   611  5,324  9.7 0.18  1.5
OT   479  4,770  6.7 0.14  1.4
AM   167 29,523 12.7 0.04  7.6
KT   411  4,038  6.7 0.17  1.6
TT    78  2,921  3.2 0.10  4.1
TD   275 59,692  3.0 0.01  1.1
TA   862 14,269 11.5 0.08  1.3
TI 1,131 46,409 35.3 0.08  3.1
TM   743  9,030  6.6 0.07  0.9
EC   728 10,853  7.5 0.07  1.0
NE    86  6,928 75.2 1.09 87.4
HM   175 32,586 10.6 0.03  6.1
NT   950 11,425 14.6 0.13  1.5
TS    82  7,576  4.4 0.06  5.4
SM   160 31,912 12.5 0.04  7.8
KK   596  8,703 10.3 0.12  1.7
KT 1,063 11,546 13.9 0.12  1.3

［表 3］　2019 年度　教育系国立大学図書費

学部新入生
（人）

経常費用計
（百万円）

有形固定資
産図書増加
額（百万円）

有形固定資
産図書費率

（%）

学生当たり
推計図書購
入費（万円）

HK 1,237 10,835 28.7 0.26  2.3
ME   354  4,342  9.1 0.21  2.6
GE   924 12,839 20.0 0.16  2.2
JE   168  4,010  9.8 0.24  5.8
AE   909  8,045 15.4 0.19  1.7
KE   327  5,071 13.9 0.27  4.3
OE   133  9,477 28.8 0.30 21.7
HE   171  4,718  6.6 0.14  3.9
RK   271  3,358  6.0 0.18  2.2
NK   113  4,601  6.5 0.14  5.8
FE   655  5,591 11.4 0.20 1.7

出典：［表 1］［表 2］とも各大学財務諸表もしくは財務諸表より著者作成

　これに対して，教育系国立大学では，中間値は 2.3 万円，平均値は 4.9 万円である．こ
のうち 2019 年度極めて高額な 1 大学を除く平均値は 3.3 万円になる．
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　このことから，理系国立大学では，教育系国立大学と比べて，経常経費と有形固定資産
図書増加額の比率は半分強にとどまり，総経費に占める図書費への支出割合が低いことが
わかる．
　そして，学生一人当たり推計図書購入費は，2019 年度著しく高い大学を除いて平均を
取ると，理系国立大学は 3 万円，教育系国立大学は 3.3 万円と推計できる．
　ここでの分析はすべての専門分野の図書に関するものであるので，以下では，法律関連
図書に対象を絞って考察を行う．

4．法学関連図書に関する費用の推計
4.1　OPACデータの抽出と推計方法
　大学附属図書館 OPAC を利用して，2015 年（平成 27 年）から 2019 年（平成 31 年 /
令和元年）の 5 年間の各大学図書館に追加された法律関連図書数を抽出し 10，その上で購
入に要する費用の推計を行う．
　OPAC（Online Public Access Catalog） は図書館や資料館などの利用者が使えるように
整備されたオンライン蔵書目録検索システムである．大学附属図書館では 1980 年代に導
入が始まり，1990 年代後半には 8 割に導入されている 11．書名，著作者名，キーワード等
で検索できる．また，図書配架に利用される図書日本十進分類法（NDC）がある 12．ただ
し各図書館がデータの入力を整備しているため，キーワードや NCD の分類も図書館によ
り異なる場合がある 13．
　OPAC の評価や改良は図書館関係者により行われる．図書の貸出率が高いことが評価
のひとつとして大学附属図書館の蔵書に関する分析も行われている 14．ただし，図書の専
門資料として役割，学習図書として役割の重要性は評価の中に必ずしも組み込まれていな
い 15．
　本論文では，大学ごとの図書館 OPAC システムの仕様やデータの整合性に影響を受け
ずに，多く法学に関連する図書を抽出するために，以下の２つの方法を行った．
　①図書分類（大学により NDC7，NDC9，NDC10 の違いがある）の社会科学・法律分
類図書の検索による抽出する方法と，②件名「法」（件名による検索ができない場合には，
キーワードを「法」として行った）で検索した結果について，タイトル，著者，出版社か

10　都税などの税務上一般に図書の償却期間は短くて 5 年とされる．
11　上田（1999）．
12　国立国会図書館「日本十進分類法（NDC）新訂 10 版」分類基準〔https://www.ndl.go.jp/jp/data/
NDC10code201708.pdf〕．
13　例えば著者の本務校では，特許法は法律関係全集であっても民法等の法律図書（一般図書）とは別
に工業関係の 5 類に対応して配架されている．
14　山田（2017），先行研究の分析方法を整理したもので具体的蔵書分析は行っていない．
学生による OPAC の探索行動の研究は多いが，例えば，種市（2007）．
15　高久他（2018）．質的評価を試みるものとして，後藤（1999）．
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ら，法律関連の図書を広く抽出する方法である 16．
　ここで注意しておくことは，複数の附属図書館がある大学も一つとして検索を行う．ま
た，附属図書館ではない図書室資料室など OPAC データに連携されていない資料は数値
に含まれないが，逆に図書館に登録され研究室に所蔵されている図書は数値の中に含まれ
ている．
　集計する際には各大学にコードを付け大学名は表示していない．

4.2　法律雑誌
　2019 年時点で対象の大学図書館における商用法律雑誌の継続講読の有無を調べた．数
年前までは継続講読していたものも購読中止しているものも多く見られる．
　理系国立大学での定期購読は少ない 17．現在継続している商用法律雑誌は，ジュリスト，
判例タイムズ，法律時報，法学セミナー，判例時報ののべ 10 誌である．1 大学が 3 誌の
購読，2 大学が 2 誌の購読，3 大学が 1 誌を購読し，9 大学は購読なしである．
　これに対して，教育系国立大学は，ジュリスト，判例タイムズ，判例時報，法律時報，
法学セミナーのべ 19 誌である．1 大学が 5 誌，2 大学が 2 誌，2 大学が 2 誌，3 大学が 1
誌を購読し，1 大学は購読なしである．
　理系国立大学で継続講読されている商用法律雑誌としては，多い順に，ジュリストが 4
大学，法学セミナーが 3 大学，法律時報，判例タイムズ，判例時報が各１大学である．
　これに対して，教育系国立大学で継続講読されている商用法律雑誌としては，多い順に，
法学セミナーが 7 大学，法律時報が 6 大学，判例時報が 3 大学，ジュリストが 2 大学，判
例タイムズ，論究ジュリストが 1 大学である．
　以上のように，理系国立大学では，商用法律雑誌の購読がない大学が半数であるのに対
して，教育系国立大学ではほとんどが購入している．雑誌の種類数も，教育系国立大学は
理系国立大学の 2 倍近くであることが分かる．

4.3　法律関連図書の経年変化
　理系国立大学における件名「法」とする法律関連図書の数は［表 4］のようである．各
大学によって大きく異なっている．
　毎年一定数増加してはいないこと，理系国立大学全体計では法律関連図書の数は年々

16　取りこぼしとは，主題に「法」をキーとして検索を行う場合に，システムにより，著作権，特許権，
商標，意匠，商標，消費者保護，個人情報保護，プライバシーは法律に関連するが書籍タイトルに「法」
の文字が含まれないことで検索結果として出力されない可能性を意味することとする．取りこぼしの割
合は大学図書館のシステムによって異なる．10 年間で法律関連図書 200 タイトル以上の図書館について
みると，取りこぼしの可能性がある書籍の割合は 6％から 24％と幅がある．そのため，検証可能性の確
保と大学間の比較に必要と考えられる統一性を図るため，主題に「法」をキーとして検索を行い，本論
文では他のキーワードとの併用は行わないことにした．
17　継続和雑誌の確認には各大学附属図書館 OPAC による雑誌タイトル検索と国立情報学研究所 CiNii
のデータベースの両者により検証した．
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徐々に減少している．なお，ここでは書籍発行年と図書館の購入年が一致すると仮定して
推計する 18．2015 年から 2019 年の 5 年間における法律関連図書の増加が，100 冊未満は 13
大学，100 冊以上 200 冊未満が 3 大学，200 冊（400 冊）以上が 1 大学である．5 年間で増
加した法律関連図書は１大学当たり平均 79 冊，中間値は 56 冊である．

［表 4］　理系国立大学　件名「法」検索から抽出
大学 / 年 2015 2016 2017 2018 2019 計

MT＊1 15  9 12 13  7 56
OT＊2 29 24 19 16 12 100
AM  3 16  8  4  2 33
KT＊1  4  5 10 14  3 36
TT＊1 14 22 12 13 10 71
TD＊1  6  5  8  3  3 25
TA  9  5 10  3  4 31
TI 86 85 61 94 80 406
TM 27 23 29 25 18 122
EC＊1 26 21 25 14 21 107
NE  5  3  5  2  3 18
HM  8 11 17  6  7 49
NT 19 23 20 18 16 96
TS 12 13 14  6 13 58
SM  6  7  3  1  7 24
KK 10  3  1  4  1 19
KT 28 24 14 19  8 93

全体計 307 299 268 255 215 1,344
＊1）件名検索不可のためキーワードで「法」による，＊2）詳細検索機能なし，それ
以外は件名で「法」による検索．出典：著者作成

　NDC 分類の社会科学・法学の検索結果［表 5］では，理系国立大学全体計では増減が
あり減少傾向は見られない．NDC の法学分類図書の検索は，100 冊未満が 15 大学，100
冊以上 200 冊未満が 1 大学，200 冊以上が 1 大学である．5 年間で１大学当たり平均は 45 冊，
中間値は 34 冊である．

18　OPAC は基本的には出版年のデータを登録しているようである．図書館では最新刊を購入し出版年
と購入年の多くは一致しているものと考えられる．ただし，学習図書・古書は大学により登録年のもの
も見られる．
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［表 5］　理系国立大学　NDC32＊分類図書
大学 / 年 2015 2016 2017 2018 2019 計

MT  1  1  2  5 10 19
OT 13 14 10  6  4 47
AM  3  2  3  4  0 12
KT 13 13 12 14  7 59
TT  0  0  0  0  0  0
TD  5  9  7  8  5 34
TA  3 1  1  3  3 11
TI 34 52 25 57 40 208
TM 31 20 40 32 18 141
EC  5 11  7  8  3 34
NE  6  9 12  8  6 41
HM  4  2  2  0  2 10
NT  9 15 12  8  7 51
TS  1  1  2  2  0  6
SM  5  4  6  6  5 26
KK  3  6  2  6  3 20
KT 13 15  6 12  3 49

全体計 149 175 149 179 116 768

出典：著者作成

　教育系国立大学における件名「法」とする法律関連図書の数は［表 6］のようである．
教育系国立大学全体計では法律関連図書の数は年々徐々に減少している．2015 年から
2019 年の 5 年間における法律関連図書の増加が，100 冊未満は 4 大学，100 冊以上 200 冊
未満が 5 大学，200 冊以上が 2 大学である．5 年間で１大学当たり平均は 151 冊，中間値
は 105 冊である．
　NDC 分類の社会科学・法学の検索結果［表 7］では，教育系国立大学全体計では増減
があり減少傾向は見られない．NDC の法学分類図書の検索は，100 冊未満が 9 大学，100
冊以上 200 冊未満が 1 大学，200 冊以上が 1 大学である．5 年間で１大学当たり平均は
124 冊，中間値は 76 冊である．
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［表 6］　教育系国立大学　件名「法」検索から抽出
大学 / 年 2015 2016 2017 2018 2019 計

HK 104 80 76 69 55 384
ME 30 36 27 45 21 159
GE 61 47 33 32 30 203
JE 12 30 28 23 29 122

AE*1 27 18 24 15 19 103
KE 16 11 14 8 8 57
OE 14 14 16 21 16 81
HE 15 22 26 17 15 95
RK 12 20 23 20 30 105
NK*1 10 18 15 14 8 65
FE 28 26 41 22 27 144

全体計 329 322 323 286 258 1518

*1）件名検索不可のためキーワードで「法」による，それ以外は件名で「法」による
検索

［表 7］　教育系国立大学　NDC32＊分類図書
大学 / 年 2015 2016 2017 2018 2019 計

HK 1 1 2 5 10 19
ME 13 14 10 6 4 47
GE 3 2 3 4 0 12
JE 13 13 12 14 7 59
AE 0 0 0 0 0 0
KE 5 9 7 8 5 34
OE 3 1 1 3 3 11
HE 34 52 25 57 40 208
RK 31 20 40 32 18 141
NK 5 11 7 8 3 34
FE 6 9 12 8 6 41

全体計 355 274 233 256 250 1368

出典：〔表 6〕〔表 7〕とも著者作成

　以上から，件名「法」で検索後に法律に関連する図書を抽出する方法の方が NDC によ
る検索よりも数の上では多くなる．件名「法」の方法では，理系国立大学でも教育系国立
大学でも，2015 年から 2019 年の 5 年間減少傾向がみられるが，NDC 分類による検索で
は必ずしも減少傾向が見られないことが分かる．
　NDC 分類による一大学当たり理系国立大学の平均は 45 冊，教育系国立大学の平均は
124 冊で，教育系国立大学では 3 倍弱の図書を追加している．理系国立大学の学生数は
506 人と教育系国立大学の学生数平均は 478 であり，理系国立大学は教育系国立大学の 1.05
倍で大きな差はない．図書数の差は憲法が教職課程として必修科目であるか否かの違いが
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原因の一つと推測できる．しかし，理系大学でも教職課程を履修する学生は憲法が必須科
目であることに違いはなく 19，図書数の違いには他の原因も関係していると考えられる．

4.4　法律関連図書購入コストの推計
　前述（4.3）のように件名「法」検索による方法でみられるように 5 年間減少傾向にあ
るので，2019 年のみについて金額の推計を行えば参考として十分であると考えられる．
そこで，2019 年を例に一年間に各大学附属図書館に追加された法律関連図書費を推計し，
各大学の財務諸表の有形固定資産図書増加費と比較する．図書館蔵書に追加された図書の
本体価格に基づき法律関連図書費を推計する．法律関連図書費は，OPAC から取得した
図書および定期購読雑誌年間購読料（税抜き）を合計している．雑誌の別冊や特集号等の
価格は特に含めていない 20．
　ところで，図書館蔵書は，図書館の購入，寄贈，大学によっては教員が購入し図書館デー
タに登録されているものもあり，OPAC データで必ずしも区別できない．

［表 8］　2019 年理系国立大学附属図書館法学購入図書費

大学 学生数 法律関連図書費
（万円） 一人当たり（円） 対図書増加費割合

MT   611  3.71  61 0.38%
OT   479  3.76  79 0.56%
AM   167  1.25  75 0.10%
KT   411  0.48  12 0.07%
TT    78  2.33 299 0.73%
TD   275  2.44  89 0.81%
TA   862  4.81  56 0.42%
TI 1,131 20.80 184 0.59%
TM   743 16.48 222 2.50%
EC   728  6.03  83 0.80%
NE    86  0.70  81 0.01%
HM   175  1.51  86 0.14%
NT   950  4.64  49 0.32%
TS    82  6.39 779 1.45%
SM   160  3.85 241 0.31%
KK   596  0.18   3 0.02%
KT 1,063  3.31  31 0.24%

19　理系に関連する教職免許の科目として中学校・高等学校免許資格，理科と技術・工業があげられる．
理科の免許資格は，教育系国立大学と理系国立大学一部（医学系，北見工業大学，筑波技術大学，長岡
技術科学大学，豊橋技術科学大学，京都工芸繊維大学，九州工業大学を除く）で取得できる．技術・工
業の免許資格は，理系国立大学（室蘭工業大学，北見工業大学，筑波技術大学，東京工業大学，電気通
信大学，長岡技術科学大学，九州工業大学），教育系国立大学（北海道教育大学，宮城教育大学，東京
学芸大学，上越教育大学，京都教育大学，大阪教育大学，奈良教育大学，鳴門教育大学，福岡教育大学）
で取得できる．
20　大学によっては，別冊等は図書として登録されている場合がある．
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［表 9］　2019 年教育系国立大学附属図書館法学購入図書費

大学 学生数 法律関連図書費
（万円） 一人当たり（円） 対図書増加費割合

HK 1,237 24.56 199 0.86%
ME   354 23.79 672 2.61%
GE   924 10.83 117 0.54%
JE   168  5.49 327 0.56%
AE   909  9.25 101 0.60%
KE   327  4.49 137 0.32%
OE   133 10.79 811 0.37%
HE   171 11.02 644 1.67%
RK   271  7.62 281 1.27%
NK   113 10.01 886 1.54%
FE   655  8.47 129 0.74%

出典：［表 8］ ［表 9］共に著者作成

　また，ここまでの考察が年度単位，OPAC は年単位でずれがあることを注記しておく．
　まず，2019 年度の各大学財務諸表の有形固定資産図書増加費を図書増加費の代表とし
て，推計した法律関連図書費の占める割合は［表 8］［表 9］の右欄のようになる．理系国
立大学では中央値は 0.38 パーセント，平均値は 0.56 パーセントである．教育系国立大学
では中央値は 0.74 パーセント，平均値は 1.01 パーセントである（小数 3 位四捨五入）．
　次に，前述（3.2）の推計のように，2019 年における，1 分科当たり和図書・和雑誌経
費は，理系国立大学は 18.2 万円，教育系国立大学は 14.7 万円である．この水準に達して
いるのは，理系国立大学では１大学（［表 8］第 3 列下線付），教育系国立大学では 2 大学（［表
9］第 3 列下線付）である．このことは，金額の点でもこれらの大学を除く理系国立大学
と教育系国立大学では，法律関連図書・雑誌に対する支出は全体的に低いと考えられる．
　次に，大学の規模によらない方法として，学生一人当たりの法律関連図書費について考
察してみると，理系国立大学では，中間値が 81 円，平均値が 143 円である（1 円未満四
捨五入）．このことから理系国立大学は全体的に法律関連図書費の低い大学が多く，一部
の図書の多い大学と差が大きいことが分かる．教育系国立大学では，中間値が 281 円，平
均値が 391 円である．理系国立大学，教育系国立大学を比較すると 2 倍以上の開きがある
ことが分かる．
　大学間で大きな数値の開きがみられるので，法律関連図書費について，最少と最高額に
なる大学の数値を除いて平均値を求める．理系国立大学では平均値は 110 円である．教育
系国立大学では 369 円である．理系国立大学，教育系国立大学を比較すると教育系国立大
学が 3 倍以上であることが分かる．
　最後に，図書費のうち法律関連図書への支出割合について考察するため，2019 年にお
ける各大学の法律関連図書費を固定資産図書増加費と比較してみる．前述のように科学研
究費助成事業の系・分野・分科・細目表分類 75 分科のひとつが法学であることから，割
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合が 1.33 パーセント以上であるか未満であるかは，法律関連図書への支出が他の分野に
比べて高いか低いかを判断する目安になる．この水準に達しているのは，理系国立大学で
は 2 大学（［表 8］右列下線付），教育系国立大学では 3 大学（［表 9］右列下線付）である．
このことは，大学全体経費に占める割合の点でもこれらの大学を除いた理系国立大学，教
育系国立大学では，法律関連図書・雑誌に対する支出は全体的に低い．理系国立大学，教
育系国立大学すべてが固定資産となる図書費のうち，法律関連図書費がほとんど 1 パーセ
ント未満である．

5．考察のまとめ
　本論文では，86 国立大学（4 大学は大学院大学）のうち学部のある理工農系と医学・歯
学系をあわせた理系 17 国立大学と比較対象として法学部法学専門コースのない文系大学
である教育系 11 国立大学について，各大学の財務諸表と附属図書館の OPAC の検索デー
タを利用した ．理系国立大学を対象にすることで教養科目としての法学を，比較対象と
して教育系国立大学を対象にすることで文系でも専門教育ではない教養科目としての法学
を開講している大学の状況が明らかになる．そして，教養科目としての法学に必要とされ
る法律関連図書に関して考察できると考える．
　学術情報基盤調査統計を利用した考察では 2019 年において法律等 1 分科当たり，理系
国立大学は 18.2 万円，教育系国立大学は 14.7 万円が図書費に支出されていると推計でき
る（3.2）｡
　各大学の財務諸表による考察では，2019 年度において学生一人当たり平均で理系国立
大学は 3 万円，教育系国立大学は 3.3 万円と推計される（3.3）．
　商用法律雑誌の定期購読については，理系国立大学では少なく，教育系国立大学はほと
んどの大学が定期購読を行っており，雑誌の種類も理系国立大学の 2 倍に及ぶ（4.2）．
　法律関連図書は 2015 年から 2019 年経年で見ると全体として減少傾向にある（4.3）．
　法律関連図書費の推計した考察（4.4）では次のようなことが分かる．
　まず，多くの理系国立大学と教育系国立大学では，法律関連図書・雑誌に対する支出は
全体として一分科当りの図書，雑誌経費の推計金額よりも低い．
　次に，大学の規模に依存しない指標になる学生一人当たり法律関連図書費の平均値は，
理系国立大学では 110 円である．教育系国立大学では 369 円である．教育系国立大学は理
系国立大学と比べると 3 倍以上の法律関連図書を附属図書館に追加している．
　さらに，各大学財務諸表による図書増加費一分科の比率 1.33 パーセントと比較して，
法律関連図書費の推計値の割合が高ければ，他の分野に比べて法律関連図書への支出が多
いか少ないか判断の目安になる．この水準により法律関連図書への支出が他の分野に比べ
て多いのは，理系国立大学では 2 大学，教育系国立大学では 3 大学である．他の大学は法
律関連図書費の割合は 1 パーセント未満である．
　以上から，理系国立大学および教育系国立大学における法律関連図書への支出は一学問
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分野としては多いとは言えない．教養科目としての法学に必要な図書資料としては共通す
る理系国立大学と教育系国立大学を比較すると，文系である教育系国立大学の方が法律関
連図書への支出が高い．理系国立大学における法律関連図書への支出は一学問分野として
は必ずしも十分とは言えないと考えられる 21．

6．今後の課題
　法人運営費が年々減少する中で，図書館予算の増加を望むことは難しく，必要となる法
律関連図書を効果的に維持することはより重要になる．総合大学においても，本論文の考
察による水準に照らすことで法律関連図書の支出を検討できると考える．法律関係図書費
の推計にあたり，件名「法」の検索結果から手作業で図書をしたが，ソフトウェア等で自
動化し作業者の主観等に影響されないことが必要になる 22．
　本論文は，各大学に追加された法律関連図書の内容面，すなわち法分野，入門書，専門
書については検討していない．図書館の蔵書の評価には，貸出し回数で有効な図書の利用
を評価する方法も見られる 23．しかし，法学学習の基本図書について貸し出し回数の多寡
が評価基準となるのか検討も要する．講義の教科書，参考図書に指定された図書の貸出し
は増加することも考えられる．それに加えて学習の基本図書や参考図書はそれに適した図
書であることが主な評価基準として必要になる．
　また，法学専門教育以外の大学における法学教育がどのように行われているのか現状を
把握することも必要である．法学教育の現状や位置づけとの関係は図書館にどのような蔵
書が求められるのか考えることに役立つ 24．
今後は，教養科目としての法学教育の基本図書はどのようなものか検討することも図書館
の蔵書という教育リソースの向上に役立つと考えられる．
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Abstract
　This article estimates law-related book costs as a physical resource of legal education 
as a liberal arts of national science universities and national educational universities, 
using the financial statements and library collection search system OPAC of universities 
in 2019. As a result, the investment into legal education resources at those universities 
stays at low level.

Keywords: library expenses, OPAC, liberal arts education, legal study courses


